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日本健康教育学会学術大会の開催記録

回 開催年 開催地 大会長（大会長所属）

１ 1991 東京 宮坂　忠夫 （女子栄養大学）

２ 1992 埼玉 宮坂　忠夫 （女子栄養大学）

３ 1993 千葉 江口　篤寿 （和洋女子大学）

４ 1994 東京 福渡　　靖 （順天堂大学）

５ 1996 東京 川田智恵子 （東京大学）

６ 1997 北九州 高田　和美 （産業医科大学）

７ 1998 埼玉 足立　己幸 （女子栄養大学）

８ 1999 大阪 藤岡　千秋 （関西福祉科学大学）

９ 2000 千葉 大津　一義 （順天堂大学）

10 2001 神戸 南　　　哲 （神戸大学）

11 2002 東京 川口　　毅 （昭和大学）

12 2003 沖縄 崎原　盛造 （沖縄国際大学）

13 2004 栃木 武藤　孝司 （獨協医科大学）

14 2005 福岡 守山　正樹 （福岡大学）

15 2006 東京 衞藤　　隆 （東京大学）

16 2007 大阪 山川　正信 （大阪教育大学）

17 2008 東京 小山　　修 （日本子ども家庭総合研究所）

18 2009 東京 神馬　征峰 （東京大学大学院）

19 2010 京都 中原　俊隆 （京都大学）

20 2011 福岡 筒井　昭仁 （福岡歯科大学）

21 2012 東京 星　　旦二 （首都大学東京）

22 2013 千葉 高橋　浩之 （千葉大学）

23 2014 札幌 佐々木　健 （北海道庁）

24 2015 群馬 吉田　　亨 （群馬大学）

25 2016 沖縄 高倉　　実 （琉球大学）

26 2017 東京 荒尾　　孝 （早稲田大学）

27 2018 姫路 西岡　伸紀 （兵庫教育大学）

28 2019 東京 深井　穫博 （深井保健科学研究所）

29 2021 オンライン開催 吉池　信男 （青森県立保健大学）

30 2022 オンライン開催 小橋　　元 （獨協医科大学）

31 2023 東京 中村　正和 （公益社団法人地域医療振興協会）

32 2024 長野 稲山　貴代 （長野県立大学）
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大会長からの御挨拶

パートナーシップを束ねるヘルスプロモーション教育の挑戦

第33回日本健康教育学会学術大会

大会長　助友　裕子
（日本女子体育大学　教授）

　近年、人々を取り巻く現代的諸課題は多様化しており、様々な社会的決定要因が健康に影響を与えることが
分かってきました。人々がこれらの要因をコントロールし改善することができるようにするためのヘルスプロモー
ション活動は、個々人の健康はもちろんのこと、持続可能な社会を作り上げるためにも益々重要なものとなっ
ています。
　健康教育と社会環境づくりの両輪による公正な社会の実現を目指したヘルスプロモーションは、1986年、オ
タワ憲章で提唱されました。2005年に再提唱されたバンコク憲章においては、健康の社会的決定要因へのアプ
ローチが強調されました。この間、様々なセッティングで科学的根拠が蓄積されるとともに、環境戦略として
の理論やモデルも整理されてきました。
　一方、健康教育を銘打った本学会の学術研究の動向に着目すると、健康のための社会環境づくりの報告が増
加しています。換言すれば、健康教育の大きな現代的役割のひとつがヘルスプロモーションの担い手教育にあ
るといえます。このような本学会のパラダイムシフトにさらなる議論を深めることを企図して、本学術大会テー
マを「パートナーシップを束ねるヘルスプロモーション教育の挑戦」といたしました。本学術大会では、初日に、
パートナーシップ形成に焦点を当て、 2 日目に、健康教育そのものについての議論を再燃させるためのセッショ
ンを設けています。
　2019年から2020年にかけて改訂された学習指導要領では、高等学校保健体育科（科目保健）の内容構成が大
きく変わり、高校 2 年生の保健授業では、 9 年間の保健教育の集大成として「健康を支える環境づくり」が位
置付けられました。これにより、健康の枠を超えたあらゆる分野の担い手になるすべての子どもたちが、ヘル
スプロモーションの担い手になろうとしています。本学術大会でも、特に初めて一般演題にエントリーした方
や託児ルームで奮闘する小さな参加者一人一人にとって、これから大きく育つための転機になれば幸いです。
　会場となる日本女子体育大学は、東京都世田谷区の閑静な住宅街に位置しながら、住みたい街上位にランク
インする吉祥寺（東京都武蔵野市）や大都市新宿へのアクセスが良い立地となっております。隣接する東京都
三鷹市には、都市農業が点在するエリアから三鷹の森ジブリ美術館や太宰治旧居跡などの文化財が点在するエ
リアもございます。このように恵まれた立地に位置する日本女子体育大学は、およそ百年前に、鍛錬のための
男子体育から健康づくりのための女子体育の重要性に一念発起した二階堂トクヨが設立した二階堂体操塾が、
その前身です。本学術大会は、その百年を記念して建立されたばかりの学園創立百周年記念館で、参加者の皆
様をお迎えいたします。
　本学術大会を通じて、健康教育学がヘルスプロモーション教育を備えうる可能性ある学問として発展するた
めの議論をする機会になれば幸いです。そこに加わってくださる多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。
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大　会　概　要

1．名　称

第33回日本健康教育学会学術大会

2 ．会　期

2025年 ７ 月 ５ 日（土）～ ６ 日（日）

3 ．テーマ

パートナーシップを束ねるヘルスプロモーション教育の挑戦

4 ．会　場

日本女子体育大学 烏山キャンパス
（東京都世田谷区北烏山8-19-1）

5 ．大会長

助友　裕子（日本女子体育大学　教授）

6 ．学会行事・学会関連行事

7 月 5 日（土）
11：00～12：00　総会・奨励賞受賞式・名誉会員推戴式	 二階堂トクヨ記念講堂（第 １ 会場）
12：10～12：55　奨励賞受賞講演		  二階堂トクヨ記念講堂（第 １ 会場）
13：10～13：40　理事会		  北館 １ 階 N101 （第 ５ 会場）

7 ．運営事務局

レタープレス株式会社　広島本社内
TEL：082-844-7500
E-mail：meeting@letterpress.co.jp
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会　　場　　図

※参加者数などによって、会場変更が生じる可能性があります。当日の会場案内をご確認ください。
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日　　程　　表

7月 5日（土）

7月 6日（日）

9：30
10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

百周年記念館
1階ロビー

第 2会場
百周年記念館
スカイホール

10：15～10：50
大会長講演

9：30 
～

17：00

受　付

11：00～12：00
総会・名誉会員推戴式

奨励賞表彰式

13：50～14：50
特別講演

15：10～15：50
教育講演 1

14：30～15：20
ラウンドテーブル

1 － 1
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～
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企業団体
展示
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～

17：50
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12：10～12：55
奨励賞受賞講演

16：10～17：30
シンポジウム 1

13：50～14：50
アドボカシー研究会

15：10～16：10
学術委員会

18：00～20：00
情報交換会

13：10～13：40
滞在

15：40～16：30
ラウンドテーブル

1 － 2

16：50～17：40
ラウンドテーブル

1 － 4

16：50～17：40
ラウンドテーブル

1 － 3

15：40～16：30
口頭発表

1 － 2

14：30～15：20
口頭発表

1 － 1

ポスター掲示

10：00～10：10
開会式

ポスター掲示

9：00
9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00
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15：00

15：30

16：00
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閉会式

16：20

百周年記念館
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第 4会場
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E101
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第 6 会場
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N102

百周年記念館
1階ロビー

9：00 
～

16：20

受　付

9：00 
～

16：20

企業団体
展示

9：00 
～

16：20

クローク 12：40～13：40
ヘルスリテラシー

研究会

9：30～10：10
教育講演 2

10：20～11：40
シンポジウム 2

9：30～10：20
ラウンドテーブル

2 － 1

9：30～10：30
口頭発表

2 － 3

ポスター掲示

13：50～14：50
開催校企画

15：00～16：00
若手の会

10：40～11：40
口頭発表
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13：50～14：40
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若手の会
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2 － 2
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2 － 4

13：40～14：30
ラウンドテーブル

2 － 5

ポスター掲示

11：40～12：10
滞在
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交通のご案内

日本女子体育大学（烏山キャンパス）
東京都世田谷区北烏山8-19-1

・駅からのアクセスは次頁にてご確認ください。
・会場となる日本女子体育大学には駐車場がございません。近隣にコインパーキングはありますが、駐

車可能な台数は限られますので、公共交通機関を利用してご来場ください。
・アクセスは日本女子体育大学ウェブサイトもご参照ください。
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京王線「千歳烏山駅」からのアクセス

○小田急バス「千歳烏山駅北口」より「吉祥寺駅」行き（「吉02」、約10分ごとに運行）に乗車し、
「日本女子体育大学前」下車すぐ（所要時間約 7 分）

○徒歩　千歳烏山駅より徒歩約20分

JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」からのアクセス

○小田急バス「吉祥寺駅」 2 番のりばより「千歳烏山駅北口」行き（「吉02」、約10分ごとに運行）
に乗車し、「日本女子体育大学前」下車すぐ（所要時間約25分）
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学術大会参加者へのご案内

1．受付場所・時間

場　所：日本女子体育大学　烏山キャンパス　学園創立百周年記念館（ 1 階）
時　間： 7 月 5 日（土） 9 ：30～17：00
　　　　 7 月 6 日（日） 9 ：00～16：20
オンデマンド配信予定：2025年 ７ 月下旬～ 8 月31日（日）

2 ．参加受付

１ ）「発表者」、「座長」、「参加者」のみなさま
当日、会場での受付手続きは必要ありません。
事前にダウンロードし、印刷した参加証（ネームプレート）をお忘れなくお持ちください。  
講演集は、 当日受付にて参加証（ネームプレート）を提示しお受け取りください。
講演集は、会場で配布するだけでなく事前の PDF 配信を予定しています。

２ ）「ご招待」および「学会名誉会員」の方
当日受付へお越しください。参加証と講演集をお渡しいたします。

３ ）協賛企業・団体等のみなさま
当日受付へお越しください。参加証と講演集をお渡しいたします。

※当日現金での参加登録は受け付けません。会場に来られる前に登録をお願いします。
※会場内では参加証（名札）を必ずご着用ください。着用のない方の入場はお断りいたします。
※名札ケースは、受付でご用意しております。お持ちいただく必要はありません。

3 ．参加費および講演集

1 ）参加費

一次（事前）参加登録
2025年 3 月 1 日（土）

～ 6 月 8 日（日）

二次参加登録
2025年 6 月 9 日（月）

～ 8 月24日（日）

正会員 7,000円 8,000円

非会員 8,000円 9,000円

学　生
（院生・学部生） 2,000円 4,000円

※参加費には講演集 1 冊の費用が含まれております。
2 ）講演集

1 冊　2,000円
別途購入をご希望の方に会場で販売いたします。
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4 ．情報交換会

１ ）日　時： 7 月 5 日（土） 18：00～20：00
２ ）会　場：日本女子体育大学　烏山キャンパス　学園創立百周年記念館（ 7 階）　スカイホール
３ ）参加費：正会員・非会員　6,000円、学生（院生・学部生）　3,000円

※当日参加を希望される方は、学術大会会場受付にてお申し込みください。

5 ．昼食について

１ ）昼食について
お弁当を事前予約販売いたします。詳細は、ウェブサイトでご確認ください。
事前に申し込みされた方は、学園創立百周年記念館 １ 階にて、11時～13時の間に、引換券と交
換でお弁当をお受け取りください。
お弁当の当日販売はありませんので、予約購入されなかった方は、ご自宅や宿泊先近辺の食料
品店でご用意されることをおすすめします。
大学は住宅街にあり、大学周辺（徒歩10分圏内）には、スーパーやコンビニエンスストアはあ
りますが、飲食店があまりございません。会期中は、学内のコンビニエンスストアが営業して
おり、パンやスナックなどの軽食やドリンクは販売しています。

２ ）昼食会場について
学食（学生会館 1 階）を昼食会場としてお使いいただけます。一般の学生が利用することもあ
りますので、 ご了承ください。

6 ．その他

１ ）クローク
場　所：学園創立百周年記念館（ 1 階）
時　間： 7 月 5 日（土）　 9 ：30～17：50
　　　　 7 月 6 日（日）　 9 ：00～16：20
情報交換会にご参加の方は、クロークで荷物を受けとって会場にお持ちください。

２ ）休憩室・打ち合わせ会場
学生食堂（学生会館 １ 階）は昼食時間以外も休憩スペースとしてお使いいただけます。
交流スペース（学園創立百周年記念館　 1 階　企業展示附近）では、協賛企業からの飲み物を
提供します。休憩や歓談にお使いください。

３ ）託児室について
本学術大会では、大会に参加される方のために、お子さんを預かる託児室を用意いたしました。
事前の利用申し込みをされた方には個別にメールにて詳細をご案内しておりますので、内容を
ご確認ください。

7 ．オンデマンド視聴について

参加登録をされた方は、学術大会終了後のオンデマンドプログラムの視聴が可能となります。準備
が整いましたら、メールにて、視聴のための ID とパスワードをお知らせいたします。
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発表者・座長の皆さまへのご案内

1．発表用データの受付について

指定演題および一般演題の口頭発表用データは、事前に提出いただきます。提出期間は 6 月16日（月）～
6 月30日（月）です。提出方法につきましては、ウェブサイトでお知らせするとともに、個別にご
案内いたします。なお、原則として学術大会で用意したノート PC を使って発表していただきます。
ポスター発表とラウンドテーブルにつきましては、事前提出の必要はありません。

2 ．学会会場での発表について

一般演題（口頭）発表について
１ ）発表の10分前までには発表会場にお入りください。発表の 5 分前になりましたら、会場内の「次

演者席」に必ずご着席ください。
２ ）持ち時間は 1 演題につき12分（発表 8 分／質疑応答 4 分）です。
３ ）座長の指示に従い時間厳守でお願いいたします。

一般演題（ポスター）発表について
１ ）ポスターは発表者が持参してください。
２ ）ポスターは、 7 月 5 日（土）または 6 日（日）のうち指定された日の10：30までに、学園創立

百周年記念館（ １ 階）の所定の場所に掲示してください。掲示のためのテープは、用意してお
ります。

３ ）発表時間（責任滞在時間）は、30分です。 7 月 5 日（土）の発表者は13：10～13：40、 6 日
（日）の発表者は11：40～12：10に、ポスター前に滞在してください。発表者であることがわ
かるようにリボンを用意しますので、滞在時間中はわかるところにつけてください。

４ ）ポスター発表では、座長や司会者を指定いたしません。発表者と参加者あるいは参加者同士で、
議論を楽しんでください。

５ ）ポスターは、発表当日の16：00までに撤去してください。これ以降残っているポスターは、処
分させていただきます。

指定演題発表について
特別講演・ワークショップ、シンポジウム、教育講演、学会奨励賞講演、若手の会・委員会・研究
会・開催校企画等
１ ）発表の10分前までには発表会場にお入りください。
２ ）持ち時間はセッションの企画者または座長にご確認ください。

3 ．座長の皆さまへ

１ ）担当のセッション開始時間の10分前までには会場にお入りください。担当演題の 5 分前になり
ましたら、会場内の「次座長席」に必ずご着席ください。

２ ）進行は、座長に一任いたします。ただし、各演題の発表時間の確保、ならびに担当セッション
の終了時刻は厳守してください。
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4 ．ラウンドテーブルの発表者の皆さまへ

ラウンドテーブルの主役は発表者、意見交換の主役は発表者と参加者です。参加者が積極的に意見
を述べて、発表者と交流することを目的としています。
１ ）発表者へのお願い

会場設営も含めて、ご自身で準備をお願いします。
２ ）ラウンドテーブルは、 1 演題50分（教室の原状回復を含む）です。時間になりましたら開始し

てください。タイムキーパーはおりません。終了時刻を厳守してください。
３ ）会場にプロジェクターがございます。教室前方のスクリーンに投影されますが、スクリーンの

移動はできません。ご利用の場合は、ご自身で準備をお願いいたします。AV 機器使用につい
て不明な点等あれば会場係に問い合わせてください。

４ ）原則として、ノート PC は発表者が用意されることをおすすめします。当日は、会場に PC 等
に詳しいスタッフの配置はいたしません。ノートPCの貸し出しが必要な場合は、 6 月30日（月）
までに運営事務局にお申し出ください。なお、データのセキュリティチェックは、発表者の責
任で行ってください。

５ ）配付資料がある場合は、発表者ご自身でご手配ください。事務局では事前／当日の資料のコピー
はできません。ご了承ください。

5 ．ポスター作成要領

１ ）ポスターは、ガラス壁面（幅 90 cm×高さ 170 cm）に貼り出してもらいます。
下記の図面を参考に、発表者が作成、印刷してください。必ずしも 1 枚の大判用紙に印刷しな
ければならないわけではありません。スペース内におさまるように、複数の用紙を組みあわせ
て掲示していただいて結構です。

２ ）演題名、発表者名、所属を含めて作成してください。
３ ）演題番号は、番号札を用意します。
４ ）ポスターはガラス面に貼る予定です。テープ等は用意し

ております。

参考

A0 サイズ
（1189 mm×841 mm）

90 cm

170 cm

演題
No.

演題番号は事務局が用意いたします

ポスター掲示図面
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6 ．発表における留意事項

1 ）指定演題、一般演題、全ての発表において、発表者全員の利益相反状況についての自己申告と
開示が必要です。詳細は本学術大会のウェブサイトでご確認ください。

2 ）個人情報に関わる内容の記載に関して注意してください。
・対象者・患者の氏名、イニシアル、ID、住所、特定の月日、顔写真は記載しないでください。
・月日を表示する場合は、●月初旬、入院後●日目等としてください。
・顔の全体像を掲載する場合は、目隠しあるいは必要最小限の範囲に留めてください。
・年齢、性別、家族構成、地域は掲載可です。

3 ）著作権に関して
引用の場合は、引用として認められる条件を満たしているかをご確認ください。
・主従関係が明確であること、引用であることが明瞭に区別できること
・引用する必要があること、出典元が明記されていること、改変しないこと
・改変をして引用する場合は、必ず著者に了解を得てください。

※権利を侵害する恐れのあるデータの例：
・インターネットからダウンロードした原著作権利者不明の写真やイラスト
・雑誌などのスキャン画像、テレビ番組やインターネット配信動画などのスクリーンショッ

ト
・企業、ブランド、スポーツチーム等のロゴやイメージキャラクター　など





プログラム

「※」「※」のついたセッションはのついたセッションは  
オンデマンド配信予定 

（ディスカッション部分は対象外）
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プログラム
第 1 日目　 7 月 5 日（土）

◆開 会 式　10：00～10：10　［第 1 会場］

◆大 会 長 講 演　10：15～10：50　［第 1 会場］※※
座長：	福田　洋（順天堂大学大学院）

パートナーシップを束ねるヘルスプロモーション教育への挑戦状 
―第33回日本健康教育学会学術大会の歩き方―
演者：	助友　裕子（日本女子体育大学）

◆総会・名誉会員推戴式　奨励賞表彰式　11：00～12：00　［第 1 会場］

◆奨励賞受賞講演　12：10～12：55　［第 1 会場］
座長：	村山　伸子（新潟県立大学）

野菜摂取行動の促進をめざした行動科学の理論と実践をつなぐ健康教育・ヘルスプロモー
ション研究
演者：	中村　彩希（千葉県立保健医療大学）

親子で取り組む健康な生活習慣にむけた健康教育学的研究
演者：	吉井　瑛美（長野県立大学）

◆特 別 講 演　13：50～14：50　［第 1 会場］※※
座長・通訳：河村　洋子（産業医科大学）

Partnering for Health: Forward-Looking 
健康のためのパートナーシップ：これからのかたち
演者：	Ana M. Navarro, Ph.D. （University of California, San Diego）

◆アドボカシー研究会　�13：50～14：50　［第 2 会場］
座長：	江川　賢一（東京家政学院大学大学院）

地域運営学校を基盤とした保健活動とアドボカシーの実際
チューター：	中山　直子（神奈川県立保健福祉大学）

	 岩橋　恒太（帝京大学大学院）
	 齋藤　宏子（帝京大学）
	 佐藤　清香（高崎健康福祉大学）
	 松下　宗洋（東海大学）
	 戸ヶ里　泰典（放送大学）
	 江川　賢一（東京家政学院大学大学院）

◆教 育 講 演 1 　15：10～15：50　［第 1 会場］※※
座長：	春山　康夫（独協医科大学）

Health Impact Assessment: Health in All Policies と部門間連携
演者：	藤野　善久（産業医科大学）
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◆学術委員会　15：10～16：10　［第 2 会場］
座長：	吉池　信男（青森県立保健大学）
	 福田　吉治（帝京大学大学院）
指定発言：中村　正和（（公社）地域医療振興協会　地域医療研究所）

パートナーシップに基づく新たなヘルスプロモーション活動： 
アクションリサーチ（＋α）事始め

アクションリサーチとは？
演者：	福田　吉治（帝京大学大学院）

アクションリサーチの事例：兵庫県養父市におけるフレイル予防を目指した地域づくり
演者：	野藤　悠（東京都健康長寿医療センター研究所）

実装研究の立場からみたアクションリサーチ
演者：	齋藤　順子（帝京大学大学院）

◆シンポジウム 1 　16：10～17：30　［第 1 会場］※※
座長：	杉田　秀二郎（文化学園大学）
	 助友　裕子（日本女子体育大学）
指定発言：湯浅　資之（順天堂大学）

再考：「健康教育」と「ヘルスプロモーション」の関係性

健康教育とヘルスプロモーション：日本健康教育学会の立場から
演者：	武見　ゆかり（日本健康教育学会理事長・女子栄養大学）

アンブレラコンセプトとしてのヘルスプロモーション
演者：	齊藤　恭平（日本ヘルスプロモーション学会理事長・東洋大学）

◆一般演題（口頭発表 1 － 1 ）　14：30～15：20　［第 6 会場］

◆一般演題（口頭発表 1 － 2 ）　15：40～16：30　［第 6 会場］

◆一般演題（ポスター発表）　13：10～13：40　［百周年記念館 1 階ロビー］

◆一般演題（ラウンドテーブル 1 － 1 ）　14：30～15：20　［第 5 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 1 － 2 ）　15：40～16：30　［第 5 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 1 － 3 ）　16：50～17：40　［第 6 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 1 － 4 ）　16：50～17：40　［第 5 会場］

◆情報交換会　18：00～20：00　［第 2 会場］
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第 2 日目　 7 月 6 日（日）

◆教育講演 2 　　 9 ：30～10：10　［第 3 会場］※※
座長：	西岡　伸紀（京都女子大学）

健康教育再考～学校における健康教育から考える
演者：	植田　誠治（聖心女子大学）

◆シンポジウム 2 　10：20～11：40　［第 3 会場］※※
座長：	久保田　美穂（女子栄養大学）
指定発言：南　雄志（滋賀県立愛知高等学校・愛知高等養護学校）

学校における健康教育の導入・推進のコツ 
―健康教育コンテンツ開発からアドボカシーまで―

がん教育の教材開発から普及まで―健康教育の視点から
演者：	片野田　耕太（国立がん研究センター）

市販薬のオーバードーズに関する理解と予防教育：古典的おどし教育からの脱却
演者：	嶋根　卓也（国立精神・神経医療研究センター）

健康教育の効果的な推進のために
演者：	松﨑　美枝（九州看護福祉大学）

◆ヘルスリテラシー研究会　デジタル社会におけるヘルスリテラシー
12：40～13：40　［第 3 会場］

座長：	江口　泰正（健康教育推進研究所）
	 福田　洋（順天堂大学大学院）

デジタル社会におけるヘルスリテラシー
演者：	福田　洋（順天堂大学大学院）
	 宮脇　梨奈（明治大学）

ディスカッサント：	福田　洋（順天堂大学大学院）
	 宮脇　梨奈（明治大学）
	 石川　ひろの（帝京大学大学院）
	 金森　悟（帝京大学大学院）

◆開催校企画　　13：50～14：50　［第 3 会場］
座長：	須甲　理生（日本女子体育大学）
指定発言：高橋　修一（日本女子体育大学）

ニチジョの保健体育～分野間協力を大切にした保健体育科教育を目指して～
演者：	横嶋　剛（日本女子体育大学）

◆若 手 の 会　　15：00～16：00　［第 3 会場］［サテライト：第 4 会場］
指定発言：宇都宮　涼（東京大学大学院）

私たちが考える、未来の健康のために築きたいパートナーシップ
演者：	髙野　真梨子（女子栄養大学大学院）
	 村上　梨沙（お茶の水女子大学大学院）
	 村田　凪咲（女子栄養大学大学院）
	 亀山　泉（埼玉県立大学大学院）
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◆一般演題（口頭発表 2 － 3 ）　 9 ：30～10：30　［第 4 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 － 4 ）　 9 ：30～10：30　［第 5 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 － 5 ）　10：40～11：40　［第 4 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 － 6 ）　10：40～11：40　［第 5 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 － 7 ）　12：40～13：40　［第 4 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 － 8 ）　12：40～13：40　［第 5 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 － 9 ）　13：50～14：50　［第 4 会場］

◆一般演題（口頭発表 2 －10）　13：50～14：40　［第 5 会場］

◆一般演題（ポスター発表）　11：40～12：10　［百周年記念館 1 階ロビー］

◆一般演題（ラウンドテーブル 2 － 1 ）　 9 ：30～10：20　［第 6 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 2 － 2 ）　10：30～11：20　［第 6 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 2 － 3 ）　11：30～12：20　［第 6 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 2 － 4 ）　12：40～13：30　［第 6 会場］

◆一般演題（ラウンドテーブル 2 － 5 ）　13：40～14：30　［第 6 会場］

◆若手の会（サテライト会場（中継））　15：00～16：00　［第 4 会場］

◆閉会式　16：10～16：20　［第 3 会場］
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一般演題（口頭発表）
7 月 5 日（土）
一般演題（口頭発表 1 － 1 ）　14：30～15：20　［第 6 会場］
座長　赤松　利恵（お茶の水女子大学）

　　　坂口　景子（淑徳大学）

OR1-1-1 	 妊娠前からの栄養指導による健康意識向上と食習慣変容の試み
大西　弘太郎（郡山女子大学　家政学部　食物栄養学科　臨床医学研究室）

OR1-1-2 	 保育の場で母親が遭遇するネガティブサポートと健康教育、ヘルスプロモーションに関す
る一考察

木村　美也子（昭和女子大学　人間社会学部）

OR1-1-3 	 保育所等での食育活動が家庭の食育・子どもの食行動の変化を引き出すために
染井　順一郎（�国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室、 

一般社団法人味の教室協会）

OR1-1-4 	「ゆとり」のない家庭における園での食育効果の検討
河口　八重子（�国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室、 

一般社団法人味の教室協会）

一般演題（口頭発表 1 － 2 ）　15：40～16：30　［第 6 会場］
座長　佐藤　文彦（Bacical Health 株式会社）

　　　福田　洋（順天堂大学大学院）

OR1-2-1 	 大阪府内大学のキャリアセンターにおける健康経営の認知度調査
新井　卓二（�大阪公立大学　研究推進機構　協創研究センター　看護システム先端技

術研究所）

OR1-2-2 	 病院勤務リハビリテーション専門職へのジョブ・クラフティング研修の適応：アクション
リサーチ（第一報）

六鹿　健児（�地域医療振興協会　東京北医療センター　リハビリテーション室、帝京
大学大学院　公衆衛生学研究科）

OR1-2-3 	 長期縦断データに基づく若年就労者の体重推移
野村　恵里（中京大学大学院スポーツ科学研究科、愛鉄連健康保険組合）

OR1-2-4 	 日本の労働者における就寝の先延ばし傾向と睡眠習慣、睡眠休養感との関係
門間　貴史（筑波大学体育系）



― 23 ―

7 月 6 日（日）
一般演題（口頭発表 2 － 3 ）　 9 ：30～10：30　［第 4 会場］
座長　林　芙美（女子栄養大学）

　　　稲山　貴代（長野県立大学）

OR2-3-1 	 小児の主体性を重視した管理栄養士による栄養相談の質的研究～子供と保護者とそして管
理栄養士との信頼に注目して～

牧田　愛美（大木小児内分泌代謝クリニック）

OR2-3-2 	 子どもの頃の食事作りへの参加開始時期と成人後の主食・主菜・副菜をそろえた食事頻度
との関連

小野　春香（お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科）

OR2-3-3 	 小学生の頃の食育の学習経験の違いによる成人期の食習慣
野村　麻衣（お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科）

OR2-3-4 	 食品ロス削減を目的とした「OchaEco 弁当」利用者の購入理由による特徴
久祢田　珠暉（お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科）

OR2-3-5 	 食事に含まれる色数と栄養評価指標との関連
土井　音奏（お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科）

一般演題（口頭発表 2 － 4 ）　 9 ：30～10：30　［第 5 会場］
座長　石井　香織（早稲田大学）

　　　秦　希久子（鎌倉女子大学）

OR2-4-1 	 小学生におけるやせ願望およびダイエット経験の実態と関連要因
吉澤　裕世（順天堂大学）

OR2-4-2 	 小・中学生男女のふつう体型における体型願望の理由
夏井　紗野（魚沼市立堀之内小学校）

OR2-4-3 	 中学生対象の給食を減らす・残す行動に焦点を当てた食育プログラムによるポジティブボ
ディイメージの育成

元川　菜月美（大阪公立大学大学院　生活科学研究科）

OR2-4-4 	 小学 6 年生を対象としたエナジードリンクに関する授業の有用性の検討
伯井　祥子（東大阪市立英田北小学校）

OR2-4-5 	 中学生の睡眠と自尊感情の関連について
森本　雅子（大阪青山大学）
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一般演題（口頭発表 2 － 5 ）　10：40～11：40　［第 4 会場］
座長　甲斐　裕子（明治安田厚生事業団体力医学研究所）

　　　北畠　義典（埼玉県立大学）

OR2-5-1 	 地域在住高齢者を対象としたフレイル予防運動教室に「ちょい足し」した栄養教育プログ
ラムの実現可能性

佐藤　清香（高崎健康福祉大学）

OR2-5-2 	 大学生を対象とした身体活動と孤独・孤立感の関連の検討
加藤　大悟（群馬大学大学院　保健学研究科）

OR2-5-3 	 スポーツ健康系大学生における体力の相対年齢効果
神谷　義人（名桜大学人間健康学部、琉球大学大学院保健学研究科）

OR2-5-4 	 小学校における“外遊び”を核としたホールスクールアプローチの実践とその効果：混合
研究法を用いた 2 年間の介入研究

今井　夏子（日本体育大学、株式会社コミュニティネット）

OR2-5-5 	 多世代間交流イベントにおける幼児の身体活動量の検討
木戸　直美（�静岡福祉大学　子ども学部、慶應義塾大学大学院　健康マネジメント研

究科）

一般演題（口頭発表 2 － 6 ）　10：40～11：40　［第 5 会場］
座長　蝦名　玲子（グローバル・ヘルス・コミュニケーションズ）

　　　田村　光平（東京都医療政策部）

OR2-6-1 	 小学校の低学年を対象とした生命（いのち）の安全教育の教材開発とその実践
	 ―プライベートゾーンに関する理解と問題への対処を中心に―

村松　崇志（信州大学教育学部、篠ノ井西小学校）

OR2-6-2 	 市民参加型による計画策定のプロセスと成果の考察
城本　華依（三郷市　健康推進課）

OR2-6-3 	 小学校高学年の学校におけるトイレ利用行動と生活習慣～トイレ利用行動の実態を中心に～
大豆生田　薫（日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科）

OR2-6-4 	 離島居住者の健康生成の心理的要因に関する調査研究
宮城　裕子（沖縄県立看護大学　看護学部）

OR2-6-5 	 日本語学習者の健康教育：日本語教育機関における感染症コミュニケーション
加藤　美生（国立健康危機管理研究機構　国立感染症研究所）
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一般演題（口頭発表 2 － 7 ）　12：40～13：40　［第 4 会場］
座長　佐見　由紀子（東京学芸大学）

　　　長岡　知（順天堂大学）

OR2-7-1 	 教員の学校安全に関する認識
山田　浩平（愛知教育大学）

OR2-7-2 	 がん経験者によるがん教育から得られる中学生の学習内容：学習形態からの視点
細川　佳能（東洋大学　健康スポーツ科学部）

OR2-7-3 	 学内たばこ対策モニタリング調査結果を活用した健康教育メッセージの検討
鈴木　朋子（大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部　健康栄養学科）

OR2-7-4 	 高等学校保健体育科「現代社会と健康」における情報活用スキルの関連要因 
―ヘルスプロモーションの理解を中心に―

南　雄志（滋賀県立愛知高等学校・愛知高等養護学校）

OR2-7-5 	 医師会所属医師のがん教育外部講師実施意図とその関連要因
川北　紫織（日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科）

一般演題（口頭発表 2 － 8 ）　12：40～13：40　［第 5 会場］
座長　島津　太一（国立がん研究センター）

　　　辰田　和佳子（日本大学）

OR2-8-1 	 社員食堂を利用する肥満の男性従業員の生体指標の変化と食事選択
山下　日菜子（日本女子大学　食科学部　栄養学科）

OR2-8-2 	「食の楽しみ」と健康的な食生活に関する研究の系統的レビュー
濱下　果帆（お茶の水女子大学　生活科学部）

OR2-8-3 	 勤労者の時間的ゆとり感による食生活の特徴
金島　春香（お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科）

OR2-8-4 	 観光客の食体験とウェルビーイング・生活の質との関連についてのスコーピングレビュー
遠藤　愛梨（山形大学　農学部　食農総合科学研究室）

OR2-8-5 	 自治体保健事業における伴走型支援の実践―ナッジを活用した被保護者の健診受診勧奨を
例に―

大橋　千秋（帝京大学大学院　公衆衛生学研究科）
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一般演題（口頭発表 2 － 9 ）　13：50～14：50　［第 4 会場］
座長　秋山　美紀（慶應義塾大学）

　　　齋藤　義信（日本体育大学）

OR2-9-1 	 被災地における実践コミュニティが主観的幸福感に与える中長期影響とその関連要因： 
福島県下神白団地における料理教室の継続事例

久地井　寿哉（�ふれあいの赤いエプロンプロジェクト評価チーム、公益財団法人エイ
ズ予防財団）

OR2-9-2 	 健康で持続可能な食環境づくり（第 2 報）：キャンパス内自動販売機の内容変更と情報提
供による変化の評価

千葉　由美子（前女子栄養大学大学院）

OR2-9-3 	 健康で持続可能な食環境づくり（第 3 報）：インタビュー調査による自販機業者にとって
のメリットと課題の検討

髙野　真梨子（女子栄養大学大学院、日本学術振興会特別研究員 DC）

OR2-9-4 	 ヘルスリテラシーの変化と主観的健康感との関連性に関する知見～北海道 3 都市の調査研
究を通じて～

本間　直幸（�北海道情報大学　医療情報学部、北海道情報大学　健康情報科学研究セン

ター）

OR2-9-5 	 生活協同組合員における災害について話し合える仲間の有無と災害に備えた食行動と準備
要因の違い

郡司　弥恵（長野県立大学大学院）

一般演題（口頭発表 2 －10）　13：50～14：40　［第 5 会場］
座長　池田　康幸（埼玉県三芳町）

　　　石川　みどり（国立保健医療科学院）

OR2-10-1 	環境に配慮した食品選択行動パターン別の食物選択動機の検討
西田　依小里（お茶の水女子大学大学院）

OR2-10-2 	疾病を予防する―健康な食事―
大出　理香（人間総合科学大学　健康栄養学科）

OR2-10-3 	地域食材を活用した排塩チャレンジ 大学生の Na/K 比改善と食行動変容の可能性 
〜層別ランダム化比較試験 介入 1 年後の追跡〜

山沢　珠央（山形大学　農学部　食農総合科学研究室）

OR2-10-4 	「自分で考え、作って、できた」を経験する小中連携を見据えた中学校家庭科における朝
食授業と地域連携食育推進事業

殿谷　愛乃（大阪公立大学大学院生活科学研究科）
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一般演題（ポスター発表）
7 月 5 日（土）
13：10～13：40　［百周年記念館］

P1-1	 原発事故に対する風評被害低減への取組みと学生の認識の変化―産学連携プロジェクト「福
島支援メニューコンテスト」を通して―

亀山　こころ（�華学園栄養専門学校）

P1-2	 病院内コンビニエンスストアにおける食環境整備の多職種職員による自走化の成功・継続
要因～インタビュー調査による質的検討～

川畑　輝子（�公益社団法人　地域医療振興協会）

P1-3	 高校生における手洗い教育の最適解：探求教育を活用したアクションリサーチ（第一報）
大浦　麻絵（�札幌医科大学医学部社会医学講座公衆衛生学）

P1-4	 高校生における手洗い教育の最適解：探求教育を活用したアクションリサーチ（第二報）
中田　真由（�札幌医科大学医学部社会医学講座公衆衛生学）

P1-5	 高齢者における野菜摂取の意識と野菜摂取量の関連
須藤　萌（�高崎健康福祉大学　健康福祉学部）

P1-6	 住民主体の地域食堂における食環境づくりによる利用者の購買行動の変化
石川　栞菜（�高崎健康福祉大学　健康福祉学部）

P1-7	 思春期・青年期の競技選手における朝食、昼食、夕食別の主食・主菜・副菜の摂取状況か
ら栄養教育への展開の検討

中﨑　衣美（�（公財）北陸体力科学研究所、長野県立大学大学院）

P1-8	 地域住民参加のワークショップによる魚食を通じたヘルスプロモーション活動の実践
千葉　綾乃（�青森県立保健大学健康科学部栄養学科）

P1-9	 高等学校における外部講師と連携したがん教育の実践～「がん患者への理解と共生」を中
心に～

柴田　葵（�至学館大学大学院健康科学研究科（院生））

P1-10	 2024年度若手の会学習会企画報告―賛否の分かれる公衆衛生施策に関するディベート形式
のディスカッション―

谷内　ななみ（�前お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科）

P1-11	 地域在住高齢者の食行動に影響を与えるライフイベント―量的研究手法を用いた質的研究
の拡大調査―

高瀬　唯那（�高崎健康福祉大学　健康福祉学部）
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P1-12	 こころのセルフケアについて学ぶすごろく制作ワークショップの報告―住民が学び、作り、
遊ぶプロセスで起きた変化とは―

齊藤　彩（�慶應義塾大学先端生命科学研究所からだ館）

P1-13	 学校給食の栄養・食生活への寄与：文献レビュー
町田　大輔（�群馬大学　共同教育学部、群馬大学大学院　食健康科学研究科）

P1-14	 中学生を対象とした食教育実践の研究報告における評価のあり方の検討
武市　萌（�大阪樟蔭女子大学大学院　人間科学研究科　人間栄養学専攻）

P1-15	 包括的なヘルスリテラシーとがん検診受診行動の関連
田口　良子（�鎌倉女子大学　家政学部）

P1-16	 北海道浦河町における「幼児期からの学びの土台づくり」事業の実践～大学生による浦河
町との協働活動～

林　二士（�札幌国際大学短期大学部、札幌医科大学医学部社会医学講座公衆衛生学）

P1-17	 家庭において推奨されている食費節約方法の実態
小島　唯（�新潟県立大学　人間生活学部健康栄養学科）

7 月 6 日（日）
11：40～12：10　［百周年記念館］

P2-1	 若年層のヘルスリテラシー向上を目的としたアクティブ・ラーニング型健康教育の実践
植村　望（�八戸工業高等専門学校総合科学教育科）

P2-2	 ダウン症児の長期休暇中の時間単位でみた身体活動の特徴
山中　恵里香（�東京都立大学大学院　人間健康科学研究科）

P2-3	 ダウン症者の歩行促進を目的とした保護者のニーズを反映したアプリ開発のプロセス
高畠　朋子（�長野県立大学大学院）

P2-4	 中学校保健体育保健「医薬品」に関する現代的課題に対応した授業構成の実証研究―国公
立、私立中学校での実践結果比較報告―

小山　浩（�平成国際大学　スポーツ健康学部）

P2-5	 運動推進自主グループの継続支援の成果と今後の方向性
米奥　淳美（�志摩市役所健康推進課）

P2-6	 栄養学専攻の大学生における子どもの頃の食経験に関する質的検討 1 ：小学生の頃の食経験
衞藤　久美（�女子栄養大学　栄養学部）
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P2-7	 栄養学専攻の大学生における子どもの頃の食経験に関する質的検討 2 ：中学生の頃の食経験
會退　友美（�東京家政学院大学　人間栄養学部）

P2-8	 栄養学専攻の大学生における子どもの頃の食経験に関する質的検討 3 ：高校生の頃の食経験
坂本　達昭（�熊本県立大学　環境共生学部）

P2-9	 小学生の体力レベルと食習慣の関係
馬場　朝美（�中村学園大学　栄養科学部　栄養科学科、筑波大学大学院　人間総合科

学学術院　人間総合科学研究群）

P2-10	 男子学生の野菜摂取促進に向けた食環境整備～大学食堂における野菜充足度チェックイベ
ントとベジ UP メニューの提供～

山口　絵里（�シダックスフードサービス（株））

P2-11	 産学官連携による健康弁当を通じた食環境整備の試み　その 1 　形成的評価
村田　あずさ（�相模女子大学大学院栄養科学研究科）

P2-12	 産学官連携による健康弁当を通じた食環境整備の試み　その 2 　総括的評価
吉岡　有紀子（�相模女子大学栄養科学部、相模女子大学大学院栄養科学研究科）

P2-13	 就労者のウェルビーイング充実に向けた小休憩およびコーヒーの役割
新井　真由美（�ネスレ日本株式会社）

P2-14	 モーションセンサによる歩行計測と身体機能との関係の検討
田中　健太郎（�長野県立大学大学院　健康栄養科学研究科）

P2-15	 ティーンエイジャーに対する世界の心肺蘇生教育の現状と課題―カナダの留学生を中心と
した調査結果から―

加藤　南花（�医療法人社団健成会　加藤医院）

P2-16	 小規模自治体におけるロジックモデルを導入したアクションプランの作成プロセス
池田　康幸（�埼玉県三芳町）

P2-17	 大学の教養科目「健康心理学」における禁煙教育
杉田　秀二郎（�文化学園大学　総合教養）
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一般演題発表（ラウンドテーブル）
7 月 5 日（土）
一般演題（ラウンドテーブル 1 － 1 ）　14：30～15：20　［第 ５ 会場］

RT1-1	 持続可能で健康な食品のお買い物カードゲームの活用
河嵜　唯衣（�お茶の水女子大学　SDGs 推進研究所）

一般演題（ラウンドテーブル 1 － 2 ）　15：40～16：30　［第 ５ 会場］

RT1-2	 個人のヘルスリテラシーは地域、地球レベルの健康に影響するか？
江川　賢一（�東京家政学院大学大学院）

一般演題（ラウンドテーブル 1 － 3 ）　16：50～17：40　［第 6 会場］

RT1-3	 アジアと日本の学校での性教育の最前線―包括的性教育及び生命（いのち）の安全教育の
普及の現状と課題―

友川　幸（�信州大学、国際学校保健コンソーシアム）

一般演題（ラウンドテーブル 1 － 4 ）　16：50～17：40　［第 5 会場］

RT1-4	 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチによる実践的な栄養相談の質的評価の試み
片瀬　久代（�大木小児内分泌代謝クリニック）

7 月 6 日（日）
一般演題（ラウンドテーブル 2 － 1 ）　 9 ：30～10：20　［第 6 会場］

RT2-1	 「健康な食事」の普及を目指した産学連携と成果、そして新たなる課題
松月　弘恵（�日本女子大学　食科学部　栄養学科）

一般演題（ラウンドテーブル 2 － 2 ）　10：30～11：20　［第 6 会場］

RT2-2	 体系的な医・保健科学的知識を日常へ―AI 友人化物語教材開発：管理栄養士養成課程で
の試み

守山　正樹（�活水女子大学健康生活学部、NPO ウェルビーイング）

一般演題（ラウンドテーブル 2 － 3 ）　11：30～12：20　［第 6 会場］

RT2-3	 地域在住高齢者に対するアクションリサーチを用いた住民主体の運動プログラム構築
亀山　泉（�埼玉県立大学大学院　保健医療福祉学研究科）

一般演題（ラウンドテーブル 2 － 4 ）　12：40～13：30　［第 6 会場］

RT2-4	 ふれあいの赤いエプロンプロジェクトの料理教室「いっしょに作っていっしょに食べる」は、
いわゆる「料理教室」と何が違うのか？

木下　ゆり（�愛知学院大学、ふれあいの赤いエプロンプロジェクト評価チーム）

一般演題（ラウンドテーブル 2 － 5 ）　13：40～14：30　［第 6 会場］

RT2-5	 児童の月経衛生対処の実現に向けて
橘　那由美（�環太平洋大学大学次世代教育学部）



大会長講演

特別講演

学会奨励賞講演
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大会長講演

パートナーシップを束ねるヘルスプロモーション教育への挑戦状 
―第33回日本健康教育学会学術大会の歩き方―

助
すけ

友
とも

　裕
ひろ

子
こ

日本女子体育大学

　自分の身の丈に合うかどうかは別として、与え
られた役割には挑んでみようと思う性分。いつま
でも挑戦者であり続けたいと願う気持ちを、「パー
トナーシップを束ねるヘルスプロモーション教育
の挑戦」という第33回日本健康教育学会学術大会

（以下、本学術大会）テーマに込めた。筆者自身
の挑戦は、本学術大会を通じて、 3 つの提案をす
ること。 1 つ目は、分野間協力の原体験ができる
場を探し、見つけて、作り出すこと。 2 つ目は、
健康のためのパートナーシップが育まれるしかけ
づくりに取り組むこと。 3 つ目は、ヘルスプロ
モーション教育を目指せる議論をすること。これ
ら 3 つの提案をまとめた以下が、大会長としての
挑戦状である。

【分野間協力の原体験ができる場を探し、見つけ
て、作り出す】
　社会に出てしまうと同じ職種の者同士で活動す
ることが多くなり、異分野の人達の考えを聞く機
会がぐんと減ってきてしまう。そのため発想が豊
かな学生のうちに分野を越えてディスカッション
しあうことができれば、社会に出てからもその
ネットワークを保っていけるのではないだろうか。

（助友ら．日健教誌 1998; 6 （Suppl）: 225.）。これ
は、第 7 回日本健康教育学会学術大会で設けられ
た学生セッションワークショップの抄録からの抜
粋である。学術界に身を置いてまだ経験の浅い学
生だからこそ、生活者感覚が表現されることに期
待した。筆者が専門とするヘルスプロモーション
は、生活者の論理を中軸とした理念なのだと、日
本へのヘルスプロモーションの導入者であり恩師
でもある島内憲夫先生から教えられたためである。
　WHO が1986年に提唱し2005年に再提唱したヘ
ルスプロモーションの各憲章では、 3 つないし 5
つのプロセス（唱道、投資、能力形成、規制と法
制定、パートナー）がヘルスプロモーションの柱

とされ、いずれも 5 つの活動方法（健康的な公共
政策づくり、健康を支援する環境づくり、地域活
動の強化、個人技術の開発、ヘルスサービスの方
向転換）の重要性が示唆されている。前述した学
生セッションの企画は、 5 つの活動方法を有機的
に機能させるためのパートナーを意図していた。
実際、このセッション参加者との相互交流から、
本学術大会のシンポジウム 1 、 2 が企画されるこ
ととなった。復刻版の域を超えた若手の会企画に
もぜひ期待していただきたい。

【健康のためのパートナーシップが育まれるしか
けづくり】
　WHO の『Health promotion glossary of terms 
2021』では、健康のためのパートナーシップ

（partnerships for health） は、次のように定義さ
れている。「A recognized relationship between 
two or more partners to work cooperatively 
towards a set of shared health outcomes in a 
way that is more effective, efficient, sustainable 
or equitable than could be achieved by one part-
ner acting alone.（共通の健康アウトカムに向かっ
て、単独で活動するよりも、より効果的、効率的、
持続可能、または公平な方法で協力的に活動する
2 者以上のパートナー間で認識された関係。）」
　児童生徒を対象としたがん教育が国策となった
背景には、パートナーシップ構築の営みやアドボ
カシーがあったことを強調したい。筆者らは、が
ん教育コンテンツ開発や授業実践を中核としたア
ク シ ョ ン リ サ ー チ を 進 め て き た（例 え ば、
Yako-Suketomo, et al. J Cancer Educ 2019; 34（6）: 
1059-1066.）。（アクションリサーチの基礎は、学
術委員会企画セッションで！）第 2 期がん対策推
進基本計画策定に向けたがん対策推進協議会の議
論を傍聴していると、がん教育の担い手や様々な
ステークホルダーへの影響など懸念の声が散見さ
れるようになった。そこで、新たな施策や事業が
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導入される際の健康影響を議論するために、
Health Impact Assessment （HIA） を実施した。

（国内の HIA の第一人者による教育講演 1 をお楽
しみに！）がん対策以外の分野からなる構成員

（特に学校教育関係者）を含めて HIA チームを組
織化したことで、教員への健康影響が明らかにな
り、その対策を提案する次の研究課題（例えば、
H24-がん臨床-若手-002）へとつながった。仲間
がすぐに実践報告を論文化すると（例えば、河村
ら．熊本大学政策研究 2010；（1）：69-84.）、それ
を国のがん対策推進協議会で引用してくれた患者
委員がいて、超党派による国会議員がん教育連盟

（仮称）もできたと聞く。その後、がん対策基本
法第23条にがん教育の推進が、中学校と高等学校
学習指導要領（保健体育科）にがんを扱うことが
それぞれ明記された。ずいぶんと足早に、熟考す
る間もなく、とにかく論文化を進めたことが、結
果的にアドボカシーに貢献していたことを実感し
た出来事だった。（アドボカシー研究会企画も、
学校教育と関連づけたセッションです！）
　そもそも、筆者が学校におけるがん教育のアク
ションリサーチを設計する際にお手本にしたのは、
地域のヘルスボランティアによるヘルスプロモー
シ ョ ン 活 動 の が ん 対 策 バ ー ジ ョ ン に あ っ た

（Navarro, et al. Prev Med 2007; 45（2-3）: 135-
138.）。本学術大会では、その仕掛け人である
Navarro 先生をお招きし、特別講演・ワーク
ショップを企画した。

【ヘルスプロモーション教育を目指せる議論】
　WHO ヘルスプロモーション（オタワ憲章）産
みの親である Kickbusch 博士は、「‘社会環境’
が変わると、人々が‘健康の重要性’に気づき、

‘個人の価値観とライフスタイル’を変える」と
いう考え方に対し、「‘健康の重要性’に気づく教
育が、‘個人の価値観とライフスタイル’ひいて
は‘社会環境’を変える」という双方向の考え方
をオタワ憲章以前から提示していた（Kickbusch. 
Eur Monogr Health Educ Res 1983; （5）.）。この
両方の議論が、健康教育・ヘルスプロモーション
の理論と実践の往還を標榜する日本健康教育学会
に重要である。特に後者を、ヘルスプロモーショ
ン教育と呼びたい。ヘルスプロモーション教育と
は、人々が自らの健康とその決定要因をコント
ロールし改善することができるように、個人の価

値観とライフスタイルならびに社会環境に影響を
及ぼすことのできる担い手づくりを目指した教育
である。日本健康教育学会は、ヘルスプロモー
ションを進めていくためには、健康教育によって

「知識、価値観、スキルなどの資質や能力」を身
につけることが重要であるとしている（日本健康
教育学会ホームページ . 日本健康教育学会が考え
る健康教育とは・ヘルスプロモーションとは.）。
一方、健康教育の範疇は自分自身や周りの人々の
健康とされ、社会環境に影響を及ぼすための資
質・能力の育成についての議論は不足している。
　そこで、新しい社会の担い手に求められる資
質・能力の基本的な考え方について系統立てられ
た学校健康教育に学ぶべく、教育講演 2 を企画し
た。それをもとに、近年の情報化、グローバル化
した社会環境下で求められるヘルスリテラシーに
ついて議論するヘルスリテラシー研究会企画、さ
らには本学術大会の開催校であり保健体育科教員
輩出数が全国屈指の日本女子体育大学（ニチジョ）
から開催校企画を提供し、学校教育と社会教育の
接点を再考する機会を設けた。

　本学術大会では、初日に、パートナーシップ形
成に焦点を当て、 2 日目に、健康教育そのものに
ついての議論を再燃させるためのセッションを設
けた。特に、初めて一般演題にエントリーした方
や託児ルームで奮闘する小さな参加者一人一人に
とって、本学術大会がこれから大きく育つための
転機になれば幸いである。

略歴
　2007年順天堂大学大学院医学研究科博士課程修
了（博士（医学））。国立がん研究センター研究員
等を経て、2017年日本女子体育大学教授。文部科
学省「中学校学習指導要領解説 保健体育編（平
成29年）」作成協力者、同「がん教育」に関する
懇談会委員等を歴任するほか、自治体の総合計画、
健康増進、スポーツ推進、社会教育、公共施設管
理計画など、幅広くまちづくりにかかわる。また、
東京都武蔵野市民として、PTA、地域防災、地
域社会福祉協議会、開かれた学校づくり協議会の
運営にも携わる。高校生と大学生の母。

（E-mail: suketomo.hiroko@jwcpe.ac.jp）

大会長講演
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　Synergistic partnerships provide fertile 
ground for action research. Under this assump-
tion, the session examines long-term lessons 
learned and invites the consideration of for-
ward-looking strategies as we aim at ramping 
up health across the Pacific Ocean through 
meaningful connections. The goal of the session 
is to actively engage participants in considering 
the extent to which partnership-building can be 
conducive in their own work environment. First, 
we’ll discuss possible advantages and drawbacks 
of partnering across diverse perspectives. Next, 
we’ll go over practical strategies on how we can 
set the stage for productive collaborations that 
recognize and reconcile distinct needs including 
flexible, dynamic and rigorous approaches. A 
small-group and joint conversation will follow 
sharing insights and ideas applicable in the ses-
sion participants’ own work environment or 
experiences.

Partnering for Health: Forward-Looking 
健康のためのパートナーシップ：これからのかたち

Ana M. Navarro, Ph.D.

School of Public Health, University of California, San Diego

　シナジー効果のあるパートナーシップは、アク
ションリサーチの肥沃な土壌を提供します。この
前提に基づき、本セッションでは私が長期間取り
組み学んだことを検証し、太平洋地域における有
意義なつながりによって健康の向上を推進のため
の未来志向の戦略を検討します。本セッションの
目的は、参加者が自身の取り組み環境において
パートナーシップ構築の有効性を積極的に検討す
ることです。まず、多様な視点からのパートナー
シップのメリットとデメリットについて議論しま
す。次に、異なるニーズを認識し調和させるため
の柔軟性、動体的で厳格なアプローチを含む、生
産性の高い協働の基盤を築く実践的な戦略を検証
します。その後、小グループと全体での議論を通
じて、セッション参加者の自身の取り組み環境や
経験に適用可能な洞察やアイデアを共有したいと
思います。

特別講演
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【Biography】

　Dr. Navarro’s work has focused on communi-
ty-based participatory interventions to improve 
health status and access to health care with a 
special emphasis on program evaluation and 
health equity. Her seminal evidence-based com-
munity health advisor Por La Vida has been 
widely recognized as a pioneer and a model in 
the field, and the strategies for dissemination 
across diverse communities have proven to be 
of great significance. The model also provided a 
solid foundation for innovative community-cen-
tered projects engaging diverse partners. As 
founding principal investigator of a major inter-
institutional research initiative, Dr. Navarro 
worked closely together with academic and 
community leaders to build critical infrastruc-
ture that facilitated research projects spanning 
from basic, to clinical and population sciences. 
Importantly, the initiative developed a broad 
community partner network that was progres-
sively integrated to work as partners with the 
academic institutions. Dr. Navarro is the proud 
recipient of prestigious awards that recognize 
her long-term community service in support of 
higher education and health equity. As an edu-
cator, her systems-oriented and innovation acu-
men impacted the integration of public health 
curriculum with applied research endeavors, 
community linkages and student-centered expe-
riential learning.

特別講演

略歴

　アナ・ナバロ博士の研究は、健康状態の改善と
医療アクセス向上を目的としたコミュニティベー
ス参加型介入に焦点を当て、特にプログラム評価
と健康の公平性に重点を置いています。 彼女の
画期的なエビデンスに基づくコミュニティ・ヘル
スアドバイザー「Por La Vida」は、この分野の
先駆的かつ模範的なモデルとして広く認められ、
多様性の高いコミュニティへの展開戦略として有
用であることが証明されています。このモデルは、
多様なパートナーを巻き込む革新的なコミュニ
ティ中心のプロジェクトの基盤を固める役割も果
たしました。主要な機関横断的研究イニシアチブ
の創設主任研究者として、ナバロ博士は学術界と
コミュニティのリーダーと緊密に協力し、基礎研
究から臨床研究、公衆衛生に至る幅広い研究プロ
ジェクトを促進する重要な基盤を構築しました。
特に、このイニシアチブは、学術機関と協力する
パートナーとして段階的に統合された広範なコ
ミュニティパートナーネットワークの確立につな
がりました。 ナバロ博士は、高等教育と健康の
公平性を支援する長期にわたるコミュニティサー
ビスによって、数多くの名誉ある賞を受賞してい
ます。教育者として、システム指向の視点とイノ
ベーションの洞察力を活かして公衆衛生学の学修
カリキュラムと応用研究の取り組み、コミュニ
ティ連携、学生中心の体験型学習の統合にも大き
な影響を与えました。

（E-mail: anavarro@health.ucsd.edu）
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野菜摂取行動の促進をめざした行動科学の理論と実践をつなぐ 
健康教育・ヘルスプロモーション研究

中
なか
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むら
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き 1,2,3）

1）千葉県立保健医療大学　健康科学部、2）元首都大学東京大学院　人間健康科学研究科、 
3）元宜野湾市役所　健康増進課

【はじめに】
　野菜摂取量の増加は、個人や家庭だけでなく、
学校、職域、地域・コミュニティなど多くの場で
目標として取り上げられている。栄養・食生活、
健康教育を専門とする私たちとこの目標との付き
合いは長い。発表者が本テーマに着手した2013年
は、健康日本21（第二次）開始の年である。基本
的な方向の一つに「健康寿命の延伸と健康格差の
縮小」が挙げられた。健康格差は社会経済的要因
が直接影響しているのではなく、健康に至る過程

（食生活などの生活習慣）に何か解決策があると
考えられている。国際的にみても比較的格差が少
ないと言われてきた日本においては、社会経済的
要因と食生活に関する科学的根拠はまだ少なかっ
た。そこで野菜摂取に着目して発表者が理論と実
践をつなぐことを意識して続けてきた研究活動に
ついて、PDCA サイクルに沿って報告する。

【これまでの研究概要】
1 ．対象集団の特性
　本研究の対象は世帯収入や学歴を把握すること
が可能なインターネット調査会社の登録者とした。
対象集団の食生活全体を包括的に評価できるよう、
調査項目は健康日本21の栄養・食生活分野の目標
設定の枠組み（食生活満足度、食物摂取状況、食
行動、食行動の準備要因、食環境要因など）に
沿って構成した。以降、対象者（30～59歳の働き
世代）の食生活特性は記述統計および多変量解析
などを用いて評価した。世帯収入層別にみると
様々な食行動との関係が明らかになった。毎日野
菜料理を食べているか（ 1 日の目標量は小鉢 5 皿
程度）（以下、野菜摂取行動）については、世帯
収入が高い層で、いつも食べている者が多く、食

卓での会話も多かった。一方で、家族との共食頻
度は世帯収入が低い層で頻度が多かった。望まし
いと言われている様々な食行動の中でも、世帯収
入層によって関連性は異なった。行動目標や対象
集団に合わせた支援方法を模索する必要がある。

（Nakamura et al. BMC Public Health. 2015. 
doi:10.1186/s12889-016-2748-z）
2 ．計画（Plan）
　世帯収入との関連が大きい野菜摂取行動を介入
の行動目標とし、計画を進めた。野菜摂取行動に
影響すると考えられている準備要因（自己効力感、
態度、主観的規範）との関連は、要因間同士の関
連の強さを構造的に検討できる多母集団同時分析
法によった。その結果、野菜摂取行動の変容へ最
も影響すると予測されたのは行動に対する自己効
力感0.58（態度0.08、主観的規範0.16）であった。
自己効力感は様々な行動変容の重要な要素だと言
われている。食教育プログラムには自己効力感の
向上を狙った内容を重点的に取り入れることとし
た。（中村他、日本健康教育学会誌．2024；32：
136-147）
　食環境要因においては物理的に整備していく支
援と認知を促す支援がある。物理的な環境整備は
時間的にも費用的にもコストがかかるため、健康
教育的な視点でいえば、既に周囲に存在している
食環境へ目を向け、認知を促すことは極めて重要
である。低収入層の特徴をみると、周囲に適正な
価格で販売している店舗があることを認知してい
ることや、地域に食のソーシャルキャピタルがあ
ると認知できている場合に、野菜摂取行動をいつ
もしている者が多かった。この結果から、地域で
食料品が適切な価格で販売している店舗や、地域
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の食に関する良い雰囲気に目を向けるような情報
提供内容も取り入れた食教育プログラムを開発し
た。（Nakamura et al. SAGE Open. 2019. https://
doi.org/10.1177/2158244019864202）
3 ．実施（Do）
　食教育プログラムは介入期間 5 週間とし、週 1
回新しいコンテンツに進める構成のウエブサイト
を開発して実施した。

4 ．評価（Check）
【有効性の検証】 4 群の無作為化比較試験（低収
入介入群、低収入対照群、高収入介入群、高収入
対照群）による有効性の検証では、野菜摂取皿数
は低収入介入群2.08皿→2.50皿、高収入対照群
2.44皿→2.49皿となり、野菜摂取皿数の差を埋め
ることができた（介入前2.08皿 vs. 2.44皿（有意
差あり）→介入後2.50皿 vs. 2.49皿（有意差な
し））。

【実用性の検証】参加率は 5 週間の食教育介入後
82～88％、 3 か月フォローアップ後72～80％（ 4
群間に有意差なし）と、実用性があると評価でき
た。（Nakamura et al. J Med Internet Res. 2017. 
doi:10.2196/jmir.8031）

5 ．改善（Act）
【企画・経過評価】効果が得られた食教育プログ
ラムの企画評価として、計画段階の企画の見直
し・改善を企画者と関係者間で十分に行った。経
過評価では企画のどのような点が良かったのか、
悪かったのか、参加者からの自由記述を整理した

（内容分析法）。肯定的な意見として、 1 週間ごと
に行動変容が進めるような構成、セルフチェック
など自分で取り組める演習形式が良かった、改善
点として、ホームページ教材の特性や情報提供内
容に対する意見などを得ることができた。（中村
他、日本健康教育学会誌．掲載予定）

【今後に向けて】
　理論と実践をつなぐことの大切さ、研究を一つ
一つ積み上げていくことの大切さを意識して研究
活動を続けてきた。これまで学んだ研究手法や研
究に対する姿勢だけでなく、生活者としての視点
を忘れずに、一歩一歩、研究を進めていきたい。

【謝辞】
　「研究とは」を 0 から教えてくださった指導教
員の長野県立大学（前：首都大学東京）稲山貴代
教授に心より感謝の意を表します。ご助言、ご支
援くださった公益財団法人明治安田厚生事業団体
力医学研究所荒尾孝名誉所長をはじめとした先生
方、これまで一緒に研究活動を行ってきた研究室
関係の皆様、調査等にご協力くださった皆様、研
究活動を応援してくれた家族にも改めてこの場を
借りて御礼申し上げます。

略歴
2009年　東京農業大学応用生物科学部卒業
2013年　二葉栄養専門学校栄養士科助手退職
2018年　首都大学東京大学院博士後期課程修了
　　　　博士（健康科学）
2018年　�九州大学産官学民連携研究員
2020年　沖縄県宜野湾市役所
2023年　沖縄大学健康栄養学部講師
2024年　�沖縄キリスト教短期大学非常勤講師
2025年 4 月より　�千葉県立保健医療大学健康科学

部助教（現在に至る）
（E-mail: saki.nakamura_32＠cpuhs.ac.jp）

図 2 　教材の一例
　（Nakamura et al. BMC Public Health. 2017. 17: 
74, 1-13. doi: 10. 1186/s12889-016-3907-y）

図 1 　介入プログラム構成の概要
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【はじめに】

　幼児の生活習慣に関する課題は食、睡眠、親子
関係など様々な側面を含む。食では、朝食欠食、
孤食、野菜摂取不足、睡眠では、就寝時刻の遅さ
や睡眠時間の不足、親子関係では、親子ともにス
クリーンタイムの増加によるコミュニケーション
の希薄化などである。これらの課題は単独で生じ
るものではなく、相互に関連していることから、
総合的に取り組むことが効果的であると考えられ
る。また、幼児の生活は、環境要因となる保護者
の影響を強く受ける。したがって、生活の改善に
対しては親子で取り組む必要がある。
　しかし、共働き家庭の増加により、生活にゆと
りのない家庭も多く見受けられる。また、近年で
は健やか親子21（第 2 次）において「積極的に育
児をしている父親の割合」の増加が掲げられる等、
幼児を取り巻く環境は変化している。
　上述した背景をふまえ、親子で生活改善に取り
組む健康教育教材の開発や、幼児をもつ母親と父
親を対象とした食に関する家事・育児に関する研
究を実施した。本講演では、これまでの研究結果
の報告を行う。

【親子で取り組む健康教育教材の開発に関する研

究】

　家庭や保育施設で、遊びを通して知識を身につ
け日々の生活を振り返り、生活改善に取り組むこ
とを目指した総合的な健康教育教材「けんこうニ
コニコカード」を開発した。教材は、①ペアカー
ド（ペアカード22組（44枚））、②ニコニコカード

（ 3 種類 4 セット）、③生活デザインシート（両面
印刷）、④サポートブック（ 1 冊）からなる（写

親子で取り組む健康な生活習慣にむけた健康教育学的研究

吉
よし

井
い

　瑛
え

美
み

長野県立大学　健康発達学部　食健康学科

真 1 ）。ペアカードは、望ましいとされる生活と
望ましくないとされる生活のカードがペアになっ
ているものである。カードにはどちらが望ましい
は示しておらず、どちらが望ましいか親子で話し
合うきっかけになることを期待している。サポー
トブックは、遊び方の説明や各ペアカードの解説
等が記載されている。また、幼児自身が親と一緒
に自分の生活を振り返ったり、目標を立てて実践
状況を記録したりする等、セルフモニタリングが
可能なチャレンジシートも含まれている。

写真 1 　教材

　教材開発後、教材の利用可能性を検討するため
に、2022年 2 月下旬～ 3 月下旬の計 4 週間、小学
校入学を控えた生活改善を希望する幼児と母親54
組を対象に教材を用いたプログラムを実施した。
対象者には事前に教材を郵送し、家庭において親
子で遊び生活改善チャレンジに取り組んでもらっ
た。インターネット調査によるプロセス評価の結
果、生活改善に 1 週間以上取り組んだ親子の割合
は96.3％であり、約 9 割の母親が「子どもがカー
ド遊びを楽しんでいた」「生活改善チャレンジに
意欲的だった」「母親自身も遊び・チャレンジに
おける子どもとのやりとりを楽しめた」と回答し
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た。以上の調査より、作成した教材が小学校入学
を控えた生活改善に関心のある親子の生活改善へ
の取組に利用可能であることが示された（吉井他、
日本健康教育学会誌．2023；31（3）：151-162）。

【幼児をもつ親を対象とした食に関する家事・育

児に関する研究】

　共働き家庭の増加により、毎日十分な時間を
かけて家族のために食事づくりをすることが難
しい現状がある。食事づくり担当者は、各々限
られた時間の中で食事を準備する対策を実施し
ていると考えられる。実施されている食事づく
りの対策を整理すること、対策の中で健康な食
事提供につながる対策を検討することを目的に、
幼児をもつ母親400人を対象にインターネット
調査を実施した。幼児をもつ母親が実施する対
策は、因子分析により「計画的な献立作成と買
い物」「簡便化食品の活用」「つくりおき」に分
類された。野菜料理の提供頻度が週 7 回以上で
あることに、「つくりおき」の得点が高いこと、

「簡便化食品の活用」の得点が低いことを示し
た（Yoshii et al. Nutrition and Health. 2025; doi: 
10.1177/02601060241308967.）。
　上記の母親の食事づくりの対策に関する研究で
は「夫と協力して食事づくりをする」と回答した
母親は少なかった。幼児を持つ父親の食に関する
家事参画促進にむけて、参画の要因を検討するこ
とを目的に、幼児を持つ共働き世帯の父親463人
を対象にインターネット調査を実施した。食に関
する家事を「配偶者の帰りが遅いなど、必要な時
に行う自信がある」と考える者、「自分にとって
楽しいことだ」と考える者、「『母親』の責任であ
る」と考えない者、就労時間が短い者、在宅勤務
頻度が高い者ほど、食に関する家事に参画してい
た（吉 井 他、栄 養 学 雑 誌．2024；82（4）：111-
119）。また、小中学生の頃から食事づくりを行っ

た経験のある父親は、現在食に関する家事に参画
していた（Yoshii et al. Global Health Promotion. 
2024; doi: 10.1177/17579759241298263.）。
　最後に、母親と父親が食に関する家事・育児を
協同で行うことによる幼児への影響は、日本では
あまり検討されていないことから、長野市内の保
育園 4 園に通う 3 ～ 5 歳児の園児の養育者各家庭
2 名（解析対象者は母親184名と父親153名）を対
象に自記式質問紙調査を実施した。食に関する家
事・育児の協同を行う親は幼児に健康な食べ方を
促すかかわりを実践しており、その幼児はバラン
スの良い食事の摂取頻度が高い可能性が示された

（吉井他、第32回日本健康教育学会学術大会ポス
ター発表）。

【おわりに】

　これまで幼児やその家族の健康な生活の実現を
目指して、研究を行ってきた。今後も、多様化す
る家庭環境や社会的背景を考慮しながら、実践的
かつ効果的な健康教育を模索するため、研究を進
めていきたい。

【謝辞】

　赤松利恵先生、長谷川智子先生をはじめ、これ
までご指導・ご助言をくださった多くの先生方お
よび調査にご協力いただいた皆様に御礼申し上げ
ます。

略歴

2017年　お茶の水女子大学生活科学部卒業
2022年　�お茶の水女子大学大学院博士後期課程修

了　博士（学術）
2022年　長野県立大学健康発達学部助手
2023年　�長野県立大学健康発達学部助教（現在に

至る）
（E-mail: yoshii.emi@u-nagano.ac.jp）
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　Health in All Policies（HiAP）は、健康
増進のためのアプローチとして、2010年に採択さ
れたアデレード宣言において提唱された。これは、
あらゆる政策分野の活動や意思決定において、健
康への影響を考慮して政策を実行するという包括
的アプローチである。HiAP の中核となる概念に、
分 野 横 断 的 ア プ ロ ー チ（intersectoral 

approach of health）がある。これは、社会
全体の健康を達成するためには、保健医療分野に
とどまらず、教育、労働、住宅、環境、交通、食
料、福祉など複数の分野（sector）が連携し、健
康の向上に取り組む必要があることを強調してい
る。
　健 康 増 進 の 枠 組 み と し て は、従 来 か ら
Healthy Public Policy（健康的な公共政策）

が広く知られている。これは、1986年に採択され
たオタワ憲章において、ヘルスプロモーションの
戦略の一つとして提唱された概念である。教育、
交通、労働など、あらゆる政策部門において、
人々がより健康的な選択を行いやすくなるように
政策が設計されるべきであるという立場をとる。
　HiAP と Healthy Public Policy はいずれも、健

康の社会的決定要因（Social Determinants 

of Health: SDH）という共通の基盤に立脚し
ている。しかしながら、近年の国際的な動向とし
て、WHO は Healthy Public Policy から HiAP の
推進へと重点を移しつつあると考えられる。本発
表では、両者に共通する考え方とその相違点につ
いて概説する。
　さて、HiAP や分野横断的アプローチが健康増
進の手法として重視される中で、それを実現する
ための具体的な手段として発展してきたのが、

Health Impact Assessment: Health in All Policies と部門間連携
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の
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産業医科大学　産業生態科学研究所　環境疫学研究室

Health Impact Assessment（HIA：健康影

響予測評価）である。HIA とは、「政策、施策、
事業が潜在的に集団に与える健康影響や、集団内
の属性による影響の違いについて判断するための
一連のプロセス、方法、およびツール」であると
定義されている（WHO Gothenburg Paper）。
　さらに、HIA は健康格差の是正のための有力
な手法としても期待されている。健康格差に関す
る国際的な報告書においても、HIA の実施は優
先的に推奨されており、例えば Acheson Report

（1998年）では、74項目の提言のうち最初に HIA
の実施を掲げている。また、WHO の CSDH 報告
書（2008年）においても、 3 つの主要な提言の 1
つに HIA の実施が含まれている。こうした背景
には、健康格差の多くが保健医療政策以外の分野

（教育、雇用、住宅政策など）に起因しており、
その是正には非医療分野における健康配慮が不可
欠であるという認識がある。
　このように、HIA は国際的には健康増進およ
び健康格差是正のための有効な手法として認識さ
れているが、国内における取り組みは一部の研究
にとどまり、公衆衛生実務の中での活用は限定的
である。本発表では、HIA の今後の普及と制度
化に向けた課題と展望について考察を加えたい。

略歴

　平成10年　産業医科大学医学部卒業
　平成16年　財団法人福岡労働衛生研究所
　平成19年　産業医科大学公衆衛生学教室
　平成29年　産業医科大学環境疫学研究室

（E-mail: zenq@med.uoeh-u.ac.jp）
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【はじめに】

　学校における健康教育は、幼児・児童・生徒・
学生が生涯を通じて健康で豊かな生活を送るうえ
での基礎を培う。このことは、地域や職場などの
健康教育においても意識されるものではあるが、
特に「基礎を培う」は、学校における健康教育の
特徴的な視点である。
　ここでは、学校における健康教育が、そのよう
な特徴のもとに、どのように進められているのか、
また進められようとしているのか、またそのため
の課題は何かなどについて検討する。

【学校における健康教育と教育課程】

　学校における健康教育は、幼稚園の心身の健康
に関する領域「健康」、小学校体育科の保健領域、
中学校保健体育科の保健分野、高等学校保健体育
課の科目保健でおこなわれる保健教育を中心とし
ながら、理科や社会などの教科の時間、特別活動
の時間、総合的な学習の時間・探究的な学習の時
間、あるいは特別教科道徳の時間など学校の教育
課程全体を通じておこなわれる。
　その際には、学習者の発育・発達段階やそれぞ
れの時間の有する特徴と連携、教育課程全体のバ
ランスなどが考慮されるとともに、学校での保健
管理的な活動や、組織的な活動などとの連携を図

健康教育再考～学校における健康教育から考える

植
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だ

　誠
せい

治
じ

聖心女子大学　現代教養学部　教育学科

りながら、学校保健プログラムの重要な柱の一つ
として機能する。

【学校における健康教育で育成する資質・能力】

　今日、学校における健康教育で育成を目指す資
質・能力は、学校教育全体の課題と同様に1）次の
3 つにまとめられる。
・生きて働く知識・技能の習得
・�未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表

現力等の育成
・�学びを人生や社会に生かそうとする学びに向か

う力・人間性等の涵養
　当然ながら、これらの背景には、不確実性の高
まりや内なるグローバル化・デジタル化の負の側
面などといった子供たちを取り巻く社会の変化が
あり、「何を学ぶか」だけでなく「何ができるよ
うになるか」そしてそれを実現するために「どう
学ぶのか」という学校現場の課題や主体的に学ぶ
ことができない子供の増加といった顕在的な課題
把握がある。そこで、「主体的・対話的で深い学
び」の視点に立った授業改善により、学校教育質
の高い学びを実現し、 3 つの資質・能力を高める
ことが求められている（下図参照）。

【学習者からみたよい保健の授業】

　演者は以前に、36の小学校体育科保健領域の保
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健授業・900名あまりの児童を対象として学習者
からみたよい保健の授業について調査したことが
ある。児童が高く評価する保健の授業の観点は、
彼らの感想から次の 4 つに分類された。
　 1 つ目は、「きょうの勉強は大切なことがらだ
と思った」「新しくわかったことがあった」…価
値認識が高まったり、新たな知識を得たり、理解
が深まったと実感する授業。
　 2 つ目は、「もっと続けて勉強したい」「きょう
の勉強は楽しかった」…楽しく、興味・関心・意
欲が高まる授業。
　 3 つ目は、「自分から進んで勉強することがで
きた」「自分の意見を持つことができた」…主体
的に学んだと実感できる授業。
　 4 つ目は、「友だちと助け合って学習できた」
…協働的な学びが実感できる授業。
　かつて「雨降り保健」（雨が降ると体育ができ
ないので保健の授業をする）と揶揄された保健の
授業も、方法論が多様化し、ICT も活用され、今
日では大きく異なり進化を続けている。しかしこ
れらが、研究授業のレベルに留まっていないか、
テクニカルなことにエネルギーを注ぎすぎていな
いか、そして真に生涯を通じた健康で豊かな生活
につながる質の高い授業実践になっているかは常
に問われなければならない。

【集団での協働的な学びと個別の学び】

　冒頭に、学校における健康教育は、生涯を通じ
て健康で豊かな生活を送るうえでの基礎を培うと
ころに特徴があると述べたが、特別活動の時間や
個別の保健指導などにおいては、喫緊の健康課題
の解決をおこなう必要がある場合も少なくない。
性に関する課題や薬物に関する課題の解決は典型
的である。基本的なこととして押さえておかなけ
ればならないこと（ミニマムエッセンシャルズ）
は集団での協働的な学びを通じた指導をしっかり
おこない、そして危険行動をとっている者あるい
はとる可能性が高い者に対しては、状況に応じて
最適な個別指導が必要となる。

【保健の基本概念、保健の見方・考え方】

　学校における健康教育の中心的な役割を担う保
健教育については、幼稚園・小学校から高等学校
まで系統的に必修の内容が示され、かつ小・中・
高等学校ともに教科書が作られていることは諸外
国と比較しても素晴らしい。しかしその時間は限
られている。ただし子供たちには様々な分野の学
習やその他の活動があり、学校は多忙を極めてい
る。このような状況を踏まえると、国民の教養と
して押さえておくべき汎用性のある基本的な保健
の概念や保健の見方・考え方を整理し体系化して
おくことが必要といえる。

【おわりに】

　2019年からの新型コロナウイルス感染症の世界
的拡大は記憶に新しい。その対応は、これまで以
上に健康問題を地球的規模で考えること、克服に
向けての幅広い連帯や行動様式の新たなあり方な
ど、様々な課題と検討の必要性を我々に投げかけ
た。特に情報化が進展し、関係する情報が飛び交
う中で、情報の取捨選択能力を高めておく必要に
迫られた。このことは感染症に留まらず、生活習
慣病や精神疾患、性の問題や安全にかかわる問題
など様々な健康課題に対しても生じている。
　学校における健康教育において、ヘルス・リテ
ラシー、すなわち健康に関する情報を、入手した
り、評価したり、取捨選択したり、活用したりす
る能力を高めるための工夫もより求められている。
1 ）文部科学省「初等中等教育における教育課程
の基準等の在り方について」参考資料、2025

略歴

　筑波大学体育専門学群卒業、筑波大学大学院博
士課程医学研究科修了、博士（医学）。金沢大学
教育学部助教授、茨城大学教育学部助教授を経て
2007年より聖心女子大学教授。一般社団法人日本
学校保健学会理事長。

（E-mail: sueda@u-sacred-heart.ac.jp）
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（文化学園大学）

　健康教育とヘルスプロモーションとの関係につ
いて、ヘルスプロモーションは健康生活の習慣づ
くりと健康生活の環境づくりからなっているが、
その個人の習慣づくりのための教育・支援を担う
のが狭義の健康教育である、と言えよう。
　両者の関係性を記したものとしては、「健康教
育がヘルスプロモーションの中心」（福渡，
1999；滝澤，2003）、および「ヘルスプロモーショ
ンというアンブレラの中に健康教育を位置づけた」

「ヘルスプロモーションが（中略）最上位の概念」
（島内，2015）という主に 2 つがある。したがっ
て、ヘルスプロモーションという概念の中に健康
教育が位置づけられるが、一方で健康教育はヘル
スプロモーションの傘下でも中心的役割を担うと
いう関係になる。
　日本健康教育学会のホームページでは、ヘルス
プロモーションを進めていくためには「健康教育
によって『知識、価値観、スキルなどの資質や能
力』を身につけることが重要」としている。これ
に対して日本ヘルスプロモーション学会では健康
教育はヘルスプロモーションに含まれるという位
置づけであるからなのか、「新たなヘルスプロモー
ション・プログラムの思考と実践が求められてい

再考：「健康教育」と「ヘルスプロモーション」の関係性
（共催　日本ヘルスプロモーション学会）

「健康教育とヘルスプロモーション：健康教育学会の立場から」
演者： 武見　ゆかり（日本健康教育学会理事長・女子栄養大学）

「アンブレラコンセプトとしてのヘルスプロモーション」
演者：齊藤　恭平（日本ヘルスプロモーション学会理事長・東洋大学）

指定発言：湯浅　資之（順天堂大学）
	 座　　長：杉田　秀二郎（文化学園大学）
	 　　　　　助友　裕子（日本女子体育大学）

る」と記されているものの、健康教育について特
別には触れられていない。
　今回、日本健康教育学会の学術大会において日
本ヘルスプロモーション学会との共催で「ヘルス
プロモーション」についてのシンポジウムが開催
されるのは、画期的なことである。そこで、両学
会の理事長から両者の関係性についてご講演いた
だき、健康教育とヘルスプロモーションとの関係
について改めて考えるきっかけとしたい。
　さらにプライマリヘルスケアにもお詳しい順天
堂大学・湯浅資之先生からは両者の原点という視
座、およびグローバルな視座からもご発言をいた
だき、議論を深めていきたい。

略歴

文化学園大学教授。博士（心理学）。
早稲田大学大学院人間科学研究科修了、日本大学
大学院文学研究科修了。労働省産業医学総合研究
所、東京都老人総合研究所を経て現職。
専門：健康心理学、ファッション心理学、文化心
理学。
健康社会学研究会副代表。

（E-mail: sh-sugita@bunka.ac.jp）
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はじめに：本学会における健康教育とヘルスプロ

モーションの位置づけ

　日本健康教育学会は、英語名を Japanese Soci-
ety of Health Education and Promotion（略 称 
JSHEP）といい、健康教育・ヘルスプロモーショ
ンに関する研究の充実・推進およびその普及を図
ることを目的とする学術団体として、1991年に設
立され、2014年に法人化した。目的を達成するた
めの事業として、定款第 4 条 4 項には、「健康教
育・ヘルスプロモーションに関する調査・研究の
推進」とある。このように、日本健康教育学会の
理念と活動には、元々、健康教育もヘルスプロ
モーションも位置づいており、現在に至っている。
　学会では、法人化に先立つ2012年に、衞藤隆理
事長の時に、役員が中心となり学会員からも意見
を聴取して、「健康教育」と「ヘルスプロモーショ
ン」のとらえ方を整理し、HP で公開した1）。そ
の中で、「健康教育とは、一人一人の人間が、自
分自身や周りの人々の健康を管理し向上していけ
るように、その知識や価値観、スキルなどの資質
や能力に対して、計画的に影響を及ぼす営みであ
る。（中略）現代において、健康教育は、その営
みを政策立案や環境づくりにまで拡大したヘルス
プロモーションと切り離しては語れなくなってい
る」とした。同時に、ヘルスプロモーションを進
めるには「健康教育によって「知識、価値観、ス
キルなどの資質や能力」を身につけることが重要」
であり、また、「個人や小集団に直接アプローチ
するだけではなく、人々をとりまく社会環境の改
善やそのための法規制の整備にも取り組むことが
必要」として、ヘルスプロモーションと健康教育
の両者を相互に関連させて取り組んでいくことの

健康教育とヘルスプロモーション：日本健康教育学会の立場から
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　ゆかり1,2）

1）日本健康教育学会　理事長、2）女子栄養大学栄養学部

重要性を示した上で、「健康教育とヘルスプロモー
ションの立場から、個人や社会が抱えている健康
課題の解決策を教育ならびに環境面から研究し、
その成果を現場での実践や政策化を通して図るこ
とを目指した学会」とまとめている。

最近の学会活動にみる健康教育とヘルスプロモー

ション

1 ）�アドボカシーを学び、実践につなげるための

活動

　アドボカシーは、WHO のオタワ憲章で、ヘル
スプロモーション活動の原則の 1 つされたものだ
が、日本では健康づくり活動等に十分に活用され
ているとはいえない。そこで、神馬征峰理事長の
下で、2015年に学会主催セミナーとして「研究・ 
実践からアドボカシー（政策提言）へ」を開催し、
海外からのヘルスプロモーションにおけるアドボ
カシーを専門とする講師を招聘したセミナーを実
施するなど、アドボカシーに関する学修の場を設
けてきた2）。現在は、学会内にアドボカシー研究
会が設置され活動が継続している。
2 ）�アクションリサーチに関する論文の書き方ガ

イドラインの作成

　住民等当事者の主体的参加によるコミュニティ
活動の強化は、ヘルスプロモーションの推進に必
要な活動方法の 1 つとされている。実際、健康教
育・ヘルスプロモーションの現場では、当事者で
ある住民等と協働した研究や活動が多く行われて
いるが、学術論文としての蓄積は少ない。そこで、
2018年から、こうした活動を学術論文としてまと
め、成果を蓄積し、体系化していくために学術委
員会中心に検討を重ね、セミナーを開催し、2022
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年にガイドラインを作成し公表した3）。
3 ）�環境づくり研究会やヘルスリテラシー研究会

の設置

　健康教育かヘルスプロモーションかという議論
はさておき、私たちの目指すところは、地域社会
で暮らすすべての人が、その人らしいウェルビー
イングを実現できることであり、その実現のため
の資源である健康を支えることが本学会の使命で
ある。健康を支えるための活動は、ときには教育
的活動であり、ときには法的整備を含む環境づく
りであり、学会員が必要と考える活動を主体的に
進められるように研究会を設置し学会活動を活性
化している。
　2022年から開始した環境づくり研究会では、健
康日本21（第三次）の推進に向けて環境づくりを
中心としたアクションプランを提示する特別号を
発刊した。また、2024年からはヘルスリテラシー
研究会を設置した。ヘルスリテラシーは、単なる
知識の獲得・向上に留まるものではなく、必要な
情報を収集し、読み解き、活用する能力であり、
健康教育のアウトカムの 1 つともされる。ヘルス
リテラシーは個人だけでなく、組織や社会を変え
ていくためにも必要な能力であり、その点でアド
ボカシーとつながり、ヘルスプロモーションとの
関連も深い。

おわりに

　私の専門である栄養分野では、生成AIなどデー
タサイエンスの新しい技術を用いた研究や社会実
装が急速に発展している。例えば、遺伝子検査を
踏まえたテイラーメード栄養指導のためのシステ
ムの開発、個人の腸内細菌叢の特性を踏まえた精
密栄養学（Precision Nutrition）の推進、さらに
は IT 技術を活用したゲーミフィケーション手法
の開発による食行動変容の試み、などである。こ
うした分野に参入している人はこれまで健康教育
やヘルスプロモーションとはあまり縁のなかった

工学系や農学系の方が多く、どちらかといえば個
人の行動変容を重視しており、ヘルスプロモー
ションの観点が弱いと感じる。今後は、こうした
新しい技術開発とその普及による健康づくりが動
く中で、私たちは健康教育・ヘルスプロモーショ
ンをどのように展開していくのか、そうした議論
が早急に必要と感じている。
　2025年は21世紀の最初の四半世紀を締めくくる
年であり、60年周期の干支では乙巳（きのとみ）
にあたり、「努力を重ねて、物事を安定させてい
く」という意味を有する。この節目の年の学術大
会において、本学会と日本ヘルスプロモーション
学会共催のシンポジウムが開催され、健康教育と
ヘルスプロモーションについて議論することは、
今後の展開に向けて大きな意義を感じる。企画さ
れた座長の助友学会長、杉田先生に深謝する。
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年より女子栄養大学教授。専門は、食生態学、栄
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はじめに
　私とヘルスプロモーションの出会いは大学教員
としての 1 年目の1986年の夏である。当時、同じ
研究室の講師でデンマークのコペンハーゲンに研
究渡航していた島内憲夫先生（現順天堂大学名誉
教授、日本ヘルスプロモーション学会創立者）よ
り航空便でヘルスプロモーション成立のバックグ
ラウンド資料が大量に送られてきたのを記憶して
いる。その年の12月に WHO がオタワでヘルスプ
ロモーション憲章を発布されることになるが、ヘ
ルスプロモーションの胎動を知るとこができたこ
とは、研究者として何よりも幸せなことあった。
　その後、島内先生のヘルスプロモーションの普
及活動をお手伝いさせて頂いた。国際シンポジウ
ムの開催や日本公衆衛生学会での普及活動、関係
論文の発行など精力的な活動を支援させて頂いたが、
正直言って普及活動当初は公衆衛生関係者になか
なか受け入れられてなかったと思う。しかし、ヘ
ルスプロモーションが健康日本21の基本コンセプト
として使われるようになってからは公衆衛生のス
タンダードコンセプトとして根付いたように感じる。

なぜ健康増進なではなくヘルスプロモーションな
のか
　Health Promotion を日本語にすることに関し
ては島内先生も多くの試行錯誤があったように感
じる。一般的に英語としての Health Promotion
は「健 康 増 進」と 訳 す こ と が 多 く、す で に
Leavell と Clark が提唱した、 疾病の自然史にな
ぞらえた予防の概念の中にも Health Promotion
が使われており、これが健康増進として日本では
定着していた。しかしこの予防概念に使われてい
る Health Promotion （健康増進）は食生活や運動

アンブレラコンセプトとしてのヘルスプロモーション
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1）日本ヘルスプロモーション学会　理事長、2）東洋大学健康スポーツ科学部

等のライフスタイルチェンジを中心とした活動で
あり、WHO の Health Promotion を健康増進と
訳して表現してしまうと、本来意図する内容や活
動と異なってしまうことから、カタカナ表記の

「ヘルスプロモーション」としている。
　結果、予防医学のHealth Promotion （健康増進）
との区分けはできていると思う。しかし一部の公
衆衛生関係者にこの区別ができていない方がいる
ことも否めない事実である。

オタワ憲章に立ち返る
　ヘルスプロモーションというと坂道の図が有名
だと思う。個人のライフスタイルへの支援と環境
づくりという大きな方向性を理解してもらいには
大変有用な図である。しかしここではあえてオタ
ワ憲章の表紙の図を紹介したい。坂道の図を知っ
ている方は多くいるが、この表紙を見たことのあ
る方は意外と少ない。ここにはヘルスプロモーショ
ンの 5 つの活動（①健康的な公共政策づくり、②
健康を支援する環境づくり、③個人技実の開発、
④地域活動の強化、⑤ヘルスサービスの方向転換）
と専門家の支援方法（①唱導、②能力付与、③調
停）が図示されている。このイメージは大切である。
　加えてオタワ憲章には、健康のための分野間協
力や公共機関自体の取り組み、健康格差の是正等
の今日的キーワードが書き込まれている。

ヘルスプロモーション・ツールの流行
　なぜか日本の公衆衛生関係者はツールが好きだ。
ヘルスプロモーションが普及するプロセスにおいて
も様々なツールが横行した。PRECEDE-PROCEED 

（MIDORI） モデル、地域づくり型保健活動 SOJO
モデル、保健信念モデル、変化ステージモデル等
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様々である。一時は日本公衆衛生学会の示説ポス
ターが一つのモデルで一杯であったことなどもあ
る。しかし要はあるモデルやツールがすべてのヘ
ルスプロモーション活動に最適なわけではなく、
計画策定に適したもの、健康教育活動に適したも
の、住民組織のエンパワメントに適したものなど
様々である。必要なヘルスプロモーション活動が
円滑に展開できるため関係者は最適なツールを駆
使できることが必要である。むしろヘルスプロ
モーションは社会科学的視点が基本となっている
わけだから、経済学や政治学、行政学、宗教学、
心理学、民俗学、情報学等、様々な理論やモデル、
発想が駆使応用できるはずである。健康食品メー
カーなどはすでにマーケティングモデルや情報学
等を多用している。

アンブレラコンセプトとしてのヘルスプロモー
ション
　ヘルスプロモーションは「New Public Health」

（新しい公衆衛生）といわれている。またオタワ
憲章が発布された当時は公衆衛生活動のルネサン
スとも言われた。
　公衆衛生の提唱者である C.E.A.Winslow が公
衆衛生は科学であり技術であるとして公衆衛生に
学際的な活動をもとめた。しかしこれまでの公衆
衛生の関心や対象の中心は疾病であり、医学を主
体とした傘の下での学際的な活動が中心であった。
一方で、ヘルスプロモーションの関心や対象は
人々の健康や QOL、well-being であり、人々の
健康のための学際的な取り組みや分野間協力を求
める巨大なアンブレラコンセプトであることをご
理解頂きたい。
　一方で実際のヘルスプロモーション活動を考え
るとき、公共政策や環境への取り組みを強化する
一方で、人々の生活習慣改善や組織活動を強化す
るための教育的アプローチは社会科学的視点とし
て不可欠であり、健康教育学はヘルスプロモー
ションを支援する最大の社会科学であると考える
ことができよう。

健康社会学的視点の必要性
　私は健康社会学を専門としており、ライフワー
クはヘルスプロモーションであると標榜している。
ヘルスプロモーションに出会う前から、島内先生
や日本における健康社会学（当時は保健社会学）
のオリジンである沢口進先生より健康の持つ社会
的な側面を学び、健康のための社会システムの創
造の必要性や、従来の保健的なアプローチの限界
を説かれて研究者として育っている。
　また、ヘルスプロモーションの提唱者である
I. キックブッシュ博士は「Health is a social idea」
と主張し、健康に関する社会的発想の必要性を説
いている。
　禁煙教育を強化する中、一向に減らなかった喫
煙者が現在なぜ減っているのか。どうすれば若い
女性の痩せが減るのか。日本の若者の性感染症や
望まない妊娠を減らすにはどうすれば良いのか。
これらの原因を考え解決するためには、健康教育
に加えて社会のシステムをどう変えるのかの思考
と行動が大切である。

「人間はこの世の中で一定の歴史的状況におかれ、
歴史的・社会的諸事情によって規定されながら、
しかも主体的にこれを乗り越えてゆく」

務壹理作（哲学概論）

略歴
　東洋大学健康スポーツ科学部学部長。健康ス
ポーツ科学研究科教授。博士（医学）。1986年に
順天堂大学大学院修了後、同大学助手（嘱託）と
して現順天堂大学名誉教授島内憲夫先生の下、
WHO ヘルスプロモーションの普及活動に協力。
1995年、函館短期大学に赴任後は北海道内の多く
の市町村の健康増進計画策定やヘルスプロモー
ション活動支援を積極的に継続。現在の東洋大学
には2007年に赴任。2023年より健康スポーツ科学
部学部長。専門は健康社会学。ヘルスプロモー
ションをライフワークとしている。現在、日本ヘ
ルスプロモーション学会理事長。

（E-mail: saikyo@toyo.jp）
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「小学生向けにがんの教材を作ってくれないか」
　突然こんな依頼を受けたのは2008年のことだっ
た。私自身は教職の資格も子ども向け教材作成の
経験もなかったのでどうしたものかと途方にくれ
ていた。そんなときにたまたま同じ部署にヘルス
プロモーションの専門家である助友裕子先生（本
大会長）がおられたのは、何かの思し召しだった
のかもしれない。早速相談して、チームを組んで
もらった。何回かの作戦会議を経て教材の内容は、
　�がんとは何か、予防、検診、治療、身近な人が

がんになったら
という 5 部構成に決まった。現在の「がん教育」
も似た構成になっていて、このとき作った教材が
プロトタイプになったとも言えるが、いわゆる

「がん」のテキストはたいていこのような構成な
ので、誰が作っても同じになっていたような気も
する。レイアウトやイラストは教科書作成会社に
お願いした。チームのメンバーの PR 会社の方か
らの紹介で、クオリティの高いものをスムーズに
作っていただくことができた。余談だが教材に登
場する「こうたくん」「ひろこちゃん」「養護の久
保田先生」「担任の河村先生」はすべて教材作成
に携わったメンバーの名前である。教材のタイト
ルは当時の指導要領（小学校第 6 学年「病気の予
防について理解すること」）に沿って「小学校健
康教育資料　生活習慣病のひとつ　がんのことを
もっと知ろう」となった。
初めての授業
　教材ができたら今度は授業である。最初はチー
ムのメンバーの久保田美穂先生（本シンポジウム
座長）が教壇に立って、研究授業という形で実施
した。私はその一部に「築地博士」として登場し、

「専門家」としてがんという病気、予防方法など
の説明をした。当時がんという病気について学校
で話を聞くことはまれだったので、子どもたちの
反応もよかった。その後夏休みの課題授業、食育

がん教育の教材開発から普及まで―健康教育の視点から
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国立がん研究センター　がん対策研究所　データサイエンス研究部

にフォーカスした授業など、いろんな形態の授業
を試した。そうこうしているうちに、自治体から
声がかかるようになり、「がん教育」の草の根の
ようなものが広がっていった。
がん経験者の登壇
　いつの頃からか、座学や知識だけの授業に物足
りなさというか、どこか空々しさのようなものを
感じ始めていた。がんは病気のひとつであり、生
身の人間がなるものである。しかし授業では現実
感のないことしか語られない。そこで、職場で知
り合ったがんの患者会の方に思い切ってコンタク
トをとってみた。「小学校でがんの授業をするの
で登壇して話をしてくれませんか？」この無茶ぶ
りに二つ返事で OK をくれたのが鹿児島の患者会
で今もご活躍されている三好綾さんだった。今で
こそ研究者とがん経験者が同席することが当たり
前になったが、当時はかなり挑戦的な試みだった。
前半を「築地博士」の座学、後半をがん経験者の
お話という二部構成にして、恐る恐る授業を実施
したのだ。このときの子どもたちの反応は今も忘
れられない。三好さんが「乳がんの患者です」と
自己紹介した瞬間、子どもたちのまなざしが今ま
でのどこか白けたものとは違うリアルなものに変
わった。教える側としても、病気としての「がん」
を教えることの核心に触れた気がした。三好さん
たちは今も「いのちの授業」として学校での活動
を続けられている。
学習指導要領へ
　その後しばらくして、「がん教育」を学習指導
要領に加えるという話が出てきた。最初に教材を
作っていたとき、文部科学省の審議会などのメン
バーだった学識経験者に「監修」として名前を入
れさせていただけないかと営業に回ったことが
あったのだが、そのときは門前払いに近い形で断
られた。具体的な病気について学校で教えること
がタブーというか、ハードルが高いということ
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だったらしい。しかし、がん対策の審議会などに
がん経験者が入るようになり、「日本人の 2 人に
1 人」がなる病気であるがんについて、子どもの
頃から学ぶ重要性が議論されるようになり、指導
要領に入るという話が現実化していった。
　一方、指導要領に入れるとなると別の問題が出
てきた。第一は「生活習慣病」という位置づけで
ある。教材を作成した頃の指導要領では（今もだ
が）、がんは「生活習慣病」のひとつとして位置
づけられている。「生活習慣病」とは、文字通り
生活習慣が原因となる病気である。教材でも授業
でも、がんにならないために生活習慣に気をつけ
ようということが強調される。裏を返すと、がん
になった人は生活習慣が悪かったから、というこ
とになる。科学的には、がんの原因はひとつでは
ないし、がん種によっては生活習慣と無関係なも
のも多い。とはいえ生活習慣の改善でがんなどの
病気が予防できることも事実であり、それを教え
ることも大事である。このジレンマは、自身や身
近にがんの経験者がいると切実なものとなる。
　第二は当事者がいた場合のケアの問題である。
がんの多くは中高年で診断されるが、小児や若い
世代で生じるがんもある。児童やその保護者に当
事者がいた場合、学校の授業でがんを教えること
でいやな思いをする人が出てくる可能性がある。
指導要領に載ると、学校で教えるべきという強制
力が働く。有志だけがやっていた授業とは違い、
なぜこの授業をするのか、授業によって効果だけ
でなくどのような弊害が生じるか、いろんな可能
性について説明や準備をしておく必要がある。
　第三は担い手の問題である。指導要領では、「が
ん教育」は中学校と高等学校の「保健体育」で行
うことになっている。担当するのは保健体育の先
生が中心となる。生活習慣病の予防という文脈で
あれば何とか話せても、がんができる仕組み、検
診、サバイバーシップなど、「がん教育」でカバー
すべきテーマをすべて自分でというのはしんどい
だろう。外部講師を活用することが推奨されてい
るが、学校医の先生ががんの専門家であることは
少ないし、がんの経験者となるとなおさらつなが
りもない。「がん教育」が本格実施される前の準
備期間に行われた調査でも、 4 割近くの学校が

「がん教育」を実施しておらず、外部講師の活用
は 1 割強にとどまっていた。
ハレーションの先にあるもの
　このように、「がん教育」は導入前からいろん
なハレーションを起こしてきた。現場の人に話を
伺うといまだ同じ悩みを抱えており、明確な解に
たどり着いていないように見える。言い出しっぺ
の一人として責任を感じつつも、果たして明確な
解というのがあるのだろうかと考えたりもする。
指導要領に元々あった「病気の予防について理解
すること」は、裏を返せば予防できなかった病気
について学ぶということである。生身の人間がな
る病気について学ぶということは本来そういうこ
とだが、「がん教育」以前はカードの表側しか見
ていなかったというだけのことだ。「がん教育」
は健康教育であり、健康教育は究極的には人の命、
人生、死について学ぶことである。そう考えると
題材は必ずしもがんである必要はなく、病気であ
る必要もない。人が生きていく過程で直面する問
題であれば何でもいいはずだ。そういう意味で、

「がん教育」はそれ自体に意味があるというより
は、健康教育の深化のひとつのきっかけだと考え
ることができる。その深化は、これからも時代に
変化に沿って起こるだろうし、また起こしていか
なければいけないのだと思う。

略歴
　2002年、東京大学大学院医学系研究科博士課程
修了後、国立健康・栄養研究所研究員として、国
民健康・栄養調査の分析などを行う。2005年より
国立がん研究センター（旧　国立がんセンター）
研究員、2011年より同がん統計解析室長、2017年
よりがん統計・総合解析研究部長、2023年から新
たに発足したがん対策研究所データサイエンス研
究部長として、がんの統計、予防、教育などの研
究活動を行っている。がん教育の教材『生活習慣
病のひとつ　がんのことをもっと知ろう』の編集
を手がけたほか、東京都豊島区の「がんに関する
教育」プログラムの開発に参加した。著書に『本
当のたばこの話をしよう　毒なのか薬なのか』（日
本評論社）

（E-mail: kkatanod@ncc.go.jp）
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　今、子どもたちの間でオーバードーズ（過量服
薬）の問題が広がっている。10代においては、処
方箋がなくても薬局などで購入できる咳止め薬や
風邪薬といった市販薬がオーバードーズの対象と
なることが多い。全国の高校生を対象とする実態
調査によれば、過去 1 年以内に市販薬を乱用目的

（治療目的ではなく、ハイになるため、気分を変
えるために決められた量や回数を超えて摂取する
ことと定義）で摂取した経験のある高校生は約60
人に 1 人の割合に該当する1。この結果は、市販
薬のオーバードーズが全国の子どもたちに広がっ
ている可能性を示唆している。そして、市販薬の
乱用経験を持つ子どもたちは学校でも家庭でも孤
立状態にあることが明らかになっている。
　子どもたちのオーバードーズを理解する上で、
オーバードーズの背後にある精神的な苦痛に目を
向けることは重要である。依存症専門医療機関を
受診した患者を対象とする全国調査によれば、市
販薬の乱用を始めた心理社会的な背景（きっかけ）
は、家族関係が最も多く、親との不仲、ネグレク
ト、虐待などが該当する。10代の患者の場合、家
族関係よりも多いのが友人関係（いじめ、仲間外
れなど）である。さらには、成績不振や教員との
トラブルなど学校関連の出来事もオーバードーズ
を始めるきっかけになっている2。
　こうした背景を持つ子どもたちに対して、薬物
乱用は「ダメ、ゼッタイ」のような古典的おどし
教育が有効ではないことは言うまでもない。オー
バードーズを頭ごなしに否定することや、無理や
りやめさせようとするアプローチは、有効ではな
いどころか、SOS を出すことを妨げる要因にも

市販薬のオーバードーズに関する理解と予防教育： 
古典的おどし教育からの脱却
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国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部

なり得る。では、どのようなアプローチが有効な
予防教育となるだろうか。本シンポジウムでは、
学校ベースの予防教育の効果に関する先行研究に
触れた上で、演者が実践している参加型の予防教
育の一例を紹介する。
　オーバードーズの予防教育を考える上で、その
背後に隠された「生きづらさ」を含めて、広くメ
ンタルヘルスに関連するテーマとして捉えること
が重要であるが、各教科のカリキュラムを踏まえ
ると、薬物乱用防止教育（主として保健体育）に
落とし込んでいくことが現実的と考えられる。し
かし、薬物乱用防止教育は、覚醒剤や大麻などの

図 1 ．薬のオーバードーズって何だろう
（小学生向け）
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違法薬物を中心に行われており、オーバードーズ
に関する教育は十分とは言えない状況にある。
　そこで厚生労働省は令和 6 年度事業の一環とし
て、オーバードーズに関する啓発資材（冊子およ
び動画）を作成した（図 1 、 2 ）3。啓発資材は小
学生向け、中高生向けの 2 種類があり、市販薬の
オーバードーズの実態や危険性について理解する
だけではなく、その背後にある心の問題に意識を
向けること、メンタルヘルスに関する相談先を伝
えることも重視している。オーバードーズに特化

図 2 ．薬のオーバードーズって何だろう
（中高生向け）

した啓発資材としてはわが国で初めての試みであ
る。今後、薬物乱用防止教育の中で、この啓発資
材の活用が期待される。

【文献】

1）�嶋根卓也、他．厚生労働省依存症に関する調
査研究事業「薬物使用と生活に関する全国高
校生調査（2021）」、令和 4 年度研究報告書、
2022.

2）�嶋根卓也、他．全国の依存症専門医療機関を
受診する患者における市販薬乱用の実態に関
する研究．令和 6 年度厚生労働行政推進調査
事業費補助金　医薬品・医療機器等レギュラ
トリーサイエンス政策研究事業「濫用等のお
それのある医薬品の成分指定に係る研究」総
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ドーズ）について　https://www.mhlw.go.jp/

stf/seisakunitsuite/bunya/index_00010.html
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1 ．はじめに
　近年、社会環境や生活環境の急激な変化は、児
童生徒の心身の健康に大きな影響を与えており、
肥満・痩身、生活習慣の乱れ、メンタルヘルスの
問題、感染症、アレルギー疾患、薬物乱用など多
様な課題が顕在化し、児童生徒の健康課題は複雑
化・多様化している。
　令和 3 年 1 月の中央教育審議会答申においても、
一人一人に応じた指導・支援の充実が求められて
おり、健康教育の重要性は一層高まっている。

2 ．学校における健康教育推進の考え方
　学校における健康教育は、学校保健、学校安全、
学校給食に関する指導を包括するものであり、そ
れぞれの役割を尊重しながら、これらを総合的に
考えることが重要である。学習指導要領総則「体
育・健康に関する指導」の項で、体力の向上と合
わせてその基本方針が次のように示されている。

小学校学習指導要領総則 2（3）　（平成29年 3 月告示）
　学校における体育・健康に関する指導を、児童の
発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じ
て適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊か
なスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努
めること。特に、学校における食育の推進並びに体
力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身
の健康の保持増進に関する指導については、体育科、
家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道
徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間などにお
いてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努め
ること。また、それらの指導を通して、家庭や地域
社会との連携を図りながら、日常生活において適切
な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通
じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が
培われるよう配慮すること。

　健康教育のねらいは、児童生徒が自らの健康の
課題を把握し、的確に思考・判断して、適切な意
志決定・行動選択を行い、生活行動や環境を改善
していく資質や能力を身に付けることができるよ
うにすることにある。児童生徒が、学習によって

健康教育の効果的な推進のために
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九州看護福祉大学　看護福祉学部

健康の課題に気付き、生活行動や環境を改善し、
他律的な健康管理から自律的な健康管理ができる
ようにし、主体的に健康な生活を実現していく、
つまり、自立させていくことが重要である。

3 ．�学校における健康教育の実施にあたっての留
意点

（1）学校の教育活動全体で実施する。
（2）�心身の健康の保持増進に関する指導について

は教育課程に位置付けて行う。
（3）�教科保健は、「中核」あるいは「基礎・基本」

として、健康教育の要となっている。
（4）�その他の教育活動は、家庭科や特別活動のほ

か、理科、社会科などの関連教科、道徳科、
外国語活動及び総合的な学習（探究）の時間
がある。それらの指導や日常生活での体験等
と合わせて、実践力の育成が図られるように
する。

（5）�それぞれの特質に応じて適切に行うように努
める。

（6）家庭や地域社会との連携を図る。
（7）�日常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促す。
（8）�生涯を通じて、健康・安全で活力ある生活を

送るための基礎が培われ一人一人の「生活の
質（QOL）」の向上が図れるような実践力を
育成する。

（9）�人生のさまざまなライフステージにおいて、
健康・安全に関心を持ち、課題に直面した場
合に、的確な思考・判断や適切な意志決定・
行動選択ができるようにすることを目指して
いる。

4 ．健康教育を担う教職員等の役割
　学校健康教育は、保健主事や養護教諭など一部
の者だけでなく、校長のリーダーシップの下、全
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教職員が、学校、家庭及び地域の関係機関等と連
携・協力し、児童生徒の心身の健康課題の深刻化
や生涯における健康・安全の重要性を十分に認識
し、学習指導要領に盛り込まれた健康教育にかか
わる趣旨や内容、また、学校保健安全法等におけ
る保健・安全管理などの体制や環境づくりを各学
校で具体化し、実のあるものとすることが求めら
れている。その際、学校医、学校歯科医、学校薬
剤師、SC、SSW 等の専門家の積極的な参加・協
力を推進することが極めて重要である。
　また、養護教諭は、他の教諭等とは異なる専門
性を有しており、児童生徒の健康課題に対する個
別的な対応を行うなど、専門性を生かした役割を
担っている。実施主体として健康教育の推進に向
けた取組を実施するだけではなく、全校的な推進
体制の中核として、教職員間の連携をコーディ
ネート（調整）することが求められる。

5 ．健康教育を効果的に進めるポイント
（1）教育課程への位置付けと教職員の共通理解
　先に述べた小学校学習指導要領総則において、
教育課程の編成及び実施に当たっては、学校保健
計画など学校の全体計画等と関連付けながら、よ
り効果的な指導が行われるように留意することが
示されている。健康教育を進めるに当たっては、
各教科等の年間指導計画と学校保健計画との関連
を十分図りながら、カリキュラム・マネジメント
の充実を図ることが大切である。
　このような取組は、個々の教職員の取組だけで
は不十分で、全ての教職員の共通理解を図り、組
織的かつ計画的に行うことが重要である。

（2）家庭及び地域の関係機関等との連携
　学校における健康教育の計画やその展開に当
たっては、児童生徒にとって大切な学習の場であ
る地域の教育資源や学習環境を一層活用していく
ことが必要である。また、学校における健康教育
は、家庭や地域の実態に即して進めることが重要
であり、地域の関係機関等との有機的な連携が求
められる。

（3）専門性に基づくチーム体制の構築
　複雑化・多様化した課題を解決していくために
は、学校だけでは限界がある。教員と多様な専門
性を持つ職員が一つのチームとして、それぞれの

専門性を生かして、連携、協働する必要がある。
多様な専門性や経験を有する専門スタッフ等が学
校の教育活動に参画する場合は、教職員と専門ス
タッフが目的を共有し、取組の方向性を揃えるこ
とが求められる。その際、関係者間の情報共有が
重要となるので、関係者間で十分なコミュニケー
ションを取ることができるようにする必要がある。
特に、ICT を活用し、コミュニケーションの充
実に取り組んでいくべきである。
　また、チーム体制を構築していくに当たっては、
それぞれの職務内容、権限と責任を明確化するこ
とによって、チームの構成員がそれぞれの立場・
役割を認識することが重要である。

6 ．おわりに
　健康は、「生きる力」そのものであり、また、

「生きる力」を育むための重要な基盤として不可
欠なものである。児童生徒に自律的な健康づくり
ができるような資質や能力を育てることを目指し
て、健康教育を一層充実し、各学校での組織的な
体制の構築や必要な支援を着実に実践することが
必要である。さらに、関係諸機関等と個人と個人
ではなく、組織と組織として連携することが望ま
れる。

【引用・参考文献】
・少年写真
新聞社：新養護概説（第13版）2024.2
・�文部科学省：「生きる力」を育む小学校保健教

育の手引　2019.3
・�（公財）日本学校保健会：みんなで進める健康

つくり　2009.4
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1 ．�なぜ、今、ここで、アクションリサーチなの

か？

　日本健康教育学会では、学術委員会が中心とな
り、アクションリサーチについて、セミナー、
ワークショップ、シンポジウム等を通じて、数年
にわたって推進してきました。ある学会員にとっ
ては、その経過もよくご存じで、今さら、“アク
ションリサーチとは？”と思うことでしょう。一
方で、一連の経過もご存じではなく、そのために、

“アクションリサーチって何？”という方もいる
ことでしょう（実はこちらが多いかもしれませ
ん）。
　そこで、これまでの経緯をご存じでない方、こ
れまではアクションリサーチに興味がなかったが、
少し興味を持ち始めた方、学会に新たに入会され
た方等が、アクションリサーチおよびそれに関連
した学会の活動についてキャッチアップできるよ
うにすることが、本シンポジウムと私の発表の目
的です。

2 ．�「アクションリサーチに関する論文の書き方

ガイドライン」の作成・公開

　健康教育やヘルスプロモーションの現場では、
当事者である住民等と協働した研究や活動が多く
行われています。本学会員の多くは日常的にこう
した活動に従事しています。これらは、下記の通
り、アクションリサーチの範疇に入るものが多く
あります。しかしながら、そうした活動が、学術
論文として発表されることは限定的で、また、体
系的には推進されてはいませんでした。
　そこで、本学会では、2018年度から、アクショ

アクションリサーチとは？
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1）帝京大学大学院公衆衛生学研究科、2）日本健康教育学会学術委員会委員長

ンリサーチに関するセミナーを開催し、学術委員
会が中心となり、外部の専門家も交えて、アク
ションリサーチについて検討や勉強を重ねてきま
した。
　そして、2022年に、「アクションリサーチに関
する論文の書き方ガイドライン」（以下、ガイド
ライン）が完成し、学会のホームページで公開し
ました。
　ガイドラインでは、アクションリサーチの定義
と意義、論文の種類、実施あたっての注意事項、
構成と記載すべき内容、そして、参考となるアク
ションリサーチの論文の例を示しています。また、
論文を書く際のチェックリストも提示しています。
論文を執筆するときだけではなく、アクションリ
サーチを実施する際においても参考になります。
　詳細は、日本健康教育学会のホームーページを
参照ください（このシンポジウムを聞く方はダウ
ンロードして、読んでおくこと。必ず！）。

3 ．アクションリサーチとは？

　上記のガイドラインでは、アクションリサーチ
を、以下の 4 つの条件を満たすものとしました。
①　現場の課題解決を目指す「研究活動」
②　�研究者も現場に入り、現場の人たちも参加す

る「参加型の研究」
③　現場の人たちとともに進める「民主的な活動」
④　�学問的な成果だけではなく、「組織や社会そ

のものに影響を与えて変化をもたらす活動」
　ガイドラインを作成する過程で、アクションリ
サーチの定義については、喧々諤々の議論があり
ました。例えば、Community-Based Participa-

学術委員会
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tory Research （CBPR） や Participatory （Action） 
Research と呼ばれるいくつかの研究方法も含め
た定義になっています。
　アクションリサーチとよく対比されるのが「仮
説検証型実証研究」です。後者は、研究者が主導
する研究デザインで、客観的な記述による方法論
をとり、一般化可能性を重視します。また、研究
期間が終了すると活動自体も継続困難になるのが
一般的です。一方、前者のアクションリサーチは、
現場の人たちの視点、コミュニティのアンパワー
メント、社会そのものへの影響、結果の転用可能
性を重視します。
　このように、アクションリサーチを定義はして
みたものの、なにかすっきりしない、どうも、よ
くわからないという方も多いのではないでしょう
か。確かに、「仮説検証型実証研究」との違いは
ある程度明確ですが、例えば、本シンポジウムで
も話題とする実装科学、参与観察型の質的研究、
伴走型支援などとの違いは何か、私自身が混乱し
たり、うまく説明できなくなる時があります。
　何事も、明確に区別できるわけではありません。
うまく区別できない、基本的な特徴に加えてバリ
エーションを持つ、あるいは、異なる方法の両方
の特徴も持ち合わせた研究や実践もあります。そ
のような場合には、まずは、典型的なアクション
リサーチの例を知ることが大切です。典型的な例
も、ガイドラインに紹介していますので、ご参照
ください。

4 ．アクションリサーチを推進するために

　以上、アクションリサーチについて整理し、ガ
イドラインを作成・公表した経緯などを述べてき
ました。では、アクションリサーチが学会員に浸
透し、学会員がより積極的にアクションリサーチ
を実践し、その成果を学会発表や論文発表するよ
うになったのでしょうか。どうも、そうでもない
らしく、そのあたりを学会員へのアンケートに行
う予定にしています。
　アクションリサーチは、健康教育・ヘルスプロ
モーションの分野だけではなく、公衆衛生や保健
政策などの領域にも関係します。健康課題が多様
化し、住民・コミュニティが主体となった健康保
持・増進が重要となっている現在、アクションリ
サーチの必要性はますます高まっています。学会
員の方が、アクションリサーチを理解し、より積
極的に実践し、報告することを願っています。

　なお、本研究にあたり、申告すべき COI はあ
りません。

略歴

・�熊本大学医学部卒（医師）、大学院医学研究科
修了（医学博士）
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1 ．はじめに・経緯

　本アクションリサーチ（以降、AR）のフィー
ルドである兵庫県養父市は、2012年当時、高齢化
率が36％と高く、介護給付費が県内で最も高いと
いう状況にあった。そのような中、住民の要介護
化をなんとか予防したいという行政職員の強い思
いと、行政や住民と共に高齢期の健康づくりのあ
り方を模索し、他地域にも横展開できるような事
例やエビデンスを創出したいという研究者の目的
が重なり、同市でのフレイル予防を目的とした
AR がスタートした。

2 ．AR のプロセスと結果の概要

①基本方針および具体的戦略の検討

　住民や行政職員、研究者等が健康づくりのあり
方を議論するため、「コミュニティ会議」を立ち
上げた。複数回にわたる議論を通じて、「移動手
段が限られる養父市で、市役所で介護予防事業を
行っても参加者が限られる」「一人では続かない
運動も皆となら続けられる」「地域の人が集うこ
とで見守りにもなる」といった住民や行政保健師
の過去の成功・失敗経験を踏まえ、住民主体の健
康づくりの場を市内全体に広げるという基本方針
が策定された。
　次に、どのような場を広げるかについて行政職
員と検討を重ねた。当時、養父市では交流サロン
が市内111か所で展開されていたが、開催頻度が
月 1 回と少なく、より積極的にフレイル予防に取
り組める場が必要であると考えられた。また、交
流サロンはボランティアの自主性に依拠しており、
人材に恵まれない地域では活動が起こりづらいと

アクションリサーチの事例： 
兵庫県養父市におけるフレイル予防を目指した地域づくり
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東京都健康長寿医療センター研究所　社会参加とヘルシーエイジング研究チーム

いう課題もあった。
　そこで、どの行政区にもフレイル予防に取り組
める場（フレイル予防教室。以降、教室）を創る
という目標を定めることとなった。ここで問題と
なったのは、誰が立ち上げと運営を担うのか、と
いう点であった。養父市には154もの行政区があ
り、その全てに週 1 回の教室を創るとなると頻度
が高いことから無償ボランティアには負担が大き
く、地区によっては人材不足のため困難であると
予想された。
　そこで、担い手問題を解決し、 行政区単位での
教室を可能にするため『研修を受けたシルバー人
材センターの会員（以降、シルバー会員）が仕事
として各地区に出張して教室を立ち上げ、一定期
間運営し、地区住民の自主運営につなげる』とい
う全国でも類のない仕組みを考案した。
②実施に向けた体制づくり

　シルバー人材センターに事業の目的や予想され
る効果、財源等について説明し、協力を依頼した。
その結果、「会員も元気になり、地域貢献にもつ
ながる」との理由で、快諾を得ることができた。
さらに、シフト管理や地区との調整、クオリティ
コントロールなどのマネジメントを担当するコー
ディネーター（定年退職後の行政保健師等）がシ
ルバー人材センターに配置されることとなり、強
固な運営体制が整えられた。
　地区の役員に対しては研修会を開催し、地域ぐ
るみでフレイル予防に取り組む必要性を訴えると
ともに、取組の計画について説明した。実施意向
を示した地区には、行政保健師が開催に向けた調
整を行った。
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③教室のプログラムづくり

　教室の名称は『毎日元気にクラス』とし、その
内容は当研究所が培ってきたノウハウやエビデン
スをベースに構成することとなった。当時、当研
究所では専門家が講師となりフレイルの改善を目
指す「フレイル予防プログラム」を開発し、ラン
ダム化比較試験によりその効果を検証していた

（Seino et al. 2023）。そこで、それを非専門家で
も担えるよう、また、養父市に合った内容となる
よう行政保健師らと共にアレンジし、週 1 回、60
分、 6 ヶ月間の基本コース・プログラムを作成し
た。さらに、基本コース終了後はスムーズに地区
住民らによる自主運営化に移行できるよう、行政
保健師がこれまでに培ったノウハウをもとに、立
ち上げ前から自主運営化が軌道に乗るまでの支援

（しかけ）をパッケージ化した。
④担い手の養成

　各地に“笑い”や“健康”を届ける担い手とな
るシルバー会員の名称は『笑いと健康お届け隊』
と名付けた。2014年 3 月、全10回シリーズでシル
バー会員を対象に養成研修会を行った（以降、毎
年研修会を行い、これまでに100名以上を養成）。
研修会を行う中で、人前で話すことへの不安感を
払拭する必要性や一定の精度を維持した教室運営
の重要性が認識された。そこで、教室の進め方を
セリフ付きでまとめた「指南書」を作成するなど、
試行錯誤をしながら教室の実施に至った。
⑤モデル地区での実践

　2014年 6 月、モデル地区で教室を開始した。当初、
参加者からは、「たとえ小額であってもお金をもらっ
ているなら、手際よく進めてほしい」といった厳
しい声が寄せられた。そのため、非専門家である
高齢者が仕事として健康づくりを担うことの難し
さを痛感する場面もあった。しかし、シルバー会
員は先生ではなく一緒に健康づくりを行うパート
ナーであることを行政保健師が参加者に説明し、「皆
で助け合って健康づくりをしていこう」という雰
囲気づくりを行った。また、シルバー会員も練習
を重ねることで、こうした困難を乗り越えてきた。

　モデル地区での基本コース終了後、参加者から
は、「今まではほとんど家の中で過ごしていたけ
どここなら参加できる」「笑う機会が多くなった」

「手がよく上がるようになって農作業が楽にでき
るようになった」など、喜びの声が聞かれた。ま
た、シルバー会員からは、「知識が広がり、自分
自身の健康を見直すきっかけになった」「笑う機
会が増えて楽しみができた」「担当した地区のこ
とが好きになった」といった感想が寄せられた。
こうした反応から双方に良い影響があることが確
認され、全地区へと取組を拡大することとなった。
⑥�課題の解決状況と今後の展望

　2024年までの10年間で154行政区のうち104行政
区（67.5％）が教室を開設し、その全てが自主運
営化に至った。教室には、開催地区に住む高齢者
の約 3 割が参加した。
　取組開始から 3 ～ 6 年後に効果評価を行った結
果、教室参加者ではフレイルや要介護認定の発生
リスクが半減したことが確認された（野藤ら．
2019、Nofuji et al. 2023）。しかし、地域全体でみ
ると、要介護認定率の低下には至っていない。今
後は、未実施地区（約30％）へのアプローチを行
うと同時に、新たな参加者の掘り起こしを行いな
がら、取組を継続していく予定である。

3 ．おわりに

　ここまで発表者らが取り組んできた AR につい
て述べてきた。しかし、果たしてこの研究は AR
なのか、それとも実装研究なのか、発表者自身も
悩みながら研究を続けている。この事例を題材に、
本シンポジウムを通じて皆さんと AR について議
論を深められることを願っている。

略歴

・�九州大学農学部卒、九州大学大学院人間環境学
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1 ．アクションリサーチと実装研究

　アクションリサーチは、コミュニティにおける
実践と研究を橋渡しし、現場のエンパワメントを
促し、社会変革をもたらす活動につながる研究手
法であり、その意義は高い。日本健康教育学会で
も数年にわたってアクションリサーチを推進して
いるが、わが国の公衆衛生分野での実践や発表は
限られている。本発表では、アクションリサーチ
と、エビデンス・プラクティスギャップを埋める
ことを目指す実装研究との類似点や相違点、また
関連性を整理し、両者の協働の可能性について検
討することを目的とする。
2 ．�アクションリサーチと実装研究の相違点と共

通点

　アクションリサーチと実装研究は、その出発点、
主な対象、そして研究の成果物において、明確な
相違がある。実装研究の出発点は、エビデンスの
ある（すでに効果が検証された）介入や施策であ
る。そして、それらが現場では十分に実施されて
いないというエビデンス・プラクティスギャップ
を課題と捉える。つまり、実装研究が主に対象と
するのは、介入の受け手（例：住民、従業員、患
者、学生）よりも介入の提供者（例：行政の専門
職、職場の産業保健専門職、病院の医療従事者、
学校の教員など）となる。そしてそのギャップを
埋めるための方法として、介入の提供者が実施す
る際に直面する様々な困難（阻害要因）や、試行
錯誤しながら取り入れられてきた様々な工夫をも
とに、主に介入の提供者の実施を促進させるもの
を特定し、実装戦略と名付け、一般化可能な知見
として蓄積をしていく。この実装戦略の効果検証
こそが、実装研究の一番の成果物となる。代表的

実装研究の立場からみたアクションリサーチ
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な実装戦略としては、研修やワークショップの開
催、協同学習の場を作るといったステークホル
ダーへの教育や研修などがある。
　一方、アクションリサーチの出発点は、現場の
中にある課題である。数ある現場の課題の中から、
現場の人々とともに優先順位の高い課題そして課
題解決のためのアクション（解決策の実行）を決
めていく。そのため、研究の主な対象は、課題解
決をともに考えるステークホルダー（行政、住民、
民間団体、企業など）となる。アクションリサー
チにおいて、彼らはプログラムを提供される受け
手ではなく、解決者である。研究者は、ステーク
ホルダーとの対話を通して、彼らの自己決定を促
し、彼らの主体性を高めることを重視する。そし
て、コミュニティの文脈も含めた一連の研究プロ
セスそのものが研究の主な成果物となる。また、
一連の研究プロセスとその結果が、他のセッティ
ングに適用できる程度（転用可能性）をその成果
物の波及のための要件として特定する。
　しかしながら、どちらも現場の視点を重視し、
現場に変革をもたらすことを目指すという点は共
通している。そのゴールに向けて、実装研究は介
入を「根付かせる」ことに重きを置き、アクショ
ンリサーチは現場の「主体性をはぐくむ」ことに
重きを置いているのだと演者は整理している。
3 ．アクションリサーチと実装研究の関連性

　では、アクションリサーチと実装研究の位置づ
けはどのように整理されるのだろうか。
　アクションリサーチは、現場の住民らとともに、
現場の課題の解決策（what）を作り上げていく
というボトムアップ色が強い。一方、実装研究は、
効果のある取り組み（what）をどう広げるか
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（how）というトップダウン色がある。しかしな
がら、実際はトップダウンもボトムアップもどち
らか一方のみということではない。実装研究にお
いても、実装戦略を特定する際には研究者が十分
に現場の文脈を理解して、研究者と現場の実践者
が対等な立場でチームとして議論し特定すること
を重視しており、そのためのモデルやフレーム
ワークが数多く開発されている。さらに実装戦略
についても完全に文脈と切り離した普遍的な

（one-size-fits-all）戦略ではなく、それぞれの根付
かせたい場の文脈に合わせた戦略にまで落とし込
む重要性が強調されている。
　そのため、アクションリサーチと実装研究は対
立的なものというより、お互いを補完できる関係
性にあるのではないかと考える。例えば、アク
ションリサーチにてその課題解決策が当該コミュ
ニティで一定の有効性が評価された後、どうやっ
てコミュニティに根付かせていくか検討する際、
上記で紹介したような実装科学の研究デザイン、
モデルやフレームワークが活用できる。また、す
でに有効性が検証された介入や実装戦略を新たに

導入する際に、その介入や実装戦略を特定の場の
文脈に適応させるプロセスを、アクションリサー
チとしてまとめることも可能である。さらに、実
装研究を行う際にも、実装を促進する実装戦略の
1 つとして、アクションリサーチにて蓄積されて
いる住民らのエンパワメントの具体的な手法が活
用可能である。
　本発表では、地域の健康向上のための変革の実
現に向けて、アクションリサーチと実装研究の双
方の特徴を踏まえつつ、協働の可能性と期待につ
いてフロアの皆さんとともに考えていきたい。

略歴

　専門は公衆衛生学、実装科学。聖路加看護大学
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【はじめに】
　2004年の学校教育法の改正により子どもたちの
教育環境をより良くすることを目的として地域運
営学校（コミュニティ・スクール）が導入された。
この制度では地域住民や保護者、教育関係者など
で構成される学校運営協議会が設置され、地域と
の連携によって透明性と信頼性のある学校運営が
可能となった。地域では年少人口の減少や高齢世
帯の増加により、地域の人材確保・活動の継続性、
学校と地域の役割分担の明確化、協議会メンバー
の理解促進と研修の充実などの課題も生じている。
　日本健康教育学会アドボカシー研究会は我が国
にあったアドボカシーの方法論を確立するために
活動を継続してきた。2024年度は「地域運営学校
を基盤とした保健活動と VUCA 時代の地域づく
り」に関するセミナーを実施し、地域とともにあ
る学校づくりに参画し、学校と地域の連携・協働
にアドボカシーを行い、地域の将来を担う人材育
成を推進してきた経験から、地域運営学校におけ
る保健活動のアクションリサーチやアドボカシー
実践について議論した。
　本ワークショップは、2024年度セミナーを踏ま
えて、今後のアクションリサーチやアドボカシー
の実践について参加者とともに学ぶ機会とするこ
とを目的として企画した。コミュニティ・スクー
ルにかかわる多様なステークホルダーとの連携を
考え、その地域の実情にあったアドボカシーの実
践についてディスカッションし、共有することを
目的とする。ワークショップを通じて、学校保健
や地域保健に資するアドボカシーマインドを醸成
する機会としたい。

地域運営学校を基盤とした保健活動とアドボカシーの実際
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【学校運営協議会での活動の例】
1 ．茶話会：PTA を対象として、教員も参加の
もと、子どもたちへの接し方や、子育ての今昔な
どお茶を飲みながら話す機会を作った。
2 ．給食試食会：地域住民や PTA を対象として、
中学校の給食試食会を企画した。
3 ．PTA だより：PTA を対象として、子ども
や保護者の健康に関するコラムを連載した。
4 ．中学校探検：中学校を選択する小学生とその
保護者を対象として、中学校を知ってもらう企画
として中学校探検を実施した。
5 ．郷土料理作り：PTA や学校関係者を対象と
し、家庭科室を借用し、地域の郷土料理について
地域住民から作り方を教えてもらい調理し、
PTA、学校教職員、中学生と共に試食した。
6 ．地域防災：地域の避難所となる中学校で、学
校コーディネーターが中心となり、地域防災に関
するイベントを近隣の大学教員などの協力のもと、
地域住民、PTA、中学生を対象として企画した。

【ディスカッションポイント】
　地域運営学校を基盤としたアドボカシー実践に
ついて、 1 ）誰の代弁者となるのか（課題の特定）、
2 ）保健活動の目的（目標の設定）、 3 ）関連政
策やステークホルダーの確認（関係者の特定と分
析）、 4 ）活動プロセスや成果の可視化（成果の
設定）、 5 ）実施可能性（解決策や行動計画の策
定）、 6 ）キャッチコピーの作成（戦略とメッセー
ジの開発）等について、ディスカッションする。

日本健康教育学会アドボカシー研究会：
（E-mail: advo.research.nkkg@gmail.com）

アドボカシー研究会
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【はじめに】

　ヘルスリテラシーの向上は、健康教育のアウト
カムの 1 つであり、ヘルスリテラシー向上への支
援法について検討していくことは、本学会の目的
に照らし合わせても重要である。ヘルスリテラ
シー研究会は、2023年11月に本学会内に設立され、
ヘルスリテラシーに関する情報を収集し、その捉
え方や評価法、そして向上への支援法等について
検討し、それらの結果や関連する情報等を発信し
ていくことにより、本学会の発展に寄与すること
を目的としている。
　前回 第32回大会においては、「ヘルスリテラ
シー研究会の設立とこれから」に関して情報提供
を行うと共に設立後の活動のあり方について参加
者ともにディスカッションした。一方、世界に目
を向けると、ICT や DX の広がり、そして AI 等
の急激な発達とも相俟って、近年デジタルヘルス
リテラシーに注目が集まり、これに関する研究や
評価法の開発が進んできている。
　このような背景から、今回の第33回学術大会に
おいては、デジタル社会、そして AI 時代におけ
る「ヘルスリテラシー」のあり方や「デジタルヘ
ルスリテラシー」の評価法等について情報提供を
行うとともに、現場の課題や今後の方向性などに
ついて参加者も交えた「フィッシュボウル」形式

デジタル社会におけるヘルスリテラシー

江
え

口
ぐち

　泰
やす

正
まさ1）、福田　洋2）、宮脇　梨奈3）、石川　ひろの4）、金森　悟4）、上地　勝5）、 

竹林　正樹6）、伊豆　香織7）、追分　日向子8）、大内　実結9）、 
福井　涼太10）、中村　悟子11）、河嵜　唯衣12） 

（日本健康教育学会　ヘルスリテラシー研究会　運営委員）
1）健康教育推進研究所、2）順天堂大学大学院　医学研究科、3）明治大学　文学部、 

4）帝京大学大学院　公衆衛生学研究科、5）茨城大学　教育学部、6）青森大学　社会学部、 
7）株式会社　iCARE、8）琉球大学大学院　保健学研究科、9）大田区保健所、 

10）東邦大学大学院　医学研究科、11）女子栄養大学　栄養科学研究所、 
12）お茶の水女子大学　SDGs 推進研究所

でディスカッションする。

【概　要】

座　長：江口　泰正、福田　洋
1 ．�ミニレクチャー 1 ：「国際学会からみたヘル

スリテラシーの動向」　福田　洋
2 ．�ミニレクチャー 2 ：「デジタルヘルスリテラ

シーの評価法」　宮脇　梨奈
3 ．�コアテーブルでのフィッシュボウルディス

カッション「デジタル社会におけるヘルスリ
テラシー」

　　ファシリテーター：江口　泰正
　　ディスカッサント：福田　洋、宮脇　梨奈、
　　　　　　　　　　　石川　ひろの、金森　悟
　　サブディスカッサント：上地　勝、竹林　正樹、
　　伊豆　香織、追分　日向子、大内　実結、
　　福井　涼太、中村　悟子、河嵜　唯衣
4 ．�サブディスカッサントが交替しながらディス

カッションに参加（会場参加者も若干名予定）
5 ．まとめ

※「フィッシュボウルディスカッション」
今回の企画では、会場全体が幾重かの車座にな
り、その中心で一部の少数メンバーがディス
カッションを行う。他の参加者は「金魚鉢」を

ヘルスリテラシー研究会
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眺めるように観察者としてディスカッションを
聴く。後半では意見を述べる機会も設ける。（ラ
ウンドテーブルの形式とパネルディスカッショ
ンの形式を融合したような形式）

代表者　江口泰正　略歴

　博士（医学）、教育学修士
　1986年　福岡教育大学大学院修士課程　教育学
研究科修了。1986年～2008年　東京、秋田、福岡
などで、地域、職域、学校、病院における健康教

ヘルスリテラシー研究会

育・ヘルスプロモーション活動に従事。2008年　
産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科
学研究室　助教。2014年　産業医科大学　産業保
健学部　人間情報科学　准教授。2022年より教育
教授。2025年 3 月末に定年退職。2025年 4 月～健
康教育推進研究所（設立）、産業医科大学　産業
保健学部　非常勤講師、同大学　産業生態科学研
究所　訪問研究員。

（E-mail: health_edupro@xui.biglobe.ne.jp）
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【はじめに】

　近年、ライフスタイルや健康課題の多様化を背
景に、健康日本21（第 3 次）では、「誰一人取り
残さない健康づくり」と「より実効性をもつ取り
組みの推進」に重点が置かれている。これを実現
するには、自治体や企業など多様な主体を巻き込
んだ取り組みが必要とされており、将来の健康づ
くりを担う私たち若手研究者・実践者には、効果
的で多様なパートナーシップの構築が求められて
いる。一方で、健康に対する価値観は人それぞれ
であり、多様な価値観を尊重・共有しながら、未
来の健康の実現に向けてどのような取り組みが必
要か、また、どのようなパートナーシップが求め
られるかを考えることが重要である。

【目的】

　私たちが考える「未来の健康とは何か」を共有
し、その実現に向けての課題や、どのようなパー
トナーシップを築くことで実現が可能となるかに
ついてディスカッションを行う。これにより、若
手研究者や実践者が分野を超えて新たなパート
ナーシップを築くきっかけを創出することを目的
とする。

【企画内容】

　本企画では、まず、若手実践者・研究者を対象
に実施した事前調査の結果を発表し、将来の理想
的な社会像や現在の課題、各自の取り組みについ
て共有を行う。その後、築きたいパートナーシッ
プについて、健康教育分野以外の他分野を専門と
する学生を代表し、宇都宮涼氏（東京大学大学院　

私たちが考える、未来の健康のために築きたいパートナーシップ
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、村上　梨紗、村田　凪咲、亀山　泉

若手の会運営委員

博士課程 2 年）に指定発言をいただく。続いて、
調査結果を踏まえて 3 〜 4 人程度のグループワー
クを実施し、挙げられた課題を解決するために、
どのようなパートナーシップを築いていきたいか
についてディスカッションを行う。最後に、全体
共有を通じて、より広い視点での気付きにつなげ
る。

【スケジュール（予定）】

時刻 内容
15：00 流れの説明、事前調査結果の発表

15：15 指定発言：宇都宮涼氏（東京大学大学院） 
「私が築きたいパートナーシップ」

15：20 グループワーク 
「未来の健康のために築きたいパートナー
シップとは」

15：40 全体共有

15：50 総括：大会長　助友裕子先生

15：55 まとめ

【事前調査の概要】

方法：調査対象者は、日本健康教育学会の若手の
会会員や学生会員、及び非学会員の他分野の学生
等である。2025年 4 ～ 6 月に、Google Forms を
用いて実施した。調査項目は、属性や専門分野の
他に、自由記述による「将来どのような社会にな
るとよいか」、「その実現のための課題」、「課題解
決のために自身が取り組んでいること、これから
できること」等である。ここでは、 4 月30日まで
に収集した回答結果を報告する。
結果（一部）：25名が調査に回答した。所属（複
数回答可）は、「社会人」12名（48％）、「修士／
博士前期課程」10名（40％）、「博士後期課程」 4

若手の会
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名（16％）、「その他」 1 名（ 4 ％）で、全員が日
本健康教育学会の会員であった。主な活動分野は、

「研究」10名（40％）、「実践」10名（40％）、「ど
ちらも同じくらい」 5 名（20％）であった。「将
来どのような社会になるとよいか」等、自由記述
で尋ねた設問への回答は、コード化し、複数挙げ

られたコードを一部抜粋して以下の表に示す。
【ご案内】

　本企画では、若手研究者・実践者の皆様に教室
前方の席でグループワークにご参加いただき、活
発なご意見をいただきたいと考えております。事
前調査へのご回答の有無にかかわらず、積極的に
ご参加ください。ベテランの先生方におかれまし
ても、ぜひ企画にご参加いただき、グループワー
クとは異なる形で、ご助言を賜れますと幸いです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

指定発言者　略歴

宇都宮　涼（�東京大学大学院　農学生命科学研究
科　農業・資源経済学専攻　博士課
程 2 年）

2025年 4 月～現在　独立行政法人日本学術振興会　
特別研究員 DC
2022年10月～2025年 3 月　東京大学　WINGS 環
境調和農学国際卓越大学院　卓越 RA

【企画担当者】

髙野真梨子（�女子栄養大学大学院、日本学術振興
会　特別研究員 DC）

村上　梨紗（お茶の水女子大学大学院）
村田　凪咲（女子栄養大学大学院）
亀山　　泉（埼玉県立大学大学院）

（E-mail: tma211@eiyo.ac.jp（髙野））

若手の会

表　自由記述の回答内容（一部抜粋）
将来どのような社会になるとよいか（回答数）
　人だけでなく地球環境にとっても健康（5）
　自然に健康になれる（3）
　健康になるために自ら意思決定できる（3）
　様々なライフスタイルの人が健康でいられる 
　（3）
　社会経済状況による格差がない（2）
　 1 人 1 人が健康に関心を持っている（2）
　各人の思う健康が柔軟に実現できる（2）
その実現のための課題（回答数）
　労働環境（5）
　社会実装のためのエビデンスの不足（5）
　ヘルスリテラシーの課題（3）
　経済格差・ゆとりのなさ（3）
　健康への関心の低さ（2）
　健康へのネガティブなイメージ（2）
　健康情報があふれていること（2）
取り組んでいること・これからできること

（回答数）
実践現場での活動
　発信や教育（6）
　ツールやプログラムの開発（3）
　エビデンスづくり（3）
　他組織との連携（2）
　対話の場・コミュニティづくり（2）
　専門家の養成（2）
研究活動
　エビデンスづくり（10）



開催校企画

ニチジョの保健体育～分野間協力を大切にした
保健体育科教育を目指して
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はじめに
　本学術大会の開催校であり保健体育科教員輩出
数が全国屈指の日本女子体育大学（ニチジョ）か
ら開催校企画「ニチジョの保健体育」をお届けす
る。学校教育に介入するアクションリサーチを進
めたいと考えている人、すでに介入しているけれ
ど思うように研究が進まないと思っている人、必
見である！本セッションでは、学校コミュニティ
と協働するためのノウハウを提供する。
　学校教育に介入するアクションリサーチを進め
るためには、学校における健康教育の位置付けや、
その中心となる教科としての保健体育科の目標や
内容、さらにカリキュラム・マネジメントなどを
理解する必要がある。本報告ではその中の、保健
体育科に焦点を当て、ニチジョの教員養成の考え
方や具体例などを紹介する。
1 ．ニチジョの教員養成の基本理念
　ニチジョの建学の精神は「体育を中軸に据えた
全人教育」であり、1922年（大正11年） 4 月に、
二階堂トクヨにより二階堂体操塾として開塾した。
現在、一学部（体育学部）四学科（スポーツ科学
科、ダンス学科、健康スポーツ学科、子ども運動
学科）と大学院一研究科（スポーツ科学研究科）
を有し、在籍学生数は約2,000人である。基本理
念（学則第 1 条）は「本学は体育に関する高度の
科学的研究教授を行い、有能な女子体育指導者等
を養成するとともに教養高き社会人を養成し、体
育の普及発展に寄与することを目的とする。」で
あり、教員を養成することは、創立者の建学の志
から繋がる重要なミッションとなっている。
2 ．ニチジョの教職課程
　ニチジョの教職課程では、スポーツ科学科、ダ
ンス学科、健康スポーツ学科の三学科で中学校教
諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状（保健体
育）が取得可能であり、約 6 割の学生が教職の取

ニチジョの保健体育 
～分野間協力を大切にした保健体育科教育を目指して～
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日本女子体育大学　体育学部

得を目指している。また、子ども運動学科では幼
稚園教諭一種免許状、保育士資格が取得可能、大
学院スポーツ科学研究科では中学校教諭専修免許
状、高等学校教諭専修免許状（保健体育）が取得
可能である。
　ニチジョの教職課程の学生は次の授業を履修す
ることとなる。

1 年：教職論
2 年：教育の方法と技術（ICT を用いた教
育方法を含む）、教育心理学、教育原論（教
育課程を含む）
3 年：体育科教育法Ⅰ及びⅡ、保健科教育
法Ⅰ及びⅡ、道徳教育の理論と方法、教育
心理学、教育実習事前・事後指導、特別活
動及び総合的な学習の時間の指導法、特別
支援教育入門、生徒指導法（進路指導を含
む）、教育相談、教育社会学
4 年：教育実習、教職実践演習
また、大学院に進学すると次のような科目
を受講することができる。
大学院：体育・スポーツ教育論特講、保健
体育科指導方法演習Ⅰ及びⅡ、保健体育科
指導方法実践演習

3 ．ニチジョの教員養成の特徴
⑴　 3 年次の手厚い模擬授業
　 3 年次の模擬授業では、40人程度で行うものだ
けでも体育の模擬授業が10回、保健の模擬授業が
13回と多くの回数を繰り返し行なっている。こう
した経験をもって 4 年次の教育実習に臨むニチ
ジョ生は、教育実習でも高い評価を得ている。
⑵　教員一体の指導体制
　教職実践演習、教育実習事前事後指導などの授
業では、教職関連の授業を担当する教員だけでな

開催校企画
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く、教科（各種実技）の担当教員も相談・アドバ
イスを行い、学内の教員の多くが学生の免許取得、
教員採用試験の実技対策にかかわっている。
⑶　キャリアセンターのサポートの充実
　キャリアセンターでは、外部講師による教員採
用試験対策講座を年間42コマ開催し、基礎から本
試験レベルの講義、論作文や面接対策を行ってい
る。また、キャリアアドバイザーには、元公立学
校長なども複数在籍し、採用試験対策はもちろん、
採用後の職務などについても日常的に相談できる。
4 ．�保健と体育の分野間協力を大切にした授業づ

くり
　前述したとおり、 3 年次の体育科教育法Ⅰ及び
Ⅱ、保健科教育法Ⅰ及びⅡは、保健体育科教員養
成の肝となるものである。体育科教育法Ⅰ及び、
保健科教育法Ⅰでは、中学校保健体育科における
体育分野と保健分野、高等学校保健体育科におけ
る科目体育と科目保健、それぞれの目標や内容、
内容の取扱いについて理解を深め、学習指導案を
作成する。中学校学習指導要領（平成29年告示）
解説 保健体育編には、改善の具体的事項として、

「保健分野との一層の関連を図った内容等につい
て改善を図る。」ことが明記されている。（高等学
校も同様の記載あり。）その具体例として、「体ほ
ぐし運動」と「心の健康」、「水泳」と「応急手当」
などの指導に当たっては体育分野と保健分野との
密接な関連をもたせて指導する必要があることが
示されている。高等学校においても、科目体育と
科目保健の連携を図った指導の重要性が示されて
おり、その具体例として、「体育の『A 体つくり
運動』のア「体ほぐしの運動」では具体的な運動
の視点から、保健の（ 1 ）『現代社会と健康』の
ア（ｵ）「精神疾患の予防と回復」では精神疾患へ
の対処の視点から、それぞれ取り上げているので、
この点を十分考慮して関連のある指導を工夫す
る。」とある。
　このように、体育分野と保健分野、科目体育と
科目保健の関連を図るような学習指導案を作成す
るよう指導している。
　これらのことを踏まえ、体育科教育法Ⅱ及び、
保健科教育法Ⅱの模擬授業では、実際に体育分野
と保健分野、科目体育と科目保健の関連を図った
授業を行い、よりよい授業にするための学習過程
や指導と評価の工夫などの改善について、意見交

換を行い、理解を深めている。
5 ．分野間協力による深い学びへのアプローチ
　保健体育科が目指すものは、単に技能や体力を
向上させることではなく、「心と体を一体として
捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊
かなスポーツライを継続するための資質・能力を
育成すること」である。この目標に少しでも近づ
けるように、学びを深めていく必要がある。前述
した体育の『A 体つくり運動』のア「体ほぐし
の運動」と、保健の（ 1 ）『現代社会と健康』の
ア（ｵ）「精神疾患の予防と回復」を関連付けた指
導を例に挙げて考えてみると、「体ほぐしの運動」
が「心の健康」や「精神疾患の予防と回復」に有
効であることを保健体育科教員が「体育」と「保
健」の両方の視点からアプローチすることで、生
徒が自己の考えを広めたり、深めたりすることに
つながり、学びを深めることができる。中学校学
習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編に
は、学校や地域の実情に応じて、保健・医療機関
等の参画、養護教諭や栄養教諭、学校栄養職員な
どとの連携・協力を推進することなど、多様な指
導方法の工夫を行うことが明記されている。つま
り、保健体育科においても校内外における分野間
協力が重要である。
むすびに　―学校と地域社会が協働するために―
　健康教育で学校教育に介入するアクションリサー
チを進めるためには、必須の教育活動である教科、
とりわけその中心となる保健体育の目標や内容、
学習過程を知ることは不可欠である。本稿ではニ
チジョの教員養成の一旦を紹介することで、学校
教育に介入するために必要な知識を解説した。ニ
チジョの保健体育は、社会に開かれた教育課程を
実現することのできるパイオニアを輩出している。

【略歴】
　栃木県宇都宮市の小中学校に15年、宇都宮市教
育委員会事務局に13年勤務したのち、文部科学省
の食育調査官として 2 年、国立教育政策研究所教
育課程研究センター教育課程調査官、併任でス
ポーツ庁政策課教科調査官、文部科学省健康教育
調査官として 6 年勤務した後、令和 6 年 4 月より
日本女子体育大学に勤務。

（E-mail: yokoshima.tsuyoshi@jwcpe.ac.jp）

開催校企画
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■ OR1-1-1

【背景・目的】妊娠期や授乳期の望ましい食習慣
の形成や健康なからだづくりは妊産婦のみならず
胎児・赤ちゃんにとっても重要である。令和 3 年
3 月、厚生労働省は、妊娠期や授乳期の望ましい
食生活の指針や妊娠中の望ましい体重増加量など
を示した「妊産婦のための食生活指針」を「妊娠
前からはじめる妊産婦のための食生活指針」に変
更した。健康なからだづくりは「妊娠してから」
ではなく「妊娠前から」行うことが大切である。
その上で、妊娠前から乳幼児期までの栄養指導な
どにより、健康意識向上と食習慣変容をもたらす
ことが重要となる。そこで、妊娠前の女性等を対
象とした栄養教育・栄養指導について、目的、対
象者、教育内容、教育の場、栄養指導者、効果な
どを検討したので報告する。

【材料・方法】データベース検索により抽出され
た論文を参考とし、栄養教育・栄養指導等の方法
を中心に検討した。 1 ．集団栄養指導と個別栄養
ガイダンス。 2 ．グループワーク。 3 ．教材・資
料の作成。 4 ．フォローアップ。といった点につ
いて、具体的な方策を作成することを試みた。

【結果】 1 ．個別栄養カウンセリング。妊娠を希
望する女性や妊娠初期の妊産婦に対し、栄養状態
や食習慣の現状を把握し、個別のガイダンスを行
う。食事記録の提出等を通じて、具体的な改善点
を提案する。個別対応により、参加者の理解度と
実践意欲が向上することが期待される。 2 ．グ
ループワークショップ。妊娠前の女性を対象に、
栄養バランスの良い食事例や調理実習を行う。食
材の紹介、調理方法の紹介、レシピ作成など。参

妊娠前からの栄養指導による健康意識向上と食習慣変容の試み

大
おお

西
にし

　弘
こう

太
た

郎
ろう

郡山女子大学　家政学部　食物栄養学科　臨床医学研究室

加者同士の意見交換や実演を交え、実践的な知識
と技術を習得させる。食事選択の意識向上と、家
庭での実践が期待される。 3 ．教材・資料の配布。
妊娠前からの栄養指針をまとめたパンフレットや
レシピ集を作成し、配布する。 4 ．フォローアッ
プ。定期的なメール配信や LINE などのコミュニ
ケーションツールを用いて、質問受付や情報提供
を行う。継続的な情報提供により、習慣化とモチ
ベーション維持を促進することが期待される。

【考察】妊娠期は、週数によって栄養素付加量が
変わること、つわりや、妊娠糖尿病、肥満など、
個別対応の栄養指導が多いことが推察される。集
団指導の場合、評価指標の選定や評価の仕方も難
しいことが予想される。また、周産期に限らず食
生活は家庭環境が大きく影響するため、個別で対
応していくことも重要である。今回抽出された論
文では、個別指導の論文があまりみられなかった
ため、集団指導のみならず個別指導の研究もさら
に進めていく必要がある。

【結論】妊娠前から乳幼児期までの栄養指導など
により、健康意識向上と食習慣変容をもたらすこ
とが重要である。そこで、妊娠前の女性等を対象
とした栄養教育・栄養指導について検討した。今
回の研究は、方策の提案にとどまっており、今後、
実践の場において、有効性などについて検証を
行っていく必要がある。

（E-mail: koonishi@koto.kpu-m.ac.jp）
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■ OR1-1-2

保育の場で母親が遭遇するネガティブサポートと健康教育、
ヘルスプロモーションに関する一考察

木
き

村
むら
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み
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や

子
こ

昭和女子大学　人間社会学部

【緒言】子が幼稚園や保育所などに在籍している母親

のコロナ下の行動は、「子どもの先生」から最も影響

を受けており、保育士・幼稚園教諭などが健康教育、

ヘルスプロモーションの重要な役割を担っていること

が示唆された。一方で、望ましくない支援、いわゆる

ネガティブサポートとの遭遇が、幼い子を養育する母

親のメンタルヘルスや受援力、望ましくない健康行動

と関連することも明らかになっている。しかし保育の

場でのネガティブサポートについては研究が蓄積され

ていないため、本報告ではこの点について詳述し、健

康教育、ヘルスプロモーションとの関係から考察する。

【方法】2020年 2 月に全国の未就学児を養育する母親

4700人を対象としたインターネット調査を実施、以

降2024年 2 月までに同調査を合計 5 回実施した。各

調査で妊娠～子育て期の不快な体験を尋ね、自由記

述で回答を得た。データを内容分析し、抽出された

カテゴリー〈保育の場における望ましくない対応〉

のうち、本報告では、主なサブカテゴリ―《 》につ

いて詳述する。

【結果】《配慮の足りない要求》では、母親の産後の

体調不良（治療中）にも関わらず、年長子の保育士

から子の送迎を求められ、「上の子が寂しかっている

ので送迎の時は（下の子を）誰かに預け、身一つで

来て欲しい」など、母親やきょうだい児への配慮に

欠けた要求がみられた。また《幼い子を預けること

への非難》では、（保育園の）園長が 0 歳児の入園を

希望する母親に対し、「 3 歳までお母さんの側で育て

るのが良いのだから、無理して入れる必要は無い。

幼児教育界でもそのように言われている。」など、母

親役割を優先すべきことを諭す事例もみられた。さ

らに《子との関わりが不適切であるとの決めつけ》

では、保育士に「愛情不足で発達障害と似た症状が

出ることがある」と言われた母親が「精一杯の愛情

を持って育ててきたつもりなのに」「自分の子育てに

不安を持つようになった」と述べるなど、子の成長

や行動の問題は親にあるとする考えが、母親の不安

につながっていた。

【考察】保育の場におけるネガティブサポートは、い

ずれも保育所に通う子を慮り、発せられた言葉と考

えられるが、母親や他のきょうだい児の心身への影

響という視点が欠けていた。また、子の「先生」か

らの発言であることから、無理に従う可能性も危惧

された。例えば子の世話を頼むあてのない母親が《配

慮の足りない要求》に従おうとすれば、乳幼児を家

に置いて年長子の送迎や付き添いをせざるを得ず、

危険な事故につながりかねない。また、《幼い子を預

けることへの非難》のように母親役割を優先すべき

とする考えは、COVID-19流行下でも非常に多くみら

れたが、母親を精神的にも物理的にも追い詰めてい

た。《子との関わりが不適切であるとの決めつけ》に

みられる子の成長や行動の問題は母親の関わりに起

因するという考えも、母親の不安感や自責の念を高

めることが予測される。このように、保育の場で生

じるネガティブサポートは、子やその親に健康教育

を行うこともある立場からの好ましくないメッセー

ジとなり、母親が自ら健康になる道－ヘルスプロモー

ションーの妨げとなる可能性があると考えられた。

　本研究は JSPS 科研費 JP17H02612、JP22H03429、

23K24687の助成を受けた。

（E-mail: m-kimura@swu.ac.jp）
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■ OR1-1-3

保育所等での食育活動が家庭の食育・子どもの食行動の変化を 
引き出すために

染
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じゅん
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郎
ろう1,2）、河口　八重子1,2）、菅沼　彰子1）、坂根　直樹1）

1）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室、2）一般社団法人味の教室協会

【目的】

　保育所利用率が35.0% （H25） から54.1% （R6）ま
で急増する中、多忙な保護者による乳幼児への食育
力の低下が懸念され、保育所等での食育が期待され
ている。
　そこで保育所・幼稚園児を対象にサペレメソッド
を用いて食材を五感で探求し感想を表現する対話型
の食育活動「味の教室」を行った。この活動効果が
家庭に波及する過程では、保護者が子どもの感性に
気づいて家庭での食育活動に変化が生じることを想
定した。本研究ではどのような家庭において保護者
が子どもの感性に気づくきっかけを得ることが出来
るかを検討した。

【活動（事業）内容】

　2024年度に保育園と幼稚園計 9 園において、 2 ～
5 歳児クラスの園児420名を対象に年間 2 ～ 6 回の食
育活動を計120回行った。保護者は園児が持ち帰る
ワークシート（当日の食材に対する自分の好みをシー
ル貼付で表現）と園との連絡帳等で子どもの体験を
把握した。この活動前後、約半年の期間を空けて保
護者アンケートを実施した。質問は月齢や性別の他、
子どもの食事で気を付けていること26項目、子ども
の食行動42項目（中岡による ASD 児の食に関する行
動質問紙）、食育活動への評価 7 項目（実施後のみ）
である。同一児で実施前後の連結可能な回答280名分
を分析対象とした。

【活動（事業）評価】

　園での食育活動が「子どもの感性に気が付くきっ
かけとなった」群（KOK 群：全体の81%）では、そ
れ以外の群（KNO 群）と比べ、子どもは楽しんだ

（97% vs 66%）、食への関心が増えた（91% vs 52%）、

お手伝いが増えた（76% vs 54%）、好き嫌いが減っ
た（29% vs 18%）の全ての評価項目で高値を示した。
この結果は2,3歳児クラスを対象とした過年度の調査
と同様であった。
　また KOK 群では KNO 群に対し、子どもの食行動
42項目のうち「食べ物や食具で遊ぶ」といった食マ
ナーに関する12項目中 9 項目が低値でかつ 9 項目で
有意に低下し（非該当群は 2 項目のみ低下）ており、
群間で大きな差異が見られた。KOK 群は KNO 群に
比べ平均年齢が高い（4.3歳 vs 3.7歳）が、子どもの
成長によって顕著に低下するマナー項目での差異が、
感性に気づくきっかけや保育所等での食育活動に対
する高い評価と関連していることが示唆された。一
方 2 歳児クラスでも77% が「感性に気が付くきっか
けを得た」と回答しており、年齢だけでなく個人差
も大きいことが推察された。
　子どもの食事で気を付けていることについては、
KOK 群では KNO 群に対して、実施前に「規則正し
い時間に食事する」「噛む音を意識させる」の該当割
合が高値だったが、実施後は「料理の盛り付け・色
どり」「楽しく食べる」「味わせる」「食事に興味を持
たせる」といった食事を五感で楽しもうとする項目
が高値となり、園での活動の波及が推察された。

【今後の課題】

　園での食育活動が、家庭での食育活動や子どもの
食行動の変化を引き出すために、①園児がより一層
楽しむ食育プログラム開発、②低月齢児や食マナー
に関して成長途上の児の家庭を対象として、ワーク
シートに加えて子どもの発達段階を踏まえた家庭で
の気づきを促す教材開発を検討したい。

（E-mail: somei@fivesenses-children.jp）
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■ OR1-1-4

「ゆとり」のない家庭における園での食育効果の検討
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こ 1,2）、染井　順一郎1,2）、菅沼　彰子1）、坂根　直樹1）

1）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室、2）一般社団法人味の教室協会

【緒言】

　幼少期の子どもがいる家庭では、食育を担う上
で多様な障壁がある。本研究では家庭での食育を
支援するため、保育所等で五感を使った対話型食
育法「サペレメソッド」を半年にわたり実施し、
その効果を家庭での障壁の差異で検討した。

【方法】

　京都市内の保育園と幼稚園計 9 園において、
2 ～ 5 歳児クラスの園児420名を対象に約半年間、
五感を使った食育法「サペレメソッド」を継続的
に行った。保護者に対し、質問紙による調査を介
入前後に実施した。質問は属性の他、子どもの食
事を改善する上での障害（10項目）、子どもの食
事で気を付けていること（26項目）、子どもの食
行動（42項目、中岡の ASD 児の食に関する行動
質問紙）、園での食育に対する評価である。同一
児で前後連結可能な回答数は280名で解析をした。

【結果】

　保護者が子どもの食事を改善する上で障害と考
えている事項は「時間的なゆとりがない（55%：
時間）」、「障害は特にない（31%：特になし）」、

「心のゆとりがない（26%：心）」の順に多かった。
この 3 項目の該当有無で月齢・性別の有意差はな
かった。
　 3 項目の該当有無による園での食育活動による
食への関心増、お手伝い増、好き嫌い減、等にも
有意差はなかったが、「心」群で非該当群に比べ

「子どもは楽しんだ」（86% vs 93%）、「好き嫌いが
減った」（19% vs 30%）で低い傾向が認められた。
　子どもの食事で気をつけていることの該当群と

非該当群の比較で有意差は、「時間」群は実施後
に「間食の量（24% vs 38%）」が低値、「心」群
は実施前に「食べる量（44% vs 61%）」、「楽しく
食べる（34% vs 52%）」が低値、「特になし」群
は実施前に「間食の量（36% vs 25%）」が高値、
実施後に「よく噛むこと（42% vs 30%）」が高値
であった。
　子どもの食行動42項目について該当群と非該当
群 の 比 較 で は、「時 間」群 は（2.16→2.09 vs 
1.96→1.80）、「心」群は（2.21→2.08 vs 2.02→ 
1.96）、「特になし」群は（1.91→1.76 vs 2.14→ 
2.07）でそれぞれ有意差が見られた。「心」群の
みサブスケールの偏食に関わる11項目で悪化

（1.93→2.10 vs 1.93→1.88）が見られた。食マ
ナーに関する12項目は各群とも改善が見られ、「食
べ物や食具で遊ぶ」は「時間」「心」群で改善した。

【考察】

　「時間」、「心」群では、子どもの食行動で高値
で、「特にない」群では低値であり、ゆとりと関
連していることが示唆された。特に「心」群は、
楽しく食べることが低値で、偏食の悪化もみられ
た。マナーの項目は各群とも成長に伴う改善がみ
られたが、「心」群が最も高値で、特化した食育
プログラムの必要性が示唆された。

【結論】

　「心のゆとりがない」群は、家庭での子どもの
食行動に手がかかり、ゆとりを感じにくいため、
母子間の食コミュニケーション支援策を検討する
必要がある。

（E-mail: kawaguchiyaeko@yahoo.co.jp）
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大阪府内大学のキャリアセンターにおける健康経営の認知度調査

新
あら
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じ

、真嶋　由貴惠

大阪公立大学　研究推進機構　協創研究センター　看護システム先端技術研究所

【緒言】　健康経営とは、日本政府の日本再興戦略ま
た未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命
の延伸」に関する取り組みの一つであり、経済産業
省のホームページによると「従業員の健康保持・増
進の取組が、将来的に収益性等を高める投資である
との考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦
略的に実践すること」とされる。
　2014年度から現在まで毎年続いている上場企業を
対象とした表彰制度として「健康経営銘柄」の選定
が、経済産業省と東京証券取引所の共催で始まり、
2016年度からは経済産業省と日本健康会議の共催で、
上場企業を含む医療法人や未上場企業も対象にした
新たな顕彰制度である「健康経営優良法人認定制度」
を創設された。
　制度設立から10年目を迎え、各都道府県の認定数
も明らかになってきた。最新の2024年度の最多認定
は、東京都2,789件（内訳：大規模法人部門1,376＋
中小規模法人部門1,413）についで、大阪府は2,669
件（内訳：大規模法人部門350＋中小規模法人部門
2,319）となり、中小規模法人部門では全国 1 位と
なっている。
　大阪府では、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目
標に「健活10」と題し取り組んでおり、その一環で健
康経営の普及の取り組みも行っている。今回は、「健
活10」を担当している大阪府健康医療部 健康推進室 
健康づくり課から、府内全大学キャリアセンターに対
して行った「健康経営の認知度調査」について、著者
が有識者として参加してきたので、結果を報告する。

【方法】大阪府内の大学・短期大学の学生への就職支
援を行っているキャリア（就職）センター等の合計
73校を対象に、大阪府健康医療部 健康推進室 健康づ
くり課が実施主体となり健康経営に関する実態調査
を行った。方法は郵送及び WEB アンケートで、期
間は2024年12月 9 日～2025年 1 月14日である。有効

回答件数は60校となり、回答率82.2％であった。
【結果】健康経営の認知度について、キャリアセン
ター職員は78％と高く、また理解している職員が半
分以上と浸透していることが伺えた。一方、就活学
生に対して、健康経営を紹介する機会は、くるみん
等の他表彰・顕彰制度に比べ低く、下表 1 の通り示
された。

表 1 　就職相談に来た学生に対し政府や各自治体独
自のどのような認定・表彰制度を紹介（説明を含む）
していますか。（複数選択）

制度名 ％
くるみん／プラチナくるみん／
トライくるみんマーク（厚生労働省） 42.9

えるぼし認定制度（厚生労働省） 32.1
ユースエール認定制度（厚生労働省） 12.5
なでしこ銘柄（経済産業省） 7.1
安全衛生優良企業公表制度（厚生労働省） 5.4
健康経営銘柄（経済産業省） 5.4
その他合計 50.0

【考察】健康経営の認知度について、キャリアセン
ター職員の認知度は高く、半数以上が理解していた
が、就活学生に対して、健康経営を紹介する機会は、
くるみんやえるぼし等の他の表彰・顕彰制度に比べ
低く、キャリアセンター職員は、健康経営が就職の
決め手になるとの認識が乏しいことが伺えた。

【結論】さらなる健康経営の認知度向上のための一つ
の手段として、大学のキャリアセンターの職員が「健
康経営が就職の決め手や参考になる」との認識を持っ
て、大学生に積極的に紹介していくことが期待され
る。そのためには、経済産業省や大阪府が健康経営
の普及活動において、健康経営における法律等の裏
付けや SNS を通じた広報活動も期待される。

（E-mail: office.voyage@gmail.com）
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病院勤務リハビリテーション専門職へのジョブ・クラフティング
研修の適応：アクションリサーチ（第一報）
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じ 1,2）、齋藤　順子2）、櫻谷　あすか3）、髙橋　勇貴1）、金森　悟2）

1）地域医療振興協会　東京北医療センター　リハビリテーション室、 
2）帝京大学大学院　公衆衛生学研究科、3）東京大学大学院　医学系研究科

【目的】ワーク・エンゲイジメント（以下 WE）は

「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」で

あり、職員の離職予防や生産性向上に寄与する。特

に医療従事者の WE 向上は、ケアの質や安全性を高

める要因として注目されている。

　WE を向上させる方策の一つとしてジョブ・クラ

フティング（以下 JC）を促進することが有効とされ

ている。JC は、仕事のタスク・人間関係・捉え方を

個人が能動的に調整することで、仕事の意味を再構

築し、WE 向上に資する行動である。

　職員の JC 促進には研修が有効とされる。複数の先

行研究では、リハビリテーション（以下リハビリ）

専門職向け JC 研修の報告は少なく、研修方法も多様

である。そのため、各現場の状況に応じた研修の適

応が必要である。そこで、本研究は実装科学の知見

を用いて、既存の JC 研修を病院勤務リハビリ専門職

に適応させるプロセスを記述し、適応した JC 研修の

実施可能性について検証することを目的とした。

【活動内容】本研究は、著者らが所属する東京北医療

センターのリハビリ室で、2024年 7 月から実施して

いるアクションリサーチである。リハビリ室には

2025年 4 月時点で55名のリハビリ専門職が在籍して

いる。著者ら（六鹿、髙橋）はその一員かつ研究者

として、JC 研修の適応に携わっている。

　実装の 4 段階（探索・準備・実装・維持）に沿っ

て、リハビリ専門職向けに JC 研修の適応を進めた。

適応のプロセスは FRAME-IS を用いて記録した。現

在は実装期にあり管理職向けにパイロット試験が終

了した。

　パイロット試験では、実装アウトカム（受容性・

適切性・実施可能性）を 5 点満点の Likert 尺度で測

定し、平均4.0以上を実装の可能性が高く、次の本試

験にすすむ基準とした。研修プログラムの課題につ

いては、参加者に半構造化インタビューとアンケー

ト調査を実施した。本研究は東京北医療センター研

究倫理委員会（No468）の承認を得て行った。

【活動評価】探索期に国内で無作為化比較試験による

WEへの効果検証がされているJC研修として、島津・

櫻谷らの120分× 2 回のプログラムが確認された。準

備期には、管理職者へヒアリングを実施し、120分の

対面研修は職員負担・業務調整上の制約があるとの

意見を得た。そこで、リハビリ専門職にプログラム

内容を調整しつつ60分× 2 回へ短縮し、オンデマン

ド講義（20分）を追加したハイブリッド型研修に適

応させた。

　実装期のパイロット試験では、管理職 5 名に対し

適応させた研修を実施し、結果、受容性（4.4）、適

切性（4.2）、実施可能性（4.2）と、すべての実装ア

ウトカムでカットオフを上回る結果が得られた。一

方、限られた研修時間内で効率的に課題に取り組ま

せる方法や、参加者同士で JC を共有する時間の確保

が課題として明らかになった。

【今後の課題】短時間でも参加者が学べるよう、課題

提示の方法や配布資料の改良が必要である。各々の

JC を参加者間で共有できるよう、研修のタイムスケ

ジュールや設計の見直しを行い、今後行う本試験で

の研修効果を上げるために修正を図る。

（E-mail: 24KM20013d4@stu.teikyo-u.ac.jp）
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【緒言】

　若年期の肥満や20歳から10 kg 以上の体重増加とメ

タボリックシンドロームの発症との関連が示されて

久しい。適正体重の管理に関する若年者への健康教

育は重要である。

　昨今の健康経営の普及から、企業等では従業員の

健康を高める活動が進んでいる。同時に、医療保険

者には40～74歳を対象とする特定保健指導の新規該

当者数の抑制が求められている。就労者の健康に資

する報告は多数あるが、40歳未満の体重推移に着目

した研究は少ない。そこで、本研究では若年就労者

の長期間の体重推移の特徴把握を目的とした。

【方法】

　2011又は2012年度時点（ベースライン：BL）で19～

29歳の機械器具製造業の就労者を対象に、10年間の

体重推移を性ごとに観察した。① BL ～10年後まで

の体重（kg）と、②BLのBMI（kg/m2）カテゴリ［a 

18.5未満、b 18.5以上22未満、c 22以上25未満、d 25

以上27未満、e 27以上30未満、f 30以上］別に BL か

らの体重変化量を調査した。分析対象は、愛鉄連健

康保険組合が保有する2011～2022年度の健康診断情

報（年齢、体重、BMI）と従業員数とし、追跡期間

中のデータ欠損者は除外した。体重推移は、一般化

推定方程式による反復測定共分散分析を用いて、従

属変数に各年体重、独立変数に①は追跡年数及び追

跡年数と BMI カテゴリの交互作用項、②は追跡年数

とし、いずれも共変量に BL 年齢と従業員数を投入

した。

【結果】

　分析対象者3,781〈男：3,206・女：575〉名、BMI

長期縦断データに基づく若年就労者の体重推移

野
の

村
むら
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え

里
り 1,2）、重松　良祐3）

1）中京大学大学院スポーツ科学研究科、2）愛鉄連健康保険組合、3）中京大学スポーツ科学部

カ テ ゴ リ 内 訳〈a 396、b 1,354、c 819、d 234、e 

218、f 185・a 119、b 294、c 103、d 36、e 14、f 9〉

名。BL 年齢〈平均24.4（標準偏差3.2）・23.9（3.2）〉

歳、体重〈65.0（13.0）・51.6（8.9）〉kg、BMI〈22.4

（4.1）・20.9（3.3）〉kg/m2。

　①男女共に追跡年数と BMI カテゴリ間に交互作用

あり（p＜.001）。男は 4 年目以降、女は 7 年目以降、

BL より有意に体重増加（p＜.01）。

　②男：BMI 22未満は 2 年目以降、22以上25未満は

3 年目以降、25以上27未満は 6 年目以降、27以上30

未満は 7 年目以降から体重は BL より有意に増加

（p＜.001）。いずれも10年後は＋4.5～5.0 kg。BMI 

30以上は維持傾向（p＝1.00）。女：BMI 18.5未満は

5 年目以降、18.5以上22未満は 6 年目以降で有意に

増加（p＜.01）。10年後は＋2.7～2.9 kg。BMI 25以

上では体重推移に一定の傾向は見られず。

【考察】

　若年就労者の体重は10年間で増加していた。BMI 

18.5未満にとって体重増加は望ましくもあるが、男

性では BMI 低値ほど BL から短い年数で有意に増加

していた。特に、BMI 25未満は 2 年目から体重増加

しており、若年者には入社 1 年目での介入が望まし

い。また、BMI 25以上は 5 年目までの介入がその後

の体重増加抑制に繋がる可能性がある。

【結論】

　若年就労者では、BMI によって顕著な体重増加を

生じる時点が異なる。そのため、体重管理には増加

時点の違いを踏まえる必要性が示唆された。

（E-mail: e.nomura@aiteturen-kenpo.or.jp）
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【緒言】
　労働者の健康保持や労働パフォーマンス向上のた
めには、睡眠休養感や睡眠時間の不足、睡眠位相（睡
眠の時間帯）の後退や社会的時差ぼけといった睡眠
の問題への対策が重要である。近年、これらの問題
に対して、就寝の先延ばし傾向（特別な用事がない
にもかかわらず、意図した時刻よりも就寝時刻を先
延ばしする傾向）が関係することが報告され始めて
いる。しかし、これまでの研究を概観すると、日本
における研究や労働者を対象とした研究が少ない、
性別にこれらの関係性の強さの違いを検討した研究
がないなど、知見の蓄積は十分とはいえない。そこ
で本研究では、日本の労働者を対象に、就寝の先延
ばし傾向と睡眠習慣、睡眠休養感との関係を、性別
による違いを含めて検討する。

【方法】
　2025年 4 月にインターネットモニター調査を実施
した。対象者は、20～64歳の会社員（正規・契約社
員）、公務員、医療従事者、計4000名であった。また、
対象者の性・年齢（10歳刻み）比が2024年労働力調
査（総務省統計局）と同等になるようにした。分析
に は、回 答 に 不 備 が な い 3516 名（有 効 回 答 率：
87.9％）のデータを用いた。
　調査項目は、属性（年齢、性別、婚姻状況、子ど
もの有無、世帯収入）、労働状況（勤務形態、週あた
りの実労働時間）、睡眠習慣（就労日と休日それぞれ
の起床時刻、就寝時刻、睡眠中央時刻（就寝時刻と
起床時刻の間の時刻）、就床時間、睡眠時間、および
社会的時差ぼけ（就労日と休日の睡眠中央時刻の
差））、睡眠休養感（Ibata et al., 2023）、就寝の先延
ばし傾向（Hazumi et al., 2024）とした。
　まず、対象者全体について、就寝の先延ばし傾向

日本の労働者における就寝の先延ばし傾向と睡眠習慣、 
睡眠休養感との関係
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筑波大学体育系

を説明変数、睡眠習慣の各変数と睡眠休養感を目的
変数、属性と労働状況を調整変数とした線形回帰分
析をおこなった。また、性別に層化して同様の解析
をおこなったのち、各目的変数における回帰係数の
性差を z 検定により比較した。

【結果】
　対象者全体における分析の結果、就寝の先延ばし
傾向は休日の就床時間を除くすべての目的変数と有
意な関連を認めた。性別に層化した分析でも、男女
とも休日の就床時間を除くすべての目的変数で有意
な関連を認めた。また、回帰係数を性別に比較した
結果、女性の方が男性よりも、就労日の就寝時刻、
就床時間、睡眠時間、および休日の就寝時刻におい
て、就寝の先延ばし傾向の回帰係数の絶対値が有意
に大きかった。

【考察】
　日本の労働者において、就寝の先延ばし傾向が強
い者ほど、睡眠休養感が低い、睡眠時間が短い、睡
眠の位相が後退している、社会的時差ぼけの傾向が
強いといった睡眠の問題との関係性が、先行研究と
同様に認められた。さらに、女性の方が就寝の先延
ばし傾向と就寝時刻や就労日の就床時間、睡眠時間
との関係が男性より強いことが示唆された。

【結論】
　日本の労働者において、就寝の先延ばし傾向は、
睡眠の問題への対策を行う上でアプローチすべき要
因であることが示唆された。また、女性の方が夜更
かしや就労日の睡眠時間の短さと就寝の先延ばし傾
向の強さとの関係がより強く、特に対策が必要であ
ると考えられる。

（E-mail: monma.takafumi.ke@u.tsukuba.ac.jp）
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小児の主体性を重視した管理栄養士による栄養相談の質的研究
～子供と保護者とそして管理栄養士との信頼に注目して～
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、片瀬　久代、伊藤　薫、沼田　真美、大木　由加志

大木小児内分泌代謝クリニック

【目的】

　小児科での継続的栄養相談は子どもの主体性や成
長に合わせた対応が可能である。単回の栄養指導と
比べて食事・運動習慣を改善し、肥満治療に有効で
ある。本研究は小児の主体性を重視した栄養相談の
質的研究により、子ども、保護者と管理栄養士との
信頼関係の構築が減量支援における役割を明らかに
することを目的とした。

【活動（事業）内容】

　グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）1）

の手続きにより、既報2） をもとに身体計測値、治療
経過、栄養相談の状況、自記式質問紙への回答およ
び半構造化面接から得た情報を用いる。分析テーマ
を『小児クリニックにおける肥満児への実践的な栄
養相談の継続が肥満児の将来に向けた食行動の変化
に繋がる』と設定した。子どもの発話分析を行い、
抽出した概念をカテゴリーに分類する。〈子どもや保
護者の信頼〉に共通する概念のつながりを図示し、
カテゴリー間の関連を検証し、説明文を作成する。

【活動（事業）評価】

　〈子どもや保護者の信頼〉に共通する概念から、次
の 3 つのサブカテゴリーに集約を試みた。
　サブカテゴリー 1 ＜子どもと管理栄養士の信頼関

係＞管理栄養士が子どもの環境や成長に目線に合わ
せた栄養相談を行うことは、子どもの減量意欲や食
行動への関心を高める。管理栄養士と信頼関係を構
築した子どもは、主体的な食行動変容を認め、日常
生活改善の実践率も高い。
　サブカテゴリー 2 ＜保護者と管理栄養士の信頼関

係＞継続的な栄養相談は、保護者の栄養知識の向上
を促し、それに伴う保護者の積極的な支援となる。

保護者と管理栄養士の信頼関係の構築によって子ど
もの主体的な行動変容が促進され、最終的な減量効
果を導く。
　サブカテゴリー 3 ＜親子と管理栄養士の信頼関係＞

管理栄養士が親子双方との信頼を築くことで、親子
の食行動変容を認め、親子間の会話を通じた相互交
流が増加する。管理栄養士と信頼関係を構築した親
子は、継続的に良好な親子関係を形成し、家庭、学
校、地域における日常生活に好影響を与える。

【今後の課題】

　管理栄養士に対する信頼が高まることで、保護者
の協力と子どもの行動変容が促進される。保護者と
管理栄養士の信頼関係は肥満治療のための行動変容
への協力関係を形成するうえで不可欠である。親子
と管理栄養士の信頼関係は親子関係や日常生活にも
ポジティブな影響を与えると考えられる。管理栄養
士が行う小児科での継続的栄養相談において、長期
的な治療効果を得るには、クリニックと大学病院、
教育現場、自治体等との連携により子どもの日常生
活の場である環境支援の視点も必要と思われる。今
後は、標準化された栄養相談を用いた健康支援のた
めのフレームや、クリニックと地域、学校との連携
体制の構築が課題である。

【文献】

1）�木下康仁．M-GTA の基本特性と分析方法、医療
看護研究、13巻、p. 1-11、2016-2017

2）�片瀬久代、沼田真美、他．小児科クリニックにお
ける肥満児への実践的な継続栄養相談の検討研究
プロトコル．第45回日本肥満学会プログラム．
2024

（E-mail: sa.aya.hana.ai@gmail.com）
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■ OR2-3-2

【緒言】子どもの頃に食事作りに参加した経験は、成
人後の食生活と関連すると考えられている。しかし、
先行研究では学童期や青年前期等子どもの頃の特定
の時期に焦点を当てており、成人後の望ましい食生
活形成に最適な時期は検討されていない。そこで本
研究では、子どもの頃の食事作りへの参加開始時期
と成人後の食生活との関連を調べることにより、成
人後の望ましい食生活を形成する上で子どもが食事
作りに参加し始めるのに適する時期を検討する。

【方法】本研究では、2019年10月に農林水産省が実施
した「食育に関する意識調査」のデータを二次利用
した。日本在住の20歳以上の男女1,655人を解析対象
者とした。子どもの頃の食事作りへの参加状況は「家
では、食事の準備や後片付けを手伝った」を用い、
小学生の頃、中学生の頃、16歳～18歳の頃のそれぞ
れについて「あてはまる」「どちらかといえばあては
まる」を「参加」、「どちらともいえない」「どちらか
といえばあてはまらない」「あてはまらない」を「不
参加」とした。主食・主菜・副菜をそろえた食事頻
度は「週に 2 ～ 3 日」「ほとんどない」をまとめて

「週に 2 ～ 3 日以下」とし、「ほぼ毎日」「週に 4 ～ 5
日」と合わせた 3 群とした。カイ二乗検定を用いて、
主食・主菜・副菜をそろえた食事頻度 3 群により、
属性、食事作りへの参加開始時期を比較した。また、
従属変数を主食・主菜・副菜をそろえた食事頻度、
独立変数を食事作りへの参加開始時期とする多項ロ
ジスティック回帰分析を行った。モデル 1 は調整な
し、モデル 2 では属性等を調整した。

【結果】子どもの頃の食事作りへの参加開始時期は、
「小学生の頃」928人（56.1%）、「中学生の頃」100人
（6.0%）「16歳～18歳の頃」51人（3.1%）、「不参加」
576 人（34.8%）で あ っ た。男 性 の 割 合 は 順 に、

子どもの頃の食事作りへの参加開始時期と
成人後の主食・主菜・副菜をそろえた食事頻度との関連
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33.6%、23.0%、33.3%、66.1% で不参加の者で男性
の割合が高く（P＜0.001）、年代には有意差はみられ
なかった（P＝0.209）。また主食・主菜・副菜をそろ
えた食事頻度は、「ほぼ毎日」群934人（56.4%）、「週
に 4 ～ 5 日」群323人（19.5%）、「週に 2 ～ 3 日以下」
群398人（24.0%）であった。「ほぼ毎日」群、「週に
4 ～ 5 日」群、「週に 2 ～ 3 日」群の順に、男性の割
合が39.0%、49.2%、52.8%、仕事ありの者の割合が
53.1%、70.6%、71.4%、 1 日の全ての食事を一人で
食べる頻度が週に 4 ～ 5 日以上の者の割合が16.4%、
17.0%、25.9% であった（全て P＜0.001）。主食・
主菜・副菜をそろえた食事が「ほぼ毎日」であるオッ
ズ比（95% 信頼区間）は、モデル 1 では、子どもの
頃の食事作りへの参加開始時期が「不参加」の者に
比べて、「小学生の頃」が2.22（1.73～2.86）、「中学
生の頃」が1.79（1.06～3.02）、「16歳～18歳の頃」
が1.36（0.68～2.71）であった。モデル 2 では「小
学生の頃」が1.81（1.37～2.39）であり、属性等を
調整した場合、食事作りへの参加開始時期が「小学
生の頃」でのみ、「不参加」に比べて成人後の主食・
主菜・副菜をそろえた食事頻度が「ほぼ毎日」であ
る可能性が高かった（「中学生の頃」1.53（0.86～
2.71）、「16歳～18歳の頃」1.11（0.52～2.37））。

【考察・結論】本研究では、小学生の頃に食事作りに
参加し始めた者は、子どもの頃に食事作りに参加し
なかった者と比較して、成人後の主食・主菜・副菜
をそろえた食事頻度が高かった。成人後の主食・主
菜・副菜をそろえた食事頻度を高めることを目指し
て子どもの食事作りへの参加を推進する場合、小学
生の頃が適する可能性が示された。

（E-mail: g2440529@edu.cc.ocha.ac.jp）
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■ OR2-3-3

【緒言】
　2025年は食育基本法が制定されて20年の節目の年
となる。小学生の頃の食育が成人期の生活習慣や食
習慣に良い影響を与えることが報告されている。食
育には、授業や体験活動など様々な学習方法が存在
する。また、学習において学んだことを主体的に活
用したかは知識、スキルの習得に関係すると考えら
れる。そこで、小学生の頃の食育の学習経験の違い
によって成人期の食習慣にどのような特徴がみられ
るか検討することを目的とした。

【方法】
　2024年11月に実施したウェブ調査で得た18歳から
26歳の日本人500人のデータを解析対象とした。小学
生の頃の食育の学習経験について、体験活動、授業
経験の各々の有無、授業内容を親に話したか、家庭
で実践をしたかの 4 項目を「あてはまる」～「あては
まらない」の 4 件法でたずね、クラスター分析を行っ
た。その後カイ二乗検定を用いてクラスターにより、
属性および成人後の食習慣で比較を行った。

【結果】
　クラスター分析の結果から、全項目で「あてはま
る」と回答した人が多かった「積極的学習」群237人

（47.4%）、小学校での授業や体験学習に関する質問
には「あてはまる」という回答が多かったが、家庭
で親に話したり、実践したりしたかには「あてはま
らない」という回答が多かった「受動的学習」群57
人（11.4%）、全項目で「どちらかといえばあてはま
る」または「どちらかといえばあてはまらない」と
いう回答が多かった「中庸的学習」群159人（31.8%）、
全項目で「あてはまらない」という回答が多かった

「消極的学習」群47人（9.4%）に分けられた。積極
的学習群、受動的学習群、中庸的学習群、消極的学

小学生の頃の食育の学習経験の違いによる成人期の食習慣
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習群の順に、男性の割合は46.0％、 50.9％、54.7％、
53.2％、年齢の中央値（25パーセンタイル値、75パー
センタイル値）は23.0（22.0、24.0）、24.0（22.0、
25.0）、23.0（22.0、25.0）、24.0（22.0、25.0） と
なり、どちらも有意差はみられなかった（各々 P＝
0.369、0.684）。また、積極的学習群、受動的学習群、
中庸的学習群、消極的学習群の順に、 成人期の調理
頻度が毎日の人の割合は25.7％、12.3％、13.8％、
12.8％と積極的学習群の調理頻度が高かったが（P＜
0.001）、ほぼ毎日バランスの良い食事が 1 日に 2 回
以上ある人の割合は30.4%、15.8%、21.4%、21.3%
で有意差がみられなかった（P＝0.053）。成人期の主
観的健康感がとても良い人の割合は19.8%、10.5％、
11.3％、17.0％、小学生の頃の経験が成人期に役立っ
ているととても思っている人の割合は、30.8%、
10.5%、10.1%、4.3% であり、積極的学習群は主観
的健康感が良く、小学生の頃の経験が成人期に役立っ
ていると思っている人が多かった（各々 P＜0.001、 
P＜0.001）。

【考察・結論】
　学習経験の違いによる 4 群では、成人期の主観的
健康感や調理頻度に差がみられた。特に調理頻度が
高かった積極的学習群は小学校での授業や体験学習
に加え、親に授業内容を話したり、家庭で調理を実
践したりしていた群であり、それらを全く行ってい
ない群では調理頻度が低かった。また、授業や体験
学習は行っていたが、家庭での授業内容のアウトプッ
トをしていなかった群はそれらを行っていた群と比
較して成人期の調理頻度が低かった。食育の学習に
おいてインプットとアウトプットの両方を行うこと
が成人期の調理頻度を高める可能性がある。

（E-mail: g2230131@edu.cc.ocha.ac.jp）
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■ OR2-3-4

【緒言】お茶の水女子大学生協食堂では、2023年度より、
昼食営業終了後に売れ残った料理をお弁当に詰め、割
引して販売する「OchaEco 弁当」という食品ロス削減
の取組を実施している。取組を評価した実践報告では、
食品ロス削減量や利用者の満足度等を報告した。この
ような取組を他の場所に普及させていくため、異なる
ニーズを持つ利用者の特徴を把握することが必要であ
る。本研究では、利用者の OchaEco 弁当購入理由に着
目し、属性等の特徴を把握するとともに、弁当の満足
度や今後の購入意思を比較することを目的とする。

【方法】2023年 5 ～ 6 月、OchaEco 弁当の利用者を対
象にオンライン調査を行った。調査期間中、OchaEco
弁当に調査票 QR コード付きチラシをつけ、希望する
回答者へは、クーポン（300円）を配布した。回答者は
154 人、解 析 対 象 は 132 人 で あ っ た（解 析 対 象 率
85.7％）。購入理由は、安い、食品ロス削減に繋がる、
ボリュームがある、おいしそう、昼食を買い逃した、
その他について複数回答させた。その他の自由記述は、
複数の研究者でカテゴリ化し、購入理由の項目に含め
た（揚げ物がある、興味があった、クーポンが欲しい、
作らなくてよい）。 9 つの購入理由について、クラス
ター分析を用いて群分けし、群ごとの特徴を把握する
ため、購入理由の 3 群による、属性（性別、学年、経
済状況、利用回数）、今後の購入意思、食品ロスへの関
心を χ2検定で比較した。また、弁当の満足度（内容・
価格）及び妥当と感じる価格（ご飯付弁当300円、おか
ずのみ200円）は 0 ～100のビジュアルアナログスケー
ルで回答させ、購入理由の 3 群間についてクラスカル・
ウォリス検定とボンフェローニの多重比較を用いて比
較した。有意水準は、全て P＜0.05とした。

【結果】安い（47人、100.0%）、作らなくてよい（ 3 人、
6.4%）を選んだ者が多い「安さ最も重視」群（47/132人、
35.6％）、安い（39人、95.1%）、おいしそう（36人、

食品ロス削減を目的とした「OchaEco 弁当」利用者の 
購入理由による特徴
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87.8%）、食 品 ロ ス 削 減 に な る（25 人、61.0%）、ボ
リュームがある（18人、43.9%）を選んだ者が多い「弁
当内容・食品ロス削減」群（41/132人、31.1％）、食品
ロス削減になる（28人、63.6%）、安い（27人、61.4%）、
昼食を買い逃した（24人、54.5%）を選んだ者が多い

「昼 食 買 い 逃 し・食 品 ロ ス 削 減」群（44/132 人、
33.3％）の、 3 つのクラスターが得られた。属性につ
いて群間で差はみられなかったが、各群における経済
的にゆとりがある者が占める割合が「安さ最も重視」
群 46.8％（22 人）、「弁 当 内 容・食 品 ロ ス 削 減」群
46.3％（19人）であるのに対し「昼食買い逃し・食品
ロス削減」群68.2％（30人）と比較的大きかった（P＝
0.064）。
　また今後の購入意思についても群間で差はみられな
かったが、各群における、購入意思が高い者が占める
割合は「安さ最も重視」群61.7％（29人）、「弁当内容・
食品ロス削減」群70.7％（29人）であったのに対し、

「昼食買い逃し・食品ロス削減」45.2％（19人）と比較
的小さかった（P＝0.056）。また、満足度（内容）は、

「昼食買い逃し・食品ロス削減」群70.0（65.0、90.0）
と比べて「弁当内容・食品ロス削減」群81.0（80.0、
96.0）の方が高かった（P＝0.016）。弁当満足度（価
格）、ご飯付弁当の妥当な価格、おかずのみ弁当の妥当
な価格では差はみられなかった（P＝0.76、P＝0.96、
P＝0.48）。

【考察・結論】OchaEco 弁当の購入理由により、「安さ
最も重視」「弁当内容・食品ロス削減」「昼食買逃し・
食品ロス削減」 3 つのクラスターが得られ、「弁当内
容・食品ロス削減」群の内容満足度が高かった。しか
し、安いことは、全ての群で購入理由に挙げた者が多
かったため、利用者にとって共通したニーズであり、
取組を普及する上で重要な要素であると考えられる。

（E-mail: g2440533@edu.cc.ocha.ac.jp）
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【緒言】心身の健康や QOL の維持・向上のためには、
健康な食生活が必要である。海外の先行研究では、
食事に含まれる色の多様性が野菜や果物摂取量と正
の相関を示し、食事に含まれる色数が多い方がより
健康な食事であることが示唆された。そこで、健康
な食事の推進に食事の色を活用することを目指し、
日本人の食事に含まれる色数と栄養評価指標との関
連を検討した。

【方法】1）2024年 4 月と 7 月に、カラーチャートを
用いて、弁当60個に含まれる色を識別する質問紙調
査を実施した。カラーチャートは海外の先行研究や
日本語の基本色彩語等を参考に複数の研究者で議論
し、白、クリーム、黄、薄茶、茶、ピンク、赤、オ
レンジ、黄緑、緑、青、黒、グレー、紫の14色とし
た。対象とした弁当は横浜市内で販売されている一
般の弁当30個と、スマートミールに認証されている
健康な弁当30個である。評価者は大学生ならびに大
学院生で、 4 月と 7 月でそれぞれ12人であった。弁
当に含まれる色の数は、評価者の75％にあたる 9 人
以上が「含まれる」とした色をその弁当に含まれる
色として求めた。
　 2 ）弁当の栄養評価指標には、野菜等重量、食塩
相当量、エネルギー、PFC 比を用いた。一般の弁当
では、弁当パッケージに記載の情報を用いた。野菜
等重量は、計量を行い調理前重量に変換したデータ
を用いた。健康な弁当では、「健康な食事・食環境」
認証制度への申請の際に、各々の中食事業者によっ
て提出された栄養量根拠資料に記載の情報を用いた。
解析では、色数と各指標の相関を、一般の弁当、健
康な弁当ごとに求めた。PFC 比は P、F、C それぞ
れの値と色数で相関を求めた。正規性に応じて Pear-
son の積率相関係数または Spearman の順位相関係
数を使用した。

【結果】弁当の色数の最小値～最大値（中央値）は、
一般の弁当で 2 ～10（ 6 ）色、健康な弁当で 6 ～12

食事に含まれる色数と栄養評価指標との関連
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（ 8 ）色であった。栄養評価指標の最小値～最大値
（中 央 値）は、野 菜 等 重 量 で 一 般 の 弁 当 0 ～ 175
（18）g、健康な弁当140～270（161）g、食塩相当量
で一般の弁当1.7～7.5（3.1）g、健康な弁当0.9～3.4

（2.6）g であった。エネルギーは一般の弁当で313～
808（562）kcal、健康な弁当で523～841（641）kcal
であった。PFC 比のそれぞれの値は、一般の弁当で
たんぱく質（P）6.5～21.6（12.7）％ E、脂質（F）
10.4～41.6（26.1）％ E、炭水化物（C）51.0～64.0

（56.6）％ E であった。健康な弁当では、たんぱく質
（P）13.0～21.0（15.7）％ E、脂質（F）21.0～30.2
（27.6）％ E、炭水化物（C）51.0～64.0（56.6）％ E
であった。
　色数と野菜等重量の相関は、一般の弁当で rs＝
0.632（P＜0.001）と中等度の正の相関がみられたが、
健康な弁当では rs＝−0.086（P＝0.651）と相関はみ
られなかった。また、色数と食塩相当量の相関は、
一般の弁当で rs＝0.509（P＝0.004）と中等度の正の
相関がみられたが、健康な弁当では rs＝−0.241

（P＝0.199）と相関はみられなかった。色数とエネル
ギー、PFC 比では、いずれも相関はみられなかった。

【考察・結論】一般の弁当では、色数の多さと野菜等
重量、食塩相当量に正の相関がみられた。健康な弁
当で野菜等重量との相関がみられなかったのは、ス
マートミールの基準により野菜等重量が140 g 〜
160 g の範囲に集中していたことが影響した可能性が
ある。また、一般の弁当で食塩相当量と正の相関が
みられたのは、野菜等の使用量が増えることで調味
料の使用量が増えたためと考察される。このことか
ら、食事の色を活用して健康な食生活を推進する際
には、調味料の使用や食塩相当量への配慮も必要で
ある可能性が示された。

（E-mail: g2540544@edu.cc.ocha.ac.jp）
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■ OR2-4-1

【緒言】令和 5 年の国民健康・栄養調査（厚生労働省、
2024）によると、20～30歳代女性の痩せの割合が
20.2％に達し、過去10年で最も高い水準となった。そ
の背景にはボディイメージの問題があるとされており、
それは学童期ですでに生じていることが報告されてい
る（Dohnf & Tiggemann. 2005）。そこで本研究では、
小学生を対象に痩せ願望やダイエット経験の実態とそ
れらへの周囲の人の影響を明らかにすることを目的と
した。

【方法】2024年 3 月～ 9 月に、東京都、大阪府、和歌山
県の小学校 1 年～ 6 年生を対象にアンケート調査を実
施した（有効回答数2020名）。男女別、学年別に、「希
望する体型」、「ダイエット経験」について集計を行い、
1 ～ 2 年生については、対象を限定せずに見た目への
ネガティブな声かけとポジティブな声かけの頻度につ
いて、 3 年～ 6 年生については、母親と父親それぞれ
について、親からの影響（親のダイエット行動、親か
らの痩せの示唆、親からの見た目へのネガティブな声
かけ、親からの見た目へのポジティブな声掛けの有無）
との関連を単変量解析により検討した。解析は性別に
よるサブグループに分けて実施した。

【結果】「希望する体型」において、「痩せたい」と回答
する割合は学年とともに増加し、男児では 1 年生
25.7% から 6 年生33.6%、女児では 1 年生35.7% から
6 年生54.8% へと増加した。ダイエット経験は、男児
12.3～18.5%、女児19.8～32.1% で、女児で学年と共
に増加傾向がみられた。
　単変量解析の結果、男児 1 ～ 2 年生と女児 1 ～ 2 年
生ともに、見た目をからかわれることがダイエットと
関連していた（p＜0.05）。また、男児 3 ～ 6 年生では
母親と父親からの痩せの示唆が「希望する体型」に、
女児 3 ～ 6 年では母親からの痩せの示唆のみが「ダイ
エット経験」と関連していた（p＜0.05）。

【考察】小学生においても痩せ願望やダイエット行動が

小学生におけるやせ願望およびダイエット経験の実態と関連要因
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広がっていることが明らかとなった。特に女児では学
年が上がるとともに痩せ願望が強まり、 6 年生では半
数以上が「痩せたい」と回答し、また、 3 分の 1 程度
がダイエットをおこなっていた。男児も、女児に比べ
ると割合は小さいが、痩身を求める傾向が確認された。
今後は、男児についてもその関連要因について検討を
進める必要がある。
　小学 1 ～ 2 年生においては、外見に関する他者から
のネガティブな声掛けがダイエットに関連していた。
この年齢では、外見のからかいが体型へと直結してい
る可能性が示唆される。 3 ～ 6 年生では、直接的要因

（親からの痩せのプレッシャー）が関連していることが
示唆された。一方、体型に限定しない外見への声かけ
はポジティブとネガティブともに関連していなかった。
このことから、成長するにしたがい、体型という領域
固有でのつながりが生じていると考えられる。少なく
とも、親からの体型に関する直接的なメッセージが、
子どもの痩せ志向に関与している可能性が考えられる。
なお、男児は女児と異なり、父親からの影響も確認さ
れている。性別により影響プロセスが異なることが示
唆された。男児を対象とした検討も今後おこなわれる
ことが重要といえる。
　今後は身体の変化を肯定的に受け止めるための健康
教育プログラムの開発だけでなく、保護者や教員に対
する教育的支援も重要となるだろう。将来的には、ポ
ジティブなボディイメージを育むことを通じて健康的
な生活習慣や精神的健康の基盤を築くことが期待される。

【結論】小学生においても痩せ願望やダイエット行動が
認められ、学年が上がるにつれその割合は高まること
が明らかとなった。他者の影響も確認された。学童期
からの適切な健康教育や支援の重要性が示唆された。

（E-mail: y.yoshizawa.qz@juntendo.ac.jp）
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■ OR2-4-2

【目的】近年、若年女性のやせが社会問題となってお
り、中学生女子にもやせ願望の傾向があることが報
告されている。健康日本21（第三次）では「適正体
重を維持している者の増加」が目標に設定されてお
り、中学校入学前から成長と体型に関する正しい知
識を取得することが必要と考えられる。やせに着目
した先行研究は多く報告されているが、やせ願望の
理由を小学生に調査した研究は見当たらない。また、
やせ願望は「やせ体型」での報告が多く、「ふつう体
型」を対象とした調査も重要である。本報告では、
児童生徒の実態に応じた食育推進のための基礎資料
を得ることを目的に、小・中学生のふつう体型にお
ける「やせたい」、「今のままでよい」と思う理由を
系統的に整理した。

【活動内容】新潟県の中山間地域に位置する市立小学
校 2 校の5－6年生と中学校 1 校の1－3年生の男女全
244名を対象とした。Google フォームの無記名自記
式質問票を2024年 7 月に送付し、199名から回答を得
た（回答率81.6%）。質問項目として、今後なりたい
体型を「やせたい」、「今のままでよい」、「太りたい」
の 3 択で尋ね、体型を選んだ理由は自由記述とした。
性・年齢・身長体重別の肥満度を判定し、肥満度－
20％未満かつ20％未満の者をふつう体型とし、デー
タ欠損や無回答を除くふつう体型152（小学生男子
26、女子40、中学生男子41、女子45）名のうち、「や
せたい」または「今のままでよい」と思う者の自由
記述を内容分析した。原文の〈コード〉は、類似し
た内容の〔サブカテゴリー〕に集約し、更に主要な

［カテゴリー］に統合した。コードとカテゴリーの妥
当性を担保するために分析は複数名で行い、全員の
意見が一致するまで議論した。

【活動評価】ふつう体型で「やせたい」と思う者は、
小学生男子 7 名（26.9%）、女子11名（27.5%）、中学
生男子11名（26.8%）、女子22名（48.9%）であった。

「今 の ま ま で よ い」と 思 う 者 は 小 学 生 男 子 17 名

小・中学生男女のふつう体型における体型願望の理由
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（65.4%）、女 子 26 名（65.0％）、中 学 生 男 子 21 名
（51.2%）、女子21名（46.7%）であった。なりたい体
型を選んだ理由の自由記述は、〔正しい体型認識〕

〔誤った体型認識〕〔体型願望〕〔おしゃれ意識〕の
［体型意識］、〔健康意識〕〔身体活動〕の［健康意識］、
〔前熟考〕〔無関心〕の［その他］という 3 つのカテ
ゴリーに分類された。［体型意識］で〔正しい体型認
識〕に関する理由は、「今のままでよい」と思う者85
名のうち54（小学生男子10、女子20、中学生男子12、
女子12）名が回答しており、「やせたい」と思う者の
回答には出現しなかった。「今のままでよい」と思う
者の中には、〔健康意識〕に関する理由（中学生女子
8 名）や〔身体活動〕に関する意見（中学生男子 4
名）もあった。〔誤った体型認識〕に関する理由は、

「やせたい」と思う者51名のうち20（小学生男子 3 、
女子 5 、中学生男子 6 、女子 6 ）名のみに出現した。

「やせたい」と思う者の中には、〔体型願望〕に関す
る理由（中学生女子 5 名）や〔おしゃれ意識〕に関
する理由（小学生女子 4 名）もあった。［その他］の

〔前熟考〕〔無関心〕に関する理由は、主に小学生男
子の回答で見られた（〔前熟考〕 3 名、〔無関心〕 3
名）。分類された自由記述より、ふつう体型であって
も女子は中学生になると〔誤った体型認識〕や〔体
型願望〕を持つこと、小学生男子は体型意識に〔前
熟考〕〔無関心〕段階である者がいることが示唆され
た。

【今後の課題】ふつう体型の「やせたい」、「今のまま
でよい」理由を小・中学生男女の自由記述から整理
した。学習指導要領の「保健」の教科で生活習慣病
を指導する際、主に肥満に焦点を当てた内容が多い。
今回の調査活動の評価を踏まえ、誤った体型認識の
予防や正しい体型認識の関心を強化するために、「や
せ」についても小学校段階から指導機会を設定する
ことが必要であると考える。

（E-mail: natsuisaya2627@gmail.com）　
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■ OR2-4-3

【緒言】学校給食（以下、給食）は、成長期にある
児童生徒の心身の健全な発達に資するものである。
しかし、給食を減らす、残すことにより、適切量
を摂取できていない児童生徒もいる。給食の量の
調節や食べ残しには、喫食時間、やせ願望などと
の関連が報告されている。特に、身体不満から生
じるやせ願望が給食の適切量の摂取を妨げている
可能性が指摘されている。
　ボディアプリシエーションは、ポジティブボディ
イメージの一種で「自己の身体を受容し、好意的
に評価し、尊重しながら、メディアによって奨励
される外見の理想像を美の唯一の形として受け入
れないこと」と定義される。ボディアプリシエー
ションを高めることは、適応的調和食行動を促進
すると報告がある。本研究は、中学生を対象にボ
ディアプリシエーションの向上を通して給食にお
ける適切量の主食摂取を目指す食育プログラムの
作成と評価を目的とした。本発表では女子の結果
について報告する。

【方法】本研究は、2024年 7 月～2025年 3 月、大阪
府下公立中学校 2 校、 2 年生を対象とした準実験
デザインにより行った。学習前（事前）と学習後

（事後）に自記式質問紙調査を実施した（有効回答
率：実施校50.0％：男子30名、女子30名、対照校
56.3％：男子23名、女子35名）。実施校の取組みは、
給食と成長に関する授業 3 回とした。ボディアプ
リシエーションの評価には、Body Appreciation 
Scale-2 （BAS-2） を用いた。事前事後の比較、およ
び BAS-2 得点の維持・増加群と低下群の給食や授
業に関する項目について性別ごとに検定を行った。

【結果】前後比較では、実施校女子のみ BAS-2得点

中学生対象の給食を減らす・残す行動に焦点を当てた 
食育プログラムによるポジティブボディイメージの育成
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が有意に増加した（中央値（四分位範囲）：事前2.6
（1.8－3.1）、事後3.0（2.0－3.8）、p＝0.035）。実
施校女子における BAS-2 得点の維持・増加群と低
下群の比較では、維持・増加群において、主食を
残さず食べる者が有意に増加した（p＝0.034）。ま
た、役に立った学習内容として、維持・増加群の
女子50.0％が「中学生は他の年代よりも必要エネ
ルギー量が多いこと」、38.9％が「中学生は成長期
であること」を選択した。ワークシートの記述で
は「太ることに抵抗がすごくあって白ごはんを半
分以上減らしていたけど、継続してしっかり食べ
たいと思う」「しっかりとした量を食べられるよう
に頑張ろうと思った」といった声がみられた。

【考察】本食育プログラムは、女子生徒のポジティ
ブボディイメージの向上に役立つ可能性が示唆さ
れた。対照校女子ではこれらの変化が認められな
かったことに加えて、主食を減らす頻度が増加し
ていた（p＝0.035）。「中学生は他の年代よりも必
要エネルギー量が多いこと」を伝え、ケーススタ
ディなどの参加型学習により意見を共有できたこ
とがボディアプリシエーションの向上、食べるこ
とへの肯定的な態度形成に有用であったと考えら
れる。今後の課題として、必要以上に減らすこと
に対してより焦点を当て、改善できるよう検討し
たい。

【結論】本プログラムは、中学生女子におけるポジ
ティブボディイメージの向上に有用であることが
示唆された。またポジティブボディイメージの向
上は主食の食べ残しを軽減させる可能性がある。

（E-mail: ss24338s@st.omu.ac.jp）
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■ OR2-4-4

【緒言】エナジードリンク（ED）は、カフェインや
タウリン、糖質を多く含む清涼飲料水と位置づけさ
れており、法律などによる明確な定義や基準は定め
られていない。近年 ED の市場規模が拡大しており、
カフェインを多量に含む ED や錠剤等による急性中
毒で救急搬送される青少年が急増している（Kamijo, 
2018）。子どもは代謝機能が未発達で、カフェインに
対する感受性が高いため、カフェイン摂取の注意喚
起がなされている。
　一方、ED の情報源は主にインターネットであり、
広告は YouTube や SNS 等、若者をターゲットとし
た広報戦略が多数みられる。児童は ED を飲みすぎ
ると身体にどんな影響があるかの認識が低いことに
加えて、メディアの情報によってイメージを形成し、
考えや行動に影響を及ぼしている可能性が考えられ
る。そのため、メディアからの情報を鵜呑みにせず、
食品表示を用いて客観的・主体的に読み取るメディ
アリテラシーを育成すること、カフェインの過剰摂
取が身体に与える影響について理解することが必要
である。そこで本研究は、ED を教材に用いた健康情
報リテラシーを高める授業を実施し、その有用性を
評価することを目的とした。

【方法】大阪府内小学校 2 校の 6 年生を対象とし、
2024年 7 ～ 9 月の授業前に無記名自記式質問紙調査、
2024年 9 月に45分授業を 2 回実施した。第 1 時は、
食品表示の読み方やカフェインの過剰摂取が身体に
与える影響について理解し、第 2 時は、パッケージ
の情報を見極めて判断し、適切に選択できることを
めあてとした。評価は、授業直後に Forms による無
記名のアンケート調査を実施した（大阪教育大学倫
理委員会　承認番号24012）。さらに ED を飲もうと

小学 6 年生を対象としたエナジードリンクに関する 
授業の有用性の検討
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思うか思わないかの比較を χ²検定及び Fisher の直接
確率検定、要因について重回帰分析を行った。

【結果】授業前の調査（回答数168名）では、ED を飲
んだことがある児童は78名（46.4%）で、週 1 本以
上飲んでいる児童は12名（6.8%）であった。ED を
飲む理由は、「おいしいから」「家族や友人が飲んで
いるから」「特に理由はない」「興味があったから」
の順に多かった。
　授業後のアンケート調査は173名より回答を得た。

「カフェインが身体にどんな影響があるか理解できた」
「まあ理解できた」との回答が90.7%、「食品表示の
読み方を理解できた」「まあ理解できた」が88.5%、

「食品表示を見てから選ぼうと思う」「まあ選ぼうと
思う」が74.6% であった。
　これから ED を飲みたいと思うかどうかについて、

「飲みたいと思わない」「あまり飲みたいと思わない」
が63.6% であった。その理由について、「ED を飲み
すぎると身体に悪い影響を与えるから」が45.5％で
最も多かった。飲みたいと思うと回答した児童の中
にも、適度な量を考えて飲みたいとの意見がみられ
た。ED を飲みたいと思わないことの要因として、食
品表示を見てから選ぼうと思うことが影響を及ぼし
ていることが示された（β＝0.221、p＜0.01）。

【考察】健康情報リテラシーを高める授業を実施した
ことにより、カフェインが身体に与える影響や食品
表示の読み方を理解し、食品表示を見てから選ぼう
と思った児童が、ED を飲むのを控えようとすること
につながることが示唆された。このことから、科学
的な知識や食品表示の読み方を理解することで、適
切に判断・選択することを促進する可能性が示された。

（E-mail: t_000999209@city.higashiosaka-osk.ed.jp）
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【緒言】睡眠を中心とした生活の習慣と生徒の自
立等の関係性に関する調査は、各調査では多くさ
れているが、睡眠と自尊感情と栄養の関連の研究
は、多くされていない。最近の中学生においても、
学年が上がるにつれて、睡眠不足と感じる生徒の
割合が増える傾向が見られると報告されている。
さらに寝不足の傾向の生徒は、自己肯定感が低い
ことも報告されている。健康づくりのための睡眠
指針では睡眠時間は中学生で 8 ～12時間を推奨さ
れている。思春期に差し掛かる中学生は、成長段
階に重要な栄養素摂取量は多い。厚生労働省が定
める食事摂取基準［2025年度版］でも、成長に必
要なエネルギーおよび各種栄養素の摂取量が考慮
されている。
　本研究では、食事を摂取する生徒が、睡眠の質
と自己肯定感がどのように影響していることを分
析し、その関係が、栄養素摂取に特異的な要因が
あるかを実態調査から明らかにすることを目的と
する。

【方法】調査は2024年11月～2025年 3 月に自記式
質問紙法で行った。対象者はサッカークラブチー
ム所属選手中学 1 年生 8 名、 2 年生14名、計22名
とした。質問内容は、睡眠の質を子どもの日中眠
気尺度（PDSS 日本語版）、自己肯定感は、自尊
感情尺度　山本・松井・山成（1982）、栄養量は
食事頻度調査（FFQ）を用いた。睡眠尺度につ
いては32点満点、自尊感情尺度については50点満
点で得点化した。統計解析は、SPSS Ver.28（IBM
社）を使用した。因子分析、重回帰分析を用いて
有意水準を 5 % とした。本研究は大阪青山大学

中学生の睡眠と自尊感情の関連について
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倫理審査委員会の承認を受けた後に実施した。（承
認番号第0425号令和 5 年 2 月27日）

【結果】睡眠の質と栄養素摂取量については、睡
眠の質が、たんぱく質、脂質の摂取量に関連して
いることが明らかになった。その他の統計、解析
については現在検討中である。

【考察】睡眠は、生徒の生活習慣と多いに関連が
強く食事時刻、特に朝食の時刻と夕食の時刻から、
睡眠との関連があると思われる。今回の研究では、
食事の時刻を調査しておらず、食事摂取量を多く
なるよう指導を依頼されていたので、毎月の栄養
サポートを構築することを目的とした。今回の調
査から、家族の食事との関連と夕食時刻と就寝時
刻の関係等を分析することが必要と考えられた。

【結論】本研究から、睡眠の高値は、自尊感情も
ポジティブに高値であることが示唆された。また、
栄養素摂取量は、睡眠の質が高値では増加する傾
向が示唆された。このことから、睡眠と自尊感情
に栄養素摂取量は、強い関係があると考えられた。
今後は、運動をしている生徒の栄養教育は、睡眠
指導を積極的取り入れたいと考える。さらに家族
にも、食事の摂り方だけでなく、睡眠のとり方を
理解してもらえる教育をとりいれたい。今後も、
食事頻度と間隔と睡眠時間を中心に、生徒の生活
実態を明らかにし、特異的な食品の摂り方との関
係を研究したいと考える。

（E-mail: m-morimoto@osaka-aoyama.ac.jp）
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【目的】地域在住高齢者のフレイル予防のため、既存
のフレイル予防運動教室に「ちょい足し」する栄養
教育プログラムを企画・実施して、その実現可能性
を評価することを目的とした。

【活動内容】本実践報告は、企画、実施、評価で構成
される。2023年12月～2024年 1 月に事前調査を含む
企画を行ったのち、2024年 2 月～11月に実施・評価
し、2024年12月に事後調査を含む評価を行った。
　対象者は、東京都区内の 2 か所の通いの場（A お
よび B）でフレイル予防運動教室に参加していた高
齢者のうち、本プログラムへの参加に同意した21人
とした。
　事前および事後調査の項目は、属性、フレイルの
有無（基本チェックリスト）、主食・主菜・副菜のそ
ろった食事の摂取頻度、食品摂取多様性スコア

（DVS）、食に関する主観的 quality of life （SDQOL）、
フードリテラシー（FL）とした。
　2023年12月、東京近郊の A 地区でフレイル予防運
動教室に参加している高齢者が挙げた栄養に関する
懸念事項を基に全10回の栄養ミニセミナーを企画し
た。内容は野菜、栄養素、食事バランスと量、減塩、
飲酒等とし、2024年 1 月に行った事前調査を参考に
して目標を設定した。栄養ミニセミナーは 1 回15分
として、介護予防運動教室が始まる前に行った。経
過評価のため、各セミナー後に 5 項目の質問紙調査

（満足感、理解度、有用性、実践可能性、実行意図）
を 5 件法で実施した。
　属性、主食・主菜・副菜のそろった食事の頻度、
DVS、SDQOL、FL および満足度等の経過評価につ
いて、記述統計量｛中央値（Q1、Q3）あるいは割合｝
を算出した。経過評価の 5 項目については、各回の
参加者全員の回答の中央値を算出した。事前事後比

地域在住高齢者を対象としたフレイル予防運動教室に 
「ちょい足し」した栄養教育プログラムの実現可能性
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較では、事後評価の質問紙へ回答した対象者につい
て、主食・主菜・副菜のそろった食事の頻度、DVS、
SDQOL、FL、フレイルの状況について、Wilcoxon
の符号付順位検定または McNemar-Bowker 検定を
用いて検討した。

【活動評価】全10回のうち、 8 回目については指導者
の都合により資料の配布のみとした。実施した 9 回
についての経過評価の結果、参加人数は平均15.8人、
各回のセミナーの満足度等の平均得点はすべて 5 点
満点中 4 点以上で良好であった。
　事前事後比較では、事後調査に回答のあった12人

（回答率57.1％）を解析対象とし、年齢の中央値は83
歳（Q1、Q3：76、86）、女性が11人（91.7%）であっ
た。事前事後で、すべての指標で有意差は認められ
なかった。しかし、フレイルの者の割合は減少（事
前：50％、事後：42％）し、DVS｛事前：5.5（4.0、
6.5）点、事後：6.0（4.5、7.0）点｝および FL｛事
前：37.0（29.3、43.3） 点、 事 後：37.5（31.2、
43.1）点｝も得点が増加する好ましい傾向が認められ
た。SDQOL｛事前：15.0（12.5、18.0）点、事後：
14.5（12.5、8.0）点｝は得点が減少する好ましくな
い変化が認められた。DVS が 7 点以上の者は 3 人か
ら 5 人に増加したが、その割合は42％であり、目標
の80％以上は達成しなかった。

【今後の課題】事後評価の結果、DVS が 7 点以上の
者の割合を80％以上とするという目標は達成できな
かった。しかし、DVS や FL、フレイルの者の割合
については好ましい変化が認められ、経過評価も良
好であった。以上のことから、本栄養教育プログラ
ムの実現可能性が確認され、改良することで効果の
高いプログラムを開発できることが示唆された。

（E-mail: sato-s@takasaki-u.ac.jp）
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大学生を対象とした身体活動と孤独・孤立感の関連の検討
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【緒言】令和 5 年、孤独・孤立対策推進法が成立
した。本法案は孤独・孤立の状態を問題とし、対
策の推進を目的としている。内閣官房孤独・孤立
担当室は、20－30代において孤独・孤立を強く感
じている割合が高いと報告しており、青壮年に対
する支援が求められている。
　一方、3 Mets 以上の身体活動である、中高強
度身体活動（moderate-intensity to vigorous-in-
tensity physical activity；以下、MVPA）は、生
命予後や生活習慣病、うつ症状などとの関連が明
らかになっている。
　本研究では、青壮年に対する孤独・孤立対策支
援を検討するための基礎研究として、「孤独・孤
立感と身体活動には関連があるのではないか」と
いう仮説の検証を行なった。

【方法】健常大学生11名（年齢20.2±0.7歳、男：
女＝ 3 ： 8 ）を対象とした。対象者は 1 週間の身
体活動測定を 2 回実施し、測定の間は約 2 ヶ月空
けた。研究用活動量計（OMRON 社 Active style 
Pro HJA-750C）を用いて起床時から就寝時まで
の身体活動を測定し ,1週間の MVPA 量（Mets×
時間）および MVPA 時間（時間）を算出した。
また、各測定期間後に日本語版 UCLA 孤独感尺
度（以下、UCLA scale）を用いて、孤独・孤立
感を評価した。UCLA scale は20項目80点満点で
構成される質問紙であり、得点が高いほど孤独感
が強いことを示す心理尺度である。

【結果】 1 回目測定時の MVPA 量と UCLA scale
間に有意な負の相関を認めた（r＝－0.64、p＜
0.05）。MVPA 時間と UCLA scale 間にも負の相

関傾向が見られた（r＝－0.49、p＝0.12）。 2 回
目測定値から 1 回目測定値を減じた「変化量」の
解析では、 MVPA 量変化量（－4.8±6.7）およ
び 時 間 変 化 量（－58.8 ± 101.6 分）と、 UCLA 
scale 変化量（3.2±1.6点）との間に有意な相関
は認められなかった。 1 回目と 2 回目測定間での、
MVPA 量および時間の変化方向と UCLA scale
の変化方向に関する独立性の検定でも、有意な関
連は検出されなかった。性別、通学方法、睡眠時
間と MVPA 時間・量および UCLA scale との間
にも有意な関連は認められなかった。

【考察】孤独感が強い対象者ほど MVPA が少な
い傾向を示し、仮説の一部を支持した。しかし、
本研究の主要目的である 2 ヶ月間の縦断的変化で
は、MVPA 量・時間の変化量と UCLA scale 変
化量との間に明確な関連を認めなかった。測定期
間中に各指標は変動したが、特に MVPA 時間の
変化量は極めて大きな個人差が観察された。身体
活動は、様々な外的・内的要因によって短期的に
大きく変動しうるため、この個人内変動の大きさ
が、孤独感の変化との潜在的な関連性の検出を困
難にした主因と考える。

【結論】孤独・孤立対策における身体活動の活用
を検討する際には、横断的な関連が必ずしも短期
的な変化の連動性を意味しないこと、また身体活
動の短期的な変動には顕著な個人差が存在するこ
とを踏まえて、個別的なアプローチが求められる。

（E-mail: katod.rpt@gmaii.com）
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【緒言】
　相対年齢効果（Relative Age Effect）とは、同じ学
年の集団内において、相対年齢の違いにより発育発達

（体格や体力・運動能力など）や活躍の機会に差が生
じる現象を指す（Musch and Grondin, 2001）。この現
象は特にスポーツの分野で顕著に見られる。日本でも、
小中学生世代を対象として、体力や運動能力に関する
相対年齢効果が確認されている（川田、2014；橋詰ほ
か、2021）。本研究では、大学生世代においても相対
年齢効果がみられるか、生まれ月と体力テストとの関
連について検討することを目的とした。

【方法】
　A 大学スポーツ健康系学科の学生を対象とし、入学
時期に毎年実施している体力テストのデータを二次利
用した。生年月日の情報は、教務情報を入手し、ID

（学生番号）により、体力テストデータと紐づけた。
2016年入学から2024年入学まで（2020年度入学に限り
コロナ禍で実施なし）の 8 年分、822名のデータを用
いた。データの利用については、体力テスト実施の際
にインフォームドコンセントを行い、対象者から同意
を得た。調査内容は、基本属性（性別、生年月日）お
よび新体力テストの結果（握力、上体起こし、長座体
前屈、反復横跳び、20 m シャトルラン、立ち幅跳び）
であった。データ解析は、生年月日を 3 か月ごと（ 4
月－ 6 月、 7 月－ 9 月、10月－12月、 1 月－ 3 月（ 4
月 1 日含む）の 4 つに区分し、生まれ月を説明変数、
各種目の体力結果を目的変数として、男女別に一元配
置分散分析を行った。

【結果】
　解析対象者は、768名（男子403名、女子365名）で
あった。生まれ月の分布は、 4 月－ 6 月が233名、 7
月－ 9 月が209名、10月－12月が190名、 1 月－ 3 月が
136名であった（表 1 ）。一元配置分散分析の結果、男
子は長座体前屈のみ、女子は長座体前屈と立ち幅跳び
に有意な差がみられた（表 2 ）。いずれも、生まれ月
の遅い 1 － 3 月生まれが低い値を示した。それ以外の
種目では、生まれ月による差はみられなかった。

スポーツ健康系大学生における体力の相対年齢効果
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【考察】
　スポーツ健康系大学生において、生まれ月と体力と
の関連を検討した結果、男女とも柔軟性に、女子では
筋パワー（瞬発力）に相対年齢効果がみられた。いず
れも早生まれ（1－3月）に不利な状況が確認され、大
学生にも相対年齢効果が持ち越す可能性が示唆された。
筋力、筋持久力、敏捷性、全身持久力に関しては、生
まれ月との関連は確認されなかった。他方で、対象者
の生まれ月の分布から、生まれ月が遅くなるにつれて、
スポーツ健康系学科の所属割合が低くなる傾向がみら
れた。例えば、1－3月生まれ（17.7％）は4－6月生ま
れ（30.3％）の半数近い状況であった。スポーツ健康
系の大学入学に至るプロセスで、相対年齢効果の影響
が及んだ可能性が示唆された。

（E-mail: y.kamiya@meio-u.ac.jp）

表 2 　生まれ月と体力テストとの関連

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
握⼒ 45.4 6.8 45.7 6.4 46.8 7.1 46.8 5.6 0.37

上体起こし 35.1 4.3 34.9 5.0 35.7 4.6 35.3 4.3 0.69
⻑座体前屈 55.3 8.2 53.9 9.5 56.9 8.3 52.1 7.5 < 0.01
反復横跳び 62.6 4.8 62.1 7.6 63.6 5.0 61.8 5.1 0.25

20mシャトルラン 104.9 21.3 107.3 17.5 106.9 19.1 103.8 19.2 0.64
⽴ち幅跳び 244.6 19.5 245.9 17.6 245.1 18.1 243.2 19.2 0.86

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
握⼒ 29.8 4.1 29.9 4.4 29.3 4.4 28.7 4.1 0.26

上体起こし 28.3 5.3 29.6 4.8 29.4 5.0 28.8 5.3 0.27
⻑座体前屈 53.9 8.1 53.6 7.7 51.3 9.4 50.3 8.1 0.02
反復横跳び 54.3 5.2 55.4 4.7 53.8 5.4 53.8 5.7 0.18

20mシャトルラン 63.4 17.5 66.1 18.0 67.9 19.3 62.6 22.3 0.29
⽴ち幅跳び 189.3 19.0 195.0 19.8 189.1 18.3 186.3 21.0 0.04

p

4-6⽉⽣まれ
（n=111）

7-9⽉⽣まれ
（n=94）

10-12⽉⽣まれ
（n=88）

1-3⽉⽣まれ
（n=72） p

1-3⽉⽣まれ
（n=65）

10-12⽉⽣まれ
（n=102）

7-9⽉⽣まれ
（n=115）

4-6⽉⽣まれ
（n=121）

男

⼦

⼥

⼦

4-6⽉⽣まれ 7-9⽉⽣まれ 10-12⽉⽣まれ 1-3⽉⽣まれ 合計
n 121 115 102 65 403
% 30.0 28.5 25.3 16.1 100
n 111 94 88 72 365
% 30.7 25.8 24.1 19.7 100
n 232 209 190 137 768
% 30.3 27.2 24.7 17.7 100

n 351 363 344 343 1401
% 25.0 25.9 24.6 24.5 100

*⽉別にみた出⽣率（⼈⼝千対）−平成元〜12年−（厚労省）

参考値*

男⼦

⼥⼦

全体

表 1 　対象者の生まれ月
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■ OR2-5-4

小学校における“外遊び”を核としたホールスクールアプローチ
の実践とその効果：混合研究法を用いた 2 年間の介入研究

今
いま

井
い

　夏
なつ

子
こ 1,2）、城所　哲宏1）

1）日本体育大学、2）株式会社コミュニティネット

【緒言】世界保健機関は、学校を健康づくりの拠点と
位置づけ、学校文化の形成、環境整備、地域連携、
教職員体制の整備、健康方針と評価の 5 本柱からな
るホールスクールアプローチ（以下 WSA）を提唱し
ている。WSA は、子どもの健康行動の持続的な変容
を図る上で、制度・文化・環境レベルでの介入を包
括的に行うことができる枠組みである。従来の身体
活動に関する介入研究は一定の効果が得られている
一方で、一部の外的要因に依存したものが多いこと
から、子どもの主体的行動や学校文化の変容には結
びつきにくいとの指摘もあった。そこで本研究では
子どもや教員の主体的な取り組みを促進するため、
外遊びを核とした WSA の実践が子どもの身体活動
量や教員の意識に与える影響を混合研究法により検
討した。

【方法】2023年 5 月〜2025年 3 月の長野県佐久市の公
立小学校 2 校の 4 ・ 6年生の児童183名を対象に、準
実験デザインによる介入研究を実施した。WSA の柱
に基づき、教員・養護教諭・外部研究者が連携して
以下の内容で介入を実施した。① 学校文化の形成

（例：休み時間時間割の変更、休み時間のイベント実
施）、② 環境整備（例：マーカーや道具の設置）、③ 
保護者・地域との協働（例：学校保健委員会での外
部研究者による保護者への講話、保護者への資料配
布、外部研究者による調査）、④ 全校的支援体制

（例：教職員研修、全15回の「遊びをつくる授業」の
実施）。なお対照群では通常どおりの学校生活を送っ
た。主要評価項目として、量的測定では加速度計

（Actigraph GT3X-BT）を用いて介入前（2023年 5
月）と介入中（2024年 5 月）の身体活動量（中高強
度身体活動 [MVPA]、低強度身体活動 [LPA]、歩数）、
および座位行動 [SB]、を測定し、繰り返しのない二
要因分散分析で検討した。また質的調査として、主

として参加をしたクラスの担任教員ならびにサポー
トした養護教諭へ半構造化面接を各30分ずつ実施し、

「遊びを通じた子どもの変化」や「学校全体への広が
り」などを尋ね、グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチを用いて分析した。文章化したデータを単一
の内容ごとに切片化し、簡潔かつ適切な『コード』
にまとめ、類似した内容を集め〈サブカテゴリー〉、
さらに上位の［カテゴリー］を作成した。分析作業
は当該分野の研究実績のある 2 名で行った。なお本
研究は、日本大学体育倫理委員会の承認を得て実施
された。

【結果】群（介入／対照）×時期（介入前／介入中）
の二要因分散分析の結果、学校内における MVPA、
LPA、SB、歩数のいずれにおいても有意な交互作用
が認められた（p＜0.01）。介入群において、SB は介
入前よりも介入中に減少した一方で、LPA、MVPA
および歩数は増加した。質的分析の結果、 4 つのカ
テゴリに分類された。［子どもの学びと成長］では、

〈自主性の発揮〉〈遊びの伝達〉〈活動の日常化〉がサ
ブカテゴリーに分類された。［研究者・教員・養護教
諭との協働］では、〈取り組みの立ち上げ〉〈専門性〉
がサブカテゴリーに分類された。［取り組みの進化］
では、〈試行錯誤〉〈実践と評価〉〈全校的展開〉がサ
ブカテゴリーに分類された。［遊びの教育的価値の再
認識］では、〈遊びへの意識〉〈遊びの力〉に分類さ
れた。

【考察】外遊びを核とした WSA では、身体活動量の
増加とともに子どもの主体性や教員間の協働体制の
構築、学校全体への波及そして遊びの教育的価値の
再認識といった多面的な効果を示した。WSA の枠組
みに沿った介入は、今後の学校教育において重要な
視点となるといえる。

（E-mail: natsukoimai.72@gmail.com）
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■ OR2-5-5

【緒言】国内外で身体活動不足が深刻化している
（WHO, 2024）。本邦では子育て世代の運動習慣率
の低さ（厚生労働省、2023）や幼児の活動量不足
が 課 題 で あ る（文 部 科 学 省、2010；Gelman, 
2023）。さらに、育児負担軽減を目的とした子育
て支援施策の必要性が高まり、2023年には、こど
も 家 庭 庁 が 創 設 さ れ た。多 世 代 間 交 流 は
well-being の向上に寄与することが報告されてお
り（Zhou et al., 2024）、子育て支援の有効な手段
となり得ることも示唆されている（花井、2015）。
身体を動かすプログラムを取り入れた多世代間交
流は、三者の心身に好影響を及ぼしうる。しかし、
多世代間交流における幼児の身体活動量について
客観的に評価した研究は殆ど見られない。本研究
では、多世代間交流イベントにおける幼児の身体
活動量について活動量計を用いて明らかにするこ
とを目的とした。

【方法】2024年11月 6 日、S 県 F 市立体育館にお
いて公立こども園の園行事として多世代間交流イ
ベントを実施した。参加者は公立こども園に通う
3 〜 5 歳児とその保護者による親子85組、園職員
14名、シニア世代（フォークダンスサークル所属
の70歳以上の女性）30名、大学生 8 名であった。
プログラムは、ウォーミングアップ、タオルを
使った運動あそび、三世代でのフォークダンス等、
約120分間で構成された。次の二つの調査を行っ
た。①幼児の身体活動量は、 3 軸加速度計を受付
から解散まで腰部に装着し測定した。10秒 epoch
で計算し、大人で通常用いる計算式で算出された
5 METs 以上をこどもの中高強度（MVPA）相

多世代間交流イベントにおける幼児の身体活動量の検討

木
き

戸
ど

　直
なお

美
み 1,2）、平田　昂大3）、真辺　智規2,3）、小熊　祐子2,3）

1）静岡福祉大学　子ども学部、2）慶應義塾大学大学院　健康マネジメント研究科、 
3）慶應義塾大学　スポーツ医学研究センター

当としてその身体活動時間を算出した（Ishizawa 
et al., 2019；Tanaka C et al., 2019）。さらに、座
位・休憩等を除いた活動時間（62分間）中の平均
活動強度（METs）を指標として用いた。②保護
者に対して、基本属性、本人・子どもの運動実施
状況、社会経済状況（SES）、イベントの満足度
等のアンケート調査を実施した。

【結果】有効回答は親子75組（88.3%）であった。
女児32名（42.7%）、年齢は平均（標準偏差）4.7

（1.0）歳であった。保護者の61名（81.3％）が母
親で、年齢は36.3（5.0）歳であった。身体活動
量の結果について、平均歩数は4610.5（908.9）
であり、年齢と共に僅かに増加がみられた。
MVPA は平均21.7（7.7）分であった。62分間の
平均活動強度は男女児共に2.3（0.4）METs で
あった。アンケート結果では、「イベントは楽し
かった」71名（94.7%）、「シニア世代と交流がで
きた」68名（90.7%）、「10分多くからだを動かす
時間を増やしたい」54名（72.0%）であった。

【考察】多世代間交流を意図して作成したプログ
ラム内容が、結果的に強度が過度ではなく、日常
生活にも取り入れやすいものとなっており、継続
的な運動習慣形成に寄与する可能性がある。保護
者の満足度も高かった。今後は、多世代間交流に
よる、保護者・シニア世代の活動量にも着目が必
要である。

【結論】多世代間交流イベントにおいて、幼児の
身体活動量を活動量計で確認した。地域の子育て
支援施策としての有用性が示唆された。

（E-mail: n.kido@suw.ac.jp）
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■ OR2-6-1

小学校の低学年を対象とした生命（いのち）の安全教育の 
教材開発とその実践

―プライベートゾーンに関する理解と問題への対処を中心に―

村
むら

松
まつ

　崇
たか

志
し 1,2）、友川　幸1,3）

1）信州大学教育学部、2）篠ノ井西小学校、3）国際学校保健コンソーシアム

【緒言】
　2021年に文部科学省と内閣府が連携し、子どもたち
が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、
自他の尊厳を尊重し、生命の大切さを学ぶことを目的
とした「生命（いのち）の安全教育」を紹介した。同
教育では、児童生徒の発達段階に配慮した教育教材の
提供が求められており、文部科学省は、発達段階に応
じた指導資料をホームページ上に公開している。しか
しながら、教育現場での十分な実践には至っておらず、
その実践上の成果と課題も十分に明らかにされていな
い。そこで、本研究では、小学校の低学年を対象とし
た生命（いのち）の安全教育の教材を開発し、その効
果と課題を明らかにすることを目的とした。

【方法】
　文部科学省の指導資料及び西澤（2022）らの資料を
参考にして、小学校の低学年を対象として、 2 時間分

（各指導は45分間）の教材を開発した。 1 時間目は、「プ
ライベートゾーン（胸、お尻、性器）について知るこ
と」を目的とした。授業では、動物のイラストを用い
て、友達に触られると嫌な部位を確認した後、自分の
プライベートゾーンを見せない／触らせない、他人の
プライベートゾーンを見ない／触らないことを指導し
た。 2 時間目は、「プライベートゾーンを守ること」を
目的とし、他人にプライベートゾーンを触られた時の
対処の場面をロールプレイし、問題を対処できるよう
になることを目指した。教材は、小学校の教員及び保
健教育を専門とする研究者らと共同で開発した。その
後、2024年の11月に N 県 N 市の公立小学校の 1 年生 3
クラスにおいて開発した教材を用いた実践を行い、そ
の効果と課題を授業で使用したワークシートの記述（新
しく分かったこと、できそうなこと）により評価した。

【結果と考察】
　授業に参加した児童（75名）のうちワークシートの

回答に不備がなかった児童、 1 回目71名、 2 回目67名
を分析の対象とした。
1 ） 1 回目の授業の成果と課題及び改良点
　授業後に78.9% の児童が、「自分のプライベートゾー
ンを大切にできる」、76% の児童が「他人のプライベー
トゾーンを大切にできる」と回答した。一方で、授業
の導入時に、「大切な所はどこか」という問いかけをし
た際に、「頭」や「心臓」が出てきて、プライベート
ゾーン＝大切なところ＝頭や心臓と理解してしまった
児童が散見された。また、“プライベートゾーン”とい
う言葉を多用し、具体的な箇所（胸、おしり、性器）
の説明が不十分となったことが課題となった。
2 ） 2 回目の授業の成果と課題
　授業後に80.3％の児童が、プライベートゾーンを他
人に触られた際に、「断ることができる」と回答した。
また、87.9％が「周りの人に話す」、78.8% が「自分で
自分を守る」と回答した。プライベートゾーンにあた
る体の部位を明確に説明することで、児童の理解が深
まった。低学年に対する説明としては、問題が生じた
状況の説明が不十分であったため、ロールプレイが形
骸化してしまったことが課題となった。実践を通して、
低学年の児童の理解を高めるためには、守るべき具体
的な体の部位と対処の方法等をより具体的に指導する
ことが必要であると考えられた。

【結論】
　開発した授業は、小学校の低学年の生命（いのち）
の安全を守るための教材として有効であることが分かっ
た。低学年の指導においては、“プライベートゾーン”
にあたる部位の明確な説明と問題に直面した時の具体
的な対処をより具体的に指導する必要がある。

（E-mail: sachitjp@shinshu-.ac.jp）
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■ OR2-6-2

【緒言】人口約14万 2 千人、高齢化率27.14%（令和

7 年 4 月 1 日現在）の三郷市では、「健康日本21（第

三次）」に基づき、令和 6 年度にすこやかみさと～第

3 期三郷市健康増進・食育推進・自殺対策計画～（以

下、本計画という）の策定を行った。本稿では、市

民参加型による計画策定のプロセスと成果について

考察する。

【方法】計画策定にあたり、市民、市内企業、健康づ

くり関連団体、庁内関係部署等で構成する策定検討

部会を設置した。また、市民及び市内企業・団体等

に参加を呼びかけワークショップを実施し意見交換

の場を設定した。

【結果】計画策定段階において、地域の多様な団体等

を巻き込んだ市民参加型にすることで、庁内多分野

や産官学の連携ができ、より実効性の高い市民に寄

り添った取組の検討ができた。また、市民が計画策

定の過程に主体的に関わることで、市の健康課題や

計画への理解が得られ、今後計画を推進する上で必

要な関係性の構築ができた。

　これまでの取組は健康無関心層へのアプローチが

難しかった。本計画では、これまでの健康・福祉部

門による取組だけでなく、まちづくり部門が実施す

るハード面での取組や、農・商工部門が実施する食

や経済・企業活動と連携することで、地域や社会全

体で市民が自然と健康になれる環境づくりに取組め

る体制が整った。ワークショップでは、市民や企業

等の困りやニーズを双方が知ることで、どのような

取組があると良いかを検討することができた。市は、

市民と企業等を繋ぐ役割を担うとともに、意見を取

組に反映させることができた。

市民参加型による計画策定のプロセスと成果の考察

城
しろ

本
もと

　華
か

依
い 1）、林　知望1）、藤森　彩花1）、清水　厚子1）、武見　ゆかり2）

1）三郷市　健康推進課　2）女子栄養大学　栄養学部

【考察】本計画策定の特徴は、①健康づくり関係者に

捉われないメンバーで策定検討部会を開催したこと、

②市民や企業・団体等の情報交換の場としてワーク

ショップを開催したこと、③より効果のある取組を

検討するために、ロジックモデルやポピュレーショ

ンアプローチの枠組である「介入のはしご」を用い

て整理したことである。

　策定作業では、策定検討部会でロジックモデルを

用いて目標と取組の関係性を視覚的に整理し、資源

として自身の参画を含めて検討したことで自分事と

して捉え、役割を認識できる機会となったのではな

いかと考える。「介入のはしご」を活用し、介入効果

のレベル別に様々な取組を検討し、周知や啓発にと

どまらない多様なポピュレーションアプローチの取

組が検討でき、市民が自然と健康になれる環境づく

りが期待できる。

　具体的には、農・商工部門と連携しスーパー等で

野菜・果物の購入者へインセンティブ（市名産品等）

を付与することや、まちづくり部門と連携しウォー

キングコースの緑道や歩道の整備を行うこと、三師

会と連携し市内薬局等で簡易血液検査を実施できる

環境整備など、周知啓発にとどまらない取組を考え

ることができた。これらは、国が提示している健康

日本21（第三次）の重点方針である「誰一人取り残

さない健康づくりの展開」と「より実効性のある取

組の推進」につながるものと考える。

【結論】多様な団体等の市民参加型による計画策定を

行うことで、計画の実効性が高まり、「いつまでも健

やかで自立した市民の増加」の実現が期待できる。

（E-mail: kenkou@city.misato.lg.jp）
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■ OR2-6-3

小学校高学年の学校におけるトイレ利用行動と生活習慣
～トイレ利用行動の実態を中心に～

大
おお

豆
まめ

生
う

田
だ

　 薫
かおる1）、助友　裕子1,2）

1）日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科、2）日本女子体育大学体育学部健康スポーツ学科

【緒言】2017年に NPO 法人日本トイレ研究所が行っ
た小学生のトイレ調査において、小学生の 2 人に 1
人が学校で排便しないと回答した。学校のトイレを
児童が使用しない問題についての先行研究は多数ある。
本研究では、小学校高学年の学校におけるトイレ利
用行動の実態を把握し、学校のトイレ利用行動と関
連する生活習慣を明らかにすることを目的とした。

【方法】2025年 3 月に東京都 3 校の小学校 5 年生を対
象にオンライン形式（Google Forms）による無記名
自記式質問紙調査を実施した。本研究の対象者は未
成年のため、あらかじめ保護者に対して書面にて周
知及び説明をし、同意を得た。調査内容は、トイレ
利用について 3 項目、基本属性 6 項目、健康状態 2
項目、生活習慣 6 項目とした。トイレ利用行動は、
現在学校のトイレを使ったことがなく行くつもりも
ない、学校のトイレを使っていないけれどどうしよ
うもない時は行くかもしれない、学校のトイレを
1 ～ 2 回程度は使ったことがあるのいずれかを回答
した者をトイレ非利用群、 4 年生ぐらいからトイレ
を使っている、 1 年生からずっと使っているいずれ
かを回答した者をトイレ利用群として従属変数とし、
各項目との関連を検討するために χ²検定を実施した。
解析方法は SPSS Statistics29を用い、有意水準は両
側 5 ％未満とした。

【結果】配布した356人のうち、326人から回答を得た
（回収率91.6％）。そのうち、本研究の同意が得られ
なかった 8 人を除外した（有効回答率89.3%）。トイ
レ非利用群は57人（17.9%）、トイレ利用群は261人

（82.0%）であった。また、トイレに行けない理由 9
項目中 4 項目（汚い、臭い、なんとなく、家のみ）
において選択した者のトイレ非利用群の回答割合が
そ れ ぞ れ 25 人（43.9%）、13 人（22.8%）、22 人

（38.6%）、41人（71.9%）と有意に高い傾向であった
（p＝＜0.001、0.015、＜0.001、＜0.001）。排便のタ
イミング 5 項目中 1 項目（家に帰ってから）におい
て選択した者のトイレ利用群の回答割合が140人

（53.6%）で有意に高い傾向であった（p＝0.045）。
IT 端末使用理由 7 項目中 1 項目（ゲーム）において
選択した者のトイレ非利用群の回答割合がそれぞれ
38 人（66.7%）と 有 意 に 高 い 傾 向 で あ っ た（p＝
0.022）。

【考察】トイレに行くことができる理由に洋式がある
こと、トイレに対して特に気になる問題がないと回
答していた者のトイレ利用群の割合が有意に高かっ
たことから、学校のトイレの洋式化の重要性を主張
した高嶋（2006）の知見を支持した。しかし、一定
数トイレに行けない理由として汚い、臭い、家のみ
でトイレを使用するという項目とトイレ利用行動が
関連していたことから改修工事をしても 6 K（汚い、
臭い、暗い、怖い、壊れている、窮屈）がトイレ利
用行動の阻害要因となることを主張した小林ら

（2013）の知見も支持した。排便のタイミングに関し
ては、家に帰ってからすると回答した者のトイレ利
用群の回答割合が高かったことから、排尿がトイレ
利用の主な用途である。IT端末使用理由に対してゲー
ムや読書など長時間座る項目に回答した者のトイレ
非利用群の割合が有意に高かったことから、現代の
IT 端末使用用途が、児童のトイレ利用行動と関連し
ている可能性が示唆された。

【結論】本研究では、トイレ利用行動と関連する生活
習慣は、排便のタイミングと IT 端末利用方法に関連
があることが明らかになった。

（E-mail: 2024m007ok@g.jwcpe.ac.jp）
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■ OR2-6-4

【緒言】
　首尾一貫感覚は直接的に生理学的な影響をもたらし、
その生理学的な影響という道筋を介して健康状態に影
響を与えることが報告されている。Antonovsky は、
健康を生み出す社会と身体的機序、個々人の主体の中
に首尾一貫感覚（Sense of Coherence: SOC）が健康
達成や回復には不可欠であることを述べている。
　離島は、市街地に比べ保健医療福祉専門職者の数は
少なく医療的支援が受けにくい現状がある。一方、地
域単位や親戚単位のアイデンティティが強く、島への
愛着、人との繋がりや隣近所や地域で支えていく風土
がある。社会構造やその地域の特徴は、そこに住む人々
の首尾一貫感覚にも影響を与えており、不可視の特徴
の理解を深めることは医療支援を行う上で必要と考える。
　本研究は、離島に居住する対象者について健康を生
成するための心理的特徴を明らかにし支援の向上に資
する示唆を得ることを目的とする。

【方法】離島に居住する20～75歳の男女を対象に、
Antonovsky が提唱した SOC スケールを基に開発され
た日本語版 Sense of Coherence 尺度29項目（以下．
SOC-29）を用いて Web アンケート調査を行った。対
象離島地域は27島（伊豆大島、利島、新島、式根島、
神津島、三宅島、八丈島、淡路島、沖島、壱岐島、対
馬、五島列島、天草諸島、奄美大島、喜界島、徳之島、
屋久島、種子島、石垣島、宮古島、久米島、与那国島、
伊江島、座間味島、渡嘉敷島、多良間島）である。
SOC-29は 7 件法で、把握可能感（11項目）、処理可能
感（10項目）、有意味感（ 8 項目）の下位尺度から構
成されており、SOC の得点が高いほど健康保持能力が
高いとされている。Web 調査は2025年 3 月に（株）
楽天インサイトに委託し実施した。本研究は沖縄県立
看護大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】分析対象者数は425名（男性288名、女性137名）
であり、SOC の平均点は113.6点（SD12.1）（男性

離島居住者の健康生成の心理的要因に関する調査研究
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　裕
ゆう

子
こ 1）、山内　圭子2）

1）沖縄県立看護大学　看護学部、2）久留米大学　医学部

113.7点（SD13.3）、女性113.3点（SD10.0））であっ
た。年 齢 階 層 別 で は 20 代（ 7 名）平 均 点 129.8 点

（SD27.1）、30 代（60 名）112.4 点（SD10.4）、40 代
（118名）112.4点（SD12.3）、50代（129名）113.3点
（SD11.9）、60代（83名）115.2点（SD10.0）、70代（28
名）113.2点（SD13.3）であった。対象者の離島居住
平均期間は41.7年（SD20.0）であり、離島在住 5 年
未満の者（121名）のSOC平均点は110.0点（SD14.5）、
5 ～14 年（105 名）は 116.5 点（SD12.3）、15～24 年

（46 名）は 114.2 点（SD9.5）、25～34 年（37 名）は
112.5 点（SD7.8）、35～44 年（37 名）は 115.2 点

（SD10.9）、45年以上（79名）は114.4点（SD9.9）で
あった。また、対象者の SOC 下位尺度平均点は把握
可能感42.7点（SD7.7）（男性42.8点（SD8.6）、女性
42.6点（SD7.0））、処理可能感40.0点（SD4.6）（男性
30.8点（SD5.3）、女性39.8点（SD4.3））、有意味感
30.8点（SD4.4）（男性40.1点（SD3.36）、女性30.8点

（SD4.0））であった。
【考察】Antonovsky によると、SOC は人生経験を通
して獲得され、また SOC の発達においては社会文化
的条件も重要であるとしている。これまで離島地域に
おける SOC に関連した研究は見当たらず、本研究で
一部の離島において明らかになった。SOC は年齢と共
に上がる傾向があることが報告されているが、本結果
でその傾向はみられなかった。また、離島在住期間と
SOC については 5 年未満の者で低い傾向がみられた。
一方、ストレスに対する処理可能感は女性の平均点が
高く、ストレスの対処に意味を見出すことの出来る有
意味感は男性の平均点が高かった。

【結論】対象とした離島居住者の SOC において、離島
在住期間 5 年未満の者で低い傾向がみられた。また、
処理可能感の平均点は女性が高く、有意味感は男性の
平均点が高くなっていた。

（E-mail: miyagiy@okinawa-nurs.ac.jp）
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■ OR2-6-5

日本語学習者の健康教育：日本語教育機関における 
感染症コミュニケーション
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お 1）、須藤　恭子2）、神田　未和3）、岩本　あづさ3）、藤田　雅美3）

1）国立健康危機管理研究機構　国立感染症研究所、2）国立健康危機管理研究機構　国立看護大学校、 
3）国立健康危機管理研究機構　国際医療協力局

【緒言】公衆衛生上の危機が発生した際、言語的障壁を
持つ外国語話者は情報格差による健康格差のリスクに
さらされている。文部科学省（2023）の統計によれば、
国内の日本語教育機関は2,727施設、教師数46,257人、
学習者数263,170人に上る。こうした教育現場は外国語
話者への健康情報伝達において重要な役割を担ってい
るが、その実践状況と課題は十分に検証されていない。
本研究では、日本語教育機関における感染症関連情報
の収集・提供プロセスを体系的に分析し、多言語健康
情報伝達における構造的課題とニーズを明らかにした。

【方法】一般社団法人日本語教育振興協会による日本語
教育機関の教育活動評価認定機関103校を対象に、質問
紙調査（郵送法）を実施した。質問項目は教育機関の
基本情報、感染症情報の収集、留学生への感染症情報
の提供、相談対応、その他課題やニーズ（自由記載）
で計10項目。本研究は国立感染症研究所研究倫理審査
対象に該当しないことを確認した。

【結果】東京都（12校）など15都府県の38校から回答が
得られた（回答率36.8％）。在籍学生数は250人（中央
値）、ネパール、中国、ミャンマー、ベトナムなどから
の留学生が多い。校内に保健室を設置しているのは32
校（84.2%）、保健担当者がいるのは 7 校（18.4%）だっ
た。医療機関との連携がないのは15校（39.5%）であっ
た。感染症情報を能動的に収集しているのは29校

（76.3%）であり、その情報源としては自治体や保健所、
厚労省などの国の機関が大多数で、これらのウェブサ
イトにアクセスすることで収集している。国や自治体
からの指針発出、留学生やその家族、コミュニティか
らのニーズ、メディア報道などの理由によるもので、
収集頻度としては不定期であることが明らかになった。
　次に、32校（84.2%）が留学生へ情報提供している
と回答し、やさしい日本語（22、68.8%）、学生の母語

（18、56.3%）などで、授業内での説明（25、78.1%）
や学内掲示板（24、75.0%）の利用などで情報提供し
ていた。また、提供情報内容の優先度として、感染症
の予防方法、医療機関の利用方法、症状と対処方法は
高く、感染状況の統計や、誤情報・偽情報への注意方
法などは低かった。情報提供における課題としては、
言語の問題（医療用語、翻訳アプリの限界など）、文化
的な違い（衛生意識、受診へのハードルなど）、学生の
理解度確認（文字が多い、病気に対する知識不足など）
などが挙げられた。学生から感染症に関する相談は数
か月に 1 回程度（17、44.7%）、あるいは、ほとんどな
く（16、42.1%）、その内容としては主に医療機関の利
用方法（28、73.7%）や発症したときの対応（26、
68.4%）についてであった。

【考察】限界として、回答率の低さや回答バイアスが挙
げられるが、日本語教育機関による感染症情報の入手、
学生への提供に関して、課題が明らかになった。情報
源として公的機関が利用されているが、受動的な情報
収集方法をとっていること、留学生への情報提供とし
ては、特定の感染症の症状や予防、対処方法への関心
が高いが、留学生のリテラシーへの対応への苦慮も見
られた。

【結論】教育活動評価認定機関認証されている教育機関
での感染症情報の収集や学生への提供の実態が明らか
になった。日本語学習中の外国語話者へのリスクコミュ
ニケーションをデザインする上で重要なステークホル
ダーのひとつである日本語教育機関とのパートナーシッ
プをすすめることで、効果的な感染症対策に貢献でき
るだろう。

【参考文献】文部科学省．日本語教育実態調査　令和 5
年度報告　国内の日本語教育の概要．2023.

（E-mail: mio-kato@niid.go.jp）
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【緒言】学校における安全推進にあたっては、2022年 3 月
に閣議決定され 5年の実施期間が設けられた「第 3 次学
校安全の推進に関する計画」 をもとに進められている。
各学校においては学校安全活動の取組がより実効的にな
るよう、学校安全計画や危機管理マニュアルを見直すよ
うな研修を推進するとともに、教職員の学校安全に関す
る知識や意識を深めるための研修が必要である。本研究
では、教職員の学校安全研修プログラムを開発するため
に、教職員の学校安全に関する知識や態度について認識
を把握することを目的とする。

【方法】2024年 7 月から10月にかけて、東海地区 4 県内
（愛知、静岡、岐阜、三重）の公立小学校に勤務する教員
564人〔養護教諭202人、保健体育教諭172人、（保体、養
護以外の教諭：以下、一般教諭）190人〕を対象に、Goo-
gle Forms を使用した Web 調査を実施した。調査内容は、
基本的属性 4 項目（学校種、経験年数等）、心停止、食物
アレルギー、熱中症の 3 つの場面に対して、教育の目標
領域である認知領域と態度領域の両視点から項目を作成
した。具体的には、心停止、食物アレルギー、熱中症場
面について、知識として傷病者の発見から AED の使用
に至るまでのフローチャート等 6 項目、態度として心停
止が疑われる人に対する救助に対する自信や研修への参
加意欲等 4 項目について尋ねた。

【結果】心停止、食物アレルギー、熱中症の 3 つの場面に
対して経験年数による差を比較したところ、養護教諭、
保健体育教諭、一般教諭ともにほとんど差はみられなかっ
た。また 3 場面に関する態度についてみても経験年数に
よる差はほとんどみられなかった。

教員の学校安全に関する認識
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　次に 3 つの場面に対して、職種別による差を比較した
ところ表に示すように有意差がみられ、養護教諭の知識
や態度は他の職種に比べて高いこと、保健体育教諭と一
般教諭との間では、保健体育教員の方が一般教諭に比べ
て知識も態度も高いことが明らかとなった。場面ごとに
違いをみると、食物アレルギー場面での差が大きく、養
護教諭に対して、保健体育教諭、一般教諭の知識は低い
ことが明らかとなった。中でも、119番通報の判断、エピ
ペンを打つ体制確保の仕方、投与の時間記録、投与後の
対応観察に関する知識が低かった。また、これに関連し
て食物アレルギー児童生徒の対応に関する自信について
も、養護教諭は 8 割以上の者があると答えているのに対
し、保健体育教諭、一般教諭ともに 3 〜 4 割程度であった。

【考察】今回の研究結果から危機管理場面に対する認識に
ついて、経験年数ではなく職種による差がみられた。ま
た危機管理の中でも食物アレルギーへの対応場面につい
ては、職種間で顕著な差がみられており、養護教諭に対
して保健体育教諭や一般教諭は養成段階での講義の不足、
業務過多のため自学自習に取り組む時間が確保できない
こと、現職研修で危機管理に関わる研修に十分な時間が
取れていないこと、また研修を行っていても知識を定着
することができていないことなどが考えられる。

【結論】危機管理に関する認識については、職種間や場面
においては差がみられ、食物アレルギー場面に対する保
健体育教諭、一般教諭の知識や態度は低く、この場面発
生時の対応に関する認識を形成していく研修の必要がある。

（E-mail: koyamada@auecc.aichi-edu.ac.jp）

表　食物アレルギー対応に関する知識の正答率
経験年数 5 年未満 経験年数 6 ～20年 経験年数21年以上

養護教諭 保体教諭 一般教諭 χ2Value 養護教諭 保体教諭 一般教諭 χ2Value 養護教諭 保体教諭 一般教諭 χ2Value
119番通報の判断 82.6 22.5 20.3 11.29 *** 75.3 26.9 21.4   5.21 ** 88.9 20.3 28.4   9.31 ***

打つ体制確保の仕方 92.3 45.2 34.2 10.34 *** 88.9 46.2 37.8   5.47 ** 91.3 40.2 39.2   6.47 **

投与時間の記録 95.7 10.3   8.4 12.54 *** 92.3   7.7 11.5 12.57 *** 98.1   9.7 14.8 11.27 ***

投与後の対応観察 95.7 14.7   8.4 12.21 *** 90.4   7.7 10.8 12.11 *** 98.4 10.3 16.2 11.89 ***

エピペンを打つ位置 79.3 49.2 45.2   8.32 ** 69.2 57.7 48.3   4.21 * 77.8 40.3 50.7   5.65 *

エピペンの握り方 95.7 60.3 50.4   4.29 * 92.3 78.5 52.7   4.81 * 98.1 50.2 60.7   4.37 *

下線は残差分析による有意差，*p＜.05，**p＜.01，***p＜.001
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■ OR2-7-2

がん経験者によるがん教育から得られる中学生の学習内容： 
学習形態からの視点

細
ほそ

川
かわ

　佳
よし

能
の 1）、三好　綾2）、野田　真記子2）、助友　裕子3）

1）東洋大学　健康スポーツ科学部、2）NPO 法人　がんサポートかごしま、 
3）日本女子体育大学　体育学部

【緒言】
　学校におけるがん経験者が参画したがん教育は、
子どもたちのがん予防に関する知識の向上に寄与し、
がん患者に対する否定的な偏見を緩和する可能性が
示されている。COVID-19の大流行以降、オンライン
教育が学校現場で普及するようになったが、がん教
育をオンライン形式で実施した場合、対面形式のが
ん教育と同等の学びが得られるかどうかを判断する
証拠は不足している。さらに、外部講師を活用した
教育は特別活動の一環として学年合同形式で実施さ
れる事例が散見されるが、受講するクラスの大きさ

（少人数か大人数か）を考慮に入れて、受講者の学習
内容の特徴を検討した知見は乏しい。そこで、本研
究では、がん経験者によるがん教育を受講した中学
生が習得した学習内容を学習形態別に明らかにする
ことを目的とした。

【方法】
　2020年10月から2021年 3 月にかけて、A 県と B 県
の計15校の中学 2 年生（N＝1,501）を対象に、「いの
ちの授業」と題してがん経験者によるがん教育を実
施した。がん教育受講後に対象校の教員を通じて回
収された受講生の匿名感想文のテキストをデータと
して使用した。対面・オンライン形式の学習形態別
に学習内容を検討するため、KH Coder （Ver. 3.0） を
使用した計量テキスト分析を実施した。まず、テキ
スト中の頻出語を確認した後、語と語のつながりを
把握するための共起ネットワークを作成した。共起
ネットワークによって識別されたグループごとに原
文を精読し、がん教育の学習内容を表すテーマを質
的に探索した。副次的な検討として、学年合同・ク
ラス単位形式別に特徴語を抽出するための対応分析
を行い、特徴語の前後の文脈から各学習形態におけ
る記述内容の違いを確認した。

【結果】
　受講者全体1,501名のうち、感想文が提出された
1,369名（91.2%）のテキストデータを分析対象とし
た。対面形式の受講者は873名（58.2%）であった。
共起ネットワークをもとにした主題分析の結果、対
面・オンライン形式ともに、 3 つのテーマが抽出さ
れた：【死に関する言葉の重みの認知】、【いのちを大
切にして生きようという姿勢】、【がんの知識の獲得】。
学年合同・クラス単位形式別に特徴語を抽出した対
応分析では、学習形態により記述に異なる特徴が確
認された。

【考察】
　がん経験者が参画するがん教育受講者による感想
文の内容から、対面・オンライン形式ともにがんの
予防や治療に関する知識を身に付けるだけでなく、
がんという題材を通じて、いのちの大切さや家族友
人等の身近な他者を思いやる気持ちを育む様子が確
認できた。特に、学年合同形式に比べクラス単位形
式で受講した生徒で学んだことを実際の行動につな
げようとする具体的な記述が目立ち、クラス単位の
学習環境において、より双方向で深い学びを提供で
きた可能性が示唆された。

【結論】
　本研究により、がん経験者によるがん教育は、対
面・オンライン形式ともに、生徒たちが自分や他者
のいのちを尊重し、がんに関する知識を得るのに役
立つ可能性があることが明らかになった。さらに、
学年合同形式でがん教育を受講した生徒と比較して、
クラス単位形式で受講した生徒の方で、学んだこと
を実際の行動につなげようとする記述が多い傾向が
確認された。

（E-mail: hosokawa@toyo.jp）
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■ OR2-7-3

【目的】対象の女子大学では、学内たばこ対策の一環とし

て全学生を対象としたモニタリング調査を実施し、対策

ルールの認知度や態度を把握していた。モニタリングは

重要なポピュレーションアプローチであり、管理者にとっ

ては対策評価に有用な情報である。一方、学生にとって

は自身の回答結果であり、関心が高い情報と考えられる。

そこで、教育啓発ポスターの作成を計画した。本発表で

は、ポスター作成に先駆けて検討した効果的な健康教育

メッセージのあり方ついて報告する。

【活動内容】検討には84名の学生が参加した。2020年度モ

ニタリング調査の 9 項目（受動喫煙の実態、喫煙や受動

喫煙への態度、喫煙しない自信、対策ルールや活動の認

知度）を用いた。各項目、回答選択肢として 4 種類のテ

キストメッセージを示し、 1 位から 4 位まで順位付け評

価を求めた。 4 種類は、内容を変えずに表現のみを変更

し、主語 2 種類（肯定／否定）と数字の強調 2 種類（な

し／あり）の組み合わせで作成した。各項目、「わかりや

すい」「周囲の人に伝えたい」「たばこ対策の必要性を感

じる」の 3 つの視点から評価を求めた。分析は、 1 位か

ら 4 位の順に 4 点から 1 点を付与し、ケンドールの一致

係数を算出した。統計学的に有意（p＜.05）かつ一致係数

が0.3以上の項目について平均点を検討した。なお、モニ

タリング調査の結果は学内向けに公表されてていたもの

を活用した。調査は所属機関の研究倫理委員会の承認を

得て実施した（申請番号：22-21）。

【活動評価】「わかりやすい」は 6 項目が該当した。一致

係数が最も高かった項目は「大学周辺の公道で、たばこの

影響を受けることがある人（70％）」であった（W＝.534）。

4 種類のメッセージのうち、主語が「肯定」（受けること

がある人は）で、数字の「強調あり」（70％もいます）が

最も高く（3.39点）、主語が「肯定」で数字の「強調なし」

（70% です）が続いた（3.23点）。 2 番目に高かった項目

は「大学周辺の公道は、禁煙指定であることを知ってい

学内たばこ対策モニタリング調査結果を活用した 
健康教育メッセージの検討

鈴
すず

木
き

　朋
とも

子
こ

大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部　健康栄養学科

る人（71%）」であった（W＝.436）。主語が「肯定」で数

字の「強調なし」が最も高く（3.54点）、主語が「肯定」

で数字の「強調あり」（2.63点）が続いた。 3 番目から 6

番目の項目も「肯定かつ強調なし」「肯定かつ強調あり」

の順であった。

　「周囲の人に伝えたい」は 2 項目が該当した。一致係数

が最も高かった項目は「大学周辺の公道で、たばこの影

響を受けることがある人（70%）」で（W＝.483）、「肯定

かつ強調あり」（3.67点）、「肯定かつ強調なし」（2.69点）

の順であった。 2 番目は「たばこの影響を受けないこと

は重要だと感じている人（91%）」で（W＝.314）、同様の

順であった（3.50点、2.48点）。

　「たばこ対策の必要性を感じる」は 3 項目が該当した。

一致係数は「大学周辺の公道で、たばこの影響を受ける

ことがある人（70%）」が最も高く（W＝.539）、「肯定か

つ強調あり」（3.75点）、「肯定かつ強調なし」（2.69点）

の順であった。 2 番目は「禁煙の取組みとして、キャン

パ ス の 声 が あ る こ と を 知 っ て い る 人（15%）」で

（W＝.395）、主語が「否定」（知らない人は）で、数字の

「強調あり」（85% もいます）が最も高く（3.38点）、主語

が「肯定」（知っている人は）で数字の「強調あり」（15％

しかいません）（2.87点）が続いた。 3 番目の「保健室前

の掲示板で、情報提供があることを知っている人（43%）」

も 2 番目と同様の順であった（3.44点、2.62点）。

【考察】本検討から、 3 つの視点すべてにおいて、主語は

数字の割合が大きくなるように示す方が高評価を得られ

る傾向が観察された。数字の強調は「わかりやすさ」は

中立的な表現の方が高い評価であった一方で、「周囲の人

に伝えたい」「たばこ対策の必要性を感じる」では強調す

る方が高い評価を得られる傾向が観察された。

【今後の課題】本検討の結果を活用し、学生向けの教材作

成に生かしていきたい。

（E-mail: suzuki.tomoko@osaka-shoin.ac.jp）
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■ OR2-7-4

高等学校保健体育科「現代社会と健康」における 
情報活用スキルの関連要因

―ヘルスプロモーションの理解を中心に―

南
みなみ

　雄
ゆう

志
し 1）、岡本　希2）、西岡　伸紀3）

1）滋賀県立愛知高等学校・愛知高等養護学校、2）兵庫教育大学　大学院学校教育研究科、 
3）京都女子大学　心理共生学部

【序論】新しい健康課題に対応した課題解決につながる
情報活用スキルを育成することは急務である。そこで
本研究では、ヘルスプロモーションの理解を中心に、
情報活用スキル向上に資する高等学校保健体育科「現
代社会と健康」の指導における関連要因を検討するこ
とを目的とした。

【方法】2023年 4 月上旬に、A 県立高等学校において内
容のまとまり「現代社会と健康」を取り上げ、思考力・
判断力の育成を図る保健授業を実施した。第 1 学年120
名を介入群、第 2 学年120名を比較群とし、事前・事後
に自記式質問紙調査を実施した。質問項目は、属性、
保健の知識33問、ヘルスプロモーションの理解 6 問、
保健の価値 7 問、情報活用スキルを含む保健の学習状
況 3 問（ 4 件法）等とした。情報活用スキルに関する
質問では、「テレビや新聞、インターネットなどで、健
康に関する情報を見たり調べたりしていますか。」とた
ずねた。
　第 1 学年は事前調査92人及び事後調査89人（回収率
76.7%、74.2%）、第 2 学年は事前調査77人及び事後調
査85人（64.2%、70.8%）を分析対象とした。保健の知
識について、学年別の回答状況を示した後に、各質問
の回答状況について、McNemar 検定により介入前後
の比較を行った。さらに、事後調査のデータを用いて、
情報活用スキルを目的変数とし、「している」「どちら
かといえばしている」と回答した者を高群、「どちらか
といえばしていない」「していない」と回答した者を低
群とし、各項目の回答割合について χ2検定及び Fisher
の正確確率検定により比較を行った。

【結果】情報活用スキル高群は、第 1 学年では事前 3 人
（4.4%）から事後 7 人（10.3%）へ、第 2 学年は事前15

人（21.4%）から事後10人（14.3%）へとそれぞれ増減
したが、いずれも前後で有意な差は認められなかった

（p＝0.289、0.302）。また、ヘルスプロモーションの理
解 6 問についても、各学年ともに前後で有意な差は認
められなかった。一方、事後調査の情報活用スキルと
有意な関連が認められたのは、第 1 学年では保健の知
識 8 項目、保健の学習状況 1 項目だったのに対し、第
2 学年では保健の知識 1 項目、保健の学習状況 2 項目
であり、ヘルスプロモーションの理解との関連性は認
められなかった。

【考察】本研究の対象者は、一地域の一高等学校に限定
している。加えて、本研究結果において、保健の知識
について、「わからない」を選択した者が前後ともに
30% 以上だった項目は、第 1 学年で33項目中12項目

（36.4%）だったことから、学習指導要領実施状況調査
や保健教育推進委員会報告書で示された代表性の高い
高校生の回答状況と比較しても、学力に課題のある生
徒が多い可能性がある。加えて、一般的に情報活用ス
キルと関連があると推測されるヘルスプロモーション
の理解との関連を認めなかったことから、本研究対象
者への指導方法を再検討する必要がある。

【結論】本研究では、情報活用スキルを取り上げた授業
実践を行ったが、ヘルスプロモーションの理解ととも
に授業前後の変化は認められなかった。ヘルスプロモー
ションに基づく考え方や対処に関わる能力の育成は、
新興感染症やがん等の健康課題に対応できる課題解決
能力の育成、すなわち情報活用スキルの向上につなが
る。情報活用スキル向上と意思決定・行動選択につな
がる学習プログラムの開発が今後の課題である。

（E-mail: mamanya_mamanya@yahoo.co.jp）



― 108 ―

■ OR2-7-5

【緒言】2020～2022年度にかけてがんを扱った教育が必
修となった。がんは、中学校ならびに高等学校学習指
導要領（保健体育）で内容として扱うこととされてい
る。がん教育については、教員の認識や児童生徒の知
識および認識に関する先行研究は散見されるが、外部
講師の認識に焦点を当てた研究は見当たらない。多く
の場合、がん教育外部講師は、がん経験者や医療従事
者等が主体である。特に医療従事者には、がん診療連
携拠点病院等のがん専門病院と地域の開業医等の医師
会医師が存在するが、後者については必ずしもがん医
療を専門としていないことから、がん教育外部講師と
しての実施意図は明確でない。そこで本研究では、医
師会医師のがん教育外部講師実施意図を明らかにし、
外部講師を行う際の条件や阻害要因を検討することを
目的とした。

【方法】2024年 7 ～ 8 月に東京都内の医師会会員14,806
人を対象に、自記式質問紙調査を実施した。調査項目
は、基本属性 5 項目、がん教育への関心 4 項目、がん
教育外部講師実施意図、その理由等について尋ねた。
がん教育外部講師実施意図について、「はい」「条件に
よっては検討したい」のいずれかで回答した者を実施
可能群、「いいえ」と回答した者を実施不可能群とし、
各変数との関連性を検討するため χ2検定および Fisher
の正確確率検定を実施した。解析には SPSS Statis-
tics29を用い、有意水準は両側 5 ％未満とした。

【結果】分析対象者147人（回収率1.0%）のうち、医師
経験年数が26年以上の者は108人（73.5%）、校医を務
めている者が55人（37.4%）であった。がん教育外部
講師実施意図について、「いいえ」と回答した者は85人

（57.0%）、「条件によっては検討したい」と回答した者
は47人（32.0%）、「はい」と回答した者は15人（10.2%）
であった。がん教育外部講師実施意図と対象者の属性
および特性については、13項目中 5 項目（小中高等学

医師会所属医師のがん教育外部講師実施意図とその関連要因
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織
おり1）、大豆生田　薫1）、稲毛　瞳1）、助友　裕子1,2）、 

井上　真奈美3）、谷山智子4）

1）日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科、2）日本女子体育大学体育学部、 
3）国立がん研究センター、4）国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター

校でのがん教育必修化を知っている等）において有意
な関連が認められた。外部講師を実施できない理由に
ついては、「がん患者の診療経験があまりないから」が
39人（45.9%）と最も多く、次いで、「がんに対する知
識に自信がないから」が37人（43.5%）、「出張授業を
実施する時間を確保できないから」が32人（37.6%）
であった。「条件によっては検討したい」と回答した者
について、その理由を尋ねたところ、「教材があればで
きそう・授業で使用するスライドがあればできそう」
が31人（66.0%）と最も多く、次いで、「休診日ならで
きそう」が23人（48.9%）、「事前に外部講師経験者と
一緒に準備する機会があればできそう」が16人（34.0%）
であった。がん教育外部講師実施意図について「はい」
と回答した者の、その可能な校数は、 1 ～ 2 校と回答
した者は 6 人（40.0%）であった。

【考察】本研究の回収率が1.0% と低値であったことか
ら、結果の解釈には注意を要する。がん教育外部講師
実施意図について実施不可能群の理由に「出張授業を
実施する時間を確保できないから」が多くあがってい
たのに対し、「条件によっては検討したい」とした者に

「教材があればできそう・授業で使用するスライドがあ
ればできそう」「事前に外部講師経験者と一緒に準備す
る機会があればできそう」とした者が多かったことか
ら、がん教育外部講師実施意図を向上させるためには、
授業の準備時間を少なくすることが有用である可能性
がある。一方、がん教育外部講師実施意図と報酬との
関連は認められなかったことから、医師会医師にとっ
ては課題点ではない可能性がある。

【結論】医師会医師にがん教育外部講師実施可能な者が
一定数いた。授業準備に負担のかからない教材開発が
有用である可能性が示唆された。

（E-mail: 2024m008ks@g.jwcpe.ac.jp）
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■ OR2-8-1

社員食堂を利用する肥満の男性従業員の生体指標の変化と食事選択

山
やま

下
した

　日
ひ

菜
な

子
こ 1）、水野　智春1）、亀山　詞子1）、青栁　才2）、成川　直美2）、 

臼田　悦子2）、増原　凜2）、加部　勇2）、阪上　拓2）、松月　弘恵1）

1）日本女子大学　食科学部　栄養学科、2）株式会社クボタ　筑波工場　勤労課

【緒言】健康日本21（第三次）では、「誰もがアク
セスできる健康増進のための基盤の整備」の観点
から、勤労者の食習慣や社員食堂での食事選択と
生体指標との関連を検討し、その成果を職域での
保健事業に還元していくことは意義がある。そこ
で、肥満者の体重増減による生体指標の変化と社
員食堂における食事選択の特徴を明らかにする。

【方法】スマートミール®（以下、スマミル）の 3
つ星認証を受けた工場の正規・期間従業員を対象
とした。自記式質問紙調査で属性、食行動、健康
的な食事に対する意識、スマミルの評価、食習慣
改善の意思について尋ねた。また、食堂の利用及
びスマミルの喫食実態は、2024年度健康診断前 3 ヶ
月間の社員食堂の昼食の POS データを用い、生体
指標の変化は、2023年と2024年の健診結果13項目
より検討した。解析は、女性と服薬履歴があった
者を除外し、2023年時点での肥満者のうち、食堂
の利用があった240人を抽出した。 1 年間の体重
変化率が 0 % 未満の者を減少群、 0 % 以上の者を
不変・増加群と定義し、生体指標の変化を Wil-
coxon の符号付き順位検定および Mann-Whitney
の U 検定を用いて比較した。また、 2 群の食事
選択の特徴を χ2検定および二項ロジスティック回
帰分析を用いて検討した。

【結果】減少群は92人（38.3%）、不変・増加群は
148人（61.7%）であった。減少群は、 1 年間で
腹囲（P＜0.001）、ALT（P＝0.008）が減少し、
HDL- コレステロール（P＜0.001）、空腹時血糖

（P＝0.012）は増加した。一方、不変・増加群は、

腹囲、拡張期血圧、AST、ALT、γ-GTP、空腹
時 血 糖、HbA1c（各 P＜0.001）、収 縮 期 血 圧

（P＝0.010）、空腹時中性脂肪（P＝0.007）、尿酸
（P＝0.021）が増加した。
　食堂での食事選択の見直しに前向きな者は、両
群ともに75% 以上で差がないものの、食習慣の
改善に関して、減少群は「 6 ヶ月以上継続して実
施している」と回答した者が期待度数よりも高
かった（P＝0.005）。年齢で調整したところ、

「 6 ヶ月以上継続して実施している」と回答した
者に比べ、「 1 ヶ月以内に改善するつもり」（OR

［95%CI］：0.04 ［0.00, 0.42］）、「改善するつもり
（概ね 6 ヶ月以内）」（0.21 ［0.07, 0.67］）と回答
した者の割合は、減少群が低かった。食堂で最も
よく選ぶメニューでは、減少群は不変・増加群に
比べ、「スマミル」と回答した者の割合が期待度
数より高く（P＝0.024）、「スマミル」に比べ、

「定食」（0.31 ［0.12, 0.78］）および「ラーメン、
カレー等」（0.25 ［0.09, 0.68］）をよく選択する
者の割合が低かった。

【考察】肥満者において、食事選択の見直しに対
する意識に違いがない中で、体重が減少した者は
何らかの食習慣改善を実施している傾向にあり、
減量の一因として、スマミルの選択が影響してい
ると推察される。

【結論】食環境を整備し、スマミルを提供するこ
とが、肥満者の体重減少および生体指標に影響す
る可能性がある。

（E-mail: m1903048yh@ug.jwu.ac.jp）
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■ OR2-8-2

【緒言】近年、健康的な食生活を推進することを目的
とした、食の楽しみを強調した介入や施策が注目さ
れている。しかしながら食の楽しみと健康的な食生
活の関連について、先行研究の結果は様々である。
Bédard らは、食の楽しみと健康的な食生活との関連
に一貫した見解を得ることを目的に、2018年 5 月 6
日をカットオフ日として、それ以前の先行研究のス
コーピングレビューを行った。その結果、健康アウ
トカムについては結果が一貫しなかった一方で、
57.1% の研究において、食の楽しみと食生活に望ま
しい関連があったことを報告している。
　本研究では、食の楽しみと健康的な食生活との関
連について、最新の知見を集約することを目的とし
たスコーピングレビューを行った。

【方法】対象を英語論文とし、PubMed を用いたデー
タベース検索により論文を収集した。Bédard らによ
る先行研究では、2018年 5 月 6 日をカットオフに設
定し検索が行われていたことから、本研究では2018
年 5 月 7 日以降の論文を検索対象とし、カットオフ
は検索日である2024年 4 月12日とした。
　（1）食の楽しみをどのように定義するか、（2）食
の楽しみと行動や健康指標との関連で、現在示され
ている科学的根拠にはどのようなものがあるか、（3）
介入研究を通じて示された、食の楽しみを用いて健
康な食行動を推進する方法にはどのようなものがあ
るのか、という 3 つのリサーチクエスチョンのいず
れかを検討している論文を抽出、論文の概要をエビ
デンステーブルにまとめた。

【結果】検索では312件がヒットし、うち66件の論文
が採択された。リサーチクエスチョンごとに分ける
と、（1）食の楽しみをどのように定義するかに関す
る研究が25件（37.9%）、（2）食の楽しみと、食行動
や健康指標との関連を調べた研究が31件（47.0%）、

（3）食の楽しみを用いた、健康な食行動を推進する

「食の楽しみ」と健康的な食生活に関する研究の系統的レビュー

濱
はま

下
した
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か

帆
ほ 1）、赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学　生活科学部、2）お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系

方法を検討した介入研究（ランダム化比較試験、前
後比較試験）が10件（15.2%）であった。食の楽し
みの定義で分類すると、主に「見た目や香り、味な
どの感覚」「“楽しい”など特定の感情」などに分け
られた。食の楽しみと、食行動や健康指標との関連
を調べた研究では、食行動・健康指標として「BMI
など健康指標」「健康的な食事・食事量の選択」など
が用いられていた。また、食行動・健康に望ましい
関連がある可能性を示した論文は20件（64.5%）、食
の楽しみが食行動・健康と望ましくない関連にある
ことを示唆した研究は13件（41.9%）であった（重
複あり）。食の楽しみを用いた健康な食行動を推進す
る介入研究でも、「見た目や香り、味などの感覚」

「“楽しい”など特定の感情」などの食の楽しみが用
いられ、アウトカムの食行動・健康指標は「BMI な
ど健康指標」「健康的な食事・食事量の選択」などで
あった。介入の結果、食事における感覚を大切にし
たり、食事を楽しいと考えていることは、健康や望
ましい食生活につながることを示した研究が多かっ
た。一方で、食事の楽しさ（快楽）を求めているこ
とが、不健康な食生活と関連していることを示した
研究も一定数見られた。

【考察・結論】本研究でレビュー対象とした研究のう
ち、約 6 割が食の楽しみと食生活に望ましい関連が
あったことを報告していた。この結果は Bédard ら
によるスコーピングレビューの結果と概ね一致する
者であった。その一方で介入研究の数は比較的少な
く、かつ短期間の単一介入研究ばかりであり、さら
に対象者が女性に偏っているなど、介入研究に関し
てはいくつかの限界がみられた。食の楽しみを用い
た介入が、健康・食生活に与える影響を評価するた
めには、今後も引き続き、多様な観点から食の楽し
みと食生活との関連を検討する必要があるといえる。

（E-mail: hamashita.kaho@ocha.ac.jp）
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■ OR2-8-3

勤労者の時間的ゆとり感による食生活の特徴

金
かな

島
しま

　春
はる

香
か 1）、赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学　基幹研究院　自然科学系

【緒言】健康行動の妨げとなる要因の一つに、時間的な
ゆとりが十分にないことが挙げられる。時間的ゆとり
がないことは、生活習慣病予防のための食生活の実践
の難しさや朝食欠食の原因となる可能性がある。先行
研究では、時間的ゆとりがない者ほど心理的苦痛や社
会的孤独が大きくなることが分かっているが、時間的
ゆとり感が食生活に与える影響については検討されて
いない。本研究では、時間的ゆとり感の違いによる属
性や食生活の特徴を把握することを目的とした。

【方法】2021年 9 月に、20～64歳の東京都内在住勤労者
1,000人を対象にインターネット調査を行った。日々の
生活に時間的なゆとりを感じるかどうかを「全く時間
的なゆとりを感じない」から「時間的なゆとりを感じ
る」までの 5 件法でたずね、「全く時間的なゆとりを感
じない」「あまり時間的なゆとりを感じない」と答えた
者を「ゆとりなし」群、「やや時間的なゆとりを感じる」

「時間的なゆとりを感じる」と答えた者を「ゆとりあり」
群とし、「どちらともいえない」群と合わせて 3 群に分
けた。朝食頻度は、「ほとんど毎日食べない」「週 4 ～
5 日食べない」「週 2 ～ 3 日食べない」を「欠食あり」
群、「ほとんど毎日食べる」を「欠食なし」群の 2 群と
した。野菜摂取量は、 1 日に食べる野菜料理の皿数を

「ほとんど食べない」から「 7 皿以上」の 5 件法でたず
ね、「 2 皿以下」「 3 ～ 4 皿」「 5 皿以上」の 3 群とした。
バランスの良い食事は、主食・主菜・副菜を揃えた食
事が 1 日に 2 回以上あるのが週に何日あるかたずね、

「ほとんど食べない」「週 2 ～ 3 日」「週 4 ～ 5 日」と答
えた者を「毎日でない」群、「ほとんど毎日」と答えた
者を「毎日」群とした。時間的ゆとり感の 3 群におい
て、属性、健康状態（体格、疾患の有無）、健全な食生
活の実践の心掛け、勤務状況（勤務時間、通勤時間）、
食習慣（朝食頻度、野菜摂取量、バランスの良い食事
の頻度）を χ2検定で比較した。その後、時間的ゆとり
感を独立変数、朝食頻度、バランスの良い食事の頻度
を従属変数とし、各々二項ロジスティック回帰分析を

行った。また、時間的ゆとり感を独立変数、野菜摂取
量を従属変数とした多項ロジスティック回帰分析を行っ
た。モデル 1 では調整変数を投入せず、モデル 2 では
属性、健康状態、健全な食生活の実践の心掛けを調整
変数として投入した。モデル 3 ではモデル 2 に加え、
勤務状況を調整変数として投入し解析を行った。

【結果】時間的ゆとり感について、ゆとりあり群は430
人（43.0%）、どちらともいえない群は228人（22.8%）、
ゆとりなし群は342人（34.2%）であった。性別（P＝
0.019）、年代（P＝0.007）、雇用形態（P＝0.011）、体
格（P＜0.001）、健全な食生活の実践の心掛け（P＜
0.001）、勤務時間（P＜0.001）、通勤時間（P＝0.024）、
野菜摂取量（P＝0.001）で 3 群間に差がみられた。ゆ
とりあり群には、女性、パート・アルバイト、やせ、
健全な食生活の実践を心掛けている者、勤務時間が週
40時間未満、通勤時間が15分～30分未満、 1 日の野菜
摂取量が 3 ～ 4 皿の者が多く、40代が少なかった。一
方、ゆとりなし群では、30代、既婚者、フルタイム勤
務、肥満、健全な食生活の実践を心掛けていない者、
勤務時間が週40時間以上の者が多かった。最終学歴、
居住形態、婚姻状況、世帯年収、疾患の有無、朝食頻
度、バランスの良い食事では、有意差はみられなかっ
た。従属変数を野菜摂取量とした多項ロジスティック
回帰分析の結果、野菜摂取皿数が 2 皿以下を基準とす
ると、属性や健康状態、勤務時間を調整したモデル 3
では、ゆとりあり群は野菜摂取量が 3 ～ 4 皿になるオッ
ズ比が1.93（1.27－2.94）であった。従属変数を朝食頻
度、主食・主菜・副菜を揃えた食事とした二項ロジス
ティック回帰分析では、いずれも有意差はみられなかっ
た。

【考察・結論】勤労者において、勤務時間や通勤時間の
長さに関わらず時間的ゆとりがあると感じている者は、
野菜摂取量が多いことが示唆された。

（E-mail: g2440531@edu.cc.ocha.ac.jp）
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■ OR2-8-4

【緒言】

　近年、さまざまな分野において、人々のウェルビー
イングや生活の質（QOL）を高めることへの関心が
高まっている。先行研究によると、観光体験の満足
度が余暇生活の満足度や生活全般に垂直に波及し、
最終的に QOL に影響を与えると言われている。中で
も、食を目的として旅行先を選ぶ観光客もおり、観
光において食は非常に重要である。しかし、観光客
のウェルビーイングや QOL を高めるための観光体験
のデザインに関する研究は限られており、観光にお
いて重要である食に着目して、ウェルビーイングや
QOL との関連を調査した研究は不足している。そこ
で、本研究では、観光客の食体験とウェルビーイン
グや QOL との関連についての研究ギャップと今後求
められる研究について明らかにすることを目的とし
た。

【方法】

　検索には、Science direct、Web of Science、PubMed
を用いた。検索に使用したキーワードは、観光客、
ウェルビーイング、QOL、食体験などである。選択
基準は観光客の食体験とウェルビーイングや QOL と
の関連について述べられている研究であり、除外基
準はフードフェスティバルとした。参加者の地域、
人種、性別、研究の言語や研究形式に制限はなかっ
た。選択基準に当てはまる論文を 2 名が独立して選
択した。その後、結果を照合し、意見の不一致が認
められた場合は、全著者間で協議し、合意に至った。

【結果】

　1982年から2025年 4 月までに出版された108件の論
文と書籍 2 件の合計110件を抽出し、そのうち 4 件が
全文レビューの対象となった。対象地域とサンプル

観光客の食体験とウェルビーイング・生活の質との関連に 
ついてのスコーピングレビュー

遠
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、山沢　珠央、五領田　小百合

山形大学　農学部　食農総合科学研究室

サイズは、フィンランド（n＝321）、中国（n＝360）、
アメリカ（n＝453）、イラン（n＝339）であった。調
査対象者は、外国人観光客（n＝2）、国内観光客

（n＝1）、国内外問わない（n＝1）であった。すべて
の研究が、横断的研究デザインを採用しており、旅
行先での食体験とウェルビーイングや QOL との正の
関連があることが示されていた。

【考察】

　本研究では、観光客の食体験とウェルビーイング
や QOL との関連についての近年の研究を特定し、分
析を行った。分析した論文は過去 5 年以内に出版さ
れた論文が大半であることから、近年この領域への
関心が高まっていることが示唆された。また、既存
研究はいずれも横断研究であり、観光客のウェルビー
イングや幸福感、QOL 向上に影響する食体験に関す
る縦断研究や介入研究は不足していることが明らか
となった。

【結論】

　本研究は、観光客の食体験とウェルビーイングや
QOL との関連についての研究動向を整理し、研究上
のギャップと今後の課題を明らかにした。その結果、
観光客の食体験は心理的な充足感を通じてウェルビー
イングや QOL 向上に影響を及ぼす可能性があること
が示唆された。一方で、食体験の効果を長期的に検
証する縦断的研究の不足や、文化的背景を踏まえた
包括的な分析の必要性が明らかとなった。今後は、
食体験における構成要素に着目しながら、食とウェ
ルビーイングをつなぐ因果メカニズムを検討する研
究が求められる。

（E-mail: a244404m@st.yamagata-u.ac.jp）
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■ OR2-8-5

自治体保健事業における伴走型支援の実践
―ナッジを活用した被保護者の健診受診勧奨を例に―

大
おお

橋
はし

　千
ち

秋
あき1）、田所　究2）、永山　嘉秀2）、杉本　九実1）、福田　吉治1）

1）帝京大学大学院　公衆衛生学研究科、2）東京都狛江市ナッジラボ

【目的】保健事業おいて自治体が直面する課題が複雑

化し、多様なステークホルダと共に課題解決に取り

組むことおよび自立的に課題解決できる能力を高め

ることが求められている。近年、「伴走型支援」が注

目されており、支援者が自治体職員と協働しながら

支援を行うことが期待されている。本実践は、東京

都狛江市の被保護者（生活保護受給者）の健診受診

率向上の事業に対して、狛江市担当職員（以下、市

職員）へ伴走型支援を実践し、その成果と課題を分

析することを目的とした。

【活動内容】本実践は、OECD（経済協力開発機構）

が提唱したフレームワーク「BASIC」を活用し、①

ターゲットの設定、②ターゲットの分析、③事業内

容の検討、④事業の実施、⑤事業の評価の 5 つのス

テップを実施した。具体的には、市職員と勉強会を

実施し、ナッジ理論を学ぶとともに、受診勧奨の意

義や対象者の選定を議論した。その後、市職員が実

施した被保護者の調査結果を活用し、行動プロセス

マップを用いた分析を行った。これにより、未受診

者の特徴や阻害要因を明確化し、効果的な受診勧奨

の方向性を検討した。さらに、市職員がナッジを活

用した受診勧奨の媒体を作成する過程で、キャッチ

コピーの提案や整理、内容をわかりやすく見やすく

するためのチェックリストの提供など、伴走者とし

て市職員の創意工夫を後押しした。その後、関係機

関との調整が必要となり、調整フローを明確化し、

連絡の円滑化を支援した。また、事業の実施方法を

検討し、最適な受診勧奨のタイミングや手法を市職

員と共に決定した。

【活動評価】本実践を通じて、市職員のナッジ理論の

理解が深まり、受診勧奨の施策が具体化された。行

動プロセスマップの活用した分析により、健診受診

の阻害要因が明確になり、市職員の分析能力や施策

立案力が向上し、媒体を市職員たちの手で磨き上げ

られた。また、市職員が主体的に関与し、他部署・

医師会との連携構築を図る姿勢がみられたことは、

伴走型支援の成果の一つといえる。市職員へのイン

タビューを行った結果、主体的・分析力・現場感覚

などが育まれ、心理的負担の軽減や実務への自信に

つながったこと、市職員の成長と意識の変容がわかっ

た。なお、被保護者の健診受診率は、令和 5 年度の

33.5％から令和 6 年度には39.1％（速報値）へと向

上した。

【今後の課題】伴走型支援は自治体の実情に即した柔

軟な支援を可能にし、市職員の主体的な活動を促す

ことで、組織の成長を支援する手法として有効であ

ると考える。一方で、業務量の増加や調整の煩雑さ

が課題であった。今後は、持続可能な伴走型支援の

モデル構築や、効果的なナッジ理論の活用について

さらなる検討が求められる。また、伴走型支援の有

効性を高めるには、当事者の自主性と支援者の柔軟

性・専門性の両立が重要であると考えられる。

図 1 　本実践の理論的枠組み：BASIC をもとに

（E-mail: dhe3702m@gmail.com）
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■ OR2-9-1

【緒言】東日本大震災および原発事故は、被災者に甚
大な被害をもたらし、生活基盤と地域コミュニティ
の再構築を強いた。本研究は、複合災害後の避難生
活を経て形成された福島県の復興公営住宅団地の住
民を対象に、共通の関心や活動を通じて形成される

「実践コミュニティ（CoP）」の視点から、それがも
たらすサポートネットワークの充実度が主観的幸福
感に及ぼす影響と、関連する要因を明らかにするこ
とを目的とした。特に、本団地では2017年から2020
年までふれあいの赤いエプロンプロジェクト、その
後も住民による自主的な料理教室が継続されている。
共通の食というテーマと調理という活動を通じた実
践コミュニティの形成が、地域との繋がりや主観的
幸福感に与えた影響について検討する。

【方法】2024年 3 月～ 4 月に福島県いわき市県営下神
白団地住民を対象に無記名自記式留め置き法による
質問紙調査を実施し、有効回答を得た103名（回収率
85.8%）のデータを分析した。調査項目は、性別、
年齢（平均70.3歳±16.5、65歳以上が69.9%）、同居
者の有無（一人暮らし47.6%）、震災経験、食品摂取
多様性指標（DVS）、ソーシャルネットワークスコア、
主観的幸福度（PGC モラールスケール17項目版）、地
域の助け合い意識、および料理教室を含む共通の活
動への参加状況であった。統計解析には、項目間の
相関分析と、主観的幸福度（PGC モラールスケール
13点以上を高幸福度群とした）を従属変数とする多
重ロジスティック回帰分析に加え、料理教室参加有
無による、地域の助け合い意識、愛着感、近所の人
との会話頻度との関連についてのサブ解析を行った。

【結果】ソーシャルネットワークスコアの平均は12.5±

被災地における実践コミュニティが主観的幸福感に与える中長期
影響とその関連要因： 

福島県下神白団地における料理教室の継続事例

久
く

地
ち

井
い

　寿
とし

哉
や 1,2）、佐藤　香菜子1,3）、黒田　藍1,4）、木下　ゆり1,5）、福田　吉治1,4）

1）ふれあいの赤いエプロンプロジェクト評価チーム、2）公益財団法人エイズ予防財団、 
3）金沢学院短期大学食物栄養学科、4）帝京大学大学院公衆衛生学研究科、 

5）愛知学院大学健康科学部健康栄養学科

6.8点であり、12点未満の社会的孤立を示す割合は
43.3% と高い。震災前に比べ、震災後では近所の人
との会話頻度が減少していた一方で、震災前後の地
域の助け合い意識や愛着感は同程度であった。コミュ
ニティ実践活動の一つである料理教室参加の有りの
者は無しの者と比べて、地域の助け合い意識や愛着
感、近所の人との会話頻度が高い傾向が見られた。
相関分析の結果、主観的幸福度はソーシャルネット
ワークスコアと有意な正の相関を示した（r＝0.512、
p＜0.001）。一方、震災に伴う対人関係の悪化（r＝
－0.501、p＝0.001）および自らの健康状態の悪化

（r＝－0.345、p＝0.022）は、幸福度と負の相関を示
した。地域の助け合い意識の高さは、ソーシャルネッ
トワークスコアと正の相関を示した（r＝0.337、p＝
0.025）。多重ロジスティック回帰分析の結果、主観
的幸福度に関連する独立した要因として、ソーシャ
ルサポートネットワークの充実が抽出された（オッ
ズ比 1.26、95% 信頼区間 1.09－1.45、p＝0.002）。

【考察】被災地におけるサポートネットワークの充実
が住民の主観的幸福感の向上に強く関連しているこ
とが示唆された。本団地における高い社会的孤立の
割合にも関わらず、震災前と比較して維持されてい
ると考えられる地域の助け合いの気持ちや愛着感は
注目すべき点である。

【結論】料理教室などを通じて、共通の関心と活動を
基盤とする実践コミュニティへの参加が、ソーシャ
ルサポートネットワークの構築や主観的幸福感に与
える影響が示唆され、被災者のウェルビーイング向
上に果たした役割が示唆された。

（E-mail: tkuchii@gmail.com）
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【目的】国際的に、甘味飲料の摂取抑制や環境負荷の

少ない食生活の実践が推奨されている。本学では

2023年度より大学院生有志による自主活動「Healthy 

& Sustainable Campus プロジェクト」を開始し、自

動販売機（以下：自販機）での甘味飲料販売削減と、

環境負荷低減に関する情報提供を実施した。本発表

では、自販機の売上と、取り組み前後での学生の食

知識・食態度・食行動の変化について報告する。

【活動内容】女子栄養大学坂戸キャンパス（埼玉県坂

戸市）において、2024年 4 ～ 6 月に自販機で販売す

る飲料変更と、自販機及びキャンパス内での情報提

供を実施した。キャンパス内に設置された11台の自

販機のうち、10台で内容を変更した。介入は、ナッ

ジの枠組みである EAST（E：簡単、A：魅力的、S：

社会的、T：タイムリー）を活用し、①品ぞろえの

変更（無糖飲料を42.5％から61.1％に増加（E）、健

康的な食品飲料を追加（E・A））、②商品の配置変更

（無糖飲料を目線の届きやすい高さにまとめて配置

（E））、③ POP や枠の掲示（無糖飲料が一目で分かる

よう、POP と枠を掲示（E・A））とした。情報提供

では、毎月、健康面・環境面について啓発する漫画

を作成し、学生食堂のデジタルサイネージ、POP・

ポスターの構内掲示、SNS 配信を行った（A・T）。

取り組みが学生の自主活動であることを周知した

（S）。メインアウトカムは、POS データで把握した

飲料の売上変化とした。サブアウトカムは、2024年

2 ～ 3 月（事前）及び 7 月（事後）に行った Micro-

soft forms によるウェブ調査で把握した、学生の食

健康で持続可能な食環境づくり（第 2 報）：キャンパス内 
自動販売機の内容変更と情報提供による変化の評価
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子
こ 1）、髙野　真梨子2,3）、田渕　智絵1）、村田　凪咲2）、林　芙美2）、 

石田　裕美2）、川端　輝江2）、武見　ゆかり2）

1）前女子栄養大学大学院、2）女子栄養大学大学院　3）日本学術振興会特別研究員 DC

知識・食態度・食行動とし、Wilcoxon の符号付順位

検定で比較した。事後調査では、プロセス評価とし

て自販機の満足度、印象に残った取り組みを把握し

た。

【活動評価】取り組み期間の売上は、前年同月比で全

体では101.1％、無糖飲料は107.4％、甘味飲料は

82.9％であった。甘味飲料に関する食知識・食行動

では、糖類の摂取に関するガイドラインの認知が向

上し（p＜0.001）、甘味飲料の摂取頻度が減少した

（p＝0.009）。一方、食事の環境負荷に関する食知識・

食態度は、介入前後で有意な変化はなかった。プロ

セス評価の結果、自販機の満足度は、利便性、品揃

えともに「満足している」と回答した者の割合が増

加した（p＜0.001、p＝0.024）。印象に残った取り組

みの選択割合は、自販機のPOPや枠は 5 ～ 6 割であっ

た一方、漫画による情報提供は 1 割程度だった。

【今後の課題】健康面では自販機への介入に情報提供

を組み合わせ、無糖飲料の売上や知識・行動に有意

な変化がみられた。一方、環境面では、様々なチャ

ネルを介して情報提供を行ったが、認知度が低く、

環境に配慮した食事に関する知識や態度に有意な変

化はみられなかった。情報提供の認知度が低かった

要因として、内容や提供方法、大学院生のみの取り

組みであった点が挙げられる。今後は、環境に配慮

した食事に関する知識や態度を向上させ、行動変容

を促すために取り組みを改善するとともに、学部生

にも呼びかけ、サークルとして継続していく。

（E-mail: cyl191@eiyo.ac.jp）
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■ OR2-9-3

健康で持続可能な食環境づくり（第 3 報）：インタビュー調査に
よる自販機業者にとってのメリットと課題の検討

髙
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梨
り

子
こ 1,2）、新井　彩夏1）、千葉　由美子3）、林　芙美1）、石田　裕美1）、 

川端　輝江1）、武見　ゆかり1）

1）女子栄養大学大学院、2）日本学術振興会特別研究員 DC、3）前女子栄養大学大学院

【目的】甘味飲料の摂取量低下や環境負荷の低い食事

の実現を目指し、女子栄養大学大学院生有志により、

Healthy & Sustainable Campus プロジェクトを立ち

上げた。第 1 ・ 2 報では、取り組み内容及び評価結

果を報告した。プロジェクトのうち、自動販売機（以

下、自販機）の内容変更では、無糖飲料の割合を 6

割以上に増やし、乳製品や果汁飲料などの選択肢を

増やす取り組みを行った。本報告では、自販機業者

（以下、ベンダー）の立場からみた、取り組みのメ

リットや課題を明らかにすることを目的とした。

【活動内容】2025年 3 月に、プロジェクトへの協力を

得たベンダー 4 社のうち、同意が得られた 3 社の担

当者を対象に、各45分程度の対面による半構造化個

別インタビュー調査を実施した。取り組みへの印象、

取り組みの中で生じた課題やメリット、活動の継続

や他組織への展開についての考えを尋ねた。質的分

析法による内容分析は、プロジェクトメンバーであ

る大学院生 3 名の協議により実施した。インタビュー

後に作成した発言録を基にコード化を行い、「取り組

みへの印象や感想」、「取り組んで感じたメリット」、

「取り組みの各段階で生じた課題」、「今後の展開につ

いての考え」について、類似したコードごとにカテ

ゴリー化した。大項目（カテゴリー）を『 』、中項

目（サブカテゴリ―）を《 》、小項目（コード）を

〈 〉とし、 2 社以上共通して出現したコードを示す。

【活動評価】対象ベンダーの業態は、それぞれ、飲料

製造業、飲料製造業者を親会社に持つ小売業、自販

機を中心に展開する小売業であった。いずれも管理

職の社員がインタビューに回答した。「取り組みへの

印象や感想」では、『担当者目線の印象』として、〈自

社の強みを生かせる〉、〈取り組みの新規性への関心〉

といった《ポジティブな印象》がみられた一方、〈売

上への不安〉など《ネガティブな印象》もみられた。

『会社目線の印象』では、〈会社上層部からの支持〉

が挙げられた。「取り組んで感じたメリット」では、

〈売上が上がった〉、〈実験の場になった〉といった意

見が挙げられた。「取り組みの各段階で生じた課題」

では、『自販機内容の検討段階』で〈商品ラインナッ

プが少なかった〉、〈自販機の機種による限界があっ

た〉、〈商品配置の検討が大変だった〉、『最初の商品

入れ替え時』で〈人手が必要だった〉、『維持段階』

で〈学内関係者との連携が必要だった〉、〈新商品等

の入れ替え時に判断が難しかった〉、〈ロスを出さな

いような工夫が必要だった〉といった課題が挙げら

れた。「今後の展開についての考え」では、〈対象者

や場に応じた展開が必要〉、〈売上の観点から難しさ

がある〉、〈手間の観点から難しさがある〉といった

ネガティブな意見がみられた。

【今後の課題】取り組みが売上に及ぼす影響や各段階

で生じる手間、会社の方針、商品展開等が、取り組

みのメリットや課題として挙げられた。今後、本学

における継続的な取り組みや他組織への展開を進め

るためには、取り組みの場のニーズやベンダー側の

販売体制・商品展開を踏まえた提案を行い、売上の

低下を防ぐ販売内容の検討や、手間を抑える工夫が

求められる。

（E-mail: tma211@eiyo.ac.jp）
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ヘルスリテラシーの変化と主観的健康感との関連性に関する知見
～北海道 3 都市の調査研究を通じて～

本
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ま
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幸
ゆき1,2）、服部　裕樹1）

1）北海道情報大学　医療情報学部、2）北海道情報大学　健康情報科学研究センター

【緒言】健康日本21（第三次）では、すべての国民が
健やかで豊かに生活できる社会の実現を掲げ、個人の
主体的な健康づくりや健康格差の縮小が重要施策とし
て掲げられている。このような状況下において、健康
情報を適切に扱い、行動に反映させる能力である「ヘ
ルスリテラシー」は、地域社会における健康づくりの
推進や個人の行動選択を支える基本的な要素として重
視されている。ヘルスリテラシーとは、健康に関する
情報を入手・理解・評価・活用する能力と定義され、
個人の健康行動、さらには地域における健康格差の縮
小にも関与する。近年では、単なる知識量ではなく

「行動の質」を高める要素として注目されている。本
研究では、地域住民のヘルスリテラシーの実態を明ら
かにするとともに、特に主観的健康感との関係性に着
目し、今後の取り組みや活動の方向性を探ることを目
的とした。

【方法】2024年12月から2025年 1 月にかけて、江別市、
札幌市、小樽市在住の18歳以上の住民を対象に、
Freeasy（アイブリッジ株式会社）等を利用したオン
ライン調査を実施した。ヘルスリテラシーの調査では、
HLS-EU-Q47日本語版の質問項目を利用し、「ヘルス
ケア」、「疾病予防」、「ヘルスプロモーション」の 3 領
域について、健康情報の「入手・理解・評価・活用」
の 4 つの能力を測定した。その他、アンケートには主
観的健康感等に関する項目が含まれている。回答数は
江別市134名、札幌市500名、小樽市100名であった。
本研究の統計解析は、Python 3.11.8を用いて実施し
た。

【結果】ヘルスリテラシースコアについて先行研究と
比較したところ、今回の調査結果からヘルスリテラ
シーの改善傾向が示された。ヘルスリテラシーを領域
別に分析したところ、江別市では「疾病予防」に関す
るスコアが先行研究と比較して有意に高かった（p＜

0.001）。一方、「ヘルスケア」「ヘルスプロモーション」
では有意な差は認められなかった。また、EU との比
較ではいずれの領域においても本調査結果は有意に低
い水準であった。主観的健康感が「良好」と回答した
群は、そうでない群に比べて有意にヘルスリテラシー
スコアが高かった（p＜0.05）。特にヘルスプロモー
ション領域においてその傾向が顕著であった（p＜
0.01）。性別では女性のスコアが有意に高く（p＜
0.05）、年齢との関係では年齢が高くなるにつれてス
コアが低下する傾向を示した（r＝－0.241、p＜0.01）。
なお、札幌市においては江別市と同様、疾病予防領域
のスコアが比較的高く、傾向に大きな差異は見られな
かった。一方、小樽市では回答データに欠損や構造的
な不備が多く、信頼性のある解析が困難であったため、
今回の分析対象からは除外した。

【考察】今回の調査結果において、「疾病予防」に関す
るヘルスリテラシーが向上したことは、新型コロナウ
イルス感染症の影響により意識が高まった可能性が考
えられた。また、主観的健康感が高い人ほど、健康行
動や地域活動への関与意欲が高く、特にヘルスプロ
モーション領域でその傾向が強いことは注目に値する。
ヘルスリテラシースコアが高い群においては、健康に
対する自己評価が相対的に厳しい傾向も見られた。こ
れは、情報を適切に解釈できることで、潜在的な健康
リスクを正確に認識し、自己の健康をより慎重に評価
していることを示唆するものである。

【結論】本調査研究により、江別市民の「疾病予防」
に関するヘルスリテラシーの向上、および主観的健康
感とヘルスリテラシーの間に有意な関連があることが
示された。今後は、住民が小さな達成感を実感できる
ような支援設計や仲間（ピア）による経験共有などを
通じた、より効果的な健康教育の展開が期待される。

（E-mail: nhonma@do-johodai.ac.jp）
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■ OR2-9-5

【目的】
　自然災害の備えとして、日頃から顔の見える身近
な相手や周囲の人と助け支え合うなどの「共助」を
構築しておくことは不可欠である。生活協同組合（以
下、生協）の中でも日本最大のコープみらいは、“と
もに”をビジョンに挙げており、災害における共助
の関係性を既に築いているコミュニティの一つである。
　我々は災害の備えに向けた学習会運営の仕組みを
構築していくことを目指している。そのためには、
計画のための対象者のアセスメントが必要である。
そこで、本研究ではビジョンに照らし、一般組合員
において①「災害について話し合える仲間」（以下、
仲間）がいるか、②仲間がいることによって災害に
備えた食行動や準備要因に違いがあるのかを明らか
にすることを目的とした。

【方法】
　対象はコープみらいの千葉エリア（以下、千葉エ
リア）の一般組合員とした。目標回答数は千葉エリ
アを構成する 6 つのブロックごとに50名ずつとした。
調査方法は無記名自記式とし、調査票の回収はブロッ
クの代表委員に依頼した。調査票の内容は千葉エリ
アの組合員理事、職員と検討した。
　質問項目は、属性（性、年代、被災経験、地域で
の活動、仲間の有無）、災害に備えた食行動（災害時
の食卓で主食・主菜・副菜の揃ったバランスの良い
食事（以下、バランスの良い食事）をとるための長
期保存可能食品の購入）、災害に備えた準備要因（災
害時の食卓で長期保存可能食品を組み合わせてバラ
ンスの良い食事をとることに対する結果期待、自己
効力感、知識）とした。仲間の有無による違いは、

生活協同組合員における災害について話し合える仲間の有無と
災害に備えた食行動と準備要因の違い
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中村　彩希3）、稲山　貴代4,5）

1）長野県立大学大学院、2）生活協同組合コープみらい千葉エリア、3）千葉県立保健医療大学、 
4）長野県立大学、5）コープデリ生活協同組合連合会

名義尺度は χ2検定、順序尺度は Mann-Whitney の U
検定によった。

【結果】
　回答者（310名）のうち、仲間がいると回答したの
は248名であった。仲間の有無別（人数は有、無の順）
でみると、食行動では長期保存可能食品を購入して
いる184名、21名（p＜0.001）であった。準備要因で
は結果期待がある71名、 7 名（p＝0.001）、自己効力
感がある18名、 2 名（p＝0.003）、知識がある178名、
19名（p＜0.001）であった。

【考察】
　災害について話し合える仲間がいる者が 8 割の集
団であった。これはコープみらいが“ともに”をビ
ジョンに掲げ、学習会に積極的に取り組んできた結
果が反映されている可能性がある。
　話し合える仲間がいることが、災害に備えた食行
動や準備要因に好ましい影響を及ぼしている可能性
が示唆された。例えば、児童を対象とした先行研究
では、食事中の家族との会話やコミュニケーション
が良好な食行動や食態度と関連することが報告され
ている。本研究においても、話し合える仲間がいる
ことが、災害に備えた食生活において重要な要素で
あるといえよう。
　今後は、この関係性を活かした学習会運営の構築
が求められる。

【結論】
　一般組合員において災害について話し合える仲間
がいる者は、災害に備えた食行動、結果期待、自己
効力感と知識が良好であった。

（E-mail: 23H005@u-nagano.ac.jp）
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■ OR2-10-1

環境に配慮した食品選択行動パターン別の食物選択動機の検討
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1）お茶の水女子大学大学院、2）お茶の水女子大学基幹研究院

【緒言】 近年、健康だけでなく、環境にも配慮した食
品選択が求められている。今後、環境に配慮した食
品選択行動を人々に促していくためには、環境に配
慮した食品選択行動を取る人のパターンと、食物選
択動機との関連を調べることで、より有効な教育的
アプローチが出来る。本研究では、（ 1 ）日本におけ
る環境に配慮した食品選択行動を取る人のパターン
と、（ 2 ）そのパターンごとの食物選択動機を調べる
ことにした。

【方法】 2023年に農林水産省が実施した「令和 5 年度
食育に関する意識調査」2,309人のデータを使用した . 
欠損値のあったデータを除いた1,397人から、日ごろ
から環境に配慮した食品を選択していると答えた828
人（59.3％）を 対 象 に 解 析 を し た（解 析 対 象 率
35.9％）。解析に使用した項目は、環境に配慮した食
品選択行動の実践 8 つ（環境配慮表示食品の購入や、
地産地消、国産食品の購入、小分け商品の購入、消
費期限近い食品の購入、過剰包装の食品の購入を避
ける、その他など）、食物選択動機10個（価格が安い
こと、栄養バランスに配慮されていること、日持ち
がすること、環境に配慮した食品であることなど）、
属性、食育の理解の有無、などである。
　解析方法として、まず、環境に配慮した 8 つの食
品選択行動の項目を用いて、Two-Step クラスター分
析を行い、実践している行動が類似している者をま
とめてクラスターに分けた . その後、各クラスター
により各食物選択動機、食育の有無、属性などを、χ2

検定を用いて比較した。
【結果】 全対象者828人のうち、女性は517人（62.5％）
であり、年代は、50代が202人（24.4％）と最も多
かった。食物選択動機の中で、環境に配慮した食品
であることを選んだ者は207人（14.8％）であった。
　クラスター分析の結果、環境に配慮した食品選択

行動を取る人のパターンとして、 3 つのクラスター
が得られた。小分け商品の購入、消費期限近い食品
の購入、過剰包装の食品の購入を避ける、その他を
よく行うクラスターの「包装、食品廃棄配慮」型296
人（35.7％）、環境配慮表示食品の購入、表示はない
が地球温暖化や生物保全に配慮された食品の購入を
よく行うクラスターの「生産段階の環境配慮」型175
人（21.1％）、地産地消、国産食品の購入をよく行う
クラスターの「地産地消」型357人（43.1%）であっ
た。属性として、「包装、食品廃棄配慮」型は顕著な
属性的な特徴はみられず、「生産段階の環境配慮」型
で女性、高齢者、同居人ありが多く、「地産地消」型
で男性、40代、同居人なしが多かった（各 P＜0.001、
P＜0.001、P＝0.006）。
　食物選択動機として、「包装、食品廃棄配慮」型は
小分けで使いやすいこと、価格が安いこと、日持ち
がすること（各 P＜0.001、P＝0.026、P＜0.001）、

「生産段階の環境配慮」型は美味しいこと、近隣・国
内生産であること、環境に配慮した食品であること、
栄養バランスに配慮されていることなどを重視して
いた（全て P＜0.001）。食育の理解の有無としては、

「生産段階の環境配慮」型で食育を理解している者が
124人（70.9％）と多かった（P＜0.010）。

【考察・結論】 環境に配慮した食品選択行動は 3 つの
パターンに分けられた。「生産段階の環境配慮」型に
おいて、環境配慮の重視が高く、さらに栄養バラン
スの重視もしており、食育の理解も高かったことは
興味深い。しかし、「生産段階の環境配慮」型でも、
消費期限近い食品の購入や、地産地消、国産食品の
購入など、廃棄や輸送段階などにおける行動の割合
は低かったため、今後、これらの行動についてもよ
り食育で実践していく必要がある。

（E-mail: g2470505@edu.cc.ocha.ac.jp）
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■ OR2-10-2

【緒言】感染症の世界的な蔓延後の我が国の国民
健康・栄養調査から、行動減少の報告による健康
問題など生活習慣が新たな局面を迎えている。そ
のような社会では「自分の健康は自分で守る」と
する個人の意思を尊重した健康対策や、超高齢社
会での活力ある社会の構築、健康維持に向けた

「疾病予防に役立つ食事」について、長年の臨床
栄養学の経験から、炎症性反応抑制や代謝システ
ムに負担をかけない“食”の摂り方として、疾病
を予防する栄養成分構成を提案していきたい。

【方法】健康に役立つ「肥満予防や改善に役立つ、
健康な食事」について、1）理想的な栄養成分構
成に基づいた食品構成、2）実践しやすい理想的
な栄養バランス献立の作成、多様化していく人間
の価値観に沿った「人間に優しい栄養学・食事療
法」として、対応していくことが「未来を作る健
康長寿の社会」と考えて、実践しやすい方法つい
て検討する。

【結果・考察】理想的な栄養成分構成に基づいた、
実践しやすい理想的な栄養バランスの整った献立
を作成し、栄養素比率を達成した。このような①
食事摂取パターンを活用する②継続・実践するた
めの生活・行動療法③必要エネルギーや栄養成分
に基づいた食品構成を整える。この内容に沿った
献立作成などが生活習慣の食・栄養の視点から生
活改善の参考とする。
　これまでの臨床栄養の経験（および科学的根拠）
に基づく観点から人においての脂肪酸摂取により
2 型糖尿病や脂質異常症、高血圧などの、生活習

疾病を予防する―健康な食事―
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1）人間総合科学大学　健康栄養学科、2）元人間総合科学大学　健康栄養学科、 
3）医療法人社団弘健会　菅原医院

慣病予防・改善になる可能性も検討しており、栄
養構成を示すだけでなく、科学的に証明された

“食事摂取パターン”を身に着けるべき、栄養教
育（食事指導）を日常生活や臨床の場で実装して
きた。
　これら健康教育の実践による「万病に効く薬は
ない、食事は万病に効く」を信念として、国民の
健康・栄養政策には、栄養学的研究だけでなく、
個々人の価値観とともに疾病予防・改善に向けて、
人間としての価値観を認めて個別に応じ支援する、
ナラティブ・ベイスト・メディスン（Narrative 
Based Medicine：物語と対話に基づく医療）も
提唱することが、多様な価値観に沿った栄養教育
と考える。

【結論】生活習慣病を予防する健康な食事を、実
践しやすい理想的な食品構成で栄養バランス献立
として「疾患を予防する-健康な食事」を示した。
これからも多様化する価値観を念頭に支援する健
康教育を実践していきたい。

（E-mail: rika_oode@human.ac.jp）
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■ OR2-10-3

地域食材を活用した排塩チャレンジ 大学生の Na/K 比改善と 
食行動変容の可能性

〜層別ランダム化比較試験 介入 1 年後の追跡〜
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山形大学　農学部　食農総合科学研究室

【緒言】

　高血圧予防には食塩摂取量の制限が欠かせないが、そ

の実践や継続は難しい状況にある。近年、高血圧予防の

一環としてナトリウムの体外への排泄を促進するカリウ

ムを野菜などから積極的に摂取する取り組み「排塩」に

注目が集まっている。本研究では、カリウムを多く含む

地域食材について栽培管理・加工・成分分析を行い、そ

の食材摂取による排塩効果および食行動改善意識への影

響を評価することを目的とした。

【方法】

　2023年11月～12月に地方都市に在住する非医療系の日

本人大学生・大学院生60名（男性25名、女性35名、平均

年齢20.5±1.4歳）を対象に層別ランダム化比較試験を実

施した。介入前に早朝尿を用いた Na/K 比測定を 3 日間

行い、性別及び Na/K 比（＜4.0または≧4.0）に基づい

て介入群と対照群の 2 群に割り付けた。介入群はカリウ

ムを255 mg 含む乾燥枝豆を15 g 摂取した。Paired t-test

を用いて両群の Na/K 比を比較し介入効果を検討した。

さらに、介入前後・Na/K 比の結果返却時（介入 1 年後）

に食行動改善意識に関する行動変容ステージを調査した。

本研究は、山形大学医学部倫理審査委員会の承認済であ

る。

【結果】

　介入前の Na/K 比平均値は、介入群5.00、対照群5.03

であった。介入後、Na/K 比4.0未満では、介入群4.27、

対照群3.03（p＝0.05）、Na/K 比4.0以上では、介入群

5.07、対照群5.30（p＝0.13）であったが、Na/K 比が4.5

以上の者では、介入群4.56、対照群5.91（p＝0.020）と

なり、Na/K比が高い者ほど排塩効果が認められた。また、

食行動改善意識について、行動変容ステージが無関心期

である者は介入前51.8％であったのに対し、介入後は

32.1％、結果返却後は23.8％に減少した。

【考察】

　介入群と対照群について Na/K 比を比較したところ、

被験者全体では有意な排塩効果は認められなかったが、

Na/K 比が4.5以上の者については、食材摂取による有意

な排塩効果が確認された。カリウムが多く含まれる野菜

などを積極的に摂取する取り組みは、高血圧ハイリスク

者の排塩を促す可能性がある。本結果は、別の食材によ

るランダム化クロスオーバー試験の結果とも一致してい

る。さらに、「無関心期」である者の割合が減少したこと

から、介入試験への参加と自身の Na/K 比を認知するこ

とが食行動改善意識に寄与する可能性がある。現在、地

域住民を対象に、複数の地域食材をバランスよく活用し

た介入試験を実施しており、排塩効果の検証を進めてい

る。今後は、効果における個人差や行動変容が認められ

た被験者の背景要因に着目し、地域住民が無理なく継続

可能な形で実践できる高血圧予防のためのアプローチを

構築し、その社会実装を目指す。

【結論】

　本研究では、地域食材摂取による排塩効果と介入試験

への参加が食行動改善意識に与える影響を評価した。カ

リウムが多く含まれる野菜などを積極的に摂取する取り

組みは、高血圧ハイリスク者の排塩を促す可能性が示唆

された。また、食材摂取の介入参加により健康無関心層

を減少させられる可能性が示唆された。地域食材を活用

することで、農産物の付加価値が生まれ、地域住民の健

康と雇用の両立を図る社会実装型研究として展開できる

可能性がある。

（E-mail: a220478@st.yamagata-u.ac.jp）
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■ OR2-10-4

【緒言】小学生の調理経験は食事観、自尊感情に直接

影響を及ぼし、間接的に教科に対する関心にも影響

を及ぼすといわれている。当研究室では2022年度に

O 市 S 区の小学校に通う 6 年生を対象とし、朝食に

関する学習を実施した。2023年度には対象者の一部

が進学した中学校の 1 年生に対し、夏休みに朝食を

考えて作る地域連携食育推進事業（以下、食育事業）

に関連させた授業を実施した。本研究では、小中連

携による食育を発展させるべく、生徒が自立に向け

た調理経験ができるよう2023年度の取り組みを改善

し、評価することを目的とした。

【方法】2024年 6 ～ 7 月、O 市 S 区の中学 1 年生79名

を対象に授業を実施した。授業は家庭科の時間を用

いて 2 回行った。事前に栄養バランスを考えた献立

を作成するための基礎を学んだ後、取り組みを通し

て「自分で考え、作って、できた」を経験し、朝食

摂取や調理に関する自己効力感、食行動、自尊感情

を改善させることを目的とした。各授業テーマは 1 ）

栄養バランスの良い朝ごはんを考えよう、2）自分で

作れる朝ごはんを考えよう、として各回で献立を考

えた。 1 ）では自分が作成した献立の「準備から食

べるまで」に目を向け、その後 2 ）へつなげて「自

分で作る」という視点で献立を作成した。その後、

夏休みの食育事業を行った。取り組みの評価は、食

育事業のみを行った中学校 2 校を対照校として、事

前事後アンケートにより行った。アンケートは前後

のデータが揃った取り組み実施校の生徒57名と対照

校の生徒212名について McNemar 検定、Wilcoxon

の符号付き順位検定を行った。

「自分で考え、作って、できた」を経験する小中連携を見据えた
中学校家庭科における朝食授業と地域連携食育推進事業

殿
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乃
の 1）、下村　茜2）、西井　千景3）、早見　直美1）、福村　智恵1）

1）大阪公立大学大学院生活科学研究科、2）大阪市立大和川中学校、3）大阪市立東淀中学校

【結果】朝食摂取頻度は実施校（事前79.3％、事後

74.3％）、対照校（事前74.8％、事後78.2％）ともに

前後で変化はなかった。アンケート当日の朝食内容

は実施校のみ、副菜を食べた生徒が有意に増加した

（p＝0.031）。実施校では、主食・主菜・副菜のそろっ

た朝食の献立を考えることができると思う生徒の割

合が有意に増加し（p＝0.004）、家族の朝食摂取頻度

が「毎日」と回答した生徒が有意に減少した（p＝

0.020）。主食・主菜・副菜のそろった朝食を作るこ

とができると思う生徒の割合は、実施校と対照校と

もに有意に増加した（p＝0.010、p＝0.005）。実施校

のみで質問したバランスのよい朝食を食べるために

家族の協力を得る生徒の割合は有意に減少し（p＝

0.016）、自尊感情の変化はなかった。

【考察】実施校では、家族の協力を得なくとも自分で

バランスのよい朝食を準備できると感じたと考えら

れる。また、家族の食行動に変化があっても生徒自

身で朝食を用意し、事前アンケート時点から引き続

いて朝食を食べていた可能性がある。一方、食育事

業のみでも、朝食を作る自己効力感は向上したこと

から、地域での取組を軸として夏休みの課題の事前

学習を強化することで、自己効力感や食行動の改善

につながることが示唆された。

【結論】「自分で考え、作って、できた」を経験し、

自己効力感、食行動、自尊感情の向上を目的とした

授業と食育事業を組み合わせた取り組みでは、朝食

内容の改善や献立を考える自己効力感の向上がみら

れた。

（E-mail: t22494p@omu.ac.jp）
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■ P1-1

【背景・目的】

　東日本大震災による福島第一原子力発電所事故の

翌日から国による福島県産農水産物等の放射線量の

モニタリングが行われ、基準値を超える食品は流通

されない仕組みとなっている。しかし、販売コーナー

には産地のみが記載され、消費者は、県名だけを見

て買い控えを行うことがある。栄養士は、食材の産

地を選択する立場にあるが、栄養士養成課程で放射

能の種類や放射線量、風評被害について学ぶ機会は

稀である。今回、N 給食会社の主催する福島県産魚

介類を使用したメニューコンテスト（以降、コンテ

スト）に筆者の担当科目を受講する学生が参加した。

コンテストを通して風評被害や社会貢献への認識、

他者を援助する気持ち等に影響があるのではないか

と考え、コンテストに参加した学生としない学生で、

認識に差があるか比較することを目的とした。

【方法】

　研究デザインは非ランダム介入研究で、対象は筆

者の所属する栄養士養成校 2 年生のうち同意の得ら

れた者とし、コンテストに参加するグループを「参

加群」、参加しない群を「非参加群」とした。参加群

は栄養医療コースの学生22人、非参加群はその他の

コース76人である。なおコース分けは本人の希望に

基づき 1 年次 3 月に行い、 1 年次の教育内容はいず

れのコースも共通である。参加群には風評被害につ

いての講義をコンテストの説明と同時期に行った。

調査は、参加群においてコンテストの前後で 2 回実

施し、非参加群も参加群と同時期に実施した。風評

被害に関する 5 つの質問は本研究独自の調査項目を

4 件法で、他者を援助する気持ちは援助成果志向性

尺度の18項目を 5 件法で調査した。回答は「良く当

原発事故に対する風評被害低減への取組みと学生の認識の変化 
―産学連携プロジェクト「福島支援メニューコンテスト」を通して―

亀
かめ

山
やま

　こころ、森田　十誉子

華学園栄養専門学校

てはまる」ほうが点数が高い。いずれも各群の平均

値について等分散を仮定した 2 群間の検定（t 検定）

で解析した。また、参加群にはコンテストの感想な

どについて自由に記載を求めた。

【結果】

　コンテスト結果として、本校の優秀賞受賞者は 1

名で、そのメニューは N 給食会社で実際に提供され

た。受賞者 1 名と希望者 1 名が販売促進体験や喫食

風景の見学、現場の栄養士・調理師と意見交換を行

い、その様子を参加群で共有した。コンテスト実施

前の調査では、いずれの項目も有意差は認められな

かった。コンテスト実施後の調査では「風評被害の

軽減に貢献できる」は参加群3.6±0.6、非参加群

3.1±0.7、「栄養士は社会貢献できる」は参加群

3.8±0.5、非参加群3.3±0.8で、参加群の点数は有

意に高かった（p＜0.01）。援助成果志向性尺度の中

では、「人になにかしてあげると思いやり意識が身に

つくと思う」は、参加群4.6±0.7、非参加群4.2±0.9

で、参加群の点数は有意に高かった（p＜0.05）。参

加群の自由意見で「栄養士としてできること」では

約半数が「情報発信」について記述しており、「感想」

では、参加群全員が風評被害の低減について前向き

な意見を記載していた。

【結論】

　コンテスト実施後の調査で、参加群と非参加群の

間に、「風評被害の低減に貢献できる」、「社会貢献で

きる」、「思いやり意識が身につく」の項目で有意差

が認められ、風評被害低減の活動に関わるか否かで

学生の意識に違いがもたらされる可能性が示唆され

た。

（E-mail: k-kameyama@hana-eiyou.ac.jp）
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■ P1-2

【背景と目的】　台東区立台東病院（以下、病院）で
は、病院のヘルスプロモーション活動の一環として、
2019年より職員の食生活改善と得られた成果の地域
展開を目的に、院内コンビニエンスストアの品揃え
や陳列をより健康的にする食環境整備を健康推進委
員会が中心となり行っている。取組の一つとして、
既存の弁当やサラダを組み合わせた病院独自の「ヘ
ルシーセット」を割引価格で職員に提供している。
開始当初は病院を運営する地域医療振興協会本部の
職員が実証研究としてその運用を担っていたが、
2022年より多職種の病院職員がメニュー考案や商品
の発注等を交代で行うなど自走化につながっている。
本研究ではその成功・継続要因を明らかにすること
を目的とした。

【方法】　対象は、本取組に中心的にかかわる病院職
員11名とし、2024年 2 月から 3 月にかけて約40分間
の ICT を活用した遠隔インタビューを行った。イン
タビューガイドを用いた半構造化個別インタビュー
を基本とし、対象者の利便性を図る目的で 2 名と 3
名の小グループインタビューを含めた。その録画と
逐語録を基に質的データ分析を行った。

【結果】　対象者は男性 6 名、女性 5 名。職種は医師
1 名、看護・介護職 2 名、薬剤師・薬剤助手 4 名、
理学・作業療法士 2 名、管理栄養士 2 名。年齢は40
歳代が63.6%、職歴の平均は16.3年であった。質的
分析の結果、成功要因としては「取組が健康推進委
員会活動として位置づけられていた」「病院が以前か
ら多職種連携に力を入れていた」など『組織文化的
背景』と、「興味深いデータが示された」「研究から

病院内コンビニエンスストアにおける食環境整備の 
多職種職員による自走化の成功・継続要因 

～インタビュー調査による質的検討～
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中村　正和1）、山田　隆司1,2）

1）公益社団法人　地域医療振興協会、2）台東区立台東病院

病院の取組へと徐々に移行した」「ノウハウが整理さ
れていた」など『導入となる研究の存在』、「マーケ
ティングに興味がある」「母親として関心がある」な
ど『実施者の背景と個人的興味関心』が挙げられた。
継続要因としては、管理者の理解に加えて、「考案者
名を載せたメニュー表を職員エレベーターに貼る」
等、周知の工夫による『組織活動としての定着』、「メ
ニュー表に考案者の名前が載るので会話が生まれる」

「みんなで一緒にやる」「助けてくれる人がいるから
できる」といったコミュニケーションや協力者の広
がりによる『職員間の協力体制の強化』、「自分の食
生活に役立つ」「患者さんの食事が気になる」など

『食関連の学び』、メニュー考案者の公表により「声
をかけてもらえる」「病院の一員だと感じる」など

『承認される喜び』等が挙げられた。
【結論】　病院のヘルスプロモーション活動として職
員が院内の食環境整備を行うためには、取組を推進
する委員会や多職種連携の土壌があること、研究の
エビデンスやノウハウを活用してスモールステップ
で進めること、実施者の個人的な興味関心と合致す
る情報提供が必要であることが示された。継続には、
取組を組織の活動として定着させ、活動がコミュニ
ケーションツールとなり協力者が広がること、実施
者にとって学びがあり承認欲求が満たされる工夫を
することが重要であると考えられた。本研究成果を
もとに、今後、地域関係機関との幅広いパートナー
シップの下で展開を図りたい。

（E-mail: terukoka@jadecom.jp）
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【緒言】現行の学校健康教育において、感染症は系統
的な指導をすべき学習としてすべての校種に位置づ
けられている。感染症予防対策の一つである手指衛
生教育については小学校から段階的に学べるよう教
育課程において構築されている。
　小・中学校、高等学校において Active learning は
現在我が国で活発に実施をされている。現在学校教
育内で行っている活動は健康教育として有益なもの
が多いと思われるが、学術的な報告は未だ少ない。
そこで本研究では高校生における手洗い教育はどの
程度教育を充実すべきかを明らかにする目的とし、
高校生主導での研究を行った。

【方法】2024年 7 －12月、北海道札幌市に設置された
高等学校の教育活動の一環として本研究は実施され
た。研究は action study として設計され、高校生に
研究者と同様の役割を担わせることをプログラムに
組み込んだ（以下、生徒調査員）。生徒調査員は、放
課後に実施された医学系講義参加者の中から応募が
あった12人と研究実施中に申し出があった 1 人、計
13人で構成された。
　研究の調査対象者は理系クラスに所属する高校 2
年生、136人であった。研究説明は、高等学校の持つ
電子データ共有システムにて事前に生徒および保護
者に行い、同意した生徒のみが研究に参加した。調
査は2024年 9 月、昼休みと放課後の時間に実施され
た。
　本研究では食品衛生において活用されているアデ
ノシン三リン酸検査（以下、ATP 検査）と出席番号
で紐づけされたアンケート調査を実施した。ATP 検
査とは有機物に含まれる ATP を汚れの指標にした検

■ P1-3

高校生における手洗い教育の最適解 : 
探求教育を活用したアクションリサーチ　（第一報）
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森田　慎一3）、小山　雅之1）、中田　圭1）、助友　裕子4）、大西　浩文1）

1）札幌医科大学医学部社会医学講座公衆衛生学、2）北里大学医療衛生学部公衆衛生学、

3）札幌光星高等学校、4）日本女子体育大学体育学部

査である。ATP 採取はあらかじめ研修をうけた生徒
調査員と 5 人の大学の調査員が検査を実施すること
で統一性を保持した。本研究では 3 群設定を行った。
手洗いの前と後、それぞれ計 2 回の ATP 検査を行う
ことを 1 セットとする。盲検群では ATP 値を対象者
に通知せず実施した。そして結果が分からない状態
で再び検査を実施した。見るだけ群では ATP 値を通
知した。教育は行わずに再度検査を実施した。教育
群では ATP 値の結果を通知した上で、各教室で高校
生による手洗い教育を行い、再度検査を実施した。
統計解析には Wilcoxon sighed-rank test、McNemar 
paired nonparametric test を用いた。有意水準は0.05
未満と定義した。
　手洗いの効果については、食品衛生管理における
ATP 検査の基準値（第一基準2000RLU 以下、第二
基準4000RLU 以下）を用いた。本研究は札幌医科大
学倫理委員会の承認を得て実施された（ 1 － 2 －
22）。

【結果】群ごとの分析では盲検群において 2 回目の手
洗いにおける ATP 値は低かった（p＜0.01）。手の
洗うポイントはすべての群で 6 箇所洗う者の割合が
高値に推移した。

【考察】数値を知らせずとも、なんらかのテストをし
ているという緊張感だけで効果的な手洗いに行動変
容することが示唆された。高校生段階においてはす
でに十分な手指衛生手法の教育を得ていると考えら
れた。

【結論】高校生段階においては、方法よりも行動変容
への働きかけが重視されると考えられた。

（E-mail: aoura@sapmed.ac.jp）
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【緒言】我が国の現行学校教育では主体的学習が活発
に実施されている。高等学校教育においても探究学
習として学校内の活動に留まらず、地域社会との繋
がりを活かした活動として戦略的な活動が実施をさ
れている活動もある。その一方で学術的なエビデン
スの蓄積まで到達できる活動は少ない。そこで研究
者と高等学校、そして高校生とが計画立案から実施
まで協働したアクションリサーチを行った。本研究
では生徒調査員として研究に参画した高校生に焦点
を当て、取り組み姿勢や変化、達成度、環境要因に
ついて報告する。

【方法】2024年 7 －12月、北海道札幌市に設置された
高等学校の教育活動の一環として本研究を実施した。
第一報と同様に、研究は手洗い教育のアクションリ
サーチとして設計し、高校生に研究者と同様の役割
を担わせるプログラムを組み込んだ。生徒調査員は
2 段 階 で 募 集 を 行 っ た（以 下、1st stage、2nd 
stage）。1st　stage は計13人で構成され、手洗い教
育の準備からデータ採取まで担当した。2nd stage で
は1st stage 終了時に募集を行い、 2 人の生徒調査員
が参加してデータ解析と関連実験等を実施した。
1st、2nd stageとも活動は主に土曜日、放課後の時間、
および休日を活用して実施した。2nd stage では研究
活動に必要な文献収集方法についての教育や実験機
材の導入などを活動前に整備して、生徒の自主性に
応じた研究が出来る環境を構築した。さらに、2nd 
stage では研究者との情報共有システムを用いて常時、
情報共有が可能な体制を整えた。高校生の活動評価
については、記録が残っている媒体を用いて主なる

■ P1-4

高校生における手洗い教育の最適解 : 
探求教育を活用したアクションリサーチ（第二報）
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3）札幌光星高等学校、4）日本女子体育大学体育学部

評価を行った。記録に残っていない事項については
2 人以上で確認がなされたものとした。本研究は札
幌医科大学倫理委員会の承認を得て実施された。

【結果】主な結果は下記の通りである：
　 1 ）�「何のために研究が行われるのか？」を理解し

た上で活動を行ったことにより、生徒の自主
性が自然な形で養われていき、学術発表・論
文化という高度な成果まで到達したこと。

　 2 ）�事前に複数のゴールを設定していたことで、
生徒調査員が自ら活動のデザインや興味の追
及を行うことが可能となった。最終レポート
では参加者全員が「みんなの力があって自分
達は目標達成できた」という認識を示し、協
働の重要性を認識していた。

　 3 ）�高等学校の教員にも刺激を与えることができ、
生徒主導の活動が学校全体でエンパワーメン
トされていったこと。

【考察】生徒調査員の活動は1st stage、2nd stage と
もに具体的な成果として現れた。特に2nd stage にお
いては、小・中学校教育で実施する単元開発の実験
にまで発展した点が特筆される。本活動の転用可能
性については学校の理解や研究環境の整備などの複
数の条件が揃えば可能と考えられた。

【結論】高等学校の探究活動においては、生徒が興味
を持って取り組める課題設定により、主体性の向上
や共同意識の醸成など多面的な成長が期待できるこ
とが示唆された。

（E-mail: mnakata@sapmed.ac.jp）
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■ P1-5

【目的】

　令和 5 年の国民健康・栄養調査によると、日本人

の野菜摂取量の平均値は256.0 g であり、この10年間

では野菜摂取量が減少している。また、70歳以上で

健康日本21の目標である野菜摂取量が350 g 以上の者

の割合は、男性28.5%、女性27.2% であり、高齢者

の野菜摂取量の増加が課題である。先行研究では、

野菜摂取を意識している者の割合は37% であった。

本研究では野菜摂取を意識している地域在住高齢者

の野菜摂取量が、十分な量かどうかを検討すること

とした。

【方法】

　2022年東京近郊の 3 市にある合計 4 か所の通いの

場にて、地域在住高齢者27人を対象に質問紙調査と

インタビュー調査のデータを 2 次利用した。質問紙

調査は自記式で、年齢、性別、同居人数をたずねた。

　インタビュー調査では、24時間思い出し法による

食事調査を行い、聴取した食事状況の中から習慣的

な食行動を抽出した。習慣的な食行動について、テー

マティック・アナリシス法を用いて分類したところ、

「野菜摂取の増加」が得られた。本研究では「野菜摂

取の増加」が認められた対象者を野菜摂取意識群と

し、それ以外を野菜摂取非意識群とした。24時間思

い出し法のデータを用いて野菜摂取量を算出した。

本研究の野菜摂取は、国民健康・栄養調査で野菜類

とされるものと、野菜別（緑黄色野菜とその他の野

菜）の重量と合計を算出した。対象者を野菜摂取量

が350 g 以上の群と350 g 未満の群に分けた。

　対象者の年齢と野菜摂取量は中央値（第 1 、 3 四

分位数）を算出した。フィッシャーの正確確率検定

を用いて、野菜摂取意識の 2 群と野菜摂取量の 2 群

高齢者における野菜摂取の意識と野菜摂取量の関連
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高崎健康福祉大学　健康福祉学部

との間の関連を検討した。また、野菜摂取意識の 2

群で緑黄色野菜とその他の野菜、合計がそれぞれ異

なるかをマン・ホイットニーの U 検定を用いて検討

した。

【結果】

　対象者の人数は、合計で27人であり、男性13人

（48.1％）、女性14人（51.9％）であった。年齢は、

76.0（73.5、79.0）歳で、男性76.0（73.0、81.0）

歳、女性75.5（74.0、78.0）歳であった。

　野菜摂取意識群は10人（37.0%、男性 4 人、女性

6 人）だった。野菜摂取意識群10人のうち野菜摂取

量が350 g に達している者は 2 人（25.0%）であり、

他 8 人（42.1%）は達していなかった。しかし、野

菜摂取量の 2 群と野菜摂取意識の 2 群の間に有意な

関連は見られなかった（P＝0.666）。緑黄色野菜は野

菜摂取意識群で95.0（69.0、173.0） g、野菜摂取非

意識群で100.0（50.0、131.0） g と有意な関連は見ら

れなかった（P＝0.824）。その他の野菜摂取量は、野

菜摂取意識群で180.0（72.0、240.0） g、野菜摂取非

意識群で185.0（106.0、240.0） g と有意な関連は見

られなかった（P＝0.863）。野菜摂取合計値では、野

菜摂取意識群で268.0（239.0、340.0） g、野菜摂取

非意識群で260.0（195.0、373.0） g とこちらも有意

な関連は見られなかった（P＝0.902）。

【考察】

　本研究の結果から有意な関連は認められなかった

ものの、野菜摂取意識群で健康日本21の目標である

野菜摂取量350 g 以上の者は25.0％しかいなかった。

野菜摂取を意識している高齢者にも野菜摂取を促す

必要性が示唆された。

（E-mail: 2213046@takasaki-u.ac.jp）
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■ P1-6

【目的】地域食堂利用者の栄養バランスや野菜摂取量の

改善のため、販売されている惣菜に含まれる食品や旬

の野菜を紹介するポップと卓上メモを作成・設置する

食環境づくりを行い、評価することを目的とした。

【活動内容】地域食堂たてキッチンさくら（八王子市）

を運営する住民ボランティア団体からの要望で、地域

食堂で販売している惣菜の食材を紹介するツールを作

成することとなった。本実践報告は、食環境づくりの

実施、評価で構成され、2025年 2 月13日（木）～ 2 月

14日（金）に事前調査、 2 月17日（月）～ 2 月28日

（金）に実施、 2 月27日（木）～ 2 月28日（金）に事後

調査を行い、事前事後の比較により評価した。対象者

は地域食堂たてキッチンさくらの惣菜の購入者とした。

　事前事後の調査では、質問紙調査とレジ脇での購入

物の写真撮影を行った。

　質問紙調査では、事前調査の項目は、属性（性別・

年齢）、食品摂取多様性得点（DVS）、主食・主菜・副

菜のそろった食事の摂取頻度、普段の食行動について

とした。事後調査では、事前調査の項目に加え、設置

したポップや卓上メモの閲覧状況（認知、情報の有用

性）を尋ねた。

　対象者ごとにレジ脇で購入物を撮影し、購入物の組

み合わせを調べた。撮影した写真を用いて、献立を識

別し、献立のレシピを参照して含まれている食品を同

定して購入物の DVS とした。対象者別に購入物の

DVS を算出した。

　統計解析では、属性について、記述統計量（中央値

（第一、第三四分位数）あるいは割合）を算出した。購

入物の DVS は、 2 日間と木曜日、金曜日についてそれ

ぞれ事前事後の比較をした。すなわち、記述統計量を

算出し、Mann-Whitney の U の検定を用いて比較した。

事後調査のみで行った、ポップや卓上メモの閲覧状況

住民主体の地域食堂における食環境づくりによる 
利用者の購買行動の変化
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は質問項目ごとに記述統計量を算出した。

【活動評価】事前の質問紙調査では33人から回答が得ら

れ、年齢の中央値は80.1（75.5、83.7）歳、性別は、

男性が12人（36.4%）、女性が17人（51.5%）であった。

事後調査では20人から回答が得られ、年齢の中央値は

76.4（74.0、83.2）歳、性別は、男性が10人（50%）、

女性が 9 人（45%）であった。

　購入物の DVS は、事前の 2 日間で 4 （ 3 、 5 ）点、

木曜日で 5 （ 3 、 6 ）点、金曜日で 4 （ 2 、 5 ）点だっ

た。事後の 2 日間で 4 （ 3 、 5 ）点、木曜日で 4 （ 3 、

5 ）点、金曜日で 5 （ 3 、 5 ）点であった。 2 日間の

DVS の事前事後で、有意差は認められなかった（P＝

0.852）。しかし、曜日別では有意差がみられた（木曜

日：P＝0.024、金曜日：P＝0.010）。

　ポップや卓上メモの閲覧状況では、回答を得られた

20人のうち、ポップを認知していたのが11人（55%）、

していなかったのが 7 人（35%）、卓上メモを認知して

いたのが 6 人（30%）、していなかったのが12人（60%）

でどちらも無回答が 2 人（10%）であった。ポップや

卓上メモを認知していた11人のうち、役立つ情報があっ

たと回答したのが 7 人（63.6%）、なかった・無回答が

4 人（36.4％）で、その情報を活用したと回答したの

が 6 人（54.5%）、していない・無回答が 5 人（45.5％）

であった。

【考察】ポップや卓上メモの設置前後で、DVS の変化

は曜日によって傾向が異なり、その影響は限定的だっ

た可能性がある。惣菜の販売場所に設置していたポッ

プには気づいた人が多かったが、卓上メモはイートイ

ンスペースの机に置いていたため気づく人が少なかっ

た。店内が混み合っているため読めなかったという感

想もあったため、内容を簡潔にする必要がある。

（E-mail: 2213012@takasaki-u.ac.jp）
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■ P1-7

【目的】県代表レベルの思春期・青年期の競技選
手を対象とした強化事業にて、栄養・食生活の質
問紙調査を実施してきた。これまでに、栄養教育
における目標と評価の指標として活用できる質問
項目にしぼることを目的に、主食・主菜・副菜の
そろった食行動を重要な行動目標と位置づけ、そ
の行動と関連する項目を確認して質問票を改善し
た 実 践 報 告 を し て い る（日 健 教 誌、2024；
32（ 4 ）：265-273）。この質問票は、朝食、昼食、
夕食別に、主食、主菜、副菜の摂取頻度を問うて
いることが特徴的である。本実践活動では、朝食、
昼食、夕食別の主食・主菜・副菜の摂取状況が、
栄養教育内容や方法へ展開できるかを検討するこ
とを目的とした。

【活動内容】2024年に強化指定された競技選手に
対し、アンケートフォームを用いた Web 調査を
実施した。質問項目は、属性、食関連 QOL、健
康状態、健康行動、朝食、昼食、夕食における主
食、主菜、副菜の摂取頻度、学習要因である。本
報告では、これらのうち、朝食、昼食、夕食にお
ける主食、主菜、副菜の摂取頻度に焦点をあてた。
アンケートでは、朝食、昼食、夕食別に、主食、
主菜、副菜のそれぞれの 1 週間あたりの摂取頻度
を「毎日」「週 5 ～ 6 回」「週 2 ～ 4 回」「週に 1
回以下」の 4 段階の回答選択肢でたずねた。主
食・主菜・副菜のそろった食事は、主食、主菜、
副菜いずれも「毎日」と回答した場合に 1 回とカ
ウントした。（公財）北陸体力科学研究所倫理委
員会の承認を得て実施した（倫理2023-2）。

思春期・青年期の競技選手における朝食、昼食、夕食別の 
主食・主菜・副菜の摂取状況から栄養教育への展開の検討
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【活動評価】解析対象は、77名（高校生56名、大
学生・社会人21名）であった。主食・主菜・副菜
の そ ろ っ た 食 事 が 1 日 2 回 以 上 の 者 は 49 名

（63.6％）であった。主食を朝食で毎日食べる者
は65名（84.4％）、昼食は71名（92.2％）、夕食は
74名（96.1％）であった。主菜を朝食で毎日食べ
る者は44名（57.1％）、昼食は62名（80.5％）、夕
食は68名（88.3％）であった。副菜を朝食で毎日
食べる者は33名（42.9％）、昼食は48名（62.3％）、
夕食は62名（80.5％）であった。毎日食べる者が
主食ではすべての食事で 8 割以上であるのに対し、
副菜は朝食で 4 割、昼食で 6 割、夕食で 8 割で
あった。これまでの実践活動で、主食・主菜・副
菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上であること
は、「副菜（野菜やいもを主原料とした料理）を
毎食食べること」の自己効力感と関連を示すこと
を確認している。毎日食べる者の割合が少ない朝
食や昼食で、副菜を食べることができる自己効力
感を高める栄養教育が有効である可能性がある。

【今後の課題】本対象において、朝食や昼食で副
菜を食べる具体的な実践例やモデル献立を示す必
要性が考えられる。朝食、昼食、夕食別の主食・
主菜・副菜の摂取状況を把握することによって、
より具体的な教育内容や教育教材を検討できる可
能性がある。

（E-mail: 22H005@u-nagano.ac.jp）



― 131 ―

■ P1-8

【目的】青森県東通村における魚食を通じたヘルスプロ
モーション活動の一環として、地域の実情に即した今
後の実践活動の設計に活用する情報を得ることを目的
に、地域住民と共に魚食に関する意見交換などを行う
ワークショップを実施した。

【活動内容】2025年 3 月11日14時～15時30分の90分間、
東通村保健福祉センターにて「おしゃべりお茶会～魚
食とハピネスを考える～」と題したワークショップを
開催した。参加者は、漁協婦人部 3 名、食生活改善推
進員 3 名、役場職員 1 名、保健師 2 名、東通村介護老
人保健施設の管理栄養士 1 名の計10名であった。運営
および進行は研究者が担当した。主な内容は以下の通
りである。（ 1 ）導入（ナトカリ比に関する講話）：東
通村住民健診でのナトカリ比の測定や結果説明の内容
を踏まえて構成した。（ 2 ）体験活動（減塩ソムリエコ
ンテスト）：魚肉ソーセージ、柿の種、カップ麺の通常
商品と減塩商品を食べ比べ、味の濃さや美味しさを評
価しながら、どちらが減塩商品かを推測した。（ 3 ）座
談会（魚介類摂取に関する意見交換とアイディア出
し）：①魚介類の摂取状況の可視化として、普段よく食
べている魚介類を付箋に書き出してもらい、模造紙上
に自由に貼り付けてもらった。同じ魚介類は近くに集
め、分類される形で全体像を可視化した。②料理のア
イディアについて、分類された魚介類を基に、「どのよ
うな調理法があるか」「どんな料理ができるか」を自由
に話し合いながら、以下の視点で付箋に記入し、貼り
付けていった。【簡】：簡単に調理できるもの【K】：野
菜や海藻などを使い、カリウム摂取が期待できるもの

【Na】：減塩の工夫が可能な料理や味付け。）

地域住民参加のワークショップによる 
魚食を通じたヘルスプロモーション活動の実践

千
ち

葉
ば

　綾
あや

乃
の 1）、上田　彩乃2）、青野　昌代3）、三國　正人3）、 

道林　千賀子4）、中村　正和5）、吉池　信男2）

1）青森県立保健大学健康科学部栄養学科、2）青森県立保健大学大学院健康科学研究科、 
3）青森県東通村健康福祉課、4）岐阜医療科学大学、 

5）公益社団法人地域医療振興協会地　域医療研究所へき地医療研究センター

【活動評価】（ 1 ）導入：参加者の中には過去に測定を
受けたことのある方もおり、これまでの学びを再確認
する機会となった。また、後半の体験活動や意見交換
に向けた導入として、活動の背景理解と意識づけを行
うことができた。（ 2 ）体験活動： 3種類の加工食品（魚
肉ソーセージ、柿の種、カップ麺）の通常商品と減塩
商品を食べ比べる中で、味の濃さや塩味、辛味の違い
に関する意見交換が活発に行われた。（ 3 ）座談会：①
参加者からは、日常的に食べている魚介類としてサバ、
タラ、イワシ、サケなどの一般的な魚に加え、ソイ、
アブラメ、ハモなど多様な魚種が挙げられた。また、
海藻も採れるためよく食べられていることがわかった。
魚の入手については、購入に加え、自ら漁獲したもの
や物々交換など、地域の特徴がうかがえた。②料理の
アイディアは、簡便性・カリウム摂取・減塩の 3 つの
視点で分類され、郷土料理である野菜を入れたイカ寿
司（K、Na）や鯖缶、海藻、長ねぎを味噌で煮た料理

（簡、K）などが提案された。意見交換は活発に行われ
た一方で、プログラム全体の構成に対して時間的余裕
がなく、自由な対話の時間が不足する場面も見受けら
れた。そのため、参加者の意見を十分に掘り下げるこ
とが難しかった。

【今後の課題】今回得られた意見やアイディアをもとに、
2025年 8 月に実施予定の料理教室の内容を具体化して
いく予定である。今後も住民との協働を継続し、地域
の食文化や生活習慣を尊重した健康づくりを進めてい
く。

（E-mail: a_chiba3@ms.auhw.ac.jp）
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【緒言】

　周知のように、現在、小学校から高等学校まで「がん

教育」が行われている。がん教育の目標について、文部

科学省は平成27（2015）年に示した「学校におけるがん

教育の在り方について（報告）」において、「がんについ

て正しく理解することができるようにする」、「健康と命

の大切さについて主体的に考えることができるようにす

る」と掲げている。

　しかし、昨年度、柴田が A 県立 B 高等学校保健体育科

の非常勤講師として「がん教育」の授業を行った際、が

んという病気及びその対策や治療を理解するための授業

展開が中心となり、健康と命の大切さを主体的に考える

ことについて取り組むことができなかった。特に、がん

教育の終盤で扱う「がん患者への理解と共生」の内容に

ついては、その取り扱いの難しさから十分にふれること

ができなかった。この内容の学習は、それまで学んだが

んに関する知識等をふまえて命の大切さについて考え、

さらに、自他の健康の保持増進やそれを支える環境づく

りを目指す態度を育む重要な機会である。

　一方で、厚生労働省は、令和 5 （2023）年に示した「が

ん対策推進基本計画（第 4 期）」において、「こどもが健

康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理

するとともに、がんに対する正しい知識、がん患者への

理解及び命の大切さに対する認識を深めることが大切で

ある。これらをより一層効果的なものとするため、医師

やがん患者・経験者等の外部講師を活用し、こどもに、

生活習慣や遺伝子等のがんの発生に関する基本的な情報

も含めたがんの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝

えることが重要である。」としている。

　これより、がん患者への理解及び命の大切さに対する

認識を深めるには、がん患者・経験者の声を伝えること

も重要で、そこに外部講師を活用する意義がある。

高等学校における外部講師と連携したがん教育の実践
～「がん患者への理解と共生」を中心に～

柴
しば

田
た

　 葵
あおい1）、平田　幸男2）

1）至学館大学大学院健康科学研究科（院生）、2）至学館大学大学院健康科学研究科

　生徒が命の大切さについて考え、さらに、自他の健康

の保持増進やそれを支える環境づくりを目指す態度を育

むため、どのように外部講師を活用したがん教育を展開

すればよいのだろうか。

　そこで、本研究では、「がん患者への理解と共生」を中

心としたがん教育について、外部講師（がん経験者）と

連携して行う授業を考案し、実践する。そして、その学

習成果と改善点について考察することを目的とする。

【方法】

　本研究では、A 県立 B 高等学校第 1 学年保健体育科で

行う「がん教育」の学習指導案を作成する。その作成に

当たり、新潟県教育委員会が平成31（2019）年に作成し

た「学校におけるがん教育の手引き」にある高等学校で

の指導例を参照し、 3 時間の学習計画とする。授業の実

施時期は、令和 7 （2025）年 4 月下旬から 5 月上旬であ

る。初めの 2 時間では、がんに対する正しい知識や予防、

治療法について身につけることをねらいとする。そして、

3 時間目を「がん患者の理解と共生」に当て、外部講師

（がん患者・がん経験者）の活用を取り入れる。がんとい

う病気をより身近なものとし、自分の行動を自己選択・

自己決定することをねらいとする。

　そして、授業内で生徒が書いた学習の振り返りの内容

をテキストマイニングで分析し、学習成果を把握する。

また、その学習成果をふまえて、本研究の結果及び実践

した授業の改善点について検討する。

　なお、本研究は、至学館大学研究倫理審査委員会によ

る「ヒトを対象とした研究」299番の承認を受けて行って

いる。また、本研究に関係する利益相反は存在しない。

【結果・考察・結論】

　授業実践の詳細及び研究の結果・考察・結論について

は、発表時に示す。

（E-mail: y-hirata@sgk.ac.jp）
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【目的】日本健康教育学会若手の会は、健康教育分野に
携わる若手研究者・実践者の研究・実践活動を促進す
ること、将来の健康教育分野の発展を担う若手研究者・
実践者の資質向上を目指すこと、若手研究者・実践者
の日本健康教育学会への関わりを活発化することを目
的とし、活動している。その活動の一環として、年に
1 回程度学習会を開催している。本発表では、2024年
度に若手の会運営委員が企画した、「賛否の分かれる公
衆衛生施策に関するディベート形式のディスカッショ
ン」というテーマの学習会の内容を報告する。

【活動内容】2024年 8 月31日に、オンライン形式にて、
本学習会を開催した。参加者は13人（若手の会運営委
員学習会担当である 6 人を含む）で、アドバイザーと
して、お茶の水女子大学の教授である赤松利恵氏をお
招きした。参加者は、まず、交流と今回のディベート
方法の確認を兼ね、「学会を東京でやるか地方でやるか」
というテーマの簡易的なディベートを行った。その後、
賛否の分かれる公衆衛生施策として食塩含有量の多い
食品に対する課税を取り上げ、「食塩含有量が多い食品
には課税すべきであるか否か」というテーマでディス
カッションを行い、最後に赤松利恵氏より総括とご講
評をいただいた。以下、今回のディベート方法につい
て説明する。初めに、参加者を 2 つの意見（例：課税
に賛成する意見と、課税に反対する意見）にグループ
分けした後、若手の会運営委員学習会担当が 2 つの意
見に関するプレゼンテーションを行った。参加者は、
その情報をもとにグループで話し合った上で立論と質
疑を行った。その後、再度グループで話し合ってから

2024年度若手の会学習会企画報告―賛否の分かれる公衆衛生施策
に関するディベート形式のディスカッション―

谷
たに

内
うち

　ななみ1）、小野　春香2）、佐藤　清香3）、髙野　真梨子4）、永井　智子5）、 
湯木　実結6）、福井　涼太7）、赤松　利恵8）

1）前お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科、 
2）お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科、3）高崎健康福祉大学　健康福祉学部、 

4）女子栄養大学大学院　栄養学研究科、5）大阪大学　人間科学研究科、6）大田区保健所、 
7）東邦大学大学院　医学研究科、8）お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系

反駁を行い、最後の話し合いを経て最終弁論を行った。
【活動評価】学習会終了後、若手の会運営委員学習会担
当を除いた参加者 7 人に対して、Google Forms での事
後アンケートへの回答を依頼し、 7 人から回答が得ら
れた（回答率100%）。事後アンケートでは、本企画の
所要時間（「とても短かった」〜「とても長かった」の
5 件法）、好ましい開催形態（「オンライン」「対面」「オ
ンラインと対面のハイブリッド」の 3 択）、本企画の内
容や構成の適切さ（「まったくそう思わない」〜「とて
もそう思う」の 5 件法）をたずねた。また、それぞれ
に関する意見を、自由記述でたずねた。所要時間では、

「適切だった」と回答した参加者が最も多く（ 3 人、
42.9%）、「やや短かった」「とても短かった」と回答し
た参加者が、それぞれ 2 人（28.6%）、 1 人（14.3%）
であった。所要時間の自由記述では、ディベートでの
ディスカッションの時間がもう少し長くとれると良かっ
たという意見がいくつかみられた。開催形態では、「オ
ンライン」と回答した参加者が最も多かった（ 5 人、
71.4%）。開催形態の自由記述では、オンラインの方が
参加しやすいという意見がみられた一方で、対面の方
が話しやすいという意見もみられた。内容や構成の適
切さでは、「ややそう思う」と回答した参加者が最も多
かった（ 4 人、57.1%）。

【今後の課題】今回の学習会を通して見つかった課題や
改善策を、次回以降の学習会の企画の際に反映してい
く必要がある。

（E-mail: nanami6873@gmail.com）
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【緒言】高齢者の食行動はライフイベントに影響を受
けている。筆者らは先行研究において地域在住高齢
者の食行動と , 食行動に影響を与えたライフイベント
を調査しコード化を行い、テーマティック・アナリ
シス法を用いてテーマ別にまとめた。その結果、食
行動の変化は 7 テーマ・29サブテーマに集約され、
食行動に影響を与えたライフイベントは 7 テーマ・
30サブテーマに集約された。本研究では、さらなる
拡大調査を実施した。

【方法】2023年 9 月にウェブ上で、先行研究で抽出さ
れたフレイルと関連する食行動と、影響を与えたラ
イフイベントを横断的に調査した。1200人が質問紙
に回答し、本研究ではこれを二次利用した。属性（年
齢、性別、同居人数、婚姻状況）の他、質問紙でた
ずねた食行動以外の習慣的な食行動とそのきっかけ
を自由記述でたずねた。得られた回答を先行研究で
得られた分類を元に、足りないものに関しては新た
なコードを付して整理した。これらの食行動の変化
およびライフイベントのコードは、演繹的テーマ
ティック・アナリシス法を用いて、テーマ、サブテー

地域在住高齢者の食行動に影響を与えるライフイベント
―量的研究手法を用いた質的研究の拡大調査―

高
たか

瀬
せ

　唯
ゆい

那
な

、佐藤　清香

高崎健康福祉大学　健康福祉学部

マに分類し、テーマ化されたライフイベントに対応
する食行動の変化のテーマを紐づけしてまとめた。
　属性のうち、年齢と同居人数について中央値（第
1 、第 3 四分位数）を算出した。

【結果】本研究の対象者の年齢の中央値は68（67、
71）歳、男 性 は 146 人（55.3％）、女 性 は 118 人

（44.7％）であった。同居人数の中央値は 1 （ 1 、 2 ）
人であった。既婚の者は215人（81.4％）、離死別は
35人（13.3％）、未婚は14人（5.3％）であった。
　食行動の変化について、285のコードが生成された。
それらは44のサブテーマに集約され、そのうち15の
サブテーマは今回新たに追加された。ライフイベン
トについて、 272のコードが生成された。それらは41
のサブテーマに集約され、そのうち11のサブテーマ
は今回新たに追加された。テーマの分類はどちらも
先行研究と同様だった。ライフイベントと食行動の
テーマの関係は図に示した。

【考察・結論】本研究で新たなサブテーマが追加され
たことから、さらなる研究の必要性が示唆された。

（E-mail: 2213051@takasaki-u.ac.jp）

注：矢印はライ

フイベントの各

グループが食行

動の各グループ

に影響を与えて

いることを示し

ている。

図．食行動に影響を与えるライフイベント
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【緒言】

　山形県は自殺率が全国 3 位（令和 3 年）である
が、心理士などの専門職が少なく、心のケアに関
する取り組みが十分とは言えない。同県鶴岡市の
健康情報ステーション「からだ館」では、月例が
ん患者サロン参加者から心のケアについて学びた
いという要望が寄せられたため、臨床心理士から
認知行動療法について学ぶ場を発足させ、2021年
に計16回の勉強会を開催した。この参加者より学
んだ内容を楽しく地域に伝えたいと発案があり、
翌年より認知行動療法のエッセンスを盛り込んだ
すごろくを有志の住民で作成することとなった。
本稿では、すごろく制作ワークショップに参加し
た住民に起きた変化について報告する。

【方法】

　認知行動療法のエッセンスを伝えるすごろく作
りを主導したのは、前年の勉強会に継続参加して
いた 5 名のがんサバイバーまたは患者の家族で、
60代から70代の女性である。すごろく制作ワーク
ショップは、2022年 4 月～2023年 3 月まで合計 8
回開催された。各回のセッションは約90分で、参
加者が学んできた認知行動療法の教材から、特に
学びが大きかった内容を抜粋し、議論しながらす
ごろくというゲームに落とし込む作業を行った。
すごろくのプロトタイプを作成し、実際に遊んで
みて意見を述べあい、改善点を見つけ修正すると
いう作業を繰り返した。このワークショップのう
ち 2 回の様子を動画で撮影し、 5 回分は発言内容

こころのセルフケアについて学ぶすごろく制作ワークショップの報告 
―住民が学び、作り、遊ぶプロセスで起きた変化とは―

齊
さい

藤
とう

　彩
あや1）、宮越　麻里1）、舘野　弘樹3）、小林　まゆみ1）、 
長谷川　結1）、瀬尾　利加子1）、秋山　美紀1,2）

１）慶應義塾大学先端生命科学研究所からだ館、2）慶應義塾大学環境情報学部、3）第一生命保険株式会社

を文字で記録した。これらの記録に加えて、毎
ワークショップ後に、このすごろくで遊ぶことが
もたらす主観的効果を訊ねており、それらのデー
タを分析対象とした。

【結果】

　発語内容の分析から「自己開示」、「傾聴、共感」
「参加者からフィードバック」、「客観」、「回顧」、
「親子の関係性」「自分を労わる」、「許容」といっ
たカテゴリーが抽出された。またインタビューで
は「普段自分が思ってもいない考えや思いがすご
ろくを通じてでてきた、話が深まった」「参加者
が知り合いであるため、安心して話ができた。初
対面の人ではここまで話せない」という発言があ
り、心理的安全性が確保されていたゆえに、触発
されて自己を開示したり振り返ったりする発語に
つながっていたことが示された。

【考察】

　住民が学んだ内容をゲームに落とし込む過程に
おいては、自分と他者の物事の捉え方や考え方の
違いに気づくのみならず、自身の家族関係などの
悩みを吐露し、それを傾聴するといった相互作用
が起きていた。すごろく制作ワークショップは、
作り上げる楽しみ以外に、参加者の内省やリカバ
リーにつながる可能性があることが示唆された。

（E-mail: ayadaboo@keio.jp）
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■ P1-13

【緒言】本研究では、学校給食が子どもの栄養・
食生活に貢献しているか定量的に把握した近年の
文献を整理することで、今後の学校給食の実践や
研究への示唆を得ることを目的とした。

【方法】文献の検索は、CiNii Research および 
PubMed を用いて、2024 年 3 月 16 日に実施し
た。検 索 式 は 以 下 の 通 り と し た：「CiNii 
Research：（学 校 AND 給 食）AND（栄 養 OR 
食品 OR 食物 OR 食事）AND（摂取 OR 消費）」、

「PubMed：（school AND lunch） AND （nutr* OR 
food OR meal OR diet） AND （intake OR con-
sumption） AND Japan」。採択基準は、「日本の
学校給食の栄養・食生活への寄与を検討した一次
研究（量的研究）」、「学術誌または研究紀要に掲
載された論文」、「2000 年以降の文献」とした。
これらの採択基準に基づき、スクリーニングを
行った。スクリーニングの結果、採択基準を満た
していた文献を採択し、レビューを実施した。採
択文献の著者、発行年、地域、対象（数）、調査
時期、研究デザイン、曝露、アウトカム、学校給
食の健康な食生活への寄与に関する結果の概要を
抽出した。

【結果】文献検索の結果、336 編（CiNii Research: 
215 編、PubMed : 121 編）が検索された。採択
基準にそってタイトル、要旨および本文の内容に
基づいてスクリーニングを行った結果、316 編が
除外された（除外理由：日本の学校給食の栄養・
食生活への寄与を検討した一次研究（量的研究）
でない文献 172 編、学術誌または研究紀要に掲

学校給食の栄養・食生活への寄与：文献レビュー
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1）群馬大学　共同教育学部、2）群馬大学大学院　食健康科学研究科、 
3）高崎健康福祉大学　健康福祉学部

載された論文でない文献 64 編、2000 年以前の文
献 77 編、その他（重複）3 編）。最終的に残った 
20 編を採択文献とした。
　給食のある日は、カルシウム、ビタミン A、
ビタミン B2、食物繊維等を中心とした栄養素摂
取量が多い、または適正範囲内での摂取者割合が
高い傾向がみられた。牛乳や野菜類・緑黄色野菜
の摂取量の多さが、これらの栄養素摂取量に影響
している。食塩摂取量は、給食のある日に少ない
傾向がみられた。ただし、給食のある日の方が、
女子の食塩摂取量が多いという文献も 1 編存在
した。ビタミン B1 については、一部の文献で給
食のある日の摂取量が多いことが示されていた。
特にビタミン B1 強化米を用いている場合には、
ビタミン B1 の摂取量が多かった。その他の食行
動としては、学校給食の経験により、食事量・偏
食・食事速度が改善したという文献がみられた。
また、給食のある小学校の子どもは骨密度が高い
ことが報告されており、給食で提供される牛乳か
らのカルシウム摂取の影響が示唆されていた。学
校給食の有無と体格との関連の報告は、結果が一
貫していなかった。

【結論】学校給食があることで子どもの栄養素・
食品摂取状況が良好であることが示された。また、
男子の体格、骨密度、将来の健康な食生活への影
響も示唆された。

（E-mail: machi@gunma-u.ac.jp）
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■ P1-14

【緒言】成人への移行期である中学生に対して、食教育
を効果的に行うことの意義は大きい。第32回日本健康
教育学会学術大会において、「中学生を対象とした食教
育介入に関する研究報告の動向」を報告した。抽出さ
れた文献23本のうち、中学校での実践は16本（69.6％）、
それ以外の場での実践は 7 本（30.4％）であった。本
発表ではそれらをさらに深め、食教育実践で用いられ
ていた評価指標を整理することを試みる。

【方法】検討対象の文献は、昨年度抽出された23本の研
究報告であった。 1 ）文献レベルでの検討：まず、23
本の文献について基礎情報（タイトル、著者、学習者、
教育実施者、教育内容・方法、評価デザイン、評価方
法、主な結果）を抽出した。次に、教育の場（中学校、
それ以外の場）別に、評価指標の内容を「健康・栄養
状態」「生活習慣」「食行動」「食知識」「食態度」「食選
択スキル」「調理スキル」に分類した。さらに、教育前
後の比較で統計学的に有意であった項目を抽出した。
2 ）質問項目レベルでの検討：抽出した評価指標につ
いて、項目を精査し栄養教育プログラムの目標の種類
別（結果目標、行動目標、学習目標、その他）に分け、
1 ）と同様に教育効果も検討した。

【結果】 1 ）文献レベルでの検討：中学校では、食態度
を評価指標として用いていた文献が13本（81.3％）と
最も多かった。次いで食行動（ 8 本、50.0％）、食知識

（ 4 本、25.0％）、生活習慣（ 3 本、18.8％）、調理スキ
ル（ 1 本、6.3％）であった。教育前後で統計学的に有
意な変化が確認された文献は、食態度で 4 本、食知識
で 3 本であった。それ以外の場では、食行動が 6 本

（85.7％）と最も多く、次いで健康・栄養状態（ 3 本、
42.9％）、食知識および食態度（各 2 本、28.6％）、食
選択スキル（ 1 本、14.3％）であった。教育前後で統
計学的に有意な変化が確認された文献は、食行動（ 4
本）で最も多かった。 2 ）質問項目レベルでの検討：

中学生を対象とした食教育実践の研究報告における 
評価のあり方の検討
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大阪樟蔭女子大学大学院　人間科学研究科　人間栄養学専攻

中学校での実践において、結果目標に分類された質問
は計15項目で、教育前後で有意な変化が確認された質
問は 3 項目であった。行動目標に分類された質問は計
63項目（生活習慣26項目、食行動37項目）で、教育前
後で有意な変化が確認された質問は生活習慣で 1 項目、
食行動で 3 項目であった。学習目標に分類されたのは
計89項目（食知識11項目、食態度70項目、調理スキル
8 項目）で、教育前後で有意な変化が確認された質問
は、食知識で 3 項目、食態度で22項目、調理スキルで
4 項目であった。それ以外の場では、結果目標に分類
されたのは計 6 項目（身体計測 3 項目、食事摂取量 3
項目）で、教育前後で有意な変化が確認された質問は
身体計測で 1 項目、食事摂取量で 1 項目であった。行
動目標は計11項目で、教育前後で有意な変化が確認さ
れた質問は 5 項目であった。学習目標は計13項目（食
知識 4 項目、食態度 8 項目、食選択スキル 1 項目）で、
教育前後で統計学的に有意な変化が確認された質問は
食知識で 2 項目、食選択スキルで 1 項目であった。

【考察】文献レベルの検討では、中学校では食態度が、
それ以外の場では食行動が最も活用されている評価指
標であった。質問項目レベルの検討では、中学校とそ
れ以外の場の両方で、学習目標に分類される項目が最
も多かった。また、中学校では、結果目標や行動目標
レベルの評価が行われにくい現状が窺われた。一方そ
れ以外の場では、結果目標として身体計測や食事調査
が、行動目標としてセルフモニタリングや信頼性が確
認された質問票が活用され、質の高い評価が行われて
いた。

【結論】中学生を対象とした食教育実践の研究報告にお
いて、中学校とそれ以外の場で、評価の内容や方法に
異なった特徴がみられた。

（E-mail: s242008@univ.osaka-shoin.ac.jp）
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■ P1-15

【緒言】ヘルスリテラシー（HL）の概念は、早期
に定義された機能的 HL から拡大・発展し、より
多次元的で包括的な概念が提案されている。本研
究では包括的な HL 尺度である HLS-EU-Q16を用
いて、HL と乳がん検診受診行動との関連を調査
することを目的とする。

【方法】40歳代女性の乳がん非経験者を対象とし
てインターネット調査を実施し1068人のデータを
収集した。調査項目は、HL、マンモグラフィ

（MMG）検診受診回数、調整変数として人口統
計学的変数、健康状態の自己評価などとした。
HL として用いた HLS-EU-Q16は日本語版 HLS-
EU-Q47（Nakayama et al., 2015）の短縮版であ
り、全体的な HL（GEN-HL）および、ヘルスケ
ア（HC-HL）、疾病予防（DP-HL）、ヘルスプロ
モーション（HP-HL）の 3 つの下位領域から構成
される。HL とがん検診受診行動の関連は、従属
変数をがん検診受診行動（ 1 ）MMG 検診受診経
験（受診回数 0 回 vs. 1回以上）、 2 ）MMG 検診
繰り返し受診（受診回数 1 回のみ vs. 2回以上））、
独立変数を HL、調整変数とする多変量ロジス
ティック回帰分析にて検討した。有意水準は 5 %

（両側）とした。各分析の対象者は、MMG 検診
に関する日本の指針（40歳以上女性の 2 年に 1 度
の受診）に従った行動を検討するため 1 ）MMG
検診受診経験は41歳以上、 2 ）MMG 検診繰り返
し受診は43歳以上とした。

【結果】41歳以上の有効回答者は788人であった。
HL の各領域の得点は、GEN-HL が28.0（SD＝
8.9）、HC-HL が25.7（SD＝9.9）、DP-HL が29.2

包括的なヘルスリテラシーとがん検診受診行動の関連
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（SD＝9.7）、HP-HL が30.5（SD＝10.3）であっ
た。MMG 検診受診回数は、41歳以上では、 0 回
が240人（30%）、 1 回以上が548人（70%）であっ
た。43 歳 以 上（638 人）で は、 0 回 が 197 人

（31%）、 1 回以上が441人（69%）（このうち、 1
回のみが156人（35%）、 2 回以上が285人（65%））
であった。HL とがん検診受診行動の関連につい
ては、 1 ）MMG 検診受診経験は HL のいずれの
領域とも関連がみられなかった。 2 ）MMG 検診
繰り返し受診は HP-HL と正の関連がみられたが
影響は小さかった（OR＝1.02; 95%CI: 1.00007-
1.04399）。

【考察】MMG 検診受診経験と HL との関連はみ
られず、MMG 検診繰り返し受診と HL のヘルス
プロモーション領域とのみ関連がみられたが影響
は小さかった。今回測定した包括的 HL の概念は、
個人が周囲の環境要因に働きかけて自分の状況を
コントロールする能力も含むため、個人が検診を
受けようとしても環境要因が整わなければ行動に
結びつかない可能性がある。また、がん検診受診
行動は、個人の能力より、検診の受けやすさなど
の環境要因の影響を受けている可能性も考えられ
る。

【結論】包括的な HL の一部の領域でのみ、乳が
ん検診受診行動と関連がみられたが、影響は小さ
かった。さらなる研究の蓄積が必要であると考え
られた。

（E-mail: rtaguchi@kamakura-u.ac.jp）
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■ P1-16

【緒言】全国的に子どもの体力や運動能力の低下が指
摘される中、北海道の子どもの体力・運動能力は全
国平均を下回っている。また全道における日高管内
の学力低下や、体力・運動能力の低下は著しい傾向
にあり、浦河町においても深刻な状況となっている。
浦河町ではその改善策として、子どもたちの学びに
向かう姿勢や意欲、基礎体力の向上を目指すことを
目的に、平成30年度より浦河町と札幌国際大学の共
同事業として「幼児期からの学びの土台づくり事業」
を開始した。
　そこで本研究では事業内の大学生における協働活
動の一事例として、活動プロセス、成果についての
観察を行い、今後の事業課題を明らかにすることを
目的とした。

【方法】事業を開始するにあたり、研究者がヘルスプ
ロモーションの 5 つの活動（健康的な公共政策づく
り・健康を支援する環境づくり・地域活動の強化・
個人技術の開発・ヘルスサービスの方向転換）をプ
ロセスワークシートにて整理した。プロセスワーク
シートとは、ヘルスプロモーション活動において計
画、実施、評価を体系的に行うための手法である。
プロセスワークシートは、横軸をプロセスとして、
唱道（その活動が発展するきっかけ）、投資（その活
動の財政的裏付けや活動資金等）、能力形成（その活
動によってエンパワーされた人物あるいはその活動
のターゲットについて）、規制と法制定（その活動の
法的根拠）、パートナー（その活動にかかわった
人々）、縦軸を活動方法として、健康的な公共政策づ
くり（利害関係者、意志決定者、影響力のある人）、

北海道浦河町における「幼児期からの学びの土台づくり」事業の実践 
～大学生による浦河町との協働活動～
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健康を支援する環境づくり（家庭、労働、余暇）、地
域活動の強化（エンパワメント、地域資源）、個人技
術の開発（生活の場）、ヘルスサービスの方向転換

（システム開発、文化的ニーズ）が記入される。2024
度で 4 回目となる大学生における協働活動は、2025
年 2 月に札幌国際大学短期大学部幼児教育保育学科
の学生と共に実施した。
　活動はこれまでの活動同様、運動遊びと造形遊び
の二部門で構成されていた。

【結果】プロセスワークシートでは、学生の活動は、
パートナー×地域活動の強化項目に位置づけた。
2024年度の学生が実施した活動は、幼児や親子への
運動遊び、造形遊び指導の企画から運営まで網羅的
に従事した。

【考察】プロセスシートを作成した目的は、事業の充
足度を関係者で共有するためであった。今回の事業
においては、その役割は果たした。更にプロセスシー
トを作成することにより、自治体関係者のみならず、
子育て支援や保育施設等の関係者との情報共有に役
立った。例えば、これまでの事業の中で不十分な活
動、また新たな活動を加える際の位置づけなど、活
動全体の概要が明瞭となった。また学生が加わった
ことは、現場に活力が生じただけではなく学生にとっ
ても学びの場とすることができた。

【結論】プロセスワークシートを用いた活動分析から、
プロセスが明確化し、次年度に向け、事業をどのよ
うに展開していくのか課題が明瞭化できた。

（E-mail: tsugushi-hayashi@ts.siu.ac.jp）
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■ P1-17

【緒言】健康的な食事を摂取している者はそうでない者と

比較して、食費が高いことがいわれている。近年、食料

の消費者物価指数は上昇しており、健康的な食事を摂取

するにはさらに食費が高くなることが想定される。誰も

が健康的な食事を摂取するためには、食費をかけなくて

も健康的な食事を準備できるような工夫が必要であると

いえる。そこで、本研究は、食費が安価でも健康的な食

事摂取につながる方法の検討に向けて、家庭においてイ

ンターネットや雑誌で推奨されている食費節約方法の実

態を質的に調査することを目的とした。

【方法】本研究は、インターネット検索調査と雑誌調査を

行った。インターネット検索調査では、検索サイト Google

を用い、①食費 and 節約、②食費 and 節約 and 家族、③

食費 and 節約 and 一人暮らしの 3 つの検索式で検索した。

研究者 2 名がそれぞれ検索して、上位50件ずつを抽出し

た。いずれかの検索結果に含まれるサイトも採用し、②

③は既出のサイトは除外して、①54件、②43件、③54件

のサイトを解析対象とした（最終検索日2024年 8 月23日）。

雑誌調査では、月刊の生活情報誌 1 誌および料理雑誌 1

誌の計 2 誌について過去 1 年間（2023年 8 月～2024年 7

月）に発刊された号を解析対象とした。

　解析対象としたテキストデータより、「食費を節約する

方法」「食費の節約につながる食品または料理」として掲

載されている項目をコードとして抽出した。食費節約方

法で抽出したコードは、研究者 3 名により KJ 法を用いて

整理した。コードから小カテゴリを作成し、類似したカ

テゴリから中カテゴリ、大カテゴリに整理し、構成図を

作成した。食品または料理は、日本食品標準成分表2020

年版（八訂）の食品群別に分類して整理した . 料理は使用

量が最も多い食材の食品群へ分類した。

【結果】食費を節約する方法として、計2276コードが抽出

され、「食行動・食生活」「家計管理」「食料品購入計画」

「食料品購買行動」「保存方法」「調理方法」「持続的な節

家庭において推奨されている食費節約方法の実態
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1）新潟県立大学　人間生活学部健康栄養学科、2）前新潟県立大学　人間生活学部健康栄養学科

約」の 7 つの大カテゴリに分類された。

　「家計管理」は「収支を管理する」「食費の予算を決め

る」「キャッシュレス決済で管理する」「ポイントをため

る」等の 8 つの中カテゴリに分類された。そのうち「食

費の予算を決める」では、「予算を決める（ 1 週間）」「予

算を決める（ 1 ヵ月）」「食費の内訳は『 3：1 』」「外食の

予算を立てる」等の10個の小カテゴリが出現した。

　「食料品購入計画」は「台所の整理整頓・在庫管理をす

る」「買い物リストを作成する」「情報収集する」「まとめ

買いをする」等の 9 つの中カテゴリに分類された。「情報

収集する」では、「特売日や特売品をチェックする」「安

くなる時間帯を把握する」「値段の相場を知っておく」等

の 6 つの小カテゴリが出現した。

　「食費の節約につながる食品及び料理」では「砂糖及び

甘味類」「種実類」を除く16食品群と複合料理（複数の食

品群の食材が同程度含まれた料理）が出現した。「豆類」

は220回出現し、出現回数の多かった食品は「豆腐」「厚

揚げ」「納豆」であった。「野菜類」は356回出現し、「も

やし」「キャベツ」「玉ねぎ」の出現回数が多かった .

【考察】家計管理により食費の予算を設定したり、情報収

集をして計画的に買い物に行き、店内での行動を工夫す

ることだけでなく、食料品購入後にも、保存方法・調理

方法を工夫して食品を長持ちさせることが食費の節約に

つながることが示唆された。安く購入した食品であって

もバランスの良い食事を準備できるような工夫を提案す

ることが、食費節約と健康的な食事づくりを両立させる

上では必要となると考えられる。

【結論】食費節約に多様な方法や食品が推奨されている実

態が示された。今後、それらが実際に食費の節約に効果

があるか、また、食費節約と健康的な食事づくりを両立

させる具体的な方法の検討が必要である。

（E-mail: y_kojima@unii.ac.jp）
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【緒言】
　ヘルスリテラシー（以下、HL）は、健康情報を入
手し、理解し、評価し、活用するための知識、意欲、
能力であり、これが高い者ほど、生涯にわたり Qual-
ity of Life（以下、QOL）を維持・向上できることが
明らかになっている。ヘルスプロモーションにおけ
る予防は公衆衛生上重要であり、HL に重点を置いた
介入は、生涯にわたる健康および QOL を保持・増進
する上で重要である。また、HL は、生活習慣が深く
形成される前の若年期に身に付ける必要がある。
　しかしながら、若年期にある学生は健康である場
合が多く、健康について自分ゴトとして考える機会
が少ない。よって、健康教育介入は、アクティブ・
ラーニング（以下、AL）を取り入れて、学生の関心
や理解を促す工夫や仕掛けが必要である。
　本研究は、八戸工業高等専門学校（以下、八戸高
専）学生を対象として、HL 向上を目的とした AL に
よる健康教育介入の効果を検証した。

【方法】
　八戸高専 5 学年男女39名（男性29名、女性10名、
19.5±0.7歳）を対象として、週 1 回90分、 8 週間の
AL 型健康教育介入を実施した。介入期間前後に、 伝
達的・批判的ヘルスリテラシー（以下、CCHL）と e
ヘルスリテラシー日本語版（以下、eHEALS）を質
問調査にて実施した。AL は、健康度測定とワーク
ショップを実施した。HL 介入効果指標として、
CCHL と eHEALS を評価した。統計解析は、対応の
ある t 検定を用いた。統計解析ソフトには IBM SPSS 
Statistics27を使用し、有意水準は 5 %（両側検定）
とした。

【結果】
　AL 型健康教育介入の結果、HL の指標である

■ P2-1

若年層のヘルスリテラシー向上を目的とした 
アクティブ・ラーニング型健康教育の実践
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CCHL、eHEALS ともに有意に向上した。（CCHL: 
pre; 18.6 ± 3.5、post; 20.6 ± 2.5、eHEALS: pre; 
25.0±6.4、post; 30.3±6.0）（P＜0.001）(Figure)

【考察】
　HL は健康教育により向上することが報告されてお
り、本研究においても同様の結果となった。加えて、
本研究対象者の CCHL および eHEALS は、先行研究
の平均値に比して高かったにもかかわらず、介入後
に向上した。このことから、本研究の AL 型健康教
育は、健康への関心が低い若年層に効率的かつ効果
的にアプローチするうえで有効であったと考える。
一方、CCHL の情報収集能力を問う設問では改善が
みられなかった。よって、今後は本研究の特徴であ
る AL 型健康教育に情報収集能力の向上が期待でき
る教育内容を追加して、若年層に向けた健康教育の
改善に努めたい。

【結論】
　本研究の AL 型健康教育は、若年層の HL 向上に
有効であることが示唆された。

（E-mail: uemura-g@hachinohe.kosen-ac.jp）

Figure．Comparison between basel ine and 
post-intervention
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■ P2-2

【緒言】ダウン症のある子ども（ダウン症児）の身体
活動量は、中・高生では学期中より長期休暇中の中
強度以上の身体活動（MVPA）時間が短い（山中ら、
2021）。学校生活のない期間の身体活動の詳細な検討
が必要である。従来の身体活動量評価は 1 日あたり
で算出したものであり、どの時間帯に座位行動（SB）
が多いかは不明である。学校生活が身体活動に影響
しているとすれば、長期休暇中は通学や校内活動の
間帯に SB が多く、MVPA が少ないと予想される。
本研究は、長期休暇中と学期中の身体活動量を 1 時
間単位で分析し、SB や MVPA の出現状況を確認す
ることを目的とした。

【方法】横断研究とした。対象はダウン症がある小学
生19名（ 1 ～ 6 年生）と中・高生16名（中 1 ～高 2
年）。身体活動量は 3 軸加速度計（Active style Pro 
HJA-750C オムロンヘルスケア株式会社製）を用い、
2017～2018年の学期中（ 7 月または 9 月）と長期休
暇中（ 7 ～ 8 月）に 1 週間（休日含む）装着して測
定 し た。SB（PA ≤ 1.6 METs）、MVPA（3.0 
METs ≤ PA）を評価した。身体活動量は、装着時間
の違いを考慮し、 1 時間ごとの SB および MVPA を
装着時間に対するの割合（%）で示した。両期間の
差は二要因分散分析（期間 � 時間帯）で検討し、交
互作用が認められた場合、多重比較検定を行った。
統計解析は SPSS Ver.23を用いた。長野県立大学倫
理委員会の承認を得て実施した（E18-1）。

【結果】小学生では SB、MVPA に期間と時間帯の交
互作用が認められた。長期休暇中は学期中に比べ、
SBは 8 時、13～14時台で有意に多く、MVPAは 8 時、
10時、13時台で有意に少なかった。中・高生では SB
に期間と時間帯の交互作用が認められ、長期休暇中
は学期中に比べ SB は 8 時および15～17時台は有意

ダウン症児の長期休暇中の時間単位でみた身体活動の特徴
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に多かった（いずれも p＜0.05）。
【考察】小学生の長期休暇中の身体活動は、学期中と
比較して、通学時間帯に相当する 8 時台や学校で過
ごす時間帯に相当する日中に SB の出現割合が多く、
MVPA の出現割合が少なかった。このことは、通学
や校内活動による好ましい影響が休みによってみら
れなくなる可能性があることを意味する。長期休暇
中は SB 削減と身体活動の促進が課題となる。通学
に代わる手段として、朝の散歩やラジオ体操への参
加など、SB を減らすための具体的な提案が望まれる。
ただし、本研究で日中の SB が多い要因が、校内活
動がないことによるものか、夏季の暑熱環境による
ものかは明らかでない。気象や物理的要因など、身
体活動は環境要因の影響を受ける。身体活動量の少
ない時間帯に一律に介入を行うことは慎重な対応が
望まれる。
　中・高生の長期休暇中の身体活動は、学期中と比
較すると通学や放課後の活動による好ましい影響が
みられなくなる可能性が高い。学期中は学校後に放
課後等デイを17時頃まで利用するが、長期休暇中は
15時で終了する。高校卒業後、ダウン症者は肥満の
リスクが増加することが指摘されている。長期休暇
中の SB を削減する工夫について、夕方の過ごし方、
例えば家事手伝いや買い物など、家族や支援者と考
える必要がある。

【結論】ダウン症児の長期休暇中の時間単位でみた身
体活動は、小学生は通学や日中の校内活動、中・高
生は通学や放課後活動に相当する時間帯の過ごし方
について、家族、学校、支援者とともに具体的な取
り組みを考える必要がある。

（E-mail: erichi4y@gmail.com）
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■ P2-3

【背景と目的】ダウン症のある成人（以下、ダウン症
者）は、高校卒業後に身体活動量が減少し、肥満や
生活習慣病のリスクが高まる傾向がある。成人期に
おける健康づくりには、卒業後も身体活動を継続的
に維持する取り組みが重要である。ダウン症者は筋
緊張が低く、心疾患を有する者も多いため、日常的
に無理なく行える活動として「歩行」に注目した。
現在、歩数や身体活動量を測定し記録・可視化でき
る機器やアプリケーション（以下、アプリ）が数多
く開発されている。しかし、ダウン症者の特性に配
慮したモニタリング機能を備えたものはない。ダウ
ン症者や支援者が楽しみながら使用できるアプリが
あれば、歩行促進ツールとして活用できる。そこで、
アプリ開発を目指し、以下の 3 点を目的とした実践
を行った。①ダウン症者の保護者からアプリへのニー
ズを収集しアプリ開発に反映させる、②実用性の高
いアプリを開発する、③ダウン症者にアプリを使用
した介入を実施し、使用状況を検証する。

【活動内容】①日本ダウン症協会富山、長崎支部の保
護者11名を対象にグループインタビューを行った。
発言は IC レコーダーで記録し、内容分析法により分
類整理した。②歩数を web 上のアプリに入力し、記
録・可視化する仕組みとした。アプリは既存の高齢
者を対象にした歩数管理アプリを改良することとし、
①の結果をもとに、ダウン症者の保護者 1 名も加わ
り議論を重ね、ダウン症者とその家族向けの歩行モ
ニタリングアプリを開発した。③ダウン症者とその
保護者10組を対象に介入を実施した。歩数の測定は
ポケット万歩Ⓡ（山佐時計計器株式会社製）を用い、
保護者にアプリへの歩数入力とアプリ使用状況の記

ダウン症者の歩行促進を目的とした保護者のニーズを 
反映したアプリ開発のプロセス
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録を依頼した。歩数は、歩数計のデータから予備測
定 2 週間とアプリ使用 4 週間の平均値で評価した。
介入後の質問紙調査でアプリの使用者、入力者、使
いやすさ、歩行への意識づけ、継続使用の意思、他
者への推奨意向、利点と改善点について問うた。長
野県立大学倫理委員会で承認を得て実施した。

【活動評価】①アプリのニーズは、［アプリ開発者へ
の提案］と［操作性］の 2 つのカテゴリーに分類さ
れ、サブカテゴリーとして前者では〈視認性〉〈承認
機能〉〈データ管理〉〈シンプルな機能〉など、後者
では〈簡便性〉が抽出された。②開発したアプリは、
歩数に応じて地図上のコースを猫のキャラクターが
進み、個人、チーム単位で進行状況をモニタリング
できる設計とした。画面案内はひらがな表記、入力
しやすいデザイン、歩数のグラフ表示など視認性に
配慮した。③アプリの評価は、10組中 8 組が親子で
使用、 6 組が入力作業を共同で実施、全員が「使い
やすい」「歩行への意識づけができた」「今後も使用
したい」と回答した。利点では「歩いた量が目で見
てわかり楽しい」「入力が簡単で親の支援なくできた」
などがあげられた。一方、入力忘れ防止のアラーム
やコース選択の要望などの改善点もあげられた。歩
数が1,000歩以上増加した者はダウン症者で 1 名で
あった。

【今後の課題】保護者の声を反映して開発した本アプ
リは、歩行の動機付けに寄与し、高い使用率と継続
意欲が確認された。今後は歩行促進の効果を検証す
ることが課題である。

（E-mail: 22H004@u-nagno.ac.jp）
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■ P2-4

【緒言】
　2021年から中学校学習指導要領が全面実施され、保健
の内容として「医薬品は正しく使用すること」の理解と
実践が求められている。この「医薬品」の取り扱いにつ
いては、2012年から実施の同学習指導要領で初めて取り
上げられた。しかし、「医薬品」に関する授業内容の十分
な検証はなされていない。さらに、オーバードーズ（以
下 OD）、がん治療薬、感染症処方薬、iPS 細胞を活用し
た創薬等の医薬品を取り巻く現代的な諸課題に対応して
いく必要がある。そこで「医薬品」に関する現代的な課
題への対処法等を取り入れた新しい保健授業の構成、実
践、検証を行うことが喫緊の課題となってきた。　本研究
は、中学校保健体育保健分野「医薬品の正しい使い方」
を対象とする。OD 等の現代的課題に対応するための新
しい授業を構成、実践し、その有効性を検証することを
目的とした。

【方法】
（ 1 ）研究フィールド
　a	 東京都区内国立 T 大学附属中学校（以下国立 T 中）
	 2 年生　205名（男女）
　b	 埼玉県加須市内公立 S 中学校（以下公立 S 中）
	 3 年生　211名（男女）
　c	 埼玉県さいたま市内私立 SS 中学校（以下私立 SS 中）
	 2 年生　115名（男女）

（ 2 ）授業実施時期
　a は2024年 3 月、b は2024年 9 月、c は2025年 3 月に実
施した。
　※実施時期、学年が統一できなかったのは、対象校の
事情によるものである。

（ 3 ）研究授業実施
　筆者が作成した指導案で、対象中学校の校長の承認を
得て、保健体育科担当教員の立ち会いのもと、筆者が実
施した。

（ 4 ）授業効果を知るため、授業前後でアンケート調査を
実施した。事前調査は、Q29以外は yes（ 1 ）、no（ 0 ）

中学校保健体育保健「医薬品」に関する現代的課題に 
対応した授業構成の実証研究 

―国公立、私立中学校での実践結果比較報告―
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の 2 件法で回答を得た。事後調査は 2 件法での回答を得
る質問と、授業内容の理解を問う 4 件法の回答（Q1）及
びそのコメントを記述する質問（Q2）、医薬品を活用す
るに当たり今回の授業が役に立ったかを問う 3 件法の回
答（Q3）及びそのコメントを記述する質問（Q4）を混在
させた。

【結果】
　事前・事後のアンケート調査の同一質問項目の yes-no
結果の割合を χ2検定により、比較した。共通13項目のう
ち授業後に有意に認識が改善されたものは、国立 T 中 8
項目、公立 S 中 9 項目、私立 SS 中は 6 項目であった。ま
た、対象 3 校をまとめて、事前・事後のアンケートを比
較した結果は、同10項目であった。今日的課題の OD に
関しての項目は 3 校とも有意に認識の改善が見られた。
有意差が見られなかった項目は、「副作用という言葉を
知っている」等であり、事前に常識として知識を獲得し
ていた可能性の高い項目であった。

【考察】
　対象 3 校分の事前・事後のアンケート結果から、本研
究で実施した授業構成は、中学生の「医薬品」に関する
知識を獲得し、使い方等の認識を向上させ、行動変容に
つながる意識変容に資することができたといえる。
　また、国公私立の学校種間での比較では、公立中学で
授業効果が高く、次いで国立中学、私立中学の順であり、
学校種間での違いが示唆された。

【結論】
　私立 SS 中に関しては、アンケートの実施が授業の直前、
直後であったため有意差が見られない項目が多く、授業
の有効性が高いとは言えなかった。再検証の必要があろ
う。
　また、全体の傾向で、「かかりつけの病院・医院、薬局」
の認知度が低いままであり、厚生労働省が推進する重要
な制度でもあり、今後の授業改善の課題としたい。

（E-mail: koyama@hiu.ac.jp）
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■ P2-5

運動推進自主グループの継続支援の成果と今後の方向性

米
よね

奥
おく

　淳
あつ

美
み 1）、浦口　こずえ1）、舞野　加奈子1）、江川　賢一2）

1）志摩市役所健康推進課、2）東京家政学院大学大学院

【緒言】

　志摩市では運動実践を通し、健康づくりを主体的

に行う「運動推進リーダー（以下「リーダー」とす

る）」を養成しており、リーダーが中心となり活動し

ている運動推進自主グループ（以下「グループ」と

する）の活動を支援している。現在活動しているグ

ループは最長で37年、短いグループでも16年以上は

活動している。活動内容は様々で、リズム体操、ボー

ルを使用した体操、ストレッチ等を行っている。コ

ロナ禍で活動停止が余儀なくされ、解散するグルー

プや高齢化が進む中でも活動を継続しているグルー

プがある。そこで、これまでの支援を振り返り、活

動の継続要因を明らかにし、どのような支援が有効

であったか検討することを目的とした。

【支援内容】

　グループへの支援として、リーダー養成講座、リー

ダー及びグループ間の意見交換の場として運動推進

連絡会議の開催、運動についての知識の習得・再確

認のためリーダー継続研修を実施した。また、イベ

ント等での運動発表の機会の提供、メンバーが参加・

交流できる学習会を実施した。グループ毎に担当を

決め、活動の様子の確認や困り事への対応、運動の

効果判定のための体力測定やオリジナル体操の作成

支援により継続的な活動を促した。

【成果】

　リーダー養成講座は、既存のグループからも受講

者を募ったことで、同じグループに主となって活動

するリーダーが増え、 1 人への負担が少なくなった

ことが活動の継続に繋がったと考えられた。

　運動推進連絡会議では、各グループの現状や今後

の希望等を確認し、リーダー継続研修や学習会の内

容に反映した。研修会では、保健師が講師をするだ

けでなく、大学教授等に継続的に依頼し、有酸素運

動や筋力トレーニング、年齢に応じた運動の注意点

や取り入れるとよい運動等、専門的な立場から直接

学ぶ機会を設けた。同じ内容の活動を継続するので

はなく、グループの実情や年齢に応じた活動内容に

修正して無理なく行ってきたことで、活動の継続に

繋がったと考える。

　令和 6 年度に実施したアンケートでは、活動継続

に必要なのは、人と話すこと、楽しいこととの回答

や、来年も研修会を実施して欲しい、活動を継続し

たいとの意見が多く、一緒に活動する仲間がいるこ

と、活動を通じて運動を楽しいと思えることが継続

の重要な要素であると考えられた。

　また、活動発表の場を作ることで、新たな体操を

作りたいという意欲が向上し、T シャツを制作する

等グループ内の結束強化にも繋がったと思われる。

　担当者は、イベント等で知った他のグループの体

操を学びたい等の希望に対して、交流する機会の調

整や活動の様子について積極的に情報提供したりす

ることに努めた。活動を強要するのではなく、個々

のグループの意向や、要望に応じた活動ができるよ

うに支援してきたことも、活動の継続に繋がったと

考える。

【今後の方向性】

　グループによっては高齢者が多く、活動の場が交

流の場となり、フレイル予防にも繋がっている。現

在活動しているリーダーの多くは、できる限り活動

を継続していきたいとの思いを持っている。

　今後も研修会や仲間づくり・交流の機会を積極的

に提供しつつ、年齢や体力等を考慮し、状況に応じ

た活動を継続していけるように支援していきたい。

（E-mail: yoneoku-atsumi@city.shima.mie.jp）
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【緒言】一生の食生活が健康で心豊かになるかどうかは、

子どもの頃からの食生活の積み重ねによって決まること

が指摘されている。子どもの頃の家族との共食や食事づ

くりの手伝いが大人になってからの食生活に関連する等、

子どもの頃の特定の食に関する経験（以下、食経験）が

成人後の健康的な食生活に関連することは国内外で報告

されている。我々は、家庭、学校、地域等の生活の場全

体で起こりうる食経験を包括的に捉える必要があると考

えているが、そのような視点で食経験の実態を検討した

報告はほとんどない。そこで、本研究では、大学生を対

象に学童期・思春期の頃の食経験を質的に明らかにする

ことを目的とした。本発表では、学童期である小学生の

頃の食経験について報告する。

【方法】研究対象は、発表者らが所属する 3 大学にて2024

年10月～2025年 1 月に各大学で実施した、自身の食の自

分史（食歴）を振り返る「食歴ワーク」（90～100分）に

参加し、かつ本研究への協力に同意した大学 1 ～ 3 年生

74名である（A 大学26名、B 大学36名、C 大学12名）。類

似の研究がほとんどないため、食に対して関心が高く、

過去の食経験を自身が言語化しやすいと考えられた栄養

学専攻の大学生を対象とした。本研究では、ワークで対

象者がワークシートに記載した内容のうち、小学生の頃

のポジティブな（楽しかった、嬉しかったなど）食事の

思い出やエピソード及び小学生の頃のネガティブな（つ

まらなかった、さみしかった、嫌だったなど）食事の思

い出やエピソードの記述と、基本的属性（性別、学年、

居住形態）を分析に用いた。ポジティブ／ネガティブな

エピソードは、考えても思いつかない場合や思い出すの

が辛い場合などは、無理に書かずに空欄のままでよいこ

とを指示した。記述内容は、ポジティブなエピソード、

栄養学専攻の大学生における子どもの頃の 
食経験に関する質的検討 1 ： 

小学生の頃の食経験

衞
え

藤
とう

　久
く

美
み 1）、會退　友美2）、坂本　達昭3）

1）女子栄養大学　栄養学部、2）東京家政学院大学　人間栄養学部、3）熊本県立大学　環境共生学部

ネガティブなエピソードごとに、コード化を行った。 1

人の記述に複数の内容が含まれる場合は、エピソードの

内容 1 つにつき 1 コードとなるよう断片化した。類似し

たコードごとにカテゴリー化し、カテゴリーを〈　〉で

示した。コード化及びカテゴリー化については、発表者

3 名で協議しながら実施した。

【結果】対象者の72名（97.3%）は女性で、 1 年生は19名

（25.7%）、 2 年生（35.1％）、 3 年生（25.7％）だった。

家族と同居している者が62.2％と最も多く、 1 人暮らし

35.1％、その他2.8％だった。小学生の頃のポジティブな

食経験は71名（95.9％）が記述し、93個のコードが生成

された。30のカテゴリーに集約され、〈遠足や運動会のお

弁当〉（n＝13）、〈友達と一緒に食べた食事〉（n＝ 9 ）、〈祖

父母・親戚との特別な食事〉（n＝ 8 ）、〈家族との外食〉

（n＝ 7 ）、〈祖父母・親戚との外食〉（n＝ 5 ）等のカテゴ

リーがみられた。一方小学生の頃のネガティブなエピソー

ドは60名（81.1%）が記述し、71個のコードが生成された。

31個のカテゴリーに集約され、〈嫌いなものが給食に出た

こと〉（n＝11）、〈苦手なものが出た食事〉〈給食を食べき

れず残されたこと〉（n＝ 9 ）、〈家で 1 人で食べる食事〉

〈学校の先生の嫌な思い出・印象〉〈給食を全部食べない

といけなかったこと〉（n＝ 4 ）等のカテゴリーがみられた。

【考察・結論】小学生の頃の食経験として、ポジティブ、

ネガティブに共通して、学校給食に関するカテゴリーが

多く挙がった。ポジティブなエピソードでは、特別な日

の弁当や食事、祖父母・親戚との食事などのカテゴリー

が上位に挙がった。普段の日常的な食事よりも特別な日

の食事の方が印象として強く残っているため、記述が多

いのではないかと推察された。

（E-mail: ekumi@eiyo.ac.jp）

■ P2-6
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■ P2-7

栄養学専攻の大学生における子どもの頃の 
食経験に関する質的検討 2 ： 

中学生の頃の食経験

會
あい

退
ぬき

　友
とも

美
み 1）、衞藤　久美2）、坂本　達昭3）

1）東京家政学院大学　人間栄養学部、2）女子栄養大学　栄養学部、3）熊本県立大学　環境共生学部

【緒言】子どもの頃の食経験の積み重ねが将来の食生活に

関連することがいわれている。中学生の頃の家族との共

食は、心の健康状態に関連していること、成人してから

の野菜摂取頻度に関連する等、子どもの頃の特定の食に

関する経験（以下、食経験）が成人後の健康的な食生活

に関連することは国内外で報告されている。我々は、家

庭、学校、地域等の生活の場全体で起こりうる食経験を

包括的に捉える必要があると考えているが、そのような

視点で食経験の実態を検討した報告はほとんどない。そ

こで、本研究では、大学生を対象に学童期・思春期の頃

の食経験を質的に明らかにすることを目的とした。本発

表では、思春期の始まりといえる中学生の頃の食経験に

ついて報告する。

【方法】研究対象は、発表者らが所属する 3 大学にて2024

年10月～2025年 1 月に各大学で実施した、自身の食の自

分史（食歴）を振り返る「食歴ワーク」（90～100分）に

参加し、かつ本研究への協力に同意した大学 1 ～ 3 年生

74名である（A 大学26名、B 大学36名、C 大学12名）。類

似の研究がほとんどないため、食に対して関心が高く、

過去の食経験を自身が言語化しやすいと考えられた栄養

学専攻の大学生を対象とした。本研究では、ワークで対

象者がワークシートに記載した内容のうち、中学生の頃

のポジティブな（楽しかった、嬉しかったなど）食事の

思い出やエピソード及び中学生の頃のネガティブな（つ

まらなかった、さみしかった、嫌だったなど）食事の思

い出やエピソードの記述と、基本的属性（性別、学年、

居住形態）を分析に用いた。ポジティブ／ネガティブな

エピソードは、考えても思いつかない場合や思い出すの

が辛い場合などは、無理に書かずに空欄のままでよいこ

とを指示した。記述内容は、ポジティブなエピソード、

ネガティブなエピソードごとに、コード化を行った。 1

人の記述に複数の内容が含まれる場合は、エピソードの

内容 1 つにつき 1 コードとなるよう断片化した。類似し

たコードごとにカテゴリー化し、カテゴリーを〈　〉で

示した。コード化及びカテゴリー化については、発表者

3 名で協議しながら実施した。

【結果】対象者の基本的属性については、第 1 報の通りで

ある。中学生の頃のポジティブな食経験は71名（95.9％）

が記述し、92個のコードが生成された。40のカテゴリー

に集約され、〈友達と一緒に食べた給食〉（n＝10）、〈好き

なものが給食・弁当に出たこと〉（n＝ 8 ）、〈部活中・後

の食事】（n＝ 6 ）、〈誕生日のケーキ〉〈家族との外食〉〈自

分の手作り料理を喜んでもらったこと〉〈友人との外食〉

（n＝ 4 ）等のカテゴリーがみられた。一方中学生の頃の

ネガティブなエピソードは60名（81.1％）が記述し、64

個のコードが生成された。31個のカテゴリーに集約され、

〈家で一人で食べる食事〉（n＝ 8 ）、〈嫌いなものが給食／

弁当に出た〉（n＝ 6 ）、〈学校の先生の嫌な思い出・印象〉、

〈部活関係のきつい食事〉（n＝ 4 ）、〈友人との会話を楽し

めなかったこと〉〈塾・習い事でゆっくり食べられなかっ

たこと〉（n＝ 3 ）等のカテゴリーがみられた。

【考察・結論】中学生の頃の食経験として、ポジティブ、

ネガティブともに友達や部活など学校に関するカテゴリー

が多くみられた。また、自分で料理をする食事づくりに

関するカテゴリーも出現した。さらに友人との外食や打

ち上げなど、大人不在の場での共食が増えた一方、家で

一人で食べる食事もネガティブな印象として残っていた。

このことから、中学生では、家族との生活が基盤にあり

ながらも、食を通した交友関係が家庭外にも広がってい

ると推察された。

（E-mail: tainuki@kasei-gakuin.ac.jp）
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■ P2-8

【緒言】一生の食生活が健康で心豊かになるかどうかは、

子どもの頃からの食生活の積み重ねによって決まること

が指摘されている。子どもの頃の家族との共食や食事づ

くりの手伝いが大人になってからの食生活に関連する等、

子どもの頃の特定の食に関する経験（以下、食経験）が

成人後の健康的な食生活に関連することは国内外で報告

されている。我々は、家庭、学校、地域等の生活の場全

体で起こりうる食経験を包括的に捉える必要があると考

えているが、そのような視点で食経験の実態を検討した

報告はほとんどない。そこで、本研究では、大学生を対

象に学童期・思春期の頃の食経験を質的に明らかにする

ことを目的とした。本発表では、高校生の頃の食経験に

ついて報告する。

【方法】研究対象は、発表者らが所属する 3 大学にて2024

年10月～2025年 1 月に各大学で実施した、自身の食の自

分史（食歴）を振り返る「食歴ワーク」（90～100分）に

参加し、かつ本研究への協力に同意した大学 1 ～ 3 年生

74名である（A 大学26名、B 大学36名、C 大学12名）。類

似の研究がほとんどないため、食に対して関心が高く、

過去の食経験を自身が言語化しやすいと考えられた栄養

学専攻の大学生を対象とした。本研究では、ワークで対

象者がワークシートに記載した内容のうち、高校生の頃

のポジティブな（楽しかった、嬉しかったなど）食事の

思い出やエピソード及び高校生の頃のネガティブな（つ

まらなかった、さみしかった、嫌だったなど）食事の思

い出やエピソードの記述と、基本的属性（性別、学年、

居住形態）を分析に用いた。ポジティブ／ネガティブな

エピソードは、考えても思いつかない場合や思い出すの

が辛い場合などは、無理に書かずに空欄のままでよいこ

とを指示した。記述内容は、ポジティブなエピソード、

栄養学専攻の大学生における子どもの頃の 
食経験に関する質的検討 3 ： 

高校生の頃の食経験

坂
さか

本
もと

　達
たつ

昭
あき1）、衞藤　久美2）、會退　友美3）

1）熊本県立大学　環境共生学部、2）女子栄養大学　栄養学部、3）東京家政学院大学　人間栄養学部

ネガティブなエピソードごとに、コード化を行った。 1

人の記述に複数の内容が含まれる場合は、エピソードの

内容 1 つにつき 1 コードとなるよう断片化した。類似し

たコードごとにカテゴリー化し、カテゴリーを〈　〉で

示した。コード化及びカテゴリー化については、発表者

3 名で協議しながら実施した。

【結果】対象者の基本的属性については、第 1 報の通りで

ある。高校生の頃のポジティブな食経験は73名（98.6％）

が記述し、93個のコードが生成された。27のカテゴリー

に集約され、〈部活中・後の食事〉（n＝11）、〈友人との外

食〉〈友人との放課後の食事〉（n＝10）、〈家族との特別な

食事〉（n＝ 7 ）、〈友人と一緒に食べた昼食〉（n＝ 6 ）等

のカテゴリーがみられた。一方、高校生の頃のネガティ

ブなエピソードは63名（85.1％）が記述し、72個のコー

ドが生成された。22個のカテゴリーに集約され、〈コロナ

による黙食（学校）〉（n＝29）、〈コロナによる黙食（場面

不明）〉（n＝10）、〈家族との食事が苦手〉〈コンビニ飯・

冷食だった〉〈受験期の食事〉〈精神的につらい時の食事〉

（n＝ 3 ）等のカテゴリーがみられた。

【考察・結論】高校生の頃のポジティブな食経験としては、

友人との関わりに関するカテゴリーが多かった。これは

高校生になると、小中学生の時期に比べて友人との食事

の機会が多いことが起因している可能性がある。一方、

ネガティブな食経験としては、コロナ禍による黙食に関

する内容が多かった。このことは本研究の対象者は、高

校生の頃にコロナにより黙食を余儀なくされた環境下に

あり、その経験が強く印象に残っているためであると推

察される。

（E-mail: sakamoto3@pu-kumamoto.ac.jp）
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■ P2-9

【緒言】日本の文部科学省が公表した2024年全国体

力・運動能力調査によると、小学生の体力総合得点

は過去10年と比較して男女ともに低下が続いており、

前年度よりも男子でほぼ横ばい、女子で低下してい

る。これまでの小学生における体力に関する多くの

研究で、運動や睡眠などの生活習慣だけでなく食習

慣も体力に影響することが指摘されている。食習慣

に着目すると、朝食欠食の増加、野菜・果物の摂取

不足とファストフード・スナック・甘い飲み物（SSB）

の増加が問題視されている。文部科学省は、小学生

における食習慣の改善を通した体力・運動能力向上

は、極めて重要な役割を果たすと述べている。そこ

で本研究は、小学生の体力レベルと食習慣の関係を

明らかにすることを目的とした。

【方法】公立小学校に通う10歳から12歳の高学年児童

で、保護者及び本人の同意が得られた454名（男子

215人、女子239人）を対象に、食習慣に関する自己

記入式質問紙調査を行った。項目は、野菜、果物、

ファストフード、スナック、SSB の 1 週間の摂取頻

度とし、小学生でも簡単に回答ができるように、目

安量をイラストで表示した。また、彼らの体力総合

得点を含む新体力テスト結果と学年、性別、体格要

因（身長、体重）を既存情報として学校から取得し

た。学年を制御変数とした偏相関係数と体力総合得

点を従属変数、体格、食習慣の項目を独立変数とし

た重回帰分析により標準化係数を求めた。

【結果】偏相関分析、重回帰分析の結果、男子の体力

レベルには、身体的要因である肥満度と食習慣要因

であるスナックの摂取頻度が直接影響する可能性が

示唆された。女子では、野菜や果物の摂取頻度が多

小学生の体力レベルと食習慣の関係

馬
ば

場
ば

　朝
あさ

美
み 1,3）、鈴木　真美2）

1）中村学園大学　栄養科学部　栄養科学科、2）つくば市立学園の森義務教育学校、 
3）筑波大学大学院　人間総合科学学術院　人間総合科学研究群

い者は、体力レベルが高く、ファストフードの摂取

頻度が多い者は、体力レベルが低い傾向が示された。

【考察】小学生における体力レベルの向上は、成長期

である子ども時代の体力低下の問題を解決するだけ

でなく、生涯における体力・運動能力の維持増進に

つながる重要な時期である。今回、小学生の体力レ

ベルの低下には、スナックやファストフードなどの

摂取頻度が直接的に影響している可能性を示唆した。

中学生を対象とした研究でも、週 1 回以上のファス

トフード・スナック摂取と体力合計点低値との関連

が報告されている。スナックやファストフードなど

の摂取は、食習慣の乱れにつながり、体力レベルに

も影響を及ぼす可能性が考えられる。さらに、野菜

や果物の摂取頻度とも関連がみられたことから、炭

水化物やタンパク質だけでなく、ビタミン、ミネラ

ル、食物繊維を多く含む野菜や果物の摂取が、体力

レベルの向上に寄与する可能性を示唆した。

【結論】今回の結果から、男子では肥満度、スナック

の摂取頻度、女子では野菜・果物、ファストフード

の摂取頻度が体力レベルに影響する要因であること

が明らかになった。男子では食習慣要因と関連は少

なかったものの、体力レベルの向上のためには、ス

ナックやファストフードの摂取頻度を減らし、野菜・

果物の摂取頻度や量を増やす取組や食育の推進が必

要であることが示唆された。今後は、牛乳やヨーグ

ルト等の乳製品やその他の食品群との関連も検討し、

食習慣の改善を通した体力レベルの向上に取り組ん

でいくことが重要である。

（E-mail: asami.b@nakamura-u.ac.jp）
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■ P2-10

【目的】昨年、利用者の大半が中年女性である社員食

堂において、野菜摂取量増加に向けた食環境整備の

実践活動を本学会で報告した。今年度は、利用者の

大半が男子学生である大学食堂で、健康無関心層が

多いと思われる男子を対象に、同様の活動を行い、

異なる対象者に対する食環境整備のアプローチを検

討した。

【活動内容】2024年10月18日～11月15日をベジ UP 月

間とし、食事はボリューム・低価格重視である男子

学生の人気メニューに、低価格な野菜を中心に野菜

120g以上を使用したボリュームのあるメニューを「ベ

ジ UP メニュー」として考案し食堂で提供した。ベ

ジ UP 月間前と期間中の各10日間の 1 メニューあた

りの野菜、緑黄色野菜量を比較した。2024年10月18、

19日、11月14、15日に食堂で野菜摂取量推定装置ベ

ジチェック ®（カゴメ株式会社）を用い、ベジスコ

アの測定と野菜摂取の情報提供のイベントを開催。

各回でベジスコアが最も高い者と変化量が大きい者

を表彰した。参加者には野菜摂取に関するアンケー

ト調査を実施。ベジスコアの変化はウィルコクソン

の符号順位検定（P＜0.05）で評価し、野菜摂取の行

動との関連を調査した。

【活動評価】 1 メニューあたりの野菜量は82±36g か

ら124±4g、緑黄色野菜は22±11g から63±24g で有

意に増加し、食堂での野菜摂取増加につながる食環

境を整備できた。イベント参加者は10月45人、11月

38人で 1 日の食堂利用者数の約 3 割で参加率は低かっ

た。両日参加は30人の内20代男性の24人を解析対象

とした。平均ベジスコアは4.9±0.9から5.1±0.9で

男子学生の野菜摂取促進に向けた食環境整備
～大学食堂における野菜充足度チェックイベントと 

ベジ UP メニューの提供～

山
やま

口
ぐち

　絵
え

里
り 1）、今井　詠子1）、葉梨　静香2）、品川　喜代美2）、高戸　良之2）

1）シダックスフードサービス（株）、2）シダックス総合研究所

有意に増加。行動変容ステージは事前で無関心期13

人（54.2％）が事後 2 人（8.3％）に減少、15人が行

動変容ステージの上位に移行。事前の野菜摂取は

「もっと食べようと思う」が 5 人（20.8％）、「変わら

ない」19人（79.2％）。「変わらない」と答えた理由

で最も多かったのは「野菜は値段が高いから」 7 人

だった。事後に「野菜をもっと食べようと思う」は

22人（91.7％）と増加。期間中の野菜摂取の方法で

最も多かったのは「食堂で野菜の多いメニューを選

択する」15人（62.5％）だったことから、食堂での

野菜摂取の体験が意欲や行動変容を促したと示唆さ

れた。一日で野菜のおかずを食べる回数は「 3 回」

が 0 名から 8 名と増加。野菜摂取タイミングは朝食

1 名（4.2％）か ら 10 人（41.7％）、夕 食 13 名

（54.2％）から22名（91.7％）と増加。野菜充足度

チェックイベントと食堂での食環境整備により参加

者のベジスコアの増加と食行動変容につながった。

一方でベジスコアの目標数値は 8 ～ 9 であり、事後

も低値であった。食事回数が 2 回である者は事前

62.5％、事後54.2％と高く、 2 回群は 3 回群と比べ、

ベジスコアが有意に低く、野菜摂取と共に 3 食の食

事を啓発する必要があった。

【今後の課題】食堂利用者に対してイベント参加者は

少なく、参加率向上の工夫が必要である。対象店舗

は常勤栄養士の不在や食材費高騰の影響でイベント

としての実施にとどまり、今後は持続可能な取組を

検討していきたい。

（E-mail: shizuka_hanashi@shidax.co.jp）
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■ P2-11

【目的】本研究は、都内 E 区の食育推進計画で掲げる目標
の達成に向けた食環境整備の一環として健康弁当を開発
し［研究 A］、その弁当を教材とした食育プログラムを開
発と評価をすること［研究 B］を目的とした。E 区では、
区民の食生活に関する課題として、バランスの良い食事
を食べる頻度が全国の中で低いこと、食塩摂取量が高く、
野菜摂取量が少ないことが挙げられ、外食・中食の利用
頻度は都内でも高いという特徴をもつ。こうした現状を
踏まえ、産学官連携による食環境整備事業「E.I.S 健康弁
当プロジェクト（以降プロジェクト）」が始動した。本報
告では［研究 A］で開発された弁当を中心に、企画、経
過の評価（形成的評価）を行う。

【活動内容】 1 ．プロジェクトのフローと評価：プロジェ
クトは、2023年10月より、PDCA サイクルに沿って進め
た（図）。企画評価では、弁当の開発の基準や条件に関す
る評価、経過評価では開発した弁当の栄養価や弁当の販
売数、広報用教材の利用状況等、影響・結果評価では、
プログラムの目標に関する評価を位置づけた。
　 2 ．開発弁当の条件等：開発弁当の条件は「 3 ・ 1 ・
2 弁当箱法」Ⓒ NPO 法人食生態学実践フォーラムとス
マートミールⓇの「ちゃんと」の基準を満たすこととし、
ターゲット層は仕事や子育てに多忙な年代となる20代～
30代の女性とした。2024年 2 月より、学生からのメニュー
募集、複数回の試食・評価会、サンプル検討会を行い、

産学官連携による健康弁当を通じた食環境整備の試み 
その 1 　形成的評価

村
むら

田
た

　あずさ1）、間橋　杏3）、日高　洋子4）、舩田　友紀5）、福島　真喜子6）、 
小山　遊子7）、井上　俊哉7）、石田　優弥8）、吉岡　有紀子1,2）

1）相模女子大学大学院栄養科学研究科、2）相模女子大学栄養科学部、3）元相模女子大学栄養科学部、 
4）江戸川区健康部健康サービス課、5）江戸川区教育委員会学務課、6）元江戸川区健康部健康サービス課、 

7）（株）イトーヨーカ堂サステナビリティ推進部、8）（株）イトーヨーカ堂惣菜部

6 月に完成した。
　 3 ．評価方法：弁当喫食者に対し、Google フォームに
よる Web 調査を行い、喫食者80名より回答を得た。
　 4 ．解析方法：解析には、IBM SPSS Ver.27を用い、
記述統計を行った。欠損値は項目ごとに除外した。
　 5 ．倫理的配慮：相模女子大学倫理委員会の承認を得
て行った（第23036号）。

【活動評価】 1 ．企画・経過評価［研究 A］：弁当「頑張
るあなたを！応援弁当」が開発され、本弁当は「 3 ・ 1 ・
2 弁当箱法」とスマートミールの基準を満たし、野菜類
を150 g 以上使用した弁当となった（写真）。一方で、販
売価格は、税込754円と設定した498～598円より高くなっ
た。広報用教材にはナッジの EAST を活用したリーフレッ
トを用いた。
　 2 ．経過評価［研究 B］：弁当の販売実績は目標の500食
を超え、喫食者の全員が、弁当が「おいしかった」と回
答した。広報教材（リーフレット）は600枚配布され、広
報用教材を「見た」者は78名（97.5％）、「見ていない」
は 2 名（2.5％）であった。弁当の購入理由に「広報用教
材に魅力を感じた」を挙げた者は22名（27.5％）であった。

【今後の課題】計画通りの弁当の開発・販売ができた一方
で、設定価格に対する課題が残った。広報用教材は、周
知のみでなく、購入理由にもつながる役割をもつ可能性
が示唆されたことから、より効果的な広報用教材の検討
も行う必要があると考えられた。

（E-mail: s2593301@st.sagami-wu.ac.jp）

図．プロジェクトのフローと評価の位置づけ
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■ P2-12

【目的】本研究は、都内 E 区の食育推進計画で掲げる目標
の達成に向けた食環境整備の一環として健康弁当を開発
し［研究 A］、その弁当を教材とした食育プログラムを開
発と評価をすること［研究 B］を目的とした。E 区では、
区民の食生活に関する課題として、バランスの良い食事
を食べる頻度が全国の中で低いこと、食塩摂取量が高く、
野菜摂取量が少ないことが挙げられ、外食・中食の利用
頻度は都内でも高いという特徴をもつ。こうした現状を
踏まえ、産学官連携による食環境整備事業「E.I.S 健康弁
当プロジェクト（以降プロジェクト）」が始動した。本報
告では［研究 B］の食育プログラムを中心に、学習目標、
行動目標、環境目標に関する評価（総括的評価）を行う。

【活動内容】 1 ．プロジェクトのロジックモデル：プロジェ
クトの活動内容と目標との関連をロジックモデルで整理
した（図）。長期的な目標には区の食育計画のねらいを位
置づけた。アウトカム、中間アウトカムの達成に必要な
活動として、［研究 A］の開発弁当の販売と情報の発信（a
プログラム）、食育イベントの実施（b プログラム）、店舗
スタッフへの研修の実施（c プログラム）をした。なお、
c プログラムは環境目標達成に向けた活動に位置づけた。
　 2 ．プログラム（a、b、c）の内容：a プログラムでは、

産学官連携による健康弁当を通じた食環境整備の試み
その 2 　総括的評価
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福島　真喜子6）、小山　遊子7）、井上　俊哉7）、石田　優弥8）
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6 日間、弁当販売を行うとともに、リーフレットやポス
ターなどによる情報の発信を行った。b プログラムでは、
販売期間の土日、プロジェクトメンバー出題のクイズを交
えたイベントを実施した（15分／回、 6 回）。c プログラム
では、販売期間前に、販売店舗スタッフへ、研修では開発
弁当の実食、プロジェクトや弁当に関する学習、販売の
ロールプレイングを含めた研修を実施した（45分／回、 2
回）。
　 3 ．評価方法：目標の達成度について調査を行った

（表）。

　 4 ．解析方法：解析には、IBM SPSS Ver.27を用い、
X2検定を行った。欠損値は項目ごとに除外した。
　 5 ．倫理的配慮：相模女子大学倫理委員会の承認を得
て行った（第23036号）。

【活動評価】ぴったりな食事の “ 量 ” と “ 質 ” と “ 味 ” を
全て実践できそうだと思った者（「思った」または「少し
思った」者。以下、高群）は、弁当喫食者のうち、女性
42名（79.3％）、男性17名（63.0％）であり、女性の高群
では、誰かに話したいと「思った」者が34名（81.8％）
と低群 5 名（45.5％）に比べ有意に多かった。イベント
参加者では、高群の割合は女性10名（100％）、男性 6 名

（66.6％）であった。スタッフ研修参加者では、全員が研
修終了後に弁当についてわかった（「わかった」または

「少しわかった」）と回答し、食環境整備における従業員
の役割と意義がわかった者は15名（75.0％）であった。

【今後の課題】食育プログラムの目標は概ね達成されてい
たものの、調査協力者の人数や追跡調査の難しさ等の課
題が残った。今後、より適切な評価のために、調査協力
者数を増やす工夫の検討が必要である。

（E-mail: yoshioka_yukiko@isc.sagami-wu.ac.jp）図．プロジェクトのロジックモデル

個別施策 アウトプット
アウトカム
(行動目標)

長期的な目標
(結果目標)

弁当の販売数，
弁当の満足度

ﾊﾞﾗﾝｽの良い食事,
適塩の食事を食べる
自信がある者の増加

ﾊﾞﾗﾝｽの良い
食事をする者
の増加

販売ﾌﾞｰｽの面積
ﾊﾞﾗﾝｽの良い食事,
適塩の食事がわかる
者の増加

適塩の食事を
する者の増加

情報への
アクセスの
整備：弁当
に関する
情報の発信

広報教材の
配布数，掲示数，
閲覧状況

SNS配信状況

ﾊﾞﾗﾝｽの良い食事,
適塩の食事について
家族や仲間に話したい
と思う者の増加

ﾊﾞﾗﾝｽが良く
適塩の食事を
ｽｰﾊﾟｰなどで
購入する者の
増加

ﾊﾞﾗﾝｽの良い
食事,適塩の
食事について
家族や仲間に
話す者の増加

学習の場の
提供：食育
ｲﾍﾞﾝﾄの実施

ｲﾍﾞﾝﾄの参加人数，
満足度，参加特典
の配布数

ﾊﾞﾗﾝｽが良く適塩の
食事をｽｰﾊﾟｰなどで
入手したいと思う
者の増加

外食や中食等
で副菜を選択
する者の増加

食環境整備のねらいを
知っている従業員の
増加

食環境整備に関する
知識を持つ
従業員の増加

食環境整備に
対する意欲の
高い従業員の
増加

食物への
アクセスの
整備：
ﾊﾞﾗﾝｽが良く
適塩の弁当
の販売

関係者への
教育：ｽﾀｯﾌ
研修の実施

研修の参加人数，
満足度

中間アウトカム
(学習目標・行動目標・環境目標)

食を通して
心身ともに
健康で豊かな
人生を送る者
の増加
(E区食育計画の
ねらいを達成)

態度

態度

態度

知識

態度

知識

知識

行動

行動

行動

活動 

表．調査の概要
A.弁当販売 B.食育イベント C.スタッフ研修

調査対象 弁当喫食者503名 ｲﾍﾞﾝﾄ参加者99名 研修参加者22名
①弁当喫食後 ①イベント終了後 ①研修終了後

➁販売期間終了後
調査方法

①80名（15.9％） ①20名（20.2％） ①20名（90.9％）
➁9名（1.8％） ➁3名（3.0％） ➁19名（86.4％）

➁販売から2か月後
調査時期

GoogleフォームによるWeb調査

有効回答
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■ P2-13

【緒言】近年、働き方改革や健康経営が重視される中、労
働者の生産性、心身の健康、ワーク・エンゲイジメント
の改善が重要な課題となっている。しかしながら、日本
では組織風土や職場環境等の影響により、個人が自由に
休憩を取ること、座ることと動くことの適度なバランス
を保ちながら仕事をすることが難しい状況が続いている
可能性がある。本研究は就労者を対象に、ウェルビーイ
ングの充実の一助とするため、小休憩の実態および職場
における休憩環境によるワーク・エンゲイジメントとの
差異について明らかにすることを目的とした。

【方法】2,000名の就労者を対象に web 調査を実施し、フ
ルタイム就労者に限定した1,596名（男性57.8%、女性
42.2%、平均年齢43.5±13.0歳、平均労働時間8.3±1.3
時間）を分析対象とした。調査項目は、職場内での小休
憩（食事を除く 3 ～ 5 分程度の休憩）に対する認識およ
び実施状況、ワーク・エンゲイジメント（ユトレヒト・
ワーク・エンゲイジメント尺度 9 項目版）、職場内の休憩
環境（設備、飲料）とした。小休憩の有無、および職場
での飲料摂取（コーヒー、コーヒー以外の飲料、飲まな
い）で分類した 6 群間におけるワークエンゲージメント
の差異は、t 検定および分散分析を用いて検討を行った。

【結果】全体の85.2% が小休憩の必要性を感じる一方で、
実際には19.7% が「小休憩なし」と回答した。「小休憩あ
り群（n＝1,281）」は「なし群（n＝315）」に比べ、ワー
ク・エンゲイジメントの各下位尺度（活力、熱意、没頭）
の平均値が有意に高かった（それぞれ、p＜0.001、p＜
0.01、p＜0.01）。職場環境に関しては、39.5% が職場に
給湯設備があると回答した。また、カフェスペースなど
飲料とともに休憩できる場所がある回答者は22.2% にと
どまり、さらに23.6% は職場内に休憩設備がないと回答
した。
　一方、職場でよく飲まれる飲料は、お茶、コーヒー、

就労者のウェルビーイング充実に向けた小休憩および 
コーヒーの役割
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石井　香織4）、柴田　愛5）、岡　浩一朗4）

1）ネスレ日本株式会社、2）明治大学文学部、3）早稲田大学大学院スポーツ科学研究科、 
4）早稲田大学スポーツ科学学術院、5）筑波大学体育系

水であった。職場で飲む理由は、お茶・水は「のどを潤
す」回答が75.6％であったのに対し、コーヒーは「生産
性を高める／維持する」「リラックス／リフレッシュ」回
答が計60.4％存在した。またコーヒーはデスクから離れ
た場所で用意する者が56.8％、お茶・水はデスクに持込
む者が68.3％となり、コーヒーのほうが座席を立つ可能
性があることが明らかになった。
　小休憩の有無と職場での飲料摂取で分類した 6 群間に
おけるワーク・エンゲイジメントの差異については、「小
休 憩 あ り＋ コ ー ヒ ー を 摂 取 群（n＝801）」は

「小休憩なし＋コーヒー以外を摂取群（n＝147）」に比べ、
各下位尺度（活力、熱意、没頭）の平均値が有意に高かっ
た（それぞれ、p＜0.001、p＜0.01、p＜0.01）。また「小
休憩あり＋コーヒー摂取群（n＝801）」は、「小休憩なし
＋飲料なし群（n＝44）」に比べ熱意・没頭の平均値が有
意に高く（いずれも p＜0.05）、「小休憩あり＋コーヒー
以外摂取群（n＝427）」に比べても熱意の平均値が有意に
高かった（p＜0.05）。それ以外の群間には差がみられな
かった。

【考察および結論】本調査を通じて、職場への満足度は低
くはないものの、疲労感や気分の不調を感じる回答率は
高く、潜在的なプレゼンティズムの存在が示唆された。
また、職場での小休憩は必要と感じているが十分取得で
きているとは言い難い実態も浮き彫りになった。背景に
は、職場の休憩設備が小休憩をとるには不十分である可
能性が考えられる。就労者のワーク・エンゲイジメント
を高め、活気ある職場づくりを目指すためには、就労者
が小休憩を取りやすい環境や運用体制の整備だけでなく、
必要に応じて取得できる小休憩の重要性を認識し、雇用
側ならびに非雇用側双方での小休憩取得実現に向けた取
り組みが必要と考えられる。

（E-mail: mayumi.arai@jp.nestle.com）
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■ P2-14

【緒言】転倒による怪我は、身体的な健康だけでなく、

心理的な自信喪失や活動範囲の制限にもつながり、

生活の質を低下させる。また、転倒予防に関連する

要因の 1 つには歩容（歩き方の特徴）があるといわ

れている。歩容を計測する方法の 1 つに小型無線モー

ションセンサ（ 3 軸加速度、 3 軸角速度センサ内蔵）

を用いたものがある。このセンサを腰部と背部に装

着し歩行することで、 2 つのセンサが歩行時の体幹

の動きを軌跡化する。 2 つの軌跡の形や幅、長さ等

から歩容を計測している。（以下歩行計測）。この歩

行計測の結果から、96.8％の精度で将来の転倒を予

測する可能性を報告している（野澤ら、2020年）。転

倒と関連する身体機能としては筋力、バランス、歩

行能力など様々な要因があげられている。これらの

要因と歩行計測の関係を検討することは転倒予防の

介入を考えるうえで意義があると考える。本研究で

は、歩行計測と身体機能の関係の検討を目的とした。

【方法】2018年 6 月30日から 7 月 1 日にかけ長野県佐

久市にて歩行計測・身体測定・体力測定の計測会を

実施した。参加者のうち医師などから運動制限をさ

れていない健常成人175名を対象とし、歩行計測及び

身体測定・体力測定のデータを解析した。歩行計測

は、体 幹 2 点 歩 行 動 揺 計 THE WALKINGR Ⓡ

〔Ver.1.3.0〕（マイクロストーン株式会社製）を用い

て、歩行特徴指標である上体のふらつき、筋活動の

連携、動きの滑らかさ、支持性の左右差、腰の動き

の左右差、背中の動きの左右差の点数（偏差値）の

平均値を算出した。身体機能は、握力、開眼片脚立

位時間、 2 ステップテスト（実測値、身長で除した

換算値）、10 m 歩行時間（好みの速さ、最大の速さ）

の結果を用いた。

モーションセンサによる歩行計測と身体機能との関係の検討
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　解析は、IMB SPSS Ver25を使用し、身長、体重、

BMI、歩行計測、身体機能との関係について、制御

変数を①性別、②性別、年齢として、偏相関分析を

行った。

【結果】対象者は、男性62名、女性113名、年齢平均

値（SD）58.2 （11.4 歳）で あ っ た。歩 行 計 測 は

48.8 （6.4）、身体機能の握力は（右）31.5 （8.9） ㎏、

（左）29.7 （8.4） ㎏、開 眼 片 脚 立 位 時 間 は（右） 

48.7 （18.7）秒、（左） 49.8 （18.5）秒、 2 ステップ

テストは（実測値） 226.9 （25.7） cm、（身長で除し

た換算値） 1.4 （0.1）、10 m歩行時間は（好みの速さ）

7.3 （1.1）秒、（最大の速さ）4.9 （0.7）秒であった。

　歩行計測と身体機能の関係は、性別、性別と年齢

を制御変数としても、いずれも歩行計測と有意な関

係を示す身体機能はなかった。

【考察】歩行計測は年齢、身体機能に対してともに相

関がみとめられなかったことから、本研究に使用さ

れたモーションセンサによる歩行計測の指標は、年

齢による影響を受けにくく、身体機能とは異なる独

立した指標である可能性が考えられた。

　本研究は対象者数が175名と少なく、今後さらなる

研究が必要であると考えられる。一方で、歩行計測

が従来、転倒と関連があるとされていた身体機能と

の関連がみられないにも関わらず、転倒予測精度が

高いこと示唆されていることから、歩数計測による

転倒予防について今後介入研究で検証する必要があ

る。

【結論】歩行計測による指標は、年齢による影響を受

けにくく、身体機能とは独立した指標であることが

示唆された。

（E-mail: 24h001@u-nagano.ac.jp）
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【緒言】心肺停止者に対して、直ちに自動体外式
除細動器（以後 AED）を用いた心肺蘇生（以後
CPR）を開始することは、その救命に極めて重要
である。それは、発見者がティーンエイジャーで
あったとしても同様である。その一方で日本を含
めた世界の CPR 教育については、情報が乏しく
それ程広く普及していないと推測される。今回カ
ナダの高校において留学生を中心に、彼らの心肺
蘇生教育に関する認識と実態を調査した。

【方法】カナダ・バンクーバーの私立高校に在籍
する生徒を対象に、心肺蘇生教育に関するアン
ケート調査を実施した。回答者は18か国以上の59
名の高校生で、CPRについて14項目の質問を行い、
自由意見も募った。その結果を分析し、世界の
ティーンエイジャー達に対する CPR 教育の現状
と課題を検討した。

【結果】97% の生徒が「CPR 教育は重要である」
と回答した一方で、「CPR トレーニングを受けた
ことがある」生徒は37% で、毎年トレーニング
を受けているのは数名のみであった。さらに

「AED を正しく使用できる」と答えた生徒は19%
にとどまり、「ティーンエイジャーへの CPR 教育
は不十分」と回答した生徒が78% にも上った。地
域別にみると、アメリカ合衆国やカナダなど北米
地域や韓国は教育に熱心であるが、東南アジアや
中東地域、アフリカでは教育を受けていない生徒
がほとんどであった。

【考察】ティーンエイジャー達にも CPR 教育の重
要性は広く認識されているものの、実践できる生
徒はごく限られることが明らかになった。特に寮

ティーンエイジャーに対する世界の心肺蘇生教育の現状と課題 
―カナダの留学生を中心とした調査結果から―
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や海外など親元から離れて生活する生徒達には、
極めて必要な教育であると考えられた。さらに
CPR 教育は、国や地域によって全く方針が異な
ることが改めて浮き彫りになり、これには人的、
金銭的あるいは時間的な制約が関わり、CPR 教
育普及の障壁となっている。とりわけイスラム教
を支持する国々においては、男女間での身体接触
の禁止や女性の肌露出の禁止されており、トレー
ニングを含めて CPR 自体を一層遠ざけている可
能性が考えられた。また、日本における市民の
CRP 実施率は約50% とされる一方で、開発途上
国を初めとした他の国々においてはこれより著し
く低いところがほとんどである。このような状況
の中、北欧諸国のように CPR 教育を10代から制
度化したり、欧州の「Kids Save Lives」プログ
ラムのように早期かつ年 2 時間以上と具体的な目
標を掲げ、継続的に実施したりする体制が必要と
考えられた。その結果、その地域の50%（ 2 人に
1 人）が CPR 実施可能な世の中になれば、世界
中で毎年何十万人もの命が救われると考えられた。

【結論】世界中のティーンエイジャーの間で CPR
教育の必要性が高く認識されている一方で、彼ら
への教育が不足している現実が明らかとなった。
今後は、法整備も含めた計画的で実践的な心肺蘇
生トレーニングを早期に開始して普及させること
が必要である。世界中のティーンエイジャー達が、
仲間の命を救うために CPR 教育を必要としてい
る。

（E-mail: cpr.saves.each.other@gmail.com）
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■ P2-16

【目的】

　日本健康教育学会では、2024年 4 月からスタート

した「健康日本21」を「より実効性をもつ取組を推

進する」ため、日本健康教育学会誌特別号（2024Vol．

32特別号）や第32回学術大会シンポジウム（以下「学

会資料」という。）を通じてアクションプランを提案

している。これらは「系統だった事業の実施と評価、

及び関係者で事業の全体を共有するために役立つ」

とされている。このことから、地方自治体等のいわ

ゆる実践の場において、それぞれの事業担当者が総

合計画から事業までの一連の流れの理解と、事業の

全体像を共有するうえでアクションプランの作成は

重要と考えた。

　そこで小規模自治体の実践の場において、総合計

画の政策目標から各種個別事業計画の活動内容等を、

ロジックモデルを導入したアクションプランを作成

したので、そのプロセスについて報告する。

【活動（事業）内容】

　学会資料をもとに、当町の総合計画に掲げられて

いる政策のひとつである「健康長寿社会の実現」に

向けた各種施策や事務事業に至る道筋と、それぞれ

に示されている成果指標の整理を行った。

　まず、表頭には個別施策として掲げている「疾病

予防・重症化予防」「フレイル予防対策の推進」「活

動的でいきがいのもてる生活支援」を、表側には介

入のはしごのレベル別に、現在実施している事業と

今後必要と考えられる事業を加え整理することを試

みた。次に成果指標として、アウトプット、中間ア

ウトカム、アウトカムとなりうる指標を総合計画や

健康づくり計画、介護保険事業計画策定時に用いた

小規模自治体におけるロジックモデルを導入した 
アクションプランの作成プロセス
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埼玉県三芳町

質問紙調査項目や KDB システムのデータを用いて整

理することを試みた。ここでは、毎年把握できる指

標、中長期でなければ把握できない指標に分けて整

理を行った。さらに総合計画に掲げられている施策

指標、政策指標、ウエルビーイング指標を明記した。

【活動（事業）評価】

　アクションプラン全体については、個別施策ごと

の事業数にバラつきがみられた。次に介入のはしご

については、事業がどのレベルに位置付けることが

妥当なのか迷うことが多かった。また今後必要と考

えられる事業を加えても、介入効果の高い事業が少

ないことが明らかとなった。成果指標については、

測定可能な既存のデータを活用したことから、それ

ぞれの関連性と妥当性に検証が必要である。

【今後の課題】

　実践の場において学会資料を基にアクションプラ

ンを作成したことで、総合計画の政策目標から個別

事業までの一連の流れの理解に加え、それぞれの事

業の位置づけと役割、今後必要となる事業について

共有することが可能である。その一方で、この作成

方法を用いて、学会資料で整理している「実施主体

別」を加えるには作成・検討時間の確保やわかり易

さ等の工夫が必要である。

　また成果指標の整理は、事業担当者が事業実施に

伴う計画書を作成するうえで、目的・目標、実施内

容、評価を系統だって考えることが可能である。

　このアクションプランに完成はなく、実践の場に

おいて議論を深め、常に改変することが、政策や施

策の立案能力を高める意味でも重要と考えられる。

（E-mail: ikeda-yasuyuki@town.saitama-miyoshi.lg.jp）
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■ P2-17

【喫煙状況およびとらえ方の開示】
　発表者は非喫煙者であり、受動喫煙防止のためには
他者も非喫煙が望ましいと考える立場である。

【緒言】　発表者が担当している教養科目「健康心理学」
で「タバコの身体的・心理的・社会的影響」を取り上
げ、その中で調査を行った。（調査結果を発表すること
は学生の承諾済み。研究および調査方法については研
究倫理委員会の承認済み）

【方法】（ 1 ）対象　教養科目「健康心理学」履修登録
者（197名）。栄養や体育等を含む健康に関連する分野
を専門としない、服飾系の大学 1 年生。
　（ 2 ）期間　2024年 4 ～ 7 月
　（ 3 ）実施方法　タバコに関する講義をする前に調査
を実施し、最終回前に 2 回目を実施した。
　（ 4 ）実施手続き　 1 年前期、すなわち入学後すぐに
行われる「健康心理学」の授業において、毎週のテー
マに関連させて喫煙のリスクと禁煙のメリットに言及
するクラス（頻回教育群）と、最低限の回だけで伝え
るクラス（限定教育群）の 2 群に分け、頻回か限定的
かという教育方法によって喫煙に対する意識や行動に
差が生じるかを検討することとした。なお履修者数が
おおよそ同じになるように、一コマを頻回教育群（106
名、うち喫煙者 9 名）、二コマを併せて限定教育群（91
名、同 8 名）とし、内容については 2 群とも最終的に
質量ともに同じになるように配慮した。
　（ 5 ）「タバコの身体的・心理的・社会的影響」回に
含まれた内容
　喫煙を始める危険性、喫煙はストレス解消にならな
い、ニコチン依存、喫煙は様々な疾患の罹患・悪化の
リスク要因となる、新型タバコ（加熱式タバコ・電子
タバコ）を含むタバコの種類とその危険性、タバコに
関する誤解やミスリード、喫煙病（依存症＋喫煙関連
疾患）、受動喫煙（二次喫煙）と三次喫煙、自身の健康
だけでなく現在の家族や将来の家族の健康への影響、

大学の教養科目「健康心理学」における禁煙教育

杉
すぎ

田
た

　 秀
しゅう

二
じ

郎
ろう

文化学園大学　総合教養

喫煙者を採用しない企業や禁煙をサポートする企業の
増加、個人と社会のタバコ代だけではない損失、改正
健康増進法（受動喫煙防止のための事業者の努力義務
と喫煙者の配慮義務）たばこの規制に関する世界保健
機関枠組条約（FCTC）（受動喫煙防止。たばこの広告、
販売促進及び後援の禁止・制限）
　（ 6 ）調査票（アンケートフォーム）
　①属性：性別・学年・年齢
　②喫煙経験の有無や喫煙習慣の有無
　③加濃式社会的ニコチン依存度（KTSND）禁煙開始
や禁煙継続を阻むたばこ・喫煙に対する「思い込み」
の言動から構成されている。
　④受動喫煙による体調不良の有無、その他

【結果および考察】（ 1 ）加濃式社会的ニコチン依存度
（KTSND）　初回後の 2 群の比較で得点に有意差はなく、
等質であることが明らかになった。ただし初回と 2 回
目、および 2 回目の 2 群間でも有意差はなく、KTSND
に関しては今回の禁煙教育の効果は見られなかった。
　（ 2 ）喫煙状況の変化　初回と最終回に喫煙の有無を
聞き、約 4 か月の間に変化が生じたか否かを聞いた。
その結果、限定教育群では喫煙者 8 名のところ喫煙継
続が 5 名、喫煙本数減少が 1 名、禁煙という者が 1 名
であったが、喫煙を開始したという者も 1 名いた。一
方、頻回教育群では喫煙者 9 名のところ、喫煙本数減
少が 5 名、禁煙したが 2 名であり、変わらず喫煙を継
続している者はいなかった（最終回の回答者において
は、喫煙率 0 ％）。

【結論】　頻回教育群と限定教育群で、KTSND におい
ては差は見られなかった。しかし、喫煙状況では禁煙
する方向へ変化があった。また自由記述を読むと、吸
わない気持ちを新たにしたり、勧められても断るなど
の気持ちが書かれていたりしたため、禁煙に向けては
相応の効果があったのではないかと考えられる。

（E-mail: sh-sugita@bunka.ac.jp）
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■ RT1-1

持続可能で健康な食品のお買い物カードゲームの活用

河
かわ

嵜
さき

　唯
ゆ

衣
い 1）、佐藤　清香2）、久祢田　珠暉3） 、赤松　利恵4）

1）お茶の水女子大学　SDGs 推進研究所、2）高崎健康福祉大学　健康福祉学部、 
3）お茶の水女子大学　人間文化創成科学研究科、4）お茶の水女子大学　基幹研究院

【緒言】食の生産や消費が、現代社会の主要な社会課題
に及ぼす影響は甚大である。発表者らは、消費者が健
康の維持改善や環境保護のために、生活の中で実践す
るべき具体的な食行動を一元化するため、「持続可能で
健康な食行動 Sustainable and Healthy Dietary Behav-
iors（SHDBs）」の概念を提唱し、研究を行ってきた。
しかし、SHDBs は様々な社会課題の解決に資する食行
動を幅広く網羅しているため、その内容や意図は、消
費者に適切に伝わりづらい。行動変容を促すためには、
SHDBs の概念をより分かりやすく消費者に伝えるため
の、エビデンスに基づいた教材が必要である。
　そこで我々は、カードゲーム教材「持続可能で健康
な食品のお買い物カードゲーム」を作成した。お買い
物をテーマとしたのは、発表者らのレビューの結果、
SHDBs として統合された食行動のほとんどが食品選択
場面に焦点を当てていたためである。カードは食品カー
ドと行動カードから構成され、全40種類程度、計100枚
程度である。健康、温室効果ガス、食品ロスなど 6 種
類の課題に対し、既存のエビデンスに基づいて、各カー
ドに指数が付されている。初めに、プレーヤー 1 人に
つき 7 枚のカードを配る。プレーヤーは配られたカー
ドの中から、ランダムに提示されるお題に対応する指
数ができるだけ高くなるような組み合わせを考え、最
大 3 枚を出す。食品カードの指数の合計点に、行動カー
ドの指数を掛け算して合計点を算出する（行動カード
は0-2枚出すことができる）。最も高い得点のカードを
出したプレーヤーは、カードを手放すことができ、手
持ちのカードを全て手放したプレーヤーが勝利する。
プレーヤーは 1 ターンごとに、任意で山からカードを
1 枚引くことができる。この他にも、ディスカッショ
ン型の遊び方もできるよう工夫されている。これらの
ゲームを通し、プレーヤーは持続可能性や健康に貢献
する食品選択について楽しみながら学習することがで

きる。
【目的】本ラウンドテーブルでは、持続可能で健康な食
品のお買い物カードゲームの改善点や活用方法につい
てディスカッションすることを目的とする。

【方法】ラウンドテーブルは次の順序で進める。 1 ）研
究の概要（10分）、 2 ）グループワークの説明（ 5 分）、
3 ）グループワーク（25分）、 4 ）ディスカッションの
共有（15分）、 5 ）まとめ（ 5 分）
　グループワークでは、 3 ～ 4 人程度のグループに分
かれ、まずは、実際に持続可能で健康な食品のお買い
物カードゲームを手に取り、遊び方を確認していただ
く。そして、実際にゲームをプレイしていただいた後、
カードゲームの改善点や活用方法について話し合う。

【ラウンドテーブルの論点】以下の点について、参加者
の皆様からご意見をいただきたい。
　・持続可能で健康な食品のお買い物カードゲーム

（仮）は、学校や大学、職域などで教材として活用が可
能か
　・改善点及びライフステージに応じた活用方法

【謝辞】本研究は、JSPS 科研費23K16790の助成を受け
たものです。

（E-mail: kawasaki.yui@ocha.ac.jp）

図．作成したカードゲーム教材のイメージ
注．カードのデザインや指数は検討中
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■ RT1-2

【背景】

　健康日本21（第三次）では健康寿命の延伸と健康
格差の縮小が目標とされている。住民が主体となっ
て運営する健康づくり自主活動は、高齢者の健康増
進や介護予防に取り組むことで地域包括ケアシステ
ムの構築に貢献することが期待されている1）。
　自主活動参加者のヘルスリテラシー（HL）は、個
人レベルと地域レベルの健康と密接に関連する。個
人レベルの HL が高い健康づくりボランティアは地
域の健康情報提供活動に強く関与し2）、地域レベルの
HL が高い地域に住む高齢者は自立度が高い3）ことが
報告されている。ヘルスリテラシーが高い地域が増
えれば、地球規模の健康に貢献する可能性があるこ
とから、個人、地域、地球のレベルでのヘルスリテ
ラシーの相互関連を理解することは重要である。

【目的】

　本ラウンドテーブルでは個人レベル、地域レベル
でのヘルスリテラシー研究に関心を持つ実践者と研
究者が、より広域の地域レベルや地球レベルでの健
康増進を評価する枠組みとして「プラネタリーヘル
スリテラシー（PHL）尺度（案）」について議論する。
　具体的には、健康行動変容や医療サービス研究に
おいて採用されている Communicative and Critical 
Health Literacy Scale （CCHL）4）を中心に、地域のヘ
ルスリテラシーが高まることで、環境問題への対応
力が強化され、持続可能な社会の実現に寄与するこ
とを実証するための評価手法について検討する。特
に既存の評価尺度から、以下の項目について参加者
とともに理解を深めることを目的とする（表）。
　多くの健康増進事業は個人レベルであることから、
個人の環境配慮行動や健康寿命の延伸が健康格差を
是正し、持続可能な社会実装に貢献する仮定の下で
評価尺度の開発を目指す。

個人のヘルスリテラシーは地域、地球レベルの健康に影響するか？
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東京家政学院大学大学院

【検討課題】

　想定されるレベル内およびレベル間の評価が可能
であるだろうか？
　個人レベルのHLはPHLに関連するか（直接効果）。
地域レベルの HL は他の地域の HL に関連するか。
また、地域レベルの HL はより広域の HL に関連す
るか（地域内相関）。個人レベルの HL は地域レベル
の HL を媒介して PHL に関連するか（間接効果）。

【文献】

1 ）�織田遥、ほか（2020） 日本公衛看護誌、 9、 146-
155

2 ）�Taguchi, A., et al. （2016） PloS one , 11（10）, 
e0164612.

3 ）�Uemura, K., et al. （2023） Aging clinical and exper-

imental research, 35（ 6 ）, 1253–1261.
4 ）�Ishikawa, H., et al. （2023） BMC public health, 

23（ 1 ）, 952.
（E-mail: egawa@kasei-gakuin.ac.jp）

表．プラネタリーヘルスリテラシー尺度（案）

1 ．�気候変動が健康に与える影響について説明で
きる

2 ．�食品選択が地球環境に与える影響を理解して
いる

3 ．�持続可能なエネルギー使用について意識して
行動している

4 ．�健康維持のために、エコな交通手段（公共交
通機関、自転車など）を選んでいる

5 ．�地域での持続可能な活動（リサイクル、省エ
ネルギー活動など）に参加したことがある

6 ．�自分の消費活動が環境に与える影響について
考えたことがある

7 ．�未来の世代のために環境を守ることの重要性
を理解している

8 ．環境保護のために積極的に学び、実践している
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■ RT1-3

【背景】

　近年、日本を含むアジア諸国の学校では、包括
的性教育（Comprehensive Sexuality Education: 
CSE）や生命（いのち）の安全教育といった新た
な性教育のアプローチが普及されつつある。CSE
は、従来の性や生殖に関する知識を提供する教育
にとどまらず、人権、ジェンダー、関係性、感情、
意思決定、身体の尊重など、個人の「生き方」と
密接に関わる広範なテーマを含む性教育である。
2018年にユネスコが CSE のガイドラインを改訂
し、アジア諸国では、学校を基盤とした実践が推
進されている。一方、「生命（いのち）の安全教
育」は、子どもたちが性暴力の加害者、被害者、
傍観者にならないよう、自他の尊厳を尊重し、生
命の大切さを学ぶことを目的とした性教育である。
2021年から文部科学省と内閣府が連携し、全国の
学校での導入が進められている。両教育では、児
童生徒の発達段階や、文化や社会的背景に配慮し
た教育教材の提供が求められている。しかしなが
ら、当該教育の教育現場での実践の現状や課題は
十分に明らかにされておらず、教育の普及を推進
する要因の解明も十分には行われていない。

【目的】

　本ラウンドテーブルでは、シンポジウム開催、
教育実践の教材開発やフィールド研究から得られ
た知見をラウンドテーブル参加者らに共有・議論
することを通して、日本を含むアジア諸国の学校
における、CSE 及び生命（いのち）の安全教育

アジアと日本の学校での性教育の最前線
―包括的性教育及び生命（いのち）の安全教育の普及の現状と課題―
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さち1,2）、村松　崇志3）、城川　美佳2,4）、小林　潤2,5）

1）信州大学、2）国際学校保健コンソーシアム、3）篠ノ井西小学校、 
4）神奈川県立保健福祉大学、5）琉球大学

の推進のための方策を検討することを目的とする。
【方法】

　本ラウンドテーブルでは、まず、フィリピン、
日本、インドネシアにおいて CSE 教育の実践や
研究を行う研究者を招聘して開催したシンポジウ
ムの会議報告の紹介を行う。さらに、世界の性教
育の潮流とそこでの生命（いのち）の安全教育の
位置づけや相違点などに関する紹介を行う。続い
て、日本の小学校の低学年用に開発され、実践さ
れた生命（いのち）の安全教育の実践の事例を紹
介し、教材開発の際の工夫や成果、課題などを共
有する。さらに、日本の高校での生命（いのち）
の安全教育の実践の促進要因を検討したフィール
ド研究から得られた知見を報告する。さらに、ラ
ウンドテーブルの参加者の関心や活動の事例を共
有することを通して、日本及びアジアでの性教育
を推進していくために必要となる課題を明らかに
していく。

【論点または検討課題】

1 ）�アジア諸国の学校で推進されている CSE と
生命（いのち）の安全教育との相違点は何
か？

2 ）�学校における、CSE 及び生命（いのち）の
安全教育の推進のための課題は何か？

（E-mail: sachitjp@shinshu-u.ac.jp）
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■ RT1-4

【目的】

　小児の栄養相談では子どもの主体性や成長に対応

することが求められる。単回の栄養指導と比較して、

継続的な栄養相談は生活習慣を改善し肥満治療に有

効である。 本研究は管理栄養士が実施した栄養相談

における子どもとの相互作用プロセスについて、修

正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド・セ オ リ ー・ア プ ロ ー チ

（M-GTA）1）により質的に評価することを試みた。

【活動（事業）内容】

　小児肥満を対象とした継続栄養相談に関する既報2） 

をもとに、自記式質問紙への回答および半構造化面

接から得た情報を用いる。『実践的な栄養相談の継続

が肥満児の将来に向けた食行動の変化に繋がる』こ

とを分析テーマとして設定した。子どもの発話分析

から抽出した概念を想定し、〈子どもの行動〉に共通

する概念の関連を図示する結果図を作成する。この

過程でいくつかのサブカテゴリー間の関連を検証し、

説明文を作成する。

【活動（事業）評価】

　〈子どもの行動〉に共通する概念から、次の 3 つの

サブカテゴリーに集約を試みた。

　サブカテゴリー 1 ＜管理栄養士による子どもへの

言葉かけ＞管理栄養士が肯定的な言葉かけを行うこ

とは、子どもの減量意欲や食行動への関心を高める。

自己肯定感を高めることで、管理栄養士との信頼関

係が構築される。

　サブカテゴリー 2 ＜管理栄養士による子どもへの

非言語的表現＞継続的な栄養相談は、子どもと管理

栄養士の長期にわたる良好な関係性を必要とする。

こうした関係性は言語以外にも非言語的表現も関係

し、子どもの発達段階に応じた思考を促したり、減

修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチによる
実践的な栄養相談の質的評価の試み

片
かた

瀬
せ

　久
ひさ

代
よ

、牧田　愛美、伊藤　薫、沼田　真美、大木　由加志

大木小児内分泌代謝クリニック

量に必要な健康行動を開始、継続する態度を高めた

りする。

　サブカテゴリー 3 ＜管理栄養士による保護者への

間接的な働きかけ＞継続栄養相談によって子どもの

行動変容が生じ、治療効果が認められれば、保護者

の信頼を獲得できる。管理栄養士と保護者との関係

が強化され、子どもと保護者双方との信頼が構築で

きる。

【検討課題】

　管理栄養士による小児科での継続的栄養相談の質

的評価において、以下の点について参加者とともに

議論する。

　 1 ．子どもの成長に合わせた減量支援で、大切な

言葉かけや非言語的表現は何か。また、これらの働

きかけは保護者にどんな間接的な影響があるか。

　 2 ．子どもを対象とした M-GTA を使った質的研

究を行う場合、どんな点に配慮が必要か。また、

M-GTA の限界はどこにあるか。

　 3 ．子どもと管理栄養士の相互作用プロセスが解

明されると、どんな波及効果を期待できるか。

　これらの議論から、子どもの長期的な行動変容を

実現する上で医療機関、家庭、学校、地域との連携

の取り組みについて発展させていきたい。

【文献】

1 ）木下康仁．M-GTA の基本特性と分析方法、医療

看護研究、13巻、p．1-11、2016-2017

2 ）片瀬久代、沼田真美、他．小児科クリニックに

おける肥満児への実践的な継続栄養相談の検討研究

プロトコル．第45回日本肥満学会プログラム．2024

（E-mail: FZK10044@nifty.com）
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■ RT2-1

【背景】健康日本21（第三次）では、「だれもがアク
セスできる健康増進のための基盤の整備」を目標に
掲げ、その中に健康経営、産業保健サービスと特定
給食施設が含まれている。2018年度より「健康な食
事・食環境」認証制度が始まり、2024年度時点361事
業所が認証を受け、健康な食事であるスマートミー
ル ®（以下、スマミル）を提供している。しかし健康
経営を推進する企業であっても、従業員が給食に求
めるものは健康増進だけではなく、特定給食施設を
活用した産業保健サービスの推進には障壁が多い。

【目的】スマミルの認証を受けた工場系事業所におい
て、普及を目指した 3 年間の産学連携の取り組みを
整理し、その成果と推進の阻害要因について議論す
ることを目的とする。

【方法】対象は健康経営を推進する従業員約3,000人
の大手企業である。社員食堂（以下、社食） 2 カ所
の運営は G 社が行い、スマミルの普及を目的に本学
との産学連携を開始した。①連携の実績は、2022年
度からの事業を「ヒト（人的関与）・モノ（有形物
質）・コト（無形の取り組み）」の観点から分類した。
②連携の成果は、認証直後の 1 期（2022年 9 月）、イ
ベントに女子学生が参加した 2 期（2024年 9 月
9 日～13日）、イベントの中間の通常時である 3 期

（ 9 月17日～12月 6 日）、 2 期と同じメニューをこっ
そり提供した 4 期（12月 9 日～13日）を解析期間と
し、食堂別にスマミルのスタンバイ数、総食数に対
する構成比率（%）、残食数の平均値（標準偏差）を
求めた。③スタンバイ数には食材費が影響すると考
えられたため、 3 期の食材費の傾向を「食材価格動
向調査（農林水産省）」を用いて、野菜（10品目）、

「健康な食事」の普及を目指した産学連携と成果、 
そして新たなる課題

松
まつ

月
づき

　弘
ひろ

恵
え 1）、水野　智春1）、山下　日菜子1）、亀山　詞子1）、青栁　才2）、 

成川　直美2）、臼田　悦子2）、増原　凜2）、阪上　拓2）、加部　勇2）

1）日本女子大学　食科学部　栄養学科、2）株式会社クボタ　筑波工場　勤労課

加工食品（16品目）、魚介類（ 4 品目）、肉（ 4 品
目）・鶏卵価格を同調査の 5 年間の平均価格である平
年と比較した。

【結果】①産学連携の実績は、「ヒト」では関係者の
関与と熱意、「モノ」ではナッジ理論に基づきスマミ
ルの動線を変更した社食のリニューアルとスマミル
の味、「コト」では定期的イベントの開催と感覚に訴
える情報が挙げられた。②スマミルの構成比率は 1
期 ～ 4 期 に か け て 第 1 食 堂 で は 6.6 （0.9） %、
13.6 （1.4） %、8.9 （1.6） %、14.1 （1.9） %、第 2 食
堂 で は 4.7 （0.9） %、18.2 （2.6） %、8.6 （1.3） %、
17.0 （2.6） % と増加した。しかし、 1 回当たりのス
タンバイ数はイベント時には 2 食堂ともに約130食で
あ っ た が、 3 期 は そ れ ぞ れ 83.8 （12.8）食、
61.4 （8.7）食に限定され、特に第 2 食堂では平均残
食数は0.9 （2.6）食で完売が続いた。③ 3 期の食品
価格は平年に比べ野菜1.37倍、加工食品と肉類・鶏
卵1.14倍、魚介類1.13倍に増加していた。

【検討課題】現状はスマミルに対する従業員のニーズ
を満たしていない。それは野菜の使用量が定められ
ており、原価率が高くなりやすいことが、スタンバ
イ数に影響すると推察される。
　・�RTには産業保健や給食の専門家も参加するため、

多方面からスマミルの普及を議論したい。
　・�食材原価率がスタンバイ数に影響するとしたら

「健康な食事」をいかに推進したらよいのか。
　・�「健康な食事」を形骸化させないために、できる

ことは何か。
（E-mail: matsuzukih@fc.jwu.ac.jp）
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■ RT2-2

【背景】　医学・保健科学の知識は爆発的に増加し、
管理栄養士課程でも高度な内容を短期間で教授・学
修する必要がある。従来の体系的教科書は項目別に
多数のイラストを用いることを試みているが、学修
者が自分の生活経験へ橋渡しするには限界がある。
これを補うため、生成 AI を「語り合う友人」と位置
づけ、物語・視覚・触覚を統合した教材の開発を試
みた。

【目的】AI との対話プロトコルを確立し、複雑な専
門知を日常感覚へ変換するナラティブ型教材を創出、
その教育的有用性を探索する。

【方法】　開発手順は次の三層で設計した。
　① AI 友人化プロトコル：ChatGPT を “ 共著者 ”
とみなし、（a）話題設定→（b）ナラティブ生成→

（c）画像生成→（d）画像の再解説→（e）教員 ‐ AI 
のメタ対話、の 5 ステップを 1 ループとする反復サ
イクルを採用した。各ステップ終了時に「なぜその
描写・構図か」を AI 自身に説明させ、メタ認知と新
たな着想を誘発した。
　②触覚連結：AI 対話で得たキーワードをもとに、
気泡緩衝材プチプチや膨らませたポリ袋を用いる身
体化ワークを設計し、ナラティブと物理体験を接続
した。
　③キャラクター共創：AI との議論で浮上した〈長
崎の女子大生・英子〉を “ 語りの分身 ” として固定
化し、以後の生成物に一貫登場させることで、学生
が感情移入できる足場とした。

【結果】　上記プロトコルを2025年 4 月からの授業準
備に適用し、開始一か月時点で①400字以内ナラティ
ブ50篇、② AI 油彩・水彩風画像100点、③ワークシー
ト10種類などを生成した。英子が疑問と発見を重ね
る物語は学生の生活文脈に直結し、画像再解説を通

体系的な医・保健科学的知識を日常へ ―
AI 友人化物語教材開発：管理栄養士養成課程での試み

守
もり

山
やま

　正
まさ

樹
き 1,2）

1）活水女子大学健康生活学部、2）NPO ウェルビーイング

じて “ 見る ‐ 読む ‐ 語る ” の二重符号化＊が深化し
た。
　（＊注；「同じ情報を “ 2 つの異なるチャンネル ” で
入力・保存すると、思い出しやすく理解も深まる」
という学習心理学の考え方（A. Paivio, 1971）。）
　2025年度前期の実装（臨床医学概論・公衆衛生学・
カウンセリング論、各 4 回終了時点）では各回ほぼ
35名の学生が授業を体験した。授業で学生が気づい
た点は、ワークシートに記入してもらった。自由記
述欄への記入内容を見ると、学生の三分の二以上が

「専門用語を日常場面で想起することの興味深さ」に
言及していた。

【結論・論点】　AI を “ 友人 ” として位置づけた反復
対話プロトコルは、短期間で豊富な、かつ一貫性の
ある物語教材を生み出し、触覚ワークとの統合で抽
象概念を身体感覚へ落とし込むことが、達成された
と考えられる。
　・大学での通常の授業とは別に、国家試験対策と
しても AI 対話からのナラティブが有効であるか否か
は、さらに検討する必要がある。
　・健康教育といった時に忘れてはならないのは、
健康教育の対象となる一般の人々である。Well-being
向上への世界的取り組みとして、個々人が自分の人
生を主体的に選び、豊かに生きる力の育成を目指す
生涯健康教育の充実強化の要請が増大している。そ
れに応えるには、健康教育の効果を左右する教材の
開発が急務である。今回開発した AI 友人化の方法論
が、日々の生活の場における人々の生涯健康教育や
それに伴う行動変容にどこまで役立つのかは、今後
注意深く見守る必要がある。

（E-mail: masakim@kwassui.ac.jp）
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■ RT2-3

【背景】

　今後の超高齢社会において、地域高齢者が主体的

に健康増進を強化することを目的とした持続可能な

健康づくりプログラムの構築が必要である。これま

での地域高齢者に対する健康づくりプログラムの介

入研究の多くは、対象者に活動が根付かず、課題解

決や継続的な健康づくり活動を支援することに十分

貢献していないことが課題として指摘されている。

　そこで近年、地域住民の活動の継続や主体的活動

への発展を目指すことを目的とした研究手法として

アクションリサーチが注目されている。

　本研究では、アクションリサーチを用いて、地域

在住高齢者が主体的に健康づくりを目的とした運動

プログラムを構築するプロセスを分析した。

【目的】

　本ラウンドテーブルでは、アクションリサーチを

用いた地域住民と研究者の協働による持続可能な健

康づくりを目的とした運動プログラム構築の方法論

について意見交換することを目的とする。

【方法】

　住民主体の運動プログラム構築は、以下の手順で

行われた。

　（ 1 ）�健常高齢者を対象とした参加者のリクルート

と健康づくりを目的とした運動行動に関する

課題の共有・認識（2024年 6 ～ 9 月）

　（ 2 ）課題の解決策を計画（2024年10月）

　（ 3 ）解決策の実行と適宜修正（2024年10～11月）

　（ 4 ）�参加者の意見とニーズを反映した運動プログ

ラムの作成と継続手段の模索（2024年12月）

地域在住高齢者に対するアクションリサーチを用いた
住民主体の運動プログラム構築

亀
かめ

山
やま

　 泉
いずみ1）、北畠　義典2）、津野　陽子2）、助友　裕子3）

1）埼玉県立大学大学院　保健医療福祉学研究科、2）埼玉県立大学　保健医療福祉学部　健康開発学科、 
3）日本女子体育大学　体育学部　健康スポーツ学科

【結果】

　以下のプロセスを通じて、住民主体の運動プログ

ラム構築が行われた。

　（ 1 ）�地域のステークホルダーを通じて参加者を募

集し、健康づくりを目的とした運動行動に関

する課題を共有した。

　（ 2 ）�参加者が健康と運動の意義、重要性への認識

を深めることで解決への志向性が高まり、方

策が計画された。

　（ 3 ）�参加者同士が相互の取り組みについて意見を

共有・整理し、より主体的に実施・継続可能

なプログラムに修正された。

　（ 4 ）�参加者の意見とニーズを反映した運動プログ

ラムを作成し、活動の振り返りを通じて継続

手段が立案・計画された。

【論点】

　本ラウンドテーブル参加者と、以下の点を議論し、

アクションリサーチを用いた住民主体の健康づくり

を目的とした運動プログラム構築の方法論について

知見を深めたい。

　・�参加者のリクルートと関係性の形成は、どのよ

うに行うと良いか。

　・�本研究における住民主体の運動プログラム構築

のプロセスは妥当か、またどのようにプロセス

を進めることが推奨されるか。

　・�参加者がプログラムを継続・自主化するために

は、どのような手段が有効か。

（E-mail: i.kame.333@gmail.com）
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【背景】

　2011年 3 月に発生した東日本大震災・東京電力福島第

一原子力発電所事故により、 1 週間後には38万人以上が

避難を余儀なくされ、未だ約 3 万人が自宅に戻れていな

い。特に東北 3 県（岩手、宮城、福島）の沿岸部の町を

中心に、コミュニティが破壊され、避難先での心身のケ

アや、特に高齢者の生活再建や孤立予防が課題となった。

　味の素グループ・公益財団法人味の素ファンデーショ

ン（The Ajinomoto Foundation : TAF）は、2011年10月

から東北の行政や住民組織等と協働し、アウトリーチ型

料理教室「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」を開

催した。コンセプトは「いっしょに作って、いっしょに

食べよう」で、51市町村で3,771回実施し、のべ54,434名

が参加した（2020年 2 月まで）。

　TAF による東北での直接支援終了をきっかけに、研究

機関が参画し、アクションリサーチの枠組みができた。

2019～2021年度の研究機関による第三者評価では「本プ

ロジェクトは破壊された地域コミュニティや人々の繋が

りを復活するための『人々のこころと身体を元気にする』

画期的な介入モデルである」と報告された。2022年度以

降の研究では、プロセス評価として13事例をまとめ、各

事例の特徴・直接効果・波及効果について、本学会等で

発表してきた。しかし、展示ブースや発表の場で「普通

の料理教室とどう違うのか？」「共食との違いは？」など

の質問がたびたび寄せられた。

【目的】

　被災地で始まった「いっしょに作って、いっしょに食

べる」活動の特徴を明らかにするため、ラウンドテーブ

ルのセッションで、参加者と「料理教室」「調理実習」「共

食」についてディスカッションする。最終的には、他地

ふれあいの赤いエプロンプロジェクトの料理教室「いっしょに作って 
いっしょに食べる」は、いわゆる「料理教室」と何が違うのか？

木
きの

下
した

　ゆり1,2）、黒田　藍2,3）、久地井　寿哉2,4）、佐藤　香菜子2,5）、 
原　裕樹6）、山田　幹夫6）、三浦　優佳6）、福田　吉治2,3）

1）愛知学院大学、2）ふれあいの赤いエプロンプロジェクト評価チーム、 
3）帝京大学大学院公衆衛生学研究科、4）公益財団法人エイズ予防財団、 

5）金沢学院短期大学、6）公益財団法人味の素ファンデーション

域における食と栄養の課題解決のために応用可能なマネ

ジメントサイクルとヘルスプロモーションモデルを構築

する。

【方法】

　参加者から事例を提供してもらい、議論する。

【結果】

　事例：「ふれいあいの赤いエプロンプロジェクト」の料

理教室の場合

　＜地域の課題＞避難生活による孤立化（特に男性）、仮

設住宅での不十分な調理環境、食への意識の低下

　＜活動目的＞新たなコミュニティの再生、住民同士の

つながりづくり、男性の孤立予防、食生活の改善

　＜特長＞簡単で安価なレシピ、安全衛生第一、講師に

よるデモンストレーション無し、講師のアナウンスで一

斉に進行・作業、全員役割あり、一緒に作業・共食する

ことで相互理解、栄養紙芝居（ 5 ～10分講話）

　＜活動による効果＞参加者の心身の回復、社会参加の

機会の創出、食への意識の変化、コミュニティの構築・

再生、団体活動の活性化

　＜活動による地域への影響＞社会的ネットワークの強

化、地域のリソースや能力の強化・見える化

【考察】

　事例：「いっしょに作って、いっしょに食べる」活動は、

「誰も取り残されない」手法を用いた展開方法で、「地域

共生社会」の実現に寄与している。

【検討課題】

　 1 ．参加者から「料理教室」「調理実習」「共食」の事

例を提供してもらう。各手法がどのような場面に適して

いるか、期待できる効果などについて検討する。

（E-mail: yuri-kn@dpc.agu.ac.jp）

■ RT2-4
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■ RT2-5

【背景】中学校 PTA で生理用ナプキンの設置普及活
動に努めたところ、小学校内での対応改善を要望さ
れる機会が相次いだ（橘2024a）。保護者からの声の
具体的な趣旨は「生理用ナプキン交換のタイミング
不足」が大半を占める。学校や教育委員会に説明に
出向くも事態の改善が見込めない。

【先行研究】第一人者の杉田（2022）による月経衛生
対処の定義および要件は以下のとおりである。

【論点】決定的な原因究明や解決策提示には至ってい
ないと自認しつつ、以下の視点を挙げる。総じて、
月経についての正確な知識に基づきソフト・ハード
両面の整備を図る必要性を指摘する。
　①小学 6 年生での既潮率は58％程度であり、20世
紀の前半から初潮年齢の早期化が顕著である（守山
ら1980）が、アップデートされていない。
　②自宅のほとんどのトイレが洋式であるが、学校
のトイレは和式も存在し時間がかかる。避難所とし
ての活用に向けた改装は低層階が優先である。

児童の月経衛生対処の実現に向けて

橘
たちばな

　那
な

由
ゆ

美
み

環太平洋大学大学次世代教育学部

　③制服私服を問わずパンツスタイルの児童が増え
トイレ所要時間が長くなり、混雑は必至である。
　④中学以降では管見の限り休み時間 5 分の学校は
存在しないが、小学校では 5 分の学校も多い。
　⑤小学校一番の盲点は休み時間の諸活動である。
係活動や詩の暗唱などで時間を費やしている。
　⑥小学校教員 3 分の 2 は女性だが、高学年担任や
管理職の大半は男性であり実質的な配慮に乏しい。
　⑦そもそも男性教員は月経について基礎知識がな
い。教職課程等での学修機会も無いため配慮事項も
わからない。ゆえに生理用ナプキンが丸見えになる
活動も盛り込まれている（橘2024b）。
　⑧男女区別が顕著な時代には、図らずもナプキン
交換の機会が保障されてきた可能性がある。
　⑨中学高校では、喫煙・いじめ防止目的で頻回に
巡回する学校文化が散見されるが、小学校教員にこ
のような意識は殆ど無く結果的に児童がトイレに行
けていない可能性が把握できにくい。
　⑩近年フェムテックという言葉や概念が普及して
いるが、特に小学生の間は、また月経周期が不安定
であり、フェムテックの恩恵を受けにくい。

【参考文献】（一部のみ）
守山正樹ら（1980） 日本における初潮年齢の推移、
民族衛生46巻 1 号、pp22-32
杉田映理、新本万里子編（2022） 月経の人類学　女
子生徒の「生理」と開発支援、世界思想社
橘那由美（2024a） 中学校 PTA 活動としての生理用
ナプキン無料配布事業「若者応援スタイル」、ポリモ
ルフィア～ PolymrfíaVol.9、pp104-110、九州大学
橘那由美（2024b） 児童の「性の尊厳」を問い直す―
組体操におけるおける身体接触の実際から、ジェン
ダー研究26巻、pp53-76、東海ジェンダー研究所

（E-mail: nayumi@fol.hi-ho.ne.jp）

MHM ＝menstrual hygiene management
女性と思春期の女子が経血を吸収する清潔な
生理用品を使い、それをプライバシーが確保
される空間で月経期間中に必要なだけ交換で
き、石鹸と水で必要な時に体を洗い、使用済
みの生理用品を廃棄するための設備にアクセ
スできること

（ 1 ）正確で時宜を得た知識
（ 2 ）安全かつ手ごろな価格で入手可能な生理用品
（ 3 ）�安全かつ衛生的でプライバシーが確保された

トイレと手や体を洗うための設備
（ 4 ）生理用品の安全で衛生的な廃棄
（ 5 ）�月経に関する知識を持ち安心して話せる教員

やヘルスワーカー等の専門家
（ 6 ）保健サービスへの紹介とアクセス
（ 7 ）ポジティブな社会規範
（ 8 ）生理用品廃棄設備へのアクセス
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第33回日本健康教育学会学術大会 
協賛企業・団体一覧

公益財団法人味の素ファンデーション

株式会社医学書院

一般社団法人医学生によるがん教育推進協会

医歯薬出版株式会社

株式会社いわさき

株式会社 Gakken

株式会社クロス・マーケティング

株式会社建帛社

株式会社弘文堂

株式会社ゼロス

株式会社大修館書店

帝京大学大学院公衆衛生学研究科

株式会社 TENGA ヘルスケア

一般財団法人統計質保証推進協会

株式会社ネスレ

浄土真宗本願寺派妙善寺　住職　寺﨑滋

株式会社ヤクルト本社

株式会社ライフ出版社

株式会社ルーセント

株式会社ルネサンス

御協賛いただきました企業・団体の皆さまに深く感謝申し上げます。
（五十音順、敬称略、2025年 6 月11日現在）
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１年は
改訂新版

中学校保健体育科
指導者用デジタル教科書（教材）

新・中学保健体育

●直感的に使いやすいビューワ
●紙面の課題をワンクリックで拡大可能
●さまざまなデジタルコンテンツを搭載
●さまざまな指導に対応できるよう、

学習者支援機能も標準装備

中学保健体育の
学習

１～３年 小中教育事業部

〒141-8416
東京都品川区西五反田2-11-8
TEL 03-6431-1151  

令和７年度
改訂新版
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